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120010

建設工事の
早期着工・完
成のための
見積期間の
短縮

建設業法第20条第3
項、建設業法施行令
第６条第１項

建設工事の注文者は、建設業者が当
該建設工事の見積りをするために必要
な一定の期間を設けなければならない
こととしている。

C

　建設業法第20条第３項及び施行令第6条の規定
は、建設工事の適正な施工を確保するとともに、受注
者を適切に保護し、請負契約を適正化する観点から、
注文者があらかじめ提示した契約の内容となるべき
事項について、受注者に見積り落とし等の問題が生
じないよう請負契約の締結について適切な判断をす
るために最低限必要となる期間を全国一律に定めた
ものである。公共工事における積算単価が公表され、
これに基づき金額を算出することが容易であるとして
も、各受注者が価格を算定するにあたっては、当該受
注者の調達能力に応じた労働力、資材等の価格等を
考慮する必要があり、一概に見積期間を短縮すること
が可能とは言えない。こうした状況に鑑みれば、見積
もりの下限期間の短縮を独自に条例で定めることは、
受注者に対して見積期間の短縮を強いることになり、
公共工事の適正な施工に支障を来たすとともに受注
者の保護にも欠けることから、適当でない。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

建設業法第２０条第３項及び同法施行令第６条第１項の趣旨
（受注者の保護）は十分理解しているところですが、建築工事
や特殊な工法などを採用する工事を除き、一般的な資材、施
工方法を採用した本市の道路、水路、下水道等の土木工事に
おいては、積算単価が公表され、土木積算システムも一般に
販売、活用されている現状にある中では、見積積算に要する
期間はこの積算システムを利用すれば実質1日でも可能（業
者意見）という状況もあります。つまり、工種によっては全国一
律の規制基準を緩和しても良いのではないかという状況があ
るということです。見積はあくまでも個々の設計図書に基づく
数量等の積算であり、受注者は、落札後、積算した内容での
資材や労働力等の調達を開始することになるので、見積期間
には何ら支障はないものと考えます。従って、見積期間の下
限短縮は、受注者側の経営の合理化、効率化と相俟ってIT化
が進む現状では実態に即したものと言え、受注者保護の観点
を逸脱するものでもないと考えますし、発注者にとっても工事
の早期着工が期待でき、また受注者にとっても資機材や労働
力の早期確保が可能となり、引いては工事の早期完成が図ら
れ、地域住民の福祉向上に繋がると考えるものです。さらに一
方では、この下限期間短縮の効果として、見積・入札における
業者間の談合等不正行為の抑止効果にも繋がるのではない
かと考えるものです。

Ｃ

　前に回答したとおり、見積りには当然に個々の受注者の調達力等の
事情に応じた検討という内容も含まれるものであり、見積りを個々の設
計図書に基づく数量等の積算にすぎないという理解は、建設業法の趣
旨に反するものである。
　この点、平成六年の中央建設業審議会建議において「建設業に関す
る経営能力の全般的な改善を図るためには、請負金額の算定に当
たって、適切な見積りを実施することが最も重要な課題の一つ」とされ、
適切な見積りが「注文者の保護が図られるのみならず、ダンピングの
防止や下請業者の保護の促進にもつながる。」と指摘されたのを受け、
建設業法の改正により、建設業者は工事の種別ごとに経費の内訳を
明らかにして見積りを行い、注文者から請求があったときは見積書を提
示しなければならないものとした。これらにより、建設業者によるいわゆ
るどんぶり勘定等の不適当な見積りによるダンピング受注や下請けい
じめを防止するため、適切かつ詳細な見積りの普及促進を図ってきて
いるところである。見積期間の下限の引き下げは、個々の受注者の事
情等を考慮しない不適切な見積りを招きかねず、こうした対応に逆行す
るものである。
　仮に見積期間の短縮により、数日間の工事の早期完成が図られたと
しても、結果として見積り落とし等を原因とした施工不良等が発生した
場合には、多大な社会的損失が発生するものである。
　なお、不正行為の抑止効果については、主張の趣旨が不明である
が、見積期間の短縮と談合等の不正行為の抑止効果との間に因果関
係が存在することを検証することは困難と考える。

1172010 草加市

効率的迅速
行財政特区
（建設工事の
早期の着工と
完成を目指
す）

120020
道路管理者
による信号機
整備

道路交通法第４条第
１項

交通安全施設等整備
事業の推進に関する
法律第２条第３項

都道府県公安委員会は、信号機を設
置及び管理して、道路における交通の
規制をすることができる。

－ －
　信号機の設置及び管理は、都道府県公安委員会が
行っている。

－ 1087010 掛川市
交通事故防
止特区

121010

市街化区域
編入につい
て市町村へ
の権限移譲

都市計画法第１５条１
項２号

区域区分に関する都市計画は、都道
府県が定める

Ｃ －

　都市計画区域の区域区分については、都市計画区
域を指定する主体である都道府県が、都市計画区域
の無秩序な市街化を防止する必要があるか否かを、
地域の実情に応じて判断することが適切であるという
観点から、都道府県決定としている。
　なお、地方分権改革推進会議との議論では、平成１
２年の都市計画法の改正により、都道府県に平成１６
年５月までの都市計画区域マスタープランの策定が
義務付けられていることを踏まえ、それ以降、地方分
権推進委員会の勧告等を踏まえて講じられた現行制
度の定着状況を見極める必要があることから、平成１
６年度以降を目途にフォローアップを実施することとさ
れているところであり、先行して検討することは適当で
ない。

地域再生推進の観点から、権限移譲を進める
ことは重要であることを踏まえ、提案が実現で
きないか。具体的に検討し、回答されたい。

C -

　区域区分に関する都市計画は、都道府県が責任を
もって定めないと適切に定めることができない、市町村
の区域を超える広域的かつ根幹的な都市計画である
ため、都道府県が定めることが適当である。
　なお、地方分権改革推進会議との議論では、平成１２
年の都市計画法の改正により、都道府県に平成１６年
５月までの都市計画区域マスタープランの策定が義務
付けられていることを踏まえ、それ以降、地方分権推進
委員会の勧告等を踏まえて講じられた現行制度の定着
状況を見極める必要があることから、平成１６年度以降
を目途にフォローアップを実施することとされているとこ
ろであり、先行して検討することは適当でない。

1051010 岩倉市
市街化区域
編入拡大特
区

121020

三大都市圏
における用
途地域の決
定、変更権限
の市町村へ
の移譲

都市計画法第15条第
１項第５号
都市計画法施行令第
９条第１項第１号ハ
中部圏開発整備法第
２条第３項
同法第13条第１項

三大都市圏の既成市街地、近郊整備
地帯等及び政令指定都市の区域を含
む都市計画区域内においては、都道
府県が用途地域を定める。

Ｃ －

　三大都市圏の区域は、市街地が市町村の行政区域
を超えて広がっている典型的な区域であり、都市計画
法では、このような三大都市圏の地域の実情を踏ま
えて、当該地域における用途地域の決定は、広域の
見地から調整を図る観点から、都道府県が行うことと
している。この整理は、地方分権推進委員会の勧告
等を踏まえた一連の制度改正により措置されたもの
である。
　また、現行制度上、市町村は、都道府県に対し、都
道府県が定める都市計画の案となるべき事項を申し
出ることができるとされており、都道府県はできる限り
その内容を尊重しなければならないことから、当該制
度が活用されることにより、都道府県が定める都市計
画に市町村の地域の実情は反映される。この点に関
しては、平成１５年度中に「三大都市圏等における都
道府県の用途地域等の都市計画の決定等に当たり、
市町村からの案の申し出がある場合には、当該案の
熟度や地域の実情等を十分に踏まえ、適切に都市計
画の決定等を行うことが望ましい」という趣旨を明確
化することとなっている。

地域再生推進の観点から、権限移譲を進める
ことは重要であることを踏まえ、提案が実現で
きないか。具体的に検討し、回答されたい。
なお、本提案においては、代替措置として「い
たずらに変更等がされないよう、「犬山市都市
計画マスタープラン」に示される地域ごとの市
街地の将来像に合った内容とするとともに、用
途地域の変更区域に隣接する市町村との協議
を義務化し、その協議を了した見直しに限るも
のとする」との提案がなされているので、このよ
うな観点からも、検討し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

　近年、土地利用形態はめまぐるしく変化してきており、例え
ば市街地内の工場の撤退又は縮小や大規模商業施設の撤
退など、跡地の適切な土地利用規制を速やかに行う必要があ
る。
　また、本市城下町地区の歴史的環境地区においては、現況
土地利用が主に住宅系にもかかわらず商業系用途地域が定
められている等、住民に最も身近な市町村が、地区の実情に
即した土地利用規制を迅速に対応することが求められてい
る。
　しかしながら、用途地域の変更にあたっては、ご承知のとお
り、計画素案の作成、県事前打合せ申請・回答、国事前打合
せ、関係機関との調整、県素案の作成、公聴会等の開催、市
町村都市計画審議会、法定縦覧、意見書の受理、県都市計
画審議会、国土交通大臣同意協議・同意、県告示という手続
きを必要とし、その手続きに１年程の期間を要している。
　また、措置の概要（対応策）では、平成１５年度中に「三大都
市圏等における都道府県の用途地域等の都市計画の決定に
当たり、市町村からの案の申し出がある場合には、当該案の
熟度や地域の実情等を十分に踏まえ、適切に都市計画の決
定等を行うことが望ましい」という主旨を明確化することとなっ
ているが、時間的な概念には触れられていない。
　したがって、迅速な土地利用規制を推進するため、特例措置
を求めるものである。

C -

　平成１５年度中に「三大都市圏等における都道府県
の用途地域等の都市計画の決定に当たり、市町村か
らの案の申し出がある場合には、当該案の熟度や地域
の実情等を十分に踏まえ、適切に都市計画の決定等
を行うことが望ましい」という主旨を明確化し、運用改善
を図ることとしているところであるが、「適切に都市計画
の決定等を行う」とは市町村からの案の申し出を尊重
し、迅速に対応することを意味するものである。したがっ
て、当該運用改善によって地域の実情を反映した迅速
な土地利用規制を行うことが可能となる。
　なお、「「犬山市都市計画マスタープラン」に示される
地域ごとの市街地の将来像に合った内容とする」こと
は、もとより都市計画法第１８条の２第２項の規定によ
り「市町村が定める都市計画は、基本方針に即したも
のでなければならない」とされている。また、三大都市
圏の区域は、市街地が市町村の行政区域を超えて広
がっている典型的な区域である。このような三大都市圏
の地域の実情に鑑み、隣接市町村との調整のみならず
より広域の見地からの調整を行うことが必要であるた
め、都道府県が当該地域における用途地域の決定を
行うことが適当である。

市町村の意向を十分に反映し、都道府県が
都市計画を決定・変更するような仕組みがで
きないか、検討し回答されたい。

Ｂ
Ⅳ
Ⅰ

　平成１５年度中に「三大都市圏等における
都道府県の用途地域等の都市計画の決定
に当たり、市町村からの案の申し出がある場
合には、当該案の熟度や地域の実情等を十
分に踏まえ、適切に都市計画の決定等を行
うことが望ましい」という主旨を明確化し、運
用改善を図ることとしているところである。
　なお、都市再生特別措置法において、都市
の再生に必要な公共公益施設の整備等を重
点的に実施する必要がある場合、都市再生
整備計画に定められた事業の実施に伴い決
定・変更が必要となる地域地区に関する都市
計画について、市町村から都道府県への当
該都市計画の決定・変更の要請とその要否
に関する都道府県の判断の義務付けに関す
る規定を設ける。

1031010 犬山市
犬山市まちづ
くり（都市計
画）推進特区

121020

三大都市圏
における用
途地域の決
定、変更権限
の市町村へ
の移譲

都市計画法第15条
都市計画法施行令第
９条

三大都市圏の既成市街地、近郊整備
地帯等及び政令指定都市の区域を含
む都市計画区域内においては、都道
府県が用途地域を定める。

Ｃ －

　三大都市圏の区域は、市街地が市町村の行政区域
を超えて広がっている典型的な区域であり、都市計画
法では、このような三大都市圏の地域の実情を踏ま
えて、当該地域における用途地域の決定は、広域の
見地から調整を図る観点から、都道府県が行うことと
している。この整理は、地方分権推進委員会の勧告
等を踏まえた一連の制度改正により措置されたもの
である。
　また、現行制度上、市町村は、都道府県に対し、都
道府県が定める都市計画の案となるべき事項を申し
出ることができるとされており、都道府県はできる限り
その内容を尊重しなければならないことから、当該制
度が活用されることにより、都道府県が定める都市計
画に市町村の地域の実情は反映される。この点に関
しては、平成１５年度中に「三大都市圏等における都
道府県の用途地域等の都市計画の決定等に当たり、
市町村からの案の申し出がある場合には、当該案の
熟度や地域の実情等を十分に踏まえ、適切に都市計
画の決定等を行うことが望ましい」という趣旨を明確
化することとなっている。

地域再生推進の観点から、権限移譲を進める
ことは重要であることを踏まえ、提案が実現で
きないか。具体的に検討し、回答されたい。
なお、貴省の回答にある広域の見地から調整
を図る必要性については、「同法第１９条第４
項の都道府県知事同意において広域の見地
から調整が図られることにより不都合は生じな
い」との指摘があるので、この点を踏まえて検
討し、回答されたい。

C -

　平成１５年度中に「三大都市圏等における都道府県
の用途地域等の都市計画の決定に当たり、市町村か
らの案の申し出がある場合には、当該案の熟度や地域
の実情等を十分に踏まえ、適切に都市計画の決定等
を行うことが望ましい」という主旨を明確化し、運用改善
を図ることとしているところであり、当該運用改善は地
域再生に資するものと考える。
　なお、都市計画法第１９条第４項の都道府県知事同
意も広域の点からの調整を行うための制度であるが、
三大都市圏の区域は市街地が市町村の行政区域を超
えて広がっている典型的な区域であるという三大都市
圏の地域の実情に鑑み、当該地域における用途地域
の決定は、三大都市圏以外の区域と異なり、都道府県
が自ら権限を持ち、土地利用の動向に応じて能動的に
用途地域を定めることが必要である。

市町村の意向を十分に反映し、都道府県が
都市計画を決定・変更するような仕組みがで
きないか、検討し回答されたい。

Ｂ
Ⅳ
Ⅰ

　平成１５年度中に「三大都市圏等における
都道府県の用途地域等の都市計画の決定
に当たり、市町村からの案の申し出がある場
合には、当該案の熟度や地域の実情等を十
分に踏まえ、適切に都市計画の決定等を行
うことが望ましい」という主旨を明確化し、運
用改善を図ることとしているところである。
　なお、都市再生特別措置法において、都市
の再生に必要な公共公益施設の整備等を重
点的に実施する必要がある場合、都市再生
整備計画に定められた事業の実施に伴い決
定・変更が必要となる地域地区に関する都市
計画について、市町村から都道府県への当
該都市計画の決定・変更の要請とその要否
に関する都道府県の判断の義務付けに関す
る規定を設ける。

1088010 府中市
首都近郊都
市まちづくり
特区

1／48
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コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

121030

三大都市圏
における都
市計画決定、
変更権限の
移譲

都市計画法第15条第
１項第３号
都市計画法施行令第
９条第１項第１号

三大都市圏の既成市街地、近郊整備
地帯等及び政令指定都市の区域を含
む都市計画区域内においては、都道
府県が用途地域等の都市計画の決定
等を行う。

Ｃ －

　都市再開発方針等は、都市計画区域の整備、開発及び保全
の方針と同様、個別の都市計画の上位に位置する都市計画と
しての位置付けが与えられ、個別の都市計画は、都市再開発
方針等に即したものでなければならないとされているため、広
域の見地からの調整を図る観点から、都道府県が定めることと
されている。
　用途地域については、三大都市圏の区域は、市街地が市町
村の行政区域を超えて広がっている典型的な区域であり、都
市計画法では、このような三大都市圏の地域の実情を踏まえ
て、当該地域における用途地域の決定は、広域の見地から調
整を図る観点から、都道府県が行うこととしている。この整理
は、地方分権推進委員会の勧告等を踏まえた一連の制度改正
により措置されたものである。
　また、現行制度上、市町村は、都道府県に対し、都道府県が
定める都市計画の案となるべき事項を申し出ることができると
されており、都道府県はできる限りその内容を尊重しなければ
ならないことから、当該制度が活用されることにより、都道府県
が定める都市計画に市町村の地域の実情は反映される。この
点に関しては、平成１５年度中に「三大都市圏等における都道
府県の用途地域等の都市計画の決定等に当たり、市町村から
の案の申し出がある場合には、当該案の熟度や地域の実情等
を十分に踏まえ、適切に都市計画の決定等を行うことが望まし
い」という趣旨を明確化することとなっている。

地域再生推進の観点から、権限移譲を進める
ことは重要であることを踏まえ、提案が実現で
きないか。具体的に検討し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

本提案は、規制緩和としての「特区」において、ITイン
フラ、地域交流システム、駐車場案内誘導システム
及び文化・交流・子育て施設など、広義のインフラを
含む基盤整備も行えるまちづくりのために、建築物
の用途や容積率の権限を基礎的自治体に委譲する
ことを求めている。
まちづくりの権限と、都心ならではの幅広いまちづくり
財源の確保が一体となった仕組みを構築することに
より、都市再生事業をスピーディにし、地域経営を含
めた都市の活性化を早急に推進するものである。ゆ
えに権限と財源をそれぞれ切り離さず単なる都市計
画権限の対応ではなく、一体的かつ総合的な特区提
案としてご検討いただきたい。

C -

　平成１５年度中に「三大都市圏等における都道府県
の用途地域等の都市計画の決定に当たり、市町村か
らの案の申し出がある場合には、当該案の熟度や地域
の実情等を十分に踏まえ、適切に都市計画の決定等
を行うことが望ましい」という主旨を明確化し、運用改善
を図ることとしているところであり、当該運用改善は地
域再生推進に資するものと考える。

市町村の意向を十分に反映し、都道府県が
都市計画を決定・変更するような仕組みがで
きないか、検討し回答されたい。

Ｂ
Ⅳ
Ⅰ

　平成１５年度中に「三大都市圏等における
都道府県の用途地域等の都市計画の決定
に当たり、市町村からの案の申し出がある場
合には、当該案の熟度や地域の実情等を十
分に踏まえ、適切に都市計画の決定等を行
うことが望ましい」という主旨を明確化し、運
用改善を図ることとしているところである。
　なお、都市再生特別措置法において、都市
の再生に必要な公共公益施設の整備等を重
点的に実施する必要がある場合、都市再生
整備計画に定められた事業の実施に伴い決
定・変更が必要となる地域地区に関する都市
計画について、市町村から都道府県への当
該都市計画の決定・変更の要請とその要否
に関する都道府県の判断の義務付けに関す
る規定を設ける。

1098020 千代田区
都市再生開
発特区

121040

生産緑地法
に係る「主た
る従事者」資
格要件の緩
和

生産緑地法第１０条、
第１５条

　生産緑地の所有者は、当該生産緑地の指定の
告示の日から起算して３０年を経過したとき、また
は、当該告示後に当該生産緑地にかかる農林漁
業の主たる従事者が死亡または故障により農林
漁業の継続が困難ないし不可能になった場合に、
市町村長に対して土地の買取りを申し出ることが
できる（法第１０条）。
　なお、生産緑地の所有者は、法第１０条の規定
による申出ができない場合でも、疾病等により農
林漁業に従事することが困難である等の特別の
事情があるときは、市町村長に当該生産緑地の買
取を申し出ることができ、市町村長がこの申出が
やむを得ないものであると認めるときは、当該生
産緑地を自ら買い取ること又はあっせんすること
に努めなければならないとしている（法第１５条）。

Ｄ－１ －

　生産緑地地区の買取申出は、指定の告示日から３
０年を経過した場合以外は、農林漁業の主たる従事
者が死亡または故障した場合に行うことができるとさ
れているが、これによらない場合でも、市町村長がや
むを得ないと認める特別の事情があるときは、当該生
産緑地地区の所有者は市町村長に買取を申し出るこ
とができるとされている。
　当該案件については、地方公共団体の都市計画の
方針や周辺土地利用の状況等を鑑み、生産緑地地
区の買取りの申出の特別な事情について、やむを得
ないものとして認めるかどうかを市町村長が判断され
ればよい事項であり、現行制度において対応可能で
ある。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

  今回、ご回答頂いた「措置の概要（対応策）」においては、生
産緑地法第１０条および第１５条を根拠とされていますが、同
法第１４条において生産緑地地区内における行為制限の解除
ができるのは第１０条に基づく「生産緑地の買取りの申出」の
場合に限られており、第１５条に基づく「生産緑地の買取り希
望の申出」は含まれていないと解釈しています。
  当区が「練馬区農地活用特区」で提案した規制緩和は、特区
法第２３条(特定農地貸付に関する農地法等の特例に関する
法律及び市民農園整備促進法の特例)に基づいて、生産緑地
を市民農園として貸付けることなどを行った土地所有者につい
て、生産緑地法第１０条に定める「農林漁業の主たる従事者」
と同様に行為制限が解除される資格を得て、「生産緑地の買
取り申出」ができることとすることです。これにより、万一、所有
者に死亡等の事実が発生した場合でも生産緑地の地方公共
団体以外への売却等が可能となることから、生産緑地所有者
が安心して市民農園を開設しようとするＮＰＯ等に貸付けるこ
とが想定されます。（土地の実勢価格と農業生産価格が大幅
に乖離している現状では、地方公共団体が買い取らない場合
には、土地所有者は指定の告示日から３０年間は事実上土地
を処分できません。）
  このことは、生産緑地に課せられた制約を限定的に解除し、
ＮＰＯ等の市民農園開設主体が大都市住民の需要に応える
形で、生産緑地を有効利用することを可能にしようとするもの
です。
  ご回答の内容で確認させていただきたい事として、①貴省に
おける法の解釈・運用により生産緑地法第１５条の「買取り希
望の申出」を行った場合でも、行為制限解除が可能となるの
か否か、②それができない場合には、現行法上、生産緑地を

D-1 -

①については、行為制限は解除されない。また、②に
ついては、市民農園では、土地所有者の死亡等は農業
の継続が困難となる農林漁業の主たる従事者の死亡
等に該当しないことから、生産緑地法第１０条の買取申
し出はできない。なお、市民のニーズに応え市民農園
を継続していくことは、市区町村の買取、あっせんなど
を通じ可能であり、「行為制限の解除」は市民農園の継
続の支障になるものと考えられる。

1076010 練馬区
練馬区農地
活用特区

121050

市民農園とし
て活用されて
いる生産緑
地の買取申
し出の容認

生産緑地法第１０条、
第１５条

　生産緑地の所有者は、当該生産緑地の指定の
告示の日から起算して３０年を経過したとき、また
は、当該告示後に当該生産緑地にかかる農林漁
業の主たる従事者が死亡または故障により農林
漁業の継続が困難ないし不可能になった場合に、
市町村長に対して土地の買取りを申し出ることが
できる（法第１０条）。
　なお、生産緑地の所有者は、法第１０条の規定
による申出ができない場合でも、疾病等により農
林漁業に従事することが困難である等の特別の
事情があるときは、市町村長に当該生産緑地の買
取を申し出ることができ、市町村長がこの申出が
やむを得ないものであると認めるときは、当該生
産緑地を自ら買い取ること又はあっせんすること
に努めなければならないとしている（法第１５条）。

Ｄ－１ －

　生産緑地地区の買取申出は、指定の告示日から３
０年を経過した場合以外は、農林漁業の主たる従事
者が死亡または故障した場合に行うことができるとさ
れているが、これによらない場合でも、市町村長がや
むを得ないと認める特別の事情があるときは、当該生
産緑地地区の所有者は市町村長に買取を申し出るこ
とができるとされている。
　当該案件については、地方公共団体の都市計画の
方針や周辺土地利用の状況等を鑑み、生産緑地地
区の買取りの申出の特別な事情について、やむを得
ないものとして認めるかどうかを市町村長が判断され
ればよい事項であり、現行制度において対応可能で
ある。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　生産緑地法第１０条においては、主たる従事者が死亡した場
合に、市町村長に対して土地の買い取りの申し出ができること
とされていますが、その際、市町村長に提出する生産緑地買
取申出書には、農業委員会によるその者が主たる従事者に該
当することについての証明書（以下「主たる従事者証明」とい
う。）を添付することとされています。本市では、過去に、市民
農園として市に貸し付けていた生産緑地について、地権者が
死亡したため、相続人から市へ買い取りの申し出をしようとし
たところ、当該地が市民農園として利用されていたことから、
農業委員会において死亡した地権者については主たる従事
者ではないと判断され、そのため、主たる従事者証明が発行
されず、結果として必要な書類が整わず、申し出ができないと
いう事例がありました。このことは、地権者に、当該貸付地に
おける買い取りの申し出及び相続発生時の納税等に関する
不安を招き、地権者の一部からは、生産緑地を市民農園とし
て市に貸し付けることはできないという意向が示されました。
市としては、今後とも市民農園の拡充を図る上で、地権者の
理解を得ることは重要であると認識し、地権者に安心して所有
地を市民農園として提供していただけるような諸施策を講じて
いきたいと考えており、そのための一方策として、地権者等か
ら市民農園として利用されていた生産緑地の買い取りの申し
出があった場合、その必要書類としての主たる従事者証明の
添付の省略を可能とすることを意図するものとして、今回の提
案に至った次第です。よって、本市におきましては、貴省の「現
行制度において対応可能である。」との回答につきましては疑
義があり、再度ご検討を願うものであります。

D-1 -

市町村長が都市計画の方針や周辺土地利用の状況等
をかんがみ、生産緑地の買取の申出の特別な事情に
ついて、やむを得ないものとして認めると判断する場合
は、法第１０条の買取申し出の要件に関わらず、法第１
５条に基づく買取りの申出ができることとされている。買
取の申出がなされた生産緑地について、市町村長が当
該生産緑地を自ら買取ること又は農林漁業希望者へ
の斡旋を行うことにより、市民農園を市民に継続して提
供することができるものと考えられる。

1096010 坂戸市
農と健康市民
交流促進特
区

121060
生産緑地面
積の規制の
緩和

生産緑地法第３条

　生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等
で、①公害又は災害の防止、農林漁業と調和した
都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当
の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供
する土地として適しているものであること、②５００
㎡以上の規模の区域であること、③用排水その他
の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件
を備えていると認められるものであること、という
条件に該当する一団のものの区域について、都市
計画に定めることができる（法第３条）。

Ｃ －

　生産緑地地区の面積要件については、都市計画に
おいて、農地のもつ緑地機能を評価し、これに制限を
加えて保全を行う以上、農地の持つ緑地としての機
能が発揮される一定の規模以上とする必要があるこ
とから、都市計画上緑地として評価できる最低限度と
して５００㎡と設定している。
　このように、都市計画上保全すべき緑地として評価
されたものについて農地並み課税として固定資産税
の減免措置等があるところであり、その面積要件を引
き下げることは、都市計画上評価されない小規模なも
のについて税の軽減措置を図ろうとするものであり、
特区として対応が困難である。

提案の趣旨を踏まえ、都市における小規模な
緑地を保全するため何らかの措置が講じられ
ないか。具体的に検討し、回答されたい。

C -

生産緑地地区の面積要件は都市の農地のもつ緑地機
能・多目的保留地機能を最大限評価し５００㎡としてい
るところであり、生産緑地法上、生産緑地地区の面積
要件に満たない小規模な緑地は、公害又は災害の防
止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活
環境の確保に相当の効用があるとは認められていな
い。なお、一部を公共事業用地の対象地とするために
面積要件を満たさなくなった生産緑地について、地方
公共団体の判断により買取り緑地の保全措置を講じる
ことは可能である。

1155010 越谷市
生産緑地活
用特区

121070

住工混在防
止のための
工業用建築
物の容積率
の緩和

建築基準法第５２条
建築物の容積率は、都市計画法に基
づく都市計画及び建築基準法により定
められている。

C

工場の周辺環境に対する影響やインフラに対する負
荷は一般に大きく、一律に緩和のメニューを設けるこ
とは適当ではない。
現行制度でも、特定の工場、倉庫、事務所等に対す
る容積率の緩和は、土地の状況に応じて都市計画の
変更と地区計画の策定によりきめ細かく対応できるの
で、積極的に活用されたい。

1146010 市川市
住工混在防
止特区

121080
墓地計画標
準の地割規
制の緩和

なし

都市計画上の墓園の設置の考え方に
ついては、昭和34年5月11日通達「墓
地計画標準について」により示してい
たが、現在では、国の考え方としては
「都市計画運用指針」において示して
いる通りである。「都市計画運用指針」
においては、墓所の墓地面積に対する
割合（地割）については示していない。

Ｄ－１ －

当該案件については、地方公共団体の都市計画の
方針により、都市計画決定権者である市町村長が判
断されればよい事項であり、現行制度において対応
可能である。

昭和34年5月11日付け「墓地計画標準につい
て」は廃止されたものと解してよいか、確認され
たい。

D-1 -
都市計画法上の墓園の設置の考え方については、現
在の都市計画運用指針により運用して差し支えない。

昭和34年5月11日付け「墓地計画標準につ
いて」は廃止されたものと解してよいか、確認
されたい。

D－１ －

都市計画上の墓園の設置の考え方について
は、現在の都市計画運用指針により運用し
て差し支えなく、昭和34年5月11日通達「墓地
計画標準について」の内容については、廃止
されたものとして解してよい。

1009010 秩父市
秩父市墓園
整備特区
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国土交通省

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

121090

立体道路制
度の弾力的
運用（必要要
件となってい
る機能・条件
の緩和)

都市計画法第１２条
の５、道路法第４７条
の５、建築基準法第４
４条第１項第３号

立体道路制度の対象となる道路は、都
市計画法、道路法及び建築基準法上
一定の条件に該当する道路に限定さ
れている。

Ｄ－１ －

　ご提案の趣旨である都心の高度利用については、
当該道路を廃止し敷地内通路とすること等により対応
可能である。
　また、道路を廃止し敷地内通路とした場合において
も、円滑な交通等を確保することは可能であり、これ
により地域内の効果的かつ円滑な街区の統合再編を
進めることは十分に可能である。
　なお、道路空間と建築物の立体的利用のさらなる推
進に関しては、平成１４年度に検討を開始し、規制改
革推進３か年計画（再改定）に明記されたスケジュー
ルに従い、適正かつ合理的な土地利用が図られ、避
難、消火、延焼防止、さらに採光、通風等良好な市街
地環境の形成等の観点から支障がなく、かつ、道路
構造の保全、安全で円滑な道路交通の確保等道路
管理上の支障がないかという観点から検討を進めて
いるところ。

貴省からの回答では「明記されたスケジュール
に従い、適正かつ合理的な土地利用が図ら
れ、避難、消火、延焼防止、さらに採光、通風
等良好な市街地環境の形成等の観点から支
障がなく、かつ、道路構造の保全、安全で円滑
な道路交通の確保等道路管理上の支障がな
いかという観点から検討を進めている」とある
が、現在、どのようなスケジュールにより、どの
ような検討を行っているのか、具体的に明らか
にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。
また、提案では「道路廃止が適切でない場合
がある」との指摘があるので、この点を踏まえ、
具体的に検討し、回答されたい。

敷地内道路とすることにより可能とのことであるが、
現在道路法第10条の規定では道路機能を廃止する
場合に廃道を認めている。廃道した位置に同様の道
路機能を設定することは同法に抵触する。
本区の提案した「立体道路整備特区」は、都心部に
おける市街地再開発事業等の密集市街地整備にお
いて、区域内の道路の廃道が土地の形状や地域交
通阻害等により困難な場合を想定しており、特区に
より道路と建築物の立体的利用の更なる推進を図る
ため早急な検討を求めるものである。

Ｄ－１ －

　道路空間と建築物の立体的利用については、都市に
おける土地の高度利用、街並みの連続性や賑わいを
創出する観点から、良好な市街地環境の形成や道路
管理上支障が無く、都市計画上の位置付けが明確にさ
れるなど、一定の要件を満たす場合に、道路空間と建
築物の立体的利用を図ることについて、平成１６年度中
に結論を得ることを目途に検討を進めているところ。
　また、道路管理者が一般交通の用に供する必要がな
くなったと認めれば、当該道路を廃止することは法的に
可能であり、仮に、廃道とされた敷地に当該敷地の権
利者が敷地内通路として同様の機能を設定したとして
も、道路法に抵触するものではない。

1099010 千代田区

立体道路整
備特区<道路
と建築物の立
体的利用の
更なる推進>

121100

市街化区域
内における
用途地域を
定めないこと
の容認（市条
例等による独
自規制）

都市計画法第９条、
第１２条の５、第１３条

都市計画法第１３条第１項第７号によ
り、「市街化区域については、少なくと
も用途地域を定める」とされている。

Ｄ－１ －

　平成１４年都市計画法改正等において制度改正さ
れた特別用途地区・地区計画等の制度を活用するこ
とにより、用途地域の定められている土地の区域につ
いて、個別の区域の特性にふさわしい土地利用の増
進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当
該用途地域における用途規制を補完することが可能
である。なお、具体的な用途制限については、現行制
度においても、条例により定めることとされている。

提案は、市街化区域内において「用途地域を
定めないこととする」ことを求めるものであるの
で、この点について具体的に検討し、回答され
たい。

D-1 -

　市街化区域は既に市街地を形成している区域及び概
ね１０年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき
区域としており、この区域については最低限の土地利
用規制が必要不可欠である。土地利用規制について
は土地の所有者の財産権を制約するものであることか
ら、その制度的枠組みについては法律により定めるべ
きものであり、この制度の実施については、地方公共
団体が、地域の実情に応じて、土地利用規制を行うこと
とされている。
　本提案は、局所的に地域の実状に応じて弾力的な用
途制限を実現しようとするものであるが、これを用途地
域を定めることが妨げているわけではなく、この種の局
所的に行う用途規制については、特別用途地区を定め
る等により強化・緩和を行うこととしており、現行制度に
おいて、本提案の実現が可能である。

1109010 小田原市
安心・安全ま
ちづくり特区

121110
開発許可適
用除外対象
施設の拡大

都市計画法第２９条
第１項

開発行為を行おうとする者は原則とし
て都道府県知事等の許可を得なけれ
ばならず、都市計画法第３３条、第３４
条の基準に適合するか審査の上、都
道府県知事等が個別に許可できること
となっている。

Ｄ－１ －

　市街化区域、非線引都市計画区域等における開発
行為については都市計画法第３３条等に定められた
技術的基準に適合している場合は許可しなければな
らないこととなっており、市街化調整区域における開
発行為は、開発区域の周辺における市街化を促進す
るおそれがなく市街化区域内において行うことが困難
又は著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじ
め開発審査会の議を経たもの又は、条例で区域、目
的又は予定建築物の用途を限り定めたものなどは現
行制度上許可できることとなっており、地域の実情に
応じた運用が可能となっている。国土交通省として
は、法第３４条第１０号ロ等の運用に関する事例、条
例等の制定状況等について調査し、情報提供を行う
ことを通じて、地方公共団体に地域の実情に応じた弾
力的な運用が可能であること等を周知することとす
る。
　なお、川口市は許可権者であるので、設置を推進し
ようとしている施設の開発許可制度上の取扱いにつ
き庁内でご検討されたい。

提案は「介護老人保健施設を開発許可適用
除外施設の対象とする」ことを求めるもの
であるので、この点について、具体的に検
討し、回答されたい。

D-1 -

　開発許可制度において特例の対象となっている介護老人福祉
施設等については、社会福祉を目的とする事業の共通的基本事
項を定めている社会福祉法において当該施設を経営する事業が
社会福祉事業として位置づけられ、事業の開始等にあたっては
都道府県知事の認可等制となっており、市町村長からの入所委
託をうけた場合にはこれを拒めず、また、土地収用法上の収用
適格が認められているなどに対し、介護老人保健施設について
は、社会福祉法上の位置付けはなされておらず、諸制限、諸特
例の点でも上記の施設と異なっており、両者の間には差があるも
のと認識しており、開発許可の適用除外とすることは困難であ
る。
　なお、開発許可制度運用指針において、通常原則として許可し
て差し支えないものと考えられるものとして介護老人保健施設を
例示しており、都市計画法第３４条第８号の４条例や同条第１０
条ロの地域の実情に応じた運用により、御意見の「事業用地の
範囲を広げるとともに、実施主体として最も適している医療法人
の事業進出を促」すことも、線引き制度の主旨を没却しない限り
において可能であると考えており、川口市は許可権者であるの
で、設置を推進しようとしている施設の開発許可制度上の取扱い
につき庁内でご検討されたい。

1033010 川口市
介護老人保
健施設整備
促進特区

121120

市街化調整
区域におけ
る開発許可
要件の特例

都市計画法第２９条
第１項、第３４条第１０
号イ
都市計画法施行令第
３１条

市街化調整区域で開発行為の許可を
受けるためには、都市計画法第34条
各号のいずれかに該当しなければなら
ないが、同条第10号イでは、開発区域
の面積が一定規模以上の開発行為
で、都市計画区域における計画的な市
街化を図る上に支障がないと認められ
るものについて、都道府県知事等が開
発審査会の議を経て個別に許可できる
こととなっている。

Ｄ－１ －

市街化調整区域において行われる大規模な計画的
開発（原則２０ｈａ以上、ただし条例で定めるところによ
り５ｈａ以上も可）については、あらかじめ開発審査会
の議を経て都道府県知事等が許可できることとなって
おり、産業の振興、居住環境の改善その他都市機能
の維持又は増進に著しく寄与する開発行為について
は、区域及びその目的又は種別を限り、許可対象面
積として５ｈａ以上の面積を開発許可権者である地方
公共団体が条例で定めることができ、地域の実情に
応じた運用が可能となっている。貴団体が推進しよう
とするプロジェクトに係る具体の条例の規定ぶり等に
関しては、開発許可権者である愛知県とご相談された
い。

許可権限を有する都道府県が一方的に基準
を示すのではなく、プロジェクトを推進す
る立場である市町村が提案できるような仕
組みが考えられないか。具体的に検討し、
回答されたい。

D-1 -

　地方自治法第２５２条の１７の２により、都道府県条例
で定めるところにより都道府県知事の権限に属する事
務の一部を特段の人口要件の限定なく市町村が処理
できる（１５年１０月段階で本条項により政令指定都市、
中核市、特例市以外に全国で２１８の市町村・特別区に
開発許可の権限が移譲）こととされている。
　国土交通省では、開発許可権限の市町村への円滑
な移行及び計画的かつ円滑な移譲を促進するため、平
成１５年１２月に開発許可権限の移譲状況についての
情報提供及び要請を行ったところである。
　貴団体が推進しようとしているプロジェクトについては
上記制度の活用によっても実現が可能であると考えら
れ、この点あるいは市街化区域への編入についてもあ
わせて開発許可権者である愛知県と犬山市でご相談さ
れたい。

1030010 犬山市
歩いて暮らせ
るまちづくり
推進特区

121130

市街化調整
区域におけ
るグリーン
ツーリズムに
必要な施設
である建築
物の適合性
の緩和

都市計画法第２９条
第１項、第３４条

市街化調整区域で開発行為の許可を
受けるためには、都市計画法第34条
各号のいずれかに該当しなければなら
ないが、例えば同条第10号ロでは、開
発区域の周辺における市街化を促進
するおそれがないと認められ、かつ、
市街化区域内で行うことが困難又は著
しく不適当と認められる開発行為につ
いて、都道府県知事等が開発審査会
の議を経て個別に許可できることと
なっている。

Ｄ－１ －

市街化調整区域における開発行為は、一定規模以上
の計画的開発、開発区域の周辺における市街化を促
進するおそれがなく市街化区域内において行うことが
困難又は著しく不適当と認められる開発行為で、あら
かじめ開発審査会の議を経たもの又は、条例で区
域、目的又は予定建築物の用途を限り定めたものな
どは現行制度上許可でき、地域の実情に応じた運用
が可能となっており、国土交通省では、技術的助言と
して示した開発許可制度運用指針において、開発区
域の周辺における市街化を促進するおそれがなく市
街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当
と認められる開発行為等に該当すると考えられ通常
原則として許可して差し支えないものと考えられるも
のを例示するとともに、画一的な運用でなく地域の実
情等に応じた運用を行うことが望ましいことを示して
いる。今後、法第３４条第１０号ロ等の運用に関する
事例、条例等の制定状況等について調査し、情報提
供を行うことを通じて、地方公共団体に地域の実情に
応じた弾力的な運用が可能であること等を周知するこ
ととする。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

法第３４条第１０号ロ等の運用については、この提案
を行う前に道の担当者とも協議を行い、市街化調整
区域での建設の合理性については理由が立つかも
しれないが、温泉施設は当然不特定多数の人を呼び
込む、人々が集まる施設であることから、市街化を促
進する恐れがない施設とは見なされず，従ってこの
基準による許可は無理でないかとの見解であった。
そもそも今回のこの提案は、豊かな広大な田園風景
の中に一部の限定した治外法権的出島空間を作り
出し、その内部から循環型社会を通して、農とは、自
然とは、を、啓蒙しようとする試みであり、都市計画法
の主旨にはなじまないので今回の規制の特例による
提案を行ったのである。

D-1 -

　市街化調整区域における開発行為は、一定規模以上の計画的
開発、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく
市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認めら
れる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの又は、
条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限り定めたものなど
は現行制度上許可でき、地域の実情に応じた運用が可能となっ
ており、国土交通省では、技術的助言として示した開発許可制度
運用指針において、開発区域の周辺における市街化を促進する
おそれがなく市街化区域内において行うことが困難又は著しく不
適当と認められる開発行為等に該当すると考えられ通常原則と
して許可して差し支えないものと考えられるものとして、例えば人
口が減少し、かつ、産業が停滞していると認められる地域等で
あって、その振興を図る必要があるものとして開発許可権者が指
定した地域において立地することがやむを得ないと認められる工
場等を例示するとともに、画一的な運用でなく地域の実情等に応
じた運用を行うことが望ましいことを示している。
　各種さまざまである地域の実情に応じて個々の開発行為の目
的、位置、規模や当該地域の特性、社会経済の発展状況の変
化、市街化区域を含めた市街化の状況等を総合的に勘案して、
当該地域について熟知し、地域づくりの責任を有する地方公共
団体が、判断できることとしているのが開発許可制度であり、国
土交通省としては開発許可権者の判断を尊重することが適当で
あると考える。

3001010

阿部牧
場、株式
会社都市
企画開発
室

輪厚パス
チャー（都市
と農村の持続
可能なエコビ
レッジ体験）
特区

121140

公の関与を
受けている第
3セクター等
の事業による
開発行為、土
地利用の規
制の緩和

都市計画法第２９条
第１項

開発行為を行おうとする者は原則とし
て都道府県知事等の許可を得なけれ
ばならないが、国、都道府県等は許可
不要となっている。

Ｄ－１ －

　都市計画法第２９条第１項第４号において開発許可
が不要とされている者は、国、都道府県及び自ら全て
の開発許可権限を有する市町村又はこれらの地方公
共団体がその組織に加わっている地方自治法上の
特別地方公共団体に限られており、公共団体に当た
らない第３セクターについてこれらと同等と認めること
は困難である。
　なお、市街化区域、準都市計画区域又は都市計画
区域外における開発行為については法第３３条等に
定められた技術的基準に適合している場合は許可し
なければならないこととなっており、また、市街化調整
区域における開発行為は、一定規模以上の計画的開
発、開発区域の周辺における市街化を促進するおそ
れがなく市街化区域内において行うことが困難又は
著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開
発審査会の議を経たもの又は、条例で区域、目的又
は予定建築物の用途を限り定めたものなどは現行制
度上許可でき 地域の実情に応じた運用が可能と

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

今回は規制の特例事項で、「開発行為、土地利用の規制の緩
和」という提案だったので、貴省の回答にあるように「あらかじ
め開発審査会の議を経たもの又は、条例で地域、目的又は予
定建築物の用途を限り定めたもの」は現行制度でも可能であ
るという土地利用の規制の回答だと思われます。特例事項を
「公の関与を受けている第３セクター等の事業による開発行為
の適用除外」と開発行為に絞って都市計画法第２９条第１項
第４号に該当できないか再検討願いたい。第３セクターは特別
地方公共団体に当らないということであるが、提案理由に記載
しているように、第３セクターは、その資金が相当投入されて
いるなど「公の関与」を受けていることから、地方自治体に準じ
るものと考えられるのではないか。公の資金等が相当投入さ
れている第３セクターの事業では、地方公共団体等のチェック
を受けており、この開発行為に対して改めてチェックするという
ような二重チェックや行政同士のチェックは非効率的ではない
か。そして、観光客が激減している大谷地域に限定して、地域
経済の再生に必要不可欠な、官民が一体となった事業に関し
ては、開発許可が不要とされている者の「これらの地方公共
団体がその組織に加わっている地方自治法上の特別地方公
共団体」に準じて考えていただけるよう、再検討願いたい。

D-1 -

　法第２９条第１項第４号において一定の地方自治体
の行う開発行為について許可不要としているのは、こ
れらは自ら開発許可の権限を有する公共団体であり、
許可に係らしめずとも法に定められた開発許可の基準
に適合した開発行為を行うものと考えられるためであ
り、ご提案の第３セクターについては「資金が相当投入
されている」ことをもって公の関与があるとのことである
が、基本財産の出捐や株式出資をしているだけで技術
的な基準を必ず満たす開発行為がなされる仕組みとな
るものとは理解できず、御指摘の「二重チェック」や「行
政同士」のチェックに当たるものとも考えられない。
　ご提案の事業が地域経済の再生に必要不可欠で、
官民が一体となっている事業であるならば、開発許可
権者も優先的な事務処理を行い、安全等の基準を満た
すものであれば、速やかに許可が取得できるものと考
えている。

3041120
観光都市・
大谷の再
生委員会

地域再生文
化観光特区

3／48



国土交通省

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

121150

市街化調整
区域
内で行う農業
者の関連事
業の内容と
規模の規制
撤廃

都市計画法第２９条
第１項、第３４条

市街化調整区域で開発行為の許可を
受けるためには、都市計画法第34条
各号のいずれかに該当しなければなら
ないが、例えば同条第10号ロでは、開
発区域の周辺における市街化を促進
するおそれがないと認められ、かつ、
市街化区域内で行うことが困難又は著
しく不適当と認められる開発行為につ
いて、都道府県知事等が開発審査会
の議を経て個別に許可できることと
なっている。

Ｄ－１ －

市街化調整区域における開発行為は、一定規模以上
の計画的開発、開発区域の周辺における市街化を促
進するおそれがなく市街化区域内において行うことが
困難又は著しく不適当と認められる開発行為で、あら
かじめ開発審査会の議を経たもの又は、条例で区
域、目的又は予定建築物の用途を限り定めたものな
どは現行制度上許可でき、地域の実情に応じた運用
が可能となっており、国土交通省では、技術的助言と
して示した開発許可制度運用指針において、開発区
域の周辺における市街化を促進するおそれがなく市
街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当
と認められる開発行為等に該当すると考えられ通常
原則として許可して差し支えないものと考えられるも
のを例示するとともに、画一的な運用でなく地域の実
情等に応じた運用を行うことが望ましいことを示して
いる。今後、法第３４条第１０号ロ等の運用に関する
事例、条例等の制定状況等について調査し、情報提
供を行うことを通じて、地方公共団体に地域の実情に
応じた弾力的な運用が可能であること等を周知するこ
ととする。

3097020

農業生産
法人有限
会社牧
家、株式
会社アレフ

恵庭エコプロ
ジェクト・恵庭
ガーデン計画

121160

土地区画整
理事業施行
地区内にお
ける従前の
形態のない
土地の分合
筆の特例

不動産登記手
続に関するもの
であるため、法
務省の所管事
項である。

法務省には『提案は、完了前の土地区画整理事業の
仮換地の土地において、分筆登記ができず、共有持分
登記によることとなるために、銀行融資に際して担保性
が劣後し、融資の手控えが発生するなど、土地取引が
停滞することを問題とするものであり、この趣旨を踏ま
えて、図上での分筆登記ができないか、再度検討し、
回答されたい。また、貴省回答では「現地の調査測量を
行わないで分筆登記を認めるとするならば、地図上の
土地の位置と現地のそれが相違する、いわゆる地図混
乱を招くこととなる」とあるが、従前地の登記に図上分
筆したとしても、①事業期間中は、すでに現地に存在し
ない従前地の登記が有効となっていること②事業完了
時に現地の調査測量に基づき登記を行うこととなるた
め、地図混乱が生じることはないこと②上記の問題が
解消される一方、何ら実害が生じるとは考えられないこ
とから、提案が実現できないか、検討し、回答された
い。』と検討要請しているところであり、この結果を踏ま
え、必要な措置について検討されたい。

再検討要請に対し法務省が回答した措置により対応可
能であると考えられる｡

1002010 桶川市

土地区画整
理事業施行
地区内にお
ける現地を調
査測量した結
果に基づか
ない土地の
分筆の特例

121160

土地区画整
理事業施行
地区内にお
ける従前の
形態のない
土地の分合
筆の特例

不動産登記手
続に関するもの
であるため、法
務省の所管事
項である。

法務省には『提案は、完了前の土地区画整理事業の
仮換地の土地において、分筆登記ができず、共有持分
登記によることとなるために、銀行融資に際して担保性
が劣後し、融資の手控えが発生するなど、土地取引が
停滞することを問題とするものであり、この趣旨を踏ま
えて、図上での分筆登記ができないか、再度検討し、
回答されたい。また、貴省回答では「現地の調査測量を
行わないで分筆登記を認めるとするならば、地図上の
土地の位置と現地のそれが相違する、いわゆる地図混
乱を招くこととなる」とあるが、従前地の登記に図上分
筆したとしても、①事業期間中は、すでに現地に存在し
ない従前地の登記が有効となっていること②事業完了
時に現地の調査測量に基づき登記を行うこととなるた
め、地図混乱が生じることはないこと②上記の問題が
解消される一方、何ら実害が生じるとは考えられないこ
とから、提案が実現できないか、検討し、回答された
い。』と検討要請しているところであり、この結果を踏ま
え、必要な措置について検討されたい。

再検討要請に対し法務省が回答した措置により対応可
能であると考えられる｡

1026010 前橋市

土地区画整
理事業施行
区域内の図
上分筆特区

121160

土地区画整
理事業施行
地区内にお
ける従前の
形態のない
土地の分合
筆の特例

不動産登記手
続に関するもの
であるため、法
務省の所管事
項である。

法務省には『提案は、完了前の土地区画整理事業の
仮換地の土地において、分筆登記ができず、共有持分
登記によることとなるために、銀行融資に際して担保性
が劣後し、融資の手控えが発生するなど、土地取引が
停滞することを問題とするものであり、この趣旨を踏ま
えて、図上での分筆登記ができないか、再度検討し、
回答されたい。また、貴省回答では「現地の調査測量を
行わないで分筆登記を認めるとするならば、地図上の
土地の位置と現地のそれが相違する、いわゆる地図混
乱を招くこととなる」とあるが、従前地の登記に図上分
筆したとしても、①事業期間中は、すでに現地に存在し
ない従前地の登記が有効となっていること②事業完了
時に現地の調査測量に基づき登記を行うこととなるた
め、地図混乱が生じることはないこと②上記の問題が
解消される一方、何ら実害が生じるとは考えられないこ
とから、提案が実現できないか、検討し、回答された
い。』と検討要請しているところであり、この結果を踏ま
え、必要な措置について検討されたい。

再検討要請に対し法務省が回答した措置により対応可
能であると考えられる｡

1027010 鳩ヶ谷市

土地区画整
理事業にお
ける従前形
態のない土
地の分合筆
の特例

121160

土地区画整
理事業施行
地区内にお
ける従前の
形態のない
土地の分合
筆の特例

不動産登記手
続に関するもの
であるため、法
務省の所管事
項である。

法務省には『提案は、完了前の土地区画整理事業の
仮換地の土地において、分筆登記ができず、共有持分
登記によることとなるために、銀行融資に際して担保性
が劣後し、融資の手控えが発生するなど、土地取引が
停滞することを問題とするものであり、この趣旨を踏ま
えて、図上での分筆登記ができないか、再度検討し、
回答されたい。また、貴省回答では「現地の調査測量を
行わないで分筆登記を認めるとするならば、地図上の
土地の位置と現地のそれが相違する、いわゆる地図混
乱を招くこととなる」とあるが、従前地の登記に図上分
筆したとしても、①事業期間中は、すでに現地に存在し
ない従前地の登記が有効となっていること②事業完了
時に現地の調査測量に基づき登記を行うこととなるた
め、地図混乱が生じることはないこと②上記の問題が
解消される一方、何ら実害が生じるとは考えられないこ
とから、提案が実現できないか、検討し、回答された
い。』と検討要請しているところであり、この結果を踏ま
え、必要な措置について検討されたい。

再検討要請に対し法務省が回答した措置により対応可
能であると考えられる｡

1035010 川口市

土地区画整
理事業施行
地区内にお
ける従前の
形態のない
土地の分合
筆の特例
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国土交通省

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

121160

土地区画整
理事業施行
地区内にお
ける従前の
形態のない
土地の分合
筆の特例

不動産登記手
続に関するもの
であるため、法
務省の所管事
項である。

法務省には『提案は、完了前の土地区画整理事業の
仮換地の土地において、分筆登記ができず、共有持分
登記によることとなるために、銀行融資に際して担保性
が劣後し、融資の手控えが発生するなど、土地取引が
停滞することを問題とするものであり、この趣旨を踏ま
えて、図上での分筆登記ができないか、再度検討し、
回答されたい。また、貴省回答では「現地の調査測量を
行わないで分筆登記を認めるとするならば、地図上の
土地の位置と現地のそれが相違する、いわゆる地図混
乱を招くこととなる」とあるが、従前地の登記に図上分
筆したとしても、①事業期間中は、すでに現地に存在し
ない従前地の登記が有効となっていること②事業完了
時に現地の調査測量に基づき登記を行うこととなるた
め、地図混乱が生じることはないこと②上記の問題が
解消される一方、何ら実害が生じるとは考えられないこ
とから、提案が実現できないか、検討し、回答された
い。』と検討要請しているところであり、この結果を踏ま
え、必要な措置について検討されたい。

再検討要請に対し法務省が回答した措置により対応可
能であると考えられる｡

3084010 個人

土地区画整
理事業地区
内において、
事業施行に
伴い現況が
なくなった土
地の分合筆
の特例

121170

屋外広告物
法が定める
条例が制定
できる自治体
の範囲の拡
大

屋外広告物法第１３
条

都道府県、指定都市、中核市が屋外広
告物条例を定めることができる。

Ｂ Ⅰ
景観行政を推進する市町村が屋外広告物条例を制
定することができるよう検討（平成１６年度中）。

1012010 戸田市
美しい都市景
観づくり推進
特区

121180
都市公園内
の許容建築
面積の緩和

都市公園法第４条第
１項、同法施行令第５
条第１項及び同条第
２項

壁を有しない雨天用運動場等について
は、建ぺい率は２２％とされている。

Ｃ －

　都市公園は、都市を緑化して都市環境の向上を図
るとともに、空地を確保して、避難、防火等の災害の
防止に資することを目的として設置される都市の貴重
なオープンスペースであり、このような都市公園の性
格から、オープンスペースとしての機能を保ちうる施
設である壁を有しない雨天用運動場等の特例を除い
て、公園施設の建ぺい率は原則として２％以内とされ
ているところ。

地域再生推進の観点から、公共施設の利便性
の向上が重要であることを踏まえ、提案が実現
できないか。具体的に検討し、回答されたい。

C

都市公園は、都市を緑化して都市環境の向上を図ると
ともに、空地を確保して、避難、防火等の災害の防止に
資することを目的として設置される都市の貴重なオープ
ンスペースであり、このような都市公園の性格から、公
園施設の建ぺい率は原則として２％以内とされている。

都市公園が都市の貴重なオープンスペース
であるとしても、提案は、一定の面積（2,500
㎡）以上の公園に一定の目的の施設（自治
会等の集会施設）の設置を可能とすることを
求めるものである。この点を踏まえ、具体的
に検討し、回答されたい。

Ｃ －

　都市公園は、都市を緑化して都市環境の
向上を図るとともに、空地を確保して、避難、
防火等の災害の防止に資することを目的とし
て設置される都市の貴重なオープンスペース
である公共施設であることに鑑み、そもそも、
自治会の会員のための施設のように特定少
数の者のための施設は、都市公園に設置す
ることができないこととされているところ。一
方、不特定多数の者が集会のために使用す
る施設については、集会所として公園施設の
原則である建ぺい率２％以内で設置を許容
しているところである。
　なお、２２％の建ぺい率は、壁を有しない雨
天用運動場等都市公園のオープンスペース
機能を阻害しない高い開放性を有する建築
物についてのみ特別に認められているもの
であり、通常の建築物に拡大することはでき
ない。

1144010 市川市
公園のコミュ
ニティー活動
促進特区

121190
都市公園施
設の設置基
準等の特例

都市公園法第４条か
ら第７条まで

都市公園法第４条及び同法第５条にお
いて、公園施設に係る規定を設けてい
る。また、同法第６条及び同法第７条に
おいて、占用に係る規定を設けてい
る。

Ｂ、
Ｄ－
１、
Ｃ

Ⅰ

【公園施設の設置基準】
・公園施設の設置管理について、許可の要件を大幅に緩和して、都
市公園の機能を高める場合には公園管理者以外の者が公園施設を
設置管理できることとするよう検討（平成１６年度中）。
・都市公園法施行令を平成15年３月に改正し、地方公共団体が条例
で定める休養施設、遊戯施設、運動施設等を新たに公園施設に加え
ることができるよう公園施設の弾力化を図った。
・なお、都市公園は、都市を緑化して都市環境の向上を図るととも
に、空地を確保して、避難、防火等の災害の防止に資することを目的
として設置される都市の貴重なオープンスペースであり、このような
都市公園の性格から、公園施設の建ぺい率も原則として２％以内と
する等の公園施設の設置基準が定められているところであり、これを
緩和することは不可。
【占用】空地を確保して、避難、防火等の災害の防止に資することを
目的として設置される都市の貴重なオープンスペースである都市公
園に、公園施設以外の施設を設けることは都市公園の効用を阻害す
る可能性が高いため、占用物件は限定的に列挙されているところで
あり、対応不可。
【行為の禁止】地方公共団体の設置に係る都市公園について都市公
園法上規定はなく、行為の禁止については条例に委ねられている。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

生活の多様化、環境変化に伴い市街地の貴重な
オープンスペースである公園に多様な機能が要求さ
れているなか、市の全都市公園のうち半分以上が、
２００㎡未満の面積の都市公園である。国土交通省
からの回答にもあるように、都市公園は、都市を緑化
して都市環境の向上を図るとともに、空地を確保し
て、避難、防火等の災害の防止に資することを目的
として設置される都市の貴重なオープンスペースで
あるため、本市では公園を緊急時の一時避難場所
や集合場所としていることから、公園を活用した地域
による自主防災組織の活動を支援している。特に活
動の際に必要となる、防災用具を保管するための倉
庫等の設置基準が緩和されれば、公園機能の向上
と合わせ利用も見出せることから、草加市民を災害
から守るためにも、検討を再度お願いするところであ
る。

C 現在、要望の具体的内容を要望元に照会中。
提案の具体的内容を早急に確認し、回答さ
れたい。

Ｃ －

都市公園は、空地を確保して、避難、防火等
の災害の防止に資すること等を目的として設
置される都市の貴重なオープンスペースとい
う性格を有していることから、公園施設の建
ぺい率は原則として２％以内とされていると
ころであるが、災害応急対策に必要な施設
については、それが有する都市公園の本来
的機能との密接な関連や災害時に求められ
る都市公園の役割等に鑑み、当該施設に係
る建ぺい率制限について検討を進めて参り
たい。

1181010 草加市

安心で便利
な行政サービ
ス特区（都市
公園を柔軟
に活用する）

121200
公共下水道
排水設備検
査の緩和

該当法令等なし
（越谷市下水道条例）

　排水設備の検査は、設備が下水道法第１０
条及び下水道法施行令第８条に基づく技術上
の基準に適合するか否かを確認するものであ
り、その具体的な実施方法については、下水
道管理者である地方公共団体の条例におい
て規定されている。（下水道法第25条「この法
律又はこの法律に基く命令で定めるもののほ
か、公共下水道の設置その他の管理に関し
必要な事項は、公共下水道管理者である地
方公共団体の条例で定める。」）

Ｅ －

　各下水道管理者の条例では、通常、「職員が検査を
行うこと」と定められているが、この検査をアウトソー
シングすることは可能である。（検査を受けること自体
は設備設置者の義務であるので、検査のために強制
的な立入権限を下水道管理者ないしその委任を受け
た者に与える法制上の必要性はない。）
　下水道法第１３条は、悪質下水の排除規制や下水
道の機能・構造保全のため、職員をして、他人の土地
又は建築物に立入り、排水設備、特定施設、除害施
設などを強制的に検査させることを認めているもので
あって、この条項は、越谷市からの提案にある排水設
備の検査に係る根拠条文ではない。
　したがって、越谷市からの提案内容は、自ら条例を
改正することで対処可能である。

1156010 越谷市
排水設備検
査規制緩和
特区

121210

中心市街地
における市
街地整備改
善及び商業
等の活性化
法の緩和措
置

中心市街地における
市街地の整備改善及
び商業等の活性化の
一体的推進に関する
法律

第２条において、この法律の措置は、都市の中心の市街地であって、
次に掲げる要件に該当するものについて講じられるものとされてい
る。
一　当該市街地に、相当数の小売業者が集積し、及び都市機能が相
当程度集積しており、その存在している市町村の中心としての役割を
果たしている市街地であること。
二　当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等から見て、機能的
な都市活動の確保又は経済活力の維持に支障を生じ、又は生ずるお
それがあると認められる市街地であること。
三　当該市街において市街地の整備改善及び商業等の活性化を一体
的に推進することが、当該市街地の存在する市町村及びその周辺の
地域の発展にとって有効かつ適切であると認められること。
また、第６条第１項において、市町村は、基本方針に基づき、当該市町
村の区域内の中心市街地について、市街地の整備改善及び商業等
の活性化の一体的推進に関する基本的な計画（基本計画）を作成す
ることができることとされている。
なお、市町村が基本計画で定めた特定中心市街地においては、第３
条により、国及び地方公共団体は、民間事業者の能力の活用を図る
よう配慮し、必要な施策を総合的かつ相互連携を図りつつ講ずるよう
努めなければならないことになっている。

E －

中心市街地法は、市町村が作成した基本計画に基づ
き様々な支援措置を講じるものであり、規制法ではな
い。
なお、平成15年12月時点において福岡県鞍手町は法
第６条第１項の基本計画を作成していない。

3020030

社会福祉
法人鞍手
会、ケィ・
ティ・エン
タープライ
ズ株式会
社、有限
会社 かじ
と、個人

社会福祉施
設に特化した
住みたくなる
町づくり特区
構想
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「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答
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名

特区計画・プ
ロジェクトの
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122010

工業専用地
域内におけ
る物品販売
業を営む店
舗又は飲食
店の建築に
関する建築
基準法の規
制緩和

建築基準法第４８条
各用途地域ごとに建築可能な建築物
の範囲又は建築してはならない建築物
の範囲が定められている。

Ｃ

工業専用地域内における物品販売業を営む店舗又
は飲食店は、これらの施設からの発生交通が工業生
産活動の障害となるものであることから、その建築が
規制されており、一律に緩和することは適当でないた
め、用途規制の緩和が求められる区域の用途地域を
変更することにより対応すべきである。
また、建築基準法の一部を改正する法律（平成１４年
法律第８５号）により創設された用途緩和型地区計画
や地方公共団体の条例により建築物の用途制限の
緩和を定めることができる特別用途地区を活用するこ
とによりきめ細かく対応することができる。
さらに、工業の利便を害するおそれがないと特定行政
庁が認めて許可することによっても対応可能である。

1044010 豊川市
産業活性化
特区

122020

公共事業に
係る既存不
適格建築物
の再築の容
認

建築基準法第3条

法第3条は、法令等の規定が施行され
た際等に、現に存する建築物若しくは
その敷地等がこれらの規定に適合しな
い等の場合においては、当該建築物
等に対して当該規定は適用されないこ
とを認めているが、その後、増改築等
を行う場合には、不適格な部分を含
め、全面的に法令等の規定の適用を
受けることとされている。

Ｃ

建築基準法においては、例えば、既存の適法な建築
物が、法改正等により違反建築物になることは不合
理であることから、これらの場合は適用除外とされる
ことを認めているが、本法は、国民の生命、健康及び
財産の保護を図るため、安全上、防火上及び衛生上
の観点から、建築物の敷地、構造、設備及び用途に
関する最低基準を定めているものであり、本来、全て
の建築物が本法の基準が適用されるべきものである
から、これらの増改築等を行うことを機会に、不適合
な部分を含めて、全面的に本法令等の基準に適合さ
せることとしているものであり、ご要望の緩和を行うこ
とは困難である。なお、公共事業に関係する区域につ
いて、建築基準法等の一部を改正する法律（平成１４
年法律第８５号）により創設された用途緩和型地区計
画や地方公共団体の条例により建築物の用途制限
の緩和を定めることができる特別用途地区を活用す
ることで対応が可能である

1103010 小田原市
公共事業推
進特区

122030

家畜ふん尿
処理施設の
設置に関す
る建築基準
法の分類の
明確化

建築基準法6条等

建築基準法は、国民の生命、財産等を
保護するため、建築物について、安全
上、防火上等の観点から、その敷地、
構造及び用途等に関する最低基準を
定めている。法第6条等は、建築主が、
一定の建築物を建築する場合等には、
建築物の計画が建築基準関係規定に
適合しているかどうかについて、建築
主事等の確認を受けなければならない
こととしている。

Ｃ

建築基準法は、国民の生命、財産等を保護するた
め、安全上及び防火上等の観点から、建築物の用
途、規模等に応じて、建築物の敷地、構造及び用途
等に関する最低基準を定めているものであり、堆肥舎
についても、当該建築物の所有者の財産保護、作業
従事者の人命の安全性確保や周辺への延焼防止の
観点から、建築物として建築基準関係規定への適合
性について、建築主事等の確認を受ける必要があ
る。なお、堆肥舎等の一定の開放性を有する簡易な
構造の建築物等は、その用途等の特性から、一定の
防火等に関する規定の適用が除外されるなど基準が
緩和されている。また、ご提案の家畜糞尿処理施設
が、「建築物」である堆肥舎に該当するかどうかは、そ
のものの構造、機能等の実態等及び法の趣旨、目的
等を総合的に勘案して、特定行政庁により判断される
こととなる。

提案には、「人が堆肥舎内に滞在するのは堆
肥の搬入・搬出時及び切り返し作業時のみで
あり、通常１週間あたり約１時間/50㎡と極めて
短時間である」との指摘がある。このような堆
肥舎について、工作物として扱うことができな
いか。具体的に検討し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１．「畜舎」及び「堆肥舎」は共に「特定畜舎等建築物」とされ、構造基準の緩和措置
が「平成１４年国土交通省告示第４７４号」で、防火基準の緩和措置が「平成１５年国
土交通省告示第３０４号」で示されている。しかし、堆肥舎は「無価値に近い家畜排
せつ物を収容」し、「施設内の滞在時間が極めて短く」、「火気の使用も皆無」である
ことから、家畜という財産を収容し、施設内部において毎日の作業を必要とする畜舎
とはその性質を異にするので、畜舎と堆肥舎を同様に規制する必要性は乏しい。
２．国交省回答では、堆肥舎はその構造、機能等の実態、法の趣旨、目的等を総合
的に勘案し、建築物か否かを判断するとあるが、実際には「屋根及び柱若しくは壁を
有する」施設で人の出入りできるものは一律に建築物とする（平成12年度日本建築
主事会議）運用がされている。建築物か否かを総合的に勘案するのであれば、堆肥
舎が建築物に該当する場合／しない場合それぞれについて明確な判断基準を示さ
れたい。国民の生命及び財産を保護するという建築基準法の目的を考慮すると、堆
肥舎を一律に建築物として規制することは国民に過度な負担を強いるものと考え
る。
３．建築物とされた堆肥舎は施設構造基準を満たす必要があり整備費用が高価に
なるため、家畜排せつ物法の完全施行に向けて「シートを利用した簡易な家畜排せ
つ物処理施設」の設置を検討する畜産農家が増加している。この方法は一時的な処
理施設であること、日常の管理が堆肥舎ほど容易ではないため堆肥の品質が劣り
やすいこと、施設の放置が２次的環境汚染を招き地域の生活環境に悪影響を及ぼ
すこと、が懸念される。
４．知多・東三河地区は強風・豪雪地帯に該当しないため頑丈な施設を設置する必
要がないこと（地域限定）、施設の規模を限定する－例えば建築面積1,000㎡以下－
こと（規模限定）、施設設置者が作業従事者でもある家族経営の畜産農家に限定す
ること（設置者限定）、以上の措置を講じれば必要な安全性は確保される。なお、建
築物でない堆肥舎の倒壊例が建築物である堆肥舎より多いという報告はない。
さらに元々集落から離して設置される施設のため、設置場所を市街化区域外に限定
（地域限定の強化）すれば、周辺地域に与える影響は僅かであり、建築物の適用を
除外することで生じる問題はより減少すると考える。
５．堆肥舎を「建築物」に該当しない「工作物」と明確にすることで「堆肥舎」の整備の
促進を図り、家畜排せつ物のより適正な処理と有機質肥料としての有効利用を推進
する。その結果として、資源循環型農業
の確立と快適な生活環境の確保が図られ、地域の活性化への寄与が期待される。こ
区域制度の狙いと一致することなので、ぜひご配慮願いたい。

c

建築基準法は、国民の生命、財産等を保護するため、
安全上及び防火上等の観点から、建築物の用途、規
模等に応じて、建築物の敷地、構造及び用途等に関す
る最低基準を定めているものである。建築基準法上
は、建築物とは土地に定着する工作物のうち、屋根及
び柱若しくは壁を有するもの等と規定されており、これ
に該当するものは、当該最低基準へ適合させ、国民の
生命、財産等を保護することを目的としている。した
がって、堆肥舎についても同様に、建築物として、当該
建築物の所有者の財産保護、作業従事者の人命の安
全性確保や周辺への延焼防止の観点から、用途、規
模等に応じて定められた最低基準である建築基準関係
規定に適合させるべきであり、「人が堆肥舎に滞在する
のは堆肥の搬入・搬出時等のみであり、通常１時間あ
たり約１時間／50ｍ２と極めて短時間である」からと
いって、工作物として扱うことは困難である。なお、平成
14年国土交通省告示第474号では堆肥舎が耐えるべ
き風圧力、積載荷重に対する構造基準について、実験
結果等をもとに畜舎よりも緩和している。

人が堆肥舎に滞在するのが極めて短時間で
あることを考慮できない理由を明らかにされ
たい。

C

建築基準法は、国民の生命、財産等を保護
するため、安全上及び防火上等の観点から、
建築物の用途、規模等に応じて、建築物の
敷地、構造及び用途等に関する最低基準を
定めているものである。建築基準法上は、建
築物とは土地に定着する工作物のうち、屋根
及び柱若しくは壁を有するもの等と規定され
ており、これに該当するものは、当該最低基
準へ適合させ、国民の生命、財産等を保護
することを目的としている。したがって、堆肥
舎についても同様に、建築物として、当該建
築物の所有者の財産保護、作業従事者の人
命の安全性確保や周辺への延焼防止の観
点から、用途、規模等に応じて定められた最
低基準である建築基準関係規定に適合させ
るべきであり、「人が堆肥舎に滞在するのは
堆肥の搬入・搬出時等のみであり、通常１時
間あたり約１時間／50ｍ２と極めて短時間で
ある」からといって、工作物として扱うことは
困難である。
なお、堆肥舎等については、建築基準法の
平成14年国土交通省告示第474号におい
て、堆肥舎、家畜の飼養施設、搾乳施設等を
区分し、その滞在強度を考慮した実験結果
等を基に その使用等について一定の条件

1018010 愛知県
畜産エコ・リ
サイクル推進
特区

122040

旧教育施設
を現行のまま
宿泊施設とし
て利用するこ
との容認

建築基準法第6条第1
項第1号、建築基準
法第35条、第35条の
2、建築基準法施行
令第114条

建築基準法は、国民の生命、財産等を保護するため、建築物につい
て、安全上、防火上等の観点から、その敷地、構造及び用途等に関す
る最低基準を定めている。法第6条等は、建築主が、一定の建築物を
建築する場合や用途変更を行い一定の特殊建築物とする場合には、
建築物の計画が建築基準関係規定に適合性しているかどうかについ
て、建築主事等の確認を受けなければならないこととしている。
法第３５条に基づく避難及び消火に関する規定及び法第３５条の２に
基づく建築物の内装制限は、建築物内の人命の安全確保の観点か
ら、特殊建築物等における初期火災時の在館者等の安全な避難経路
の確保、消防による円滑な消火活動、特殊建築物等における初期火
災の拡大の遅延、煙の発生の減少などにより、火災の初期段階にお
ける安全な避難等を実現させるため、避難施設等の設置、内装の仕
上げ等について所要の最低基準を設けているものである。
また、令第１１４条に基づく間仕切壁に係る規定は、旅館等の就寝の
用途に供する建築物については、火災の拡大に先んじて安全に避難
できるように、防火上主要な間仕切壁を設置することを義務付けてい
るものである。

Ｄ－１

建築基準法は、国民の生命、財産等を保護するため、安全上及び防火上等の観点
から、建築物の用途、規模等に応じて、建築物の敷地、構造及び用途等に関する最
低基準を定めているものであり、用途変更をした場合の宿泊施設であっても、建築物
を利用する人々の人命の安全性確保等の観点から、建築物として建築基準関係規
定への適合性について、建築主事等の確認を受ける必要がある。
法第３５条に基づく避難及び消火に関する規定及び法第３５条の２に基づく建築物の
内装制限は、建築物内の人命の安全確保の観点から、特殊建築物等における初期
火災時の在館者等の安全な避難経路の確保、消防による円滑な消火活動、特殊建
築物等における初期火災の拡大の遅延、煙の発生の減少などにより、火災の初期段
階における安全な避難等を実現させるため、避難施設等の設置、内装の仕上げ等に
ついて所要の最低基準を設けているものであるが、ご提案の場合のように、教育施設
を宿泊施設に用途変更する場合の基準については、対象となる宿泊施設等の規模
等に応じて定められており、小規模なものであれば、一定の規定については制限強
化とはならず、特段の措置を講ずる必要はないと考えられる。ただし、大規模な宿泊
施設に相当する場合は、当該規定による措置が必要となると考えられるが、避難安
全検証法等により、当該建築物の避難安全性に関する検証を行い、一定の避難安全
性が確保できることが確認できる場合は、内装制限等一定の規定を適用除外するこ
とができる。
また、令第114条に基づく間仕切壁に係る規定は、宿泊施設等の就寝の用途に供す
る建築物については、火災の拡大に先んじて安全に避難できるように、防火上主要な
間仕切壁を設置することを義務付けているものである。ここでいう防火上主要な間仕
切壁の取り扱いについては、特定行政庁において運用がなされており、小規模なもの
であれば、特段の措置を講ずる必要はないと考えられる。なお、大規模な宿泊施設に
相当する場合は、宿泊室が１階のみであっても、大規模な災害に発展する危険性が
高いため、人命の安全確保の観点から、当該規定の適用除外を行うことは適切では
ない。

1059010 藤里町

世界自然遺
産白神山地
の郷藤里ふ
るさとづくり自
然・農林業体
験特区

122050

都市計画公
園・緑地（旧
河川等）にお
ける日影規
制等の緩和
規定の適用

建築基準法第５６条、
第５６条の２

建築物の各部分の高さは、都市計画
法に基づく都市計画及び建築基準法
により定められている。また、中高層の
建築物が周辺に影を落とす時間は一
定時間以下でなければならない。

C

日影規制及び北側斜線制限の適用にあたり、道路、
水面等、一般的には建築物が建築されることがあり
えない土地で、日照を必要としないものが隣地にある
場合を緩和の対象としているが、公園、広場及び緑地
については日照を確保する必要があるため緩和の対
象とはしていない。
ご提案の内容は、日影規制の特例許可制度を活用す
るほか、新築の際に総合設計制度を活用することに
より対応可能であるので、積極的に活用されたい。

提案は、従来、河川であったものを親水性の高
い緑地として整備しようとするものであり、機能
としては従前と変わらないものである。この点
を踏まえ、日影規制について従前と同様の取
扱いができないか。具体的に検討し、回答され
たい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

政策課題対応型都市計画運用指針「環境負荷の小さな都市の構築」では、
水と緑のネットワークされた緑地空間を整備し、将来的に安定した都市施設
としての都市計画決定を示唆している。そのことは、密集した都市部におい
てこそ緑地の確保が重要であり、江戸川区は、急激な都市化に伴いドブ川
となった中小河川を全国初の親水公園として甦らせ、率先して水と緑豊か
な環境を目指してきた。 しかしながら、密集した都市部において、そのよう
な連続性の確保された緑地等を都市施設として都市計画決定するために
は、全国一律の建築基準法令に基づく集団規定では既存不適格建築物が
発生し、建替えの際に同規模の建築ができないことにより、日照の確保され
た都市計画緑地指定に対し住民の理解を得ることは困難である。 今回の
提案は、従前の土地利用が道路、水面等であり、建築物が建築されること
のない土地を緑地空間として整備したものについて、従前の道路、水面と
同等の取扱いをするものである。そのことは、連続性の確保を目的とする都
市計画緑地について、地域限定型の特別区域として地区指定を行い、密集
した都市部における安定的な緑地空間を確保しながら、ヒートアイランド現
象の抑制を図ろうとするものである。 なお日影規制の特例許可は、個々の
申請に基づくものであり、個別の建築主の負担（経費・時間等）が発生し、
民間の土地活用への規制強化となる。また、日影規制及び北側からの斜
線制限の目的は、個々の敷地への形態規制であるとともに、街並みをそろ
える集団規定である。そのため、個々の特例許可では一律の取扱いがされ
ないことにより街並みの不統一となる。江戸川区では、平成１１年策定の都
市マスタープランに基づき、地区ごとの将来像に合せた絶対高さ制限を高
度地区や地区計画で導入し、街並みの統一に関する都市計画決定を別途
指定している。 更に、総合設計制度を活用するためには、敷地面積や接道
条件等の要件があり、緑地に接する敷地すべてが同じ取扱いとならず、住
民間に不公平をもたらし、個別の特例許可になじまないものである。一方、
北側からの斜線制限では、施行令による緩和規定によるほか許可条項は
なく、対応が不可能である。 よって、従前の道路、河川等と同様の法解釈
上一律の取扱いを特別区域として実施することが適当と考えるところであ
る。

C

従前の土地利用にかかわらず、現に緑地又は公園とし
て整備された土地を緩和の対象とすることは、市民の
憩いの場である緑地・公園の快適な環境を損なうことに
なり一律には困難であると考えられるため、ご提案の
内容については、変更後の土地利用を考慮しつつ日影
規制の特例許可によりきめ細かに対応すべきである。
この場合、提案者の意見にある、従前と同規模の建築
物を建築することは可能であり、また、特定行政庁の判
断により建築主の負担軽減を図ることも可能である。
また、日影規制を適用除外としても差し支えない土地
が連続的に存在するならば、当該土地の区域を条例に
より日影規制を適用除外にすることにより対応すること
ができる。
一方、法第５６条第１項第３号の規定に基づく北側斜線
制限については、街並み誘導型地区計画の活用により
きめ細かに対応できる。
なお、日影規制の特例許可により高度地区や地区計
画による絶対高さ制限は緩和されないため、ご意見に
ある街並みの不統一にはつながらないものと考えられ
る。

提案は実質的に実現可能と解してよいか。 D-1

ご提案は、日影規制の特例許可や、日影条
例における日影規制の適用除外、街並み誘
導型地区計画の活用により実現可能であ
る。

1122010 江戸川区
江戸川区親
水環境整備
推進特区

122060

建築基準法
の「道路内の
建築制限」の
緩和

建築基準法第４４条
建築物は、道路内に、又は道路に突き
出して建築してはならない。

D-1

御提案のような門が建築基準法上の建築物である場
合には、道路の廃道手続又は道路区域の変更手続
を行って、設置要望箇所を道路区域から外し、敷地内
通路とすることにより、路上への設置が可能である。
なお、建築物に該当しない場合には、道路法施行令
第７条第１号に規定する「アーチ」　として、道路占用
を許可できる可能性がある。
本件の場合、姫路市長が建築基準法に定める特定
行政庁であり、また、姫路市が道路法に定める道路
管理者であることから、同市当局の判断に委ねられ
る。

提案にある門が建築物である場合に、立体道
路制度の拡充等により、道路を跨ぐ建築が可
能とならないか。具体的に検討し、回答された
い。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

内閣官房構造改革特区推進室より平成１５年１２月２４日付けを以て回答
のありました構造改革特区の第４次提案について、「D－１」の措置で回答
を戴きました国土交通省よりの対応策（道路の廃道手続き又は道路区域の
変更を行って、設置要望箇所を道路区域から外し、敷地内道路とすることに
より、路上への設置が可能）は、市当局によると一宗教法人に対する便宜
供与の可能性があり、市民の合意を得難いものであるとの見解でありま
す。　従って、一定の条件のもとに規制緩和を図る特区として認定を受ける
ことが出来れば、宗教法人の如何を問わず当該条件を満たす者を対象とし
て規制緩和措置が講じられるものと考えられ、観光産業の振興に向けたプ
ロジェクトが大きく前進を致し、地域再生への門戸が開かれることになりま
す。　既に参道沿いの住民も門前町化には積極的に参加をして営業を行っ
ている方々もおられます。　一方現在の姫路市では産業分野においても出
光興産が撤退する等姫路経済が行き詰まり感を呈ている中、世界文化遺
産・姫路城を中心とした観光振興が重要な産業の一つとなっており、この
「門前町観光推進特区」の認定を戴くことによって、中心市街地の活性化、
更には姫路経済の活性化に寄与するものと考えております。　また現代社
会ではスピード化が要求されていますが、姫路中心市街地の経済的体力
並びに気力が萎えている状況下では時間的余裕がない現状にあります。
従って憲法上の解釈を巡って論争することは、更に観光推進を妨げ姫路経
済再生の道を遅らせる要因となりますので特区認定の提案を行った次第で
ありますが、宗教法人法第一章第一条の二項に憲法二十条に定める「信
教の自由はすべての国政において尊重されなければならない・・・その保障
された自由に基づいて、教義を広め、儀式行事を行い・・・」と規程し、更に
その教義を広める為、第二条一項に「礼拝の施設を備える神社・・」とあり、
第三条一項においても神社施設（境内建物）として、今般の特区として提案
した神門・楼門等の「御門」が含まれると定めらています。　殊に特区として
提案を致した理由については、「すべての国政において尊重」と云う文言か
ら地方自治体の判断に委ねることなく、国政レベルにおいて地方再生へ向
けた息吹を注入願い、現行の規制枠を越え且つ迅速に認定されることに命
運を託して構造改革特区に再提案した次第であります。

この特区計画については、元々神社の参道であったものを区画整理（市道認定）を
行った事によって神社境内地が東西南北に分割され、人々の心の安らぎとしての境
内施設環境整備や地域社会発展の為に有効的活用（観光産業推進等）の妨げと
なっている事は甚だ遺憾なことであると認識しています。　更にこの「門前町観光推
進特区」計画は阪神・淡路大震災によって被害を被った当神社の玉垣及び鳥居と一
体となった灯籠・社号標等の施設（占用権）を移設及び撤去する等して、市民の念願
であった歩道拡幅の公共工事（県道拡幅工事）に神社自ら境内地を譲る等の積極的
協力を申し上げたのであります。　そして今般の特区申請はその後の跡地整備対策
として策定した地域再生整備計画で、姫路経済界及び１２０ケ町に及ぶ氏子崇敬
者、更には播磨一円の皆様方から篤いご支援を戴いて進めている事業でもありま
す。　また回答の一部で道路法施行令第７条第１号に規定する「アーチ」として、道路
占用を許可出来る可能性があるとの意見を戴いていますが、本件は伝統ある神社
建築様式の御門造営を計画しているので、俗に考えられる中華街の門（パイロウ）で
は日本の伝統建築美を創造することは不可能であると判断されます。　更には小泉
内閣が提唱する「観光立国日本」の自然環境・歴史・文化的資源の再発見の趣旨と
も異なり、純粋な日本の建築文化の発信が出来ないことは誠に寂しい限りでありま
すし、その様な建築物を神社御門として将来に残すことは末代までの恥辱となりま
す。　また正しい伝統文化の発信こそが多くの人々に心の安らぎを与えるものと考え
られます。　本件の判断については担当省からの回答通り、建築基準法及び道路管
理者が姫路市長であることは重々承知致しておりますが、これまで述べた通り特区
認定の大英断を戴き、地域再生事業を進めることにより、地域の活性化、更には門
前町への企業誘致・観光産業の推進・雇用の創出等を図ってまいりたいと考えてお
ります。　また今般の政府方針はその為の特例措置（構造改革特区）であると理解し
ておりますし、この特区認定に大きな期待を寄せておりますので、何卒格別のお取り
計らいを戴きますよう切にお願い申し上げ、再提案とさせて戴きます。

D-1

いわゆる立体道路制度は市民の理解を前提としている
ため、ご提案の内容がご意見にあるように市民の理解
を得がたいと姫路市当局に判断されるものならば、立
体道路制度又はその拡充による対応は困難であると考
えられる。なお、前回回答のとおり、本件の実現の可否
の判断は法令により市当局に委ねられているので、市
当局と十分協議されたい。

3014020

総社奉賛
会、宗教
法人 射楯
兵主神社

門前町観光
推進特区
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規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

122070

既存物件の
用途変更に
掛かる建築
確認申請・審
査の運用緩
和

建築基準法第6条及
び第6条の3

法第6条は、建築主が、一定の建築物を建築
する場合等には、この建築物の計画が建築
基準関係規定に適合性しているかどうかにつ
いて、建築主事の確認を受けなければならな
いこととしている。その基準の適用に関して
は、法第3条により、法令等の規定が施行され
た際等に、現に存する建築物若しくはその敷
地等がこれらの規定に適合しない等の場合に
おいては、当該建築物等に対して当該規定は
適用されないことを認めているが、その後、増
改築等を行う場合には、不適格な部分を含
め、全面的に法令等の規定の適用を受けるこ
ととされている。

Ｃ

建築基準法においては、例えば、既存の適法な建築
物が、法改正等により違反建築物になることは不合
理であることから、これらの場合は適用除外とされる
ことを認めているが、本法は、国民の生命、健康及び
財産の保護を図るため、安全上、防火上及び衛生上
の観点から、建築物の用途、規模、構造等に応じて、
建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低基
準を定めているものであり、本来、全ての建築物が本
法の基準の適用を受けるべきものであるから、これら
を用途変更すること等を機会に、不適合な部分を含
めて、全面的に本法令等の基準に適合させることとし
ているものであり、ご要望の緩和を行うことは困難で
ある。

提案にあるように、都市再生推進の観点から、
用途変更に際して、変更にかからない部分ま
で含めて基準適合を求めるのは、過重ではな
いか。この観点から具体的に検討し、回答され
たい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

国土交通省の回答だと措置分類Cということで、特区
としての対応が不可能であるものとして分類されてい
るが、措置の概要からでは理由の根拠が不明確であ
る。私たちが提案していることは、国民の生命、健康
及び財産の保護を図る建築基準法の趣旨に則って、
ビル利用の進んでいない都心部のオフィスビルを住
宅用途として転用することで、ビル利用の活性化、都
心への人の流入、本経済の活性化へと繋げることを
目的としている。地域も都心部と限定をしており、条
例等で違反者への罰金等の措置をとることで用を防
ぐことは可能であり、また、本提案は提案理由に記載
しているとおり、国民の生命・健康・財産の保護・防
災にも十分な配慮行っているものであることから、貴
省が行っている規制の趣旨と全く合致しているもので
ある。時限立法による試験的に特区を実することで
その効用を測定して行くことも可能ではないかと私た
ちは考えます。以上の観点を踏まえ、本提案につい
て、再検討をし見解及び今後の対応について具体的
に明示されたい。

c

建築基準法においては、例えば、既存の適法な建築物
が、法改正等により違反建築物になることは不合理で
あることから、これらの場合は適用除外とされることを
認めているが、本法は、国民の生命、健康及び財産の
保護を図るため、安全上、防火上及び衛生上の観点か
ら、最低基準を定めているものであり、ビル利用の活性
化、都心への人の流入、経済の活性化に関わらず、本
来、全ての建築物が本法の基準の適用を受けるべきも
のである。
したがって、建築物の用途を変更する場合等は、用途
変更を行う部分だけではなく、建築物の全ての部分に
ついて、全面的に本法令等の基準に適合させることとし
ているものであり、ご要望の緩和を行うことは困難であ
る。

既存不適格建築物の用途変更を進めるため
に何らかの対応ができないか、検討し回答さ
れたい。

C

建築基準法においては、例えば、既存の適
法な建築物が、法改正等により違反建築物
になることは不合理であることから、これらの
場合は適用除外とされることを認めている
が、本法は、国民の生命、健康及び財産の
保護を図るため、安全上、防火上及び衛生
上の観点から、最低基準を定めているもので
あり、ビル利用の活性化、都心への人の流
入、経済の活性化に関わらず、本来、全ての
建築物が本法の基準の適用を受けるべきも
のである。
したがって、建築物の用途を変更する場合等
は、用途変更を行う部分だけではなく、建築
物の全ての部分について、全面的に本法令
等の基準に適合させることとしているもので
あり、ご要望の緩和を行うことは困難である。

3038010
（社）東京
青年会議
所

オフィスビル
コンバ－ジョ
ン促進特区

122080

住宅居室の
採光のため
の窓等の確
保義務割合
の緩和

建築基準法第28条

法第28条は、人の生活の拠点である
住宅等について、自然光を確保するた
め、居室に対して一定基準を満たす採
光に有効な開口部を設けることを義務
付けている。

Ｄ－１

建築基準法は、国民の生命、健康等を保護するた
め、衛生上等の観点から、その建築物の用途等に応
じて、建築物の敷地、構造及び用途等に関する最低
基準を定め、これらの建築基準への適合性の判定に
要する必要な経験と知識を有する建築主事等の者の
確認を受ける必要があるとしているところであり、その
確認を地方公共団体の判定に任せることは合理的で
はないと考えられる。住宅の採光に関する基準につ
いては、自然採光が人間にもたらす身体的な効果を
勘案すると、人間が長時間過ごす住宅の居室につい
て、一定の自然光を確保する必要があり、基準を緩
和することは困難である。なお、当該採光に関する基
準については、都市部における事務所等について、
住宅への用途変更等を促進する観点から、本年３月
に所要の整備を行ったところであり、これによりご要
望の用途変更は対応が可能であると考えられる。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

措置分類D-1というこで、現行の規定により対応可能というこ
とであるが、私たちが主張したいことは、住宅への転用には採
光基があり、オフィスビルをそのまま費用をかけずに転用でき
ない為、求めているものである。措置の概要にあるように人間
には一定の然光が必要であることは私たちも認めます。健康
を害するようなものは「不適格」とし、住宅転用に十分適うもの
には、特例としての置を講じることで、ビル利用が高まり、日本
経済活性化への一つの道が開けると私たちは確信します。
「地方公共団体の判定に任ることはできない」と貴省は回答し
ているが、認定自治体の長の能力的担保が必要ということで
あれば、当該認定を受ける自治体担当部局は当該地域の管
轄建築主事とも連携し、一定の研修等を行うことで、当該知識
などを習得するというスキームを入れるこも考え得る。「人間
にもたらす身体的効果を勘案すると、・・・基準を緩和すること
は困難である」とあるが、当方の提案は、既に提書に記載して
いるとおり、「人命・防災の安全の確保の観点から支障がない
範囲」の緩和であり、上記の措置と併せることで、貴省懸念の
点はクリアされると考えている。以上の点を踏まえ、本提案に
ついて、再検討をし、見解及び今後の対応について具体的に
明示されたい。

c

建築基準法は、国民の生命、健康等を保護するため、
衛生上等の観点から、その建築物の用途等に応じて、
建築物の敷地、構造及び用途等に関する最低基準を
定めているものである。
住宅の採光に関する基準については、自然採光が人
間にもたらす身体的な効果を勘案し、人間が長時間過
ごす住宅の居室については、健康・衛生上の観点から
健康を害することがないよう一定の自然光を確保する
ため設けられている最低基準であり、都市再生の推進
という観点から、防災等の安全性の確保を代替的な措
置として扱うことにより、採光の基準を緩和することは
困難である。

3038020
（社）東京
青年会議
所

オフィスビル
コンバ－ジョ
ン促進特区

122080

住宅居室の
採光のため
の窓等の確
保義務割合
の緩和

建築基準法第28条

法第28条は、人の生活の拠点である
住宅等について、自然光を確保するた
め、居室に対して一定基準を満たす採
光に有効な開口部を設けることを義務
付けている。

Ｄ－１

建築基準法は、国民の生命、健康等を保護するた
め、衛生上等の観点から、その建築物の用途等に応
じて、建築物の敷地、構造及び用途等に関する最低
基準を定め、これらの建築基準への適合性の判定に
要する必要な経験と知識を有する建築主事等の者の
確認を受ける必要があるとしているところであり、その
確認を地方公共団体の判定に任せることは合理的で
はないと考えられる。住宅の採光に関する基準につ
いては、自然採光が人間にもたらす身体的な効果を
勘案すると、人間が長時間過ごす住宅の居室につい
て、一定の自然光を確保する必要があり、基準を緩
和することは困難である。なお、当該採光に関する基
準については、都市部における事務所等について、
住宅への用途変更等を促進する観点から、本年３月
に所要の整備を行ったところであり、これによりご要
望の用途変更は対応が可能であると考えられる。

貴省からの回答では、「当該採光に関する基準
については、都市部における事務所等につい
て、住宅への用途変更等を促進する観点か
ら、本年３月に所要の整備を行ったところであ
り、これによりご要望の用途変更は対応が可
能であると考えられる。」とあるが、提案では
「上記告示により緩和されているが､オフィスビ
ルの住宅転用促進の観点から、さらなる緩和
が必要」との指摘があるので、この点を踏まえ
て検討し、回答されたい。

D-1

建築基準法は、国民の生命、健康等を保護するため、衛生上等
の観点から、その建築物の用途等に応じて、建築物の敷地、構
造及び用途等に関する最低基準を定めており、住宅の採光に関
する基準については、自然採光が人間にもたらす身体的な効果
を勘案し、人間が長時間過ごす住宅の居室について、一定の自
然光の確保という観点から設けられている基準である。この採光
に関する基準については、都市部における事務所等について、
住宅への用途変更等を促進する観点から、昨年３月に基準の合
理化を図るための所要の整備を行ったところである。
なお、空室率が上昇している小規模なオフィスビルが多い都心部
に立地する延べ床面積が1,000m2以下のオフィスビル56棟につ
いて、ケーススタディした結果では、階段室・エレベーターの配置
等が制約となりフロアの一部しか住宅に転用できないもの（全体
の１／４強）を除き、今回の合理化により、概ねフロア全体を住宅
に転用することが可能となるとともに、従前はファミリー向け住宅
への転用可能なものが、全体の１割程度であったものが４割程
度に改善していること（ファミリー向け住宅にできない理由は、概
ねフロア面積が小さいことによる。）から、ご要望の趣旨は十分達
成していると考えられる。

5021100

社団法人
日本経済
団体連合
会

122090
道路上空通
路の設置基
準の緩和

道路法第32条第1項

「道路の上空に於ける通路
の許可基準」（昭和32年7月
15日付け建設事務次官、国
家消防本部長、警察庁次長
通達別紙）

「道路の上空に設ける通路
の取扱い等について」（平成
8年3月19日付け警察庁交
通局交通規制課長、自治省
消防庁予防課長、建設省道
路局路政課長、建設省住宅
局建築指導課長、建設省住
宅局市街地建築課長通達）

建築基準法第４４条条

　道路に一定の工作物、物件又は施設
を設け、継続して道路を使用しようとす
る場合においては、道路管理者の許可
を受けなければならない。

建築物は、道路内に、又は道路に突き
出して建築してはならない。

D-1 －

　道路の上空に設ける通路については、「道路の上空
に於ける通路の許可基準」（昭和32年７月15日付け
建設事務次官、国家消防本部長、警察庁次長通達別
紙）において、階数や幅員を含めた基準が定められて
いるが、その後、通行、防火、安全、衛生その他周囲
の環境保持を踏まえつつ、「許可基準の一部を変更し
て実施し、又はその一部の適用を除外することが可
能であり、安全性の確保に十分留意しつつ、弾力的
運用を図ること」ができる旨、「道路の上空に設ける通
路の取扱い等について」（平成8年3月19日付け警察
庁交通局交通規制課長、自治省消防庁予防課長、建
設省道路局路政課長、建設省住宅局建築指導課長、
建設省住宅局市街地建築課長通達）で明らかにして
いるところである。
 よって、前記基準に定める階数や幅員に合致しない
部分のある通路であっても、安全性の確保等に留意
しつつ、関係行政庁の弾力的な判断により設置する
ことが可能であり、これまでも設置された事例がある
ところ。

－

貴省からの回答では、現行制度で対応可能と
あるが、本提案にある道路上空通路は設置で
きるのか、回答されたい。
また、円滑な実施のため、道路管理上の統一
的な基準の明確化を図るべきではないか。再
度検討されたい

Ｄ－１ －

　ご提案の道路上空通路については、通路の数や幅に
よって、設置の可否が一義的に判断されるものではな
く、前回回答のとおり通達の弾力的運用が可能である
ことや、地方分権の趣旨により通達を技術的助言として
参考としつつも地方公共団体の柔軟な判断が可能であ
ること等にかんがみ、安全性の確保等に留意の上で、
特定行政庁及び道路管理者である守口市当局の判断
により設置することが可能である。
　なお、上空通路に係る道路管理上の統一的な基準
は、前回回答の通達により明確に定められている。

3039010
三洋電機
株式会社

 サンプラッツ
大日『生活
サービス特
区』

122090
道路上空通
路の設置基
準の緩和

道路法第32条第1項

「道路の上空に於ける通路
の許可基準」（昭和32年7月
15日付け建設事務次官、国
家消防本部長、警察庁次長
通達別紙）

「道路の上空に設ける通路
の取扱い等について」（平成
8年3月19日付け警察庁交
通局交通規制課長、自治省
消防庁予防課長、建設省道
路局路政課長、建設省住宅
局建築指導課長、建設省住
宅局市街地建築課長通達）

建築基準法第４５条条

　道路に一定の工作物、物件又は施設
を設け、継続して道路を使用しようとす
る場合においては、道路管理者の許可
を受けなければならない。

建築物は、道路内に、又は道路に突き
出して建築してはならない。

D-1 －

　道路の上空に設ける通路については、「道路の上空
に於ける通路の許可基準」（昭和32年７月15日付け
建設事務次官、国家消防本部長、警察庁次長通達別
紙）において、階数や幅員を含めた基準が定められて
いるが、その後、通行、防火、安全、衛生その他周囲
の環境保持を踏まえつつ、「許可基準の一部を変更し
て実施し、又はその一部の適用を除外することが可
能であり、安全性の確保に十分留意しつつ、弾力的
運用を図ること」ができる旨、「道路の上空に設ける通
路の取扱い等について」（平成8年3月19日付け警察
庁交通局交通規制課長、自治省消防庁予防課長、建
設省道路局路政課長、建設省住宅局建築指導課長、
建設省住宅局市街地建築課長通達）で明らかにして
いるところである。
 よって、前記基準に定める階数や幅員に合致しない
部分のある通路であっても、安全性の確保等に留意
しつつ、関係行政庁の弾力的な判断により設置する
ことが可能であり、これまでも設置された事例がある
ところ。

－

貴省からの回答では、現行制度で対応可能と
あるが、本提案にある道路上空通路は設置で
きるのか、回答されたい。
また、円滑な実施のため、道路管理上の統一
的な基準の明確化を図るべきではないか。再
度検討されたい

Ｄ－１ －

　ご提案の道路上空通路については、通路の数や幅に
よって、設置の可否が一義的に判断されるものではな
く、前回回答のとおり通達の弾力的運用が可能である
ことや、地方分権の趣旨により通達を技術的助言として
参考としつつも地方公共団体の柔軟な判断が可能であ
ること等にかんがみ、安全性の確保等に留意の上で、
特定行政庁及び道路管理者である守口市当局の判断
により設置することが可能である。
　なお、上空通路に係る道路管理上の統一的な基準
は、前回回答の通達により明確に定められている。

3056010

 三洋電機
株式会
社、大阪
府

 サンプラッツ
大日『生活
サービス特
区』

122100

建築基準法
の緩和による
歴史的大谷
石建造物の
移築、保存、
活用

建築基準法第3条

歴史的建造物については、地方公共
団体が条例の定めるところにより現状
変更の規制及び保存のための措置を
講じ、建築審査会の同意を得て指定す
ることにより、建築基準法の適用除外
とすることとされている。

Ｄ－１

歴史的建造物については、地方公共団体が条例の
定めるところにより現状変更の規制及び保存のため
の措置を講じ、建築審査会の同意を得て指定するこ
とにより、建築基準法の適用除外とすることが既に可
能となっており、ご提案については当該条例の整備と
指定を行うことにより措置が可能である。

3041050
観光都市・
大谷の再
生委員会

地域再生文
化観光特区

7／48
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管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

122110

大谷石建造
物の店舗利
用、短期間利
用の規制の
緩和

建築基準法第87条、
第6条等

法第87条、第6条等は、特殊建築物
で、その用途に供する部分の面積が
100m2を超えるものに用途変更する場
合は、建築確認の手続きをとることを
義務付けている。

Ｃ

建築基準法は、国民の生命、財産等を保護するた
め、安全上及び防火上等の観点から、建築物の用
途、規模等に応じて、建築物の敷地、構造及び用途
等に関する最低基準を定めているものであり、一定規
模以上の特殊建築物に用途変更する場合にあって
は、建築基準関係規定への適合性を担保する観点か
ら、これらの建築基準への適合性の判定に要する必
要な経験と知識を有する建築主事等の者の確認を受
ける必要があるとしているところであり、その規模を緩
和したり、その確認を地方公共団体の判定に任せる
ことは合理的ではないと考えられる。

3041060
観光都市・
大谷の再
生委員会

地域再生文
化観光特区

122111

地下空間利
用のための
建築基準法
上の構造方
法認定審査
に係わる標
準処理時間
の短縮

建築基準法第68条の
26等

建築物の構造方法等が、建築基準法に掲げ
る所要の性能基準に適合することについて、
例示仕様や一般的な検証方法によらず、高度
な検証方法により確認する場合は、指定性能
評価機関の性能評価を受け、これに基づき国
土交通大臣の認定を受ける必要がある。

Ｄ－１

建築物の構造方法等が、建築基準法に掲げる所要
の性能基準に適合することについて、高度な検証方
法により確認する場合に受ける指定性能評価機関の
性能評価については、個別の建築物の特性に応じて
期間を定めるが、通常は数ヶ月で行っている。また、
これに基づき取得する国土交通大臣の認定に要する
期間は、標準的には１ヶ月程度であることから、現在
ではご要望の対応が可能である。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

現存する大谷石採掘跡の横穴および地下空間に工
作物を建築する場合、建築基準法では新築の扱い
になり、法規定の中で特殊な構造という事で、期間と
費用のかかる指定性能評価機関の性能評価を受
け、大臣の認定を受けなければなりません。しかし、
添付した写真に有りますように、建築基準法施行前
より一部横穴を倉庫として利用している部分が有り、
その部分については構造認定を不要とし、それを利
用することで地域の再生につながり、構造上安全が
確認でき、地方公共団体が認めた建築物に対して
は、建築基準法第２条１項の「建築物」と認めてほし
いと考えています。それを倉庫から店舗等に変更す
る場合には、模様替え、用途変更での手続きとなり、
短期間での街おこしが可能となり、地域の再生にも
つながります。以上のことを踏まえ、再検討願いた
い。

D-1

大谷石採掘跡の横穴そのものは、「建築物」にはあたら
ないと考えられるため、この部分について、建築基準法
に基づく大臣認定を取得する必要はない。
なお、建築基準法において、地下工作物内に設ける事
務所、店舗、興行場、倉庫その他これに類する施設等
は、「建築物」とされている。したがって、横穴内に設け
られた店舗等は「建築物」に該当するものとして、建築
基準法における防火・避難等の基準に適合しているか
否かについて、審査することが必要となるが、これらの
審査にあたっても特殊な検討は必要ないため、大臣認
定を取得する必要はなく、建築主事等による確認を受
ければ足りると考えられる。
（参考）横穴そのものの構造安全性については法律上
の規制はないが、提案の実現にあたっては、安全性確
認の観点から専門家の意見を聞くことなどによって円
滑な実現が可能となると思われる。

3041070
観光都市・
大谷の再
生委員会

地域再生文
化観光特区

122120

学校設置会
社による大学
についての
建築基準法
の緩和

建築基準法第2条第2
号、第28条、令第114
条第2項

建築基準法においては、不特定多数の者の用に供する
建築物、火災の発生するおそれの大きい建築物や周囲
に及ぼす影響が大きい等の特性を有するため、特段の
規制の対象とする必要性が大きい建築物について、限
定的に列挙し、これらの特性に応じた基準を適用するた
め、法第2条第2項に特殊建築物として定義している。
法28条第1項は、住宅、学校等の居室について採光を
確保するため、居室に対して一定基準を満たす採光に
有効な窓その他の開口部を設けることを義務付けてい

る。
また、令第114条に基づく間仕切壁に係る規定は、多数
の者が利用する公共的施設である学校等の建築物に
ついては、火災の拡大に先んじて安全に避難できるよう
に、防火上主要な間仕切壁を設置することを義務付け

ているものである。

Ｃ

建築基準法は、国民の生命、健康等を保護するた
め、安全上及び衛生上等の観点から、建築物の用
途、規模等に応じて、建築物の構造及び衛生等に関
する最低基準を定めているものであり、一般的な事務
棟として使用されていた建物を大学として用いた場合
には、その用途としての特性に応じた建築基準に適
合することが必要となる。法第28条については、自然
採光が人間にもたらす身体的な効果を勘案すると、
人間が成長期に使用する学校の居室について、所要
の自然光を確保する必要があるため設けられた基準
であり、また、令114条については、防火上主要な間
仕切り壁は、火災時に建築物内の人々が火災の拡大
に先んじて安全に避難できるように設けることを義務
付けているものであり、ご要望の緩和を行うことは困
難である。

天井高については、大学においては規制が緩
和されたところであり、これと同様の観点から、
採光規制についても緩和してよいのではない
か。
また、事務所から住宅への用途変更を推進す
る観点から、既に採光規制を緩和したところで
あり、同様に学校への用途変更を推進する観
点から、規制を緩和してもよいのではないか。
具体的に検討し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

建築基準法第2条第2号に規定されている特殊建築物から学校設置会社に
よる大学を除外する旨の要望について貴省の回答では理由が不明確であ
る。用途としての特性に応じた建築基準に適合することが必要であるという
のならば、用途の内容について仔細に検討するべきである。弊社が先に提
案した、特殊建築物から学校設置会社による大学を除外する理由とは、現
在事務棟として用いられている建物が大学の校舎として用いられたとして
も、事務棟の使用方法と実態は何ら変わらないために、現行の規制は実態
が伴わない過剰な規制であるといえる。
この特殊建築物になることで事務棟に加えて課される具体的な規制として
増築等において確認申請をしなければならない場合が増加し（建築基準法
第6条）、耐火又は準耐火建築物の建築要件について事務所建築物と異な
り（建築基準法第27条別表１、建築基準法施行令第115の３条）、建築可能
な用途地域が限定され（建築基準法第48条）、換気の設備についても通常
の事務所に加重された要件を有している（建築基準法第28条2項、建築基
準法施工令第20条第2項ロ）等の規制がある。これらはいずれも大規模な
人員が行き交う大学のキャンパス等を想定した規制だと思われる。事務棟
として用いられている建物を大学として用いる場合、規模が小規模であって
も、大規模なキャンパス等を想定した規定をそのまま適用することには問題
がある。小規模なキャンパスであっても、一律に適用があるというのは不合
理である。
そして、学校設置会社による大学においては消費者のニーズに根ざした教
育サービスを提供することで大学を運営しなければならず、大学の建物も
小規模であったり、一般の事務棟を流用することなどが多く、これらを特殊
建築物とすると学校設置会社による大学運営は非常に難しくなる。これらの
建物までも一律に規制することは上述の理由から不合理である。
よって、建築基準法第2条第2号に規定されている特殊建築物から学校設
置会社による大学を除外するべきである。

Ｃ
D-1

建築基準法は、国民の生命、健康等を保護するため、安全上及
び衛生上等の観点から、建築物の用途、規模等に応じて、建築
物の構造及び衛生等に関する最低基準を定めているものであ
り、一般的な事務棟として使用されていた建物を大学として用い
た場合には、その用途としての特性に応じた建築基準に適合す
ることが必要となる。大学は、通常使用される状態を想定すると、
不特定多数の者が利用し、また、避難弱者である高齢者等も長
期間反復・継続的に利用する可能性があること、火災の発生の
おそれ等が高いこと、周囲に及ぼす影響が大きいこと等の特性
を有することから、特殊建築物として防火上の規定を設けている
ものである。
御要望の大学設置会社による大学の教室の利用形態について
通常使用される状態を想定すると、今後、他の大学と同様に不
特定多数の者による利用等の可能性が高いと考えられるため、
その教室の利用形態に関し、他の大学の教室と明確に分類する
ことは困難であることから、特殊建築物から大学設置会社による
大学の教室を除外するというご要望の緩和を行うことは困難であ
る。
なお、都心部の準・防火地域の一般的なオフィスビルであれば、
殆どのものは用途に関わらず延焼危険等の観点から耐火建築
物であると考えられることから、実態としてオフィスビルを大学の
用途に転用する際の支障となることは考えられない。

3072020

株式会社
東京リー
ガルマイン
ド

株式会社大
学改革特区

122120

建築基準法第28条について貴省回答にある「自然採光が人間にもたらす
身体的な効果」とはどのようなものであるか不明である。また大学と事務棟
で異なる採光量とすることにより、実際に身体的な効果が生じるほど効果に
違いがあるのかどうか、はなはだ疑問である。
また、貴省が言う「国民の生命、健康等を保護するため」の「最低基準」とし
ての建築基準法という認識によれば「自然採光が人間にもたらす身体的な
効果」とはこの目的に寄与する効果をいうものであると解する。これは換言
すれば、自然採光は人間の健康とりわけ成長期の人間の健康に良い影響
を与えるため、自然採光の最低基準は必要であり、大学では事務棟に比べ
て加重した要件が必要であるといっているのと同じである。
しかし、自然採光が増えることにより健康に良い影響があるとする認識は誤
りである。従前は日光がビタミンDの産出を助けるということで健康的にも良
いとされてきたが、1998年7月にはWHOが紫外線による免疫低下が健康へ
の害となることを発表し、日光に当たることへの注意を促した。日光に当た
ることによる益よりも害の方がはるかに高いという判断である。これに伴い、
1998年には母子健康手帳から日光浴を進める記述が削除されている。こ
れは、行政が自ら採光が健康に良いという認識を否定していることの現れと
考えられる。このように健康にとって採光による日光が良いという認識は誤
りであり、採光に関する規制に健康に与える影響を理由として持ち出す態
度も行政の母子手帳に見られる対応と相反するものでありなおかつ健康に
対する影響を正しく認識しておらず妥当ではない。

D-1

法第28条については、自然採光が人間にもたらす身体
的な効果を勘案し、所要の自然光を確保するため設け
られた最低基準である。
大学の教室については、住宅の居室、高校等の教室
ほどの衛生上の配慮を必要としないことから、採光の
基準を緩和しているところであり（窓等の開口部で採光
に有効な部分の面積のその床面積に対する割合（以
下、割合という。）について、大学の教室は１／１０）、さ
らにオフィスビルを大学に転用しようとした場合に、窓
等の開口部が道に面している場合等には、平成12年の
法改正時に導入した採光補正係数が３となり、当該割
合は１／３０まで緩和されることとなり、実態としては当
該基準がその支障となることは考えにくい。

3072020

122120

仮に健康に影響があるとしても現行の基準には問題がある。大学に
通学する学生は成長期にあるかもしれないが、それは高校卒業後
に就職する者も同様である。就職するか進学するかでことさらこれら
を区別する合理的な理由はないはずである。ましてや建築基準法が
「国民の生命、健康等を保護するため、安全上及び衛生上等の観
点」からの「最低基準」の規制であり、採光が貴省のいう健康のため
の最低基準ならば、18歳で就職する者は成長期であるにも関わらず
自然採光が大学よりも低い労働環境で働かなければならないこと
は、企業に就職した者には成長期の健康のために必要な「最低基
準」の採光さえも与えられないことを意味する。これは合理的な規制
とは到底言えない。成長期を理由とする規制なのであれば、小学
校、中学校、高等学校のみを規制の対象とすれば良いのであり、学
生と同世代に社会人が多数存在する大学においては採光の規制は
不合理な規制であり最低基準とはいえないといえる。
よって、建築基準法第28条の規定を学校設置会社による大学には
適用しないとするべきである。

D-1

法第28条については、自然採光が人間にもたらす身体
的な効果を勘案し、所要の自然光を確保するため設け
られた最低基準である。
大学の教室については、住宅の居室、高校等の教室
ほどの衛生上の配慮を必要としないことから、採光の
基準を緩和しているところであり（窓等の開口部で採光
に有効な部分の面積のその床面積に対する割合（以
下、割合という。）について、大学の教室は１／１０）、さ
らにオフィスビルを大学に転用しようとした場合に、窓
等の開口部が道に面している場合等には、平成12年の
法改正時に導入した採光補正係数が３となり、当該割
合は１／３０まで緩和されることとなり、実態としては当
該基準がその支障となることは考えにくい。

3072020

122120

建築基準法施行令114条についての貴省の回答は、防火上主要な
間仕切り壁は、火災時に建築物内の人々が火災の拡大に先んじて
安全に避難できるように設けることを義務付けているとしているが、
通常の事務棟においても建築物内の人々が火災の拡大に先んじて
安全に避難できるような設備となっているはずであり、単に大学であ
るから、規制が強化される合理的な理由は存しない。また、このよう
な規制が存することは、認可を受けていない学校類似の教育を事務
棟で行っている企業の生徒については、認可を受けている学校の生
徒と防火対策という側面から不均衡が生じることになる。認可されて
いるかいないかという形式的な違いしか存せず、公共的な性格をど
ちらの形式の学校も持っているにも関わらず、防火上の対策に差が
あるということは命の重さに優劣をつけることにも繋がる。
よって、建築基準法施行令114条から学校設置会社による大学を除
外するべきである。

Ｃ

令第114条の規定は、避難弱者である児童、高齢者等
が長期間反復・継続的に利用する可能性がある大学な
どの建築物について、火災時に建築物内の人々が火
災の拡大に先んじて安全に避難できるよう、防火上主
要な間仕切り壁を準耐火構造とし、小屋裏等に達しせ
しめることを義務付けているものであり、ご要望の緩和
は困難である。

3072020
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122120

学校設置会
社による大学
についての
建築基準法
の緩和

建築基準法第2条第2
号、第28条、令第114
条第2項

建築基準法においては、不特定多数の者の用に供する建築
物、火災の発生するおそれの大きい建築物や周囲に及ぼす
影響が大きい等の特性を有するため、特段の規制の対象とす
る必要性が大きい建築物について、限定的に列挙し、これら
の特性に応じた基準を適用するため、法第2条第2項に特殊建

築物として定義している。
法28条第1項は、住宅、学校等の居室について採光を確保す
るため、居室に対して一定基準を満たす採光に有効な窓その

他の開口部を設けることを義務付けている。
また、令第114条に基づく間仕切壁に係る規定は、多数の者が
利用する公共的施設である学校等の建築物については、火災
の拡大に先んじて安全に避難できるように、防火上主要な間
仕切壁を設置することを義務付けているものである。

Ｃ

建築基準法は、国民の生命、健康等を保護するた
め、安全上及び衛生上等の観点から、建築物の用
途、規模等に応じて、建築物の構造及び衛生等に関
する最低基準を定めているものであり、一般的な事務
棟として使用されていた建物を大学として用いた場合
には、その用途としての特性に応じた建築基準に適
合することが必要となる。法第28条については、自然
採光が人間にもたらす身体的な効果を勘案すると、
人間が成長期に使用する学校の居室について、所要
の自然光を確保する必要があるため設けられた基準
であり、また、令114条については、防火上主要な間
仕切り壁は、火災時に建築物内の人々が火災の拡大
に先んじて安全に避難できるように設けることを義務
付けているものであり、ご要望の緩和を行うことは困
難である。

天井高については、大学においては規制が緩
和されたところであり、これと同様の観点から、
採光規制についても緩和してよいのではない
か。
また、事務所から住宅への用途変更を推進す
る観点から、既に採光規制を緩和したところで
あり、同様に学校への用途変更を推進する観
点から、規制を緩和してもよいのではないか。
具体的に検討し、回答されたい。

D-1

法第28条については、自然採光が人間にもたらす身体
的な効果を勘案し、所要の自然光を確保するため設け
られた最低基準である。
大学の教室については、住宅の居室、高校等の教室
ほどの衛生上の配慮を必要としないことから、採光の
基準を緩和しているところであり（窓等の開口部で採光
に有効な部分の面積のその床面積に対する割合（以
下、割合という。）について、大学の教室は１／１０）、さ
らにオフィスビルを大学に転用しようとした場合に、窓
等の開口部が道に面している場合等には、平成12年の
法改正時に導入した採光補正係数が３となり、当該割
合は１／３０まで緩和されることとなり、実態としては当
該基準がその支障となることは考えにくい。

5150009

株式会社
東京リー
ガルマイ
ンド

122130

ＮＰＯ法人に
よる学校施
設の教室に
おける建築
基準法関係
法令の適用
緩和1（天井
高さ）

建築基準法施行令第
21条

令第21条の規定は、居室のうち、学校
（大学等を除く。）の教室でその床面積
が50m2を超えるものにあっては、天井
の高さは、3m以上にすることとしてい
る。

Ｃ

建築基準法は、国民の生命、健康等を保護するた
め、安全上及び衛生上等の観点から、建築物の用
途、規模等に応じて、建築物の構造及び衛生等に関
する最低基準を定めているものであり、一般的な事務
棟として使用されていた建物等を学校として用いた場
合には、学校としての用に供されることとなるから、そ
の用途としての特性に応じた建築基準に適合すること
が必要となる。居室のうち、学校（大学等を除く。）の
教室でその床面積が50m2を超えるものにあっては、
室内の空気汚染を緩和するとともに、視覚的な環境
の保持のため、天井の高さは、3m以上にすることとさ
れているものであり、ご要望とおり緩和することは困
難である。

事務所から住宅への用途変更を推進する観点
から、既に採光規制を緩和したところであり、同
様に学校への用途変更を推進する観点から、
規制を緩和してもよいのではないか。具体的に
検討し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

国土交通省は「①建築基準法は、国民の生命、健康等を保護する
ために・・・建築物の構造及び衛生等に関する最低基準を定めてい
る・・・ご要望とおり緩和することは困難である。」という回答をしてい
るがこの回答には個別の事情や目的に応じて柔軟に対応を模索し
ようとする姿勢が残念ながら見られない。従来の建築確認行政の制
度上、一律に最低基準を設けて適合の有無を建築主事が確認する
方法は止むを得なかったかもしれないが、提案書の規制の特例事
項の内容において「認定自治体の長が当該教育上又は安全上支障
が無いと認めた場合においてはこの限りではない。」と記載している
ように、国民の生命、健康等を保護するための対策を講じることを念
頭に置いている。したがって上記の様な点を踏まえ、認定自治体の
長が判断する場合の建築基準法上の特例について再検討され、そ
の見解および今後の対応につき具体的に提示されたい。

C

建築基準法は、国民の生命、健康等を保護するため、
安全上及び衛生上等の観点から、建築物の用途、規
模等に応じて、建築物の構造及び衛生等に関する最低
基準を定めている。天井の高さの基準については、国
民の健康等を保護するため、衛生上の観点から設けら
れた最低基準であり、これを教育上又は安全上の基準
と比較して自治体の長の判断で緩和することは合理的
ではないと考えられる。
なお、文部科学省の調査によると、天井高さを３ｍから
２．７ｍにした教室を生徒に体験してもらったところ、７
０％の生徒がマイナス評価をし、生理的な不快感を訴
える回答があったとされており（2003.10.4付け読売新聞
（夕）１８面に関連記事掲載）、当該基準を緩和すると健
康への影響が懸念される。

大学の天井の高さについては規制を緩和し
たところであり、それ以外の学校についても、
文部科学省の調査のみによらず、文部科学
省と連携して更に調査を行う等により、規制
を緩和できないか、検討し回答されたい。

C

建築基準法は、国民の生命、健康等を保護
するため、安全上及び衛生上等の観点から、
建築物の用途、規模等に応じて、建築物の
構造及び衛生等に関する最低基準を定めて
いる。天井の高さの基準については、国民の
健康等を保護するため、衛生上の観点から
設けられた最低基準であり、現時点におい
て、ご要望の緩和を行うことは困難である。
なお、学校の教室の天井高さの基準につい
て、建設コストや設計上の制約のデメリット等
の観点から緩和すべきであるとの意見があ
る一方、学校の教室については、成長過程
にある児童生徒にとって健康的な環境を確
保する必要がある。
したがって、今後、学校の教室の天井の高さ
が学校生活における児童生徒の心身の健康
に与える影響等について調査を行い、その
結果を踏まえて、建築基準法における学校
の教室の天井の高さに係る基準の見直しの
必要性について検討し、結論を得る。

3075010 個人

教育特区ＮＰ
Ｏ学校の転
用校舎にお
ける教室の
建築基準法
上の特例

122130

国土交通省は「②安全上及び衛生上等の観点から、建築物の用
途、規模等に応じて最低基準を定めている」という回答をしている
が、現行の建築基準法で定める用途の学校のなかで、特区法13条
のＮＰＯ立学校を想定して法整備されたものとは考えにくい。また、
回答の中で「③一般的な事務棟として使用されていた建物等を学校
として用いた場合には、学校としての用に供されることとなるから、
その用途としての特性に応じた建築基準に適合することが必要とな
る。」とあるが国公立学校や学校法人学校としての特性と、特区法
13条のＮＰＯ立学校としての特性は異なるものである。既成の学校
とは異なる特性をもつＮＰＯ立学校に対して、その特性に応じて適合
させるべき建築基準は建築基準法関連法令において明文化されて
いないため、提案書の規制の特例事項の内容に具体的に記載して
いる。個別な事例ごとに”どうやったら安全上及び衛生上等の支障
をきたさずに緩和ができるか”を念頭において、再検討され、その見
解および今後の対応につき具体的に提示されたい。

C

建築基準法は、国民の生命、健康等を保護するため、
安全上及び衛生上等の観点から、建築物の用途、規
模等に応じて、建築物の構造及び衛生等に関する最低
基準を定めている。天井の高さの基準については、国
民の健康等を保護するため、衛生上の観点から設けら
れた最低基準であるが、このような観点からみた場合、
通常の学校とご要望のＮＰＯ法人による学校との間で、
学校を利用する者について保護すべき健康・衛生上の
基準に違いがあるとは考えられないことから、ＮＰＯ法
人による学校についてのみ天井の高さの基準を変える
ことは合理的ではないと考えられる。

3075010

122130

国土交通省からの回答で「④居室のうち、学校（大学等を除く。）の
教室でその床面積が50m2を超えるものにあっては、室内の空気汚
染を緩和する（目的で）天井の高さは、3m以上にすることとされてい
る。」とあるが、その回答において懸念されている”室内の空気汚染
を緩和する”という点については、提案書の規制の特例事項の内容
において「ＮＰＯ法人による学校設置においては床面積が50平方
メートルを超えるものであっても、当該教室の児童定員数が床面積
１平方メートルあたり０．５人以下の場合においてはこの限りではな
い。」等の具体的対応策を記載している。また提案書の代替措置の
内容においても、「教室の天井高さが床面積によって定められてい
る規制の目的は、収容児童の数に相応しい室容積（空気容量）の確
保にあると考えられる。特例の適用がその目的に反しないために
は、教室の床面積、室容積から総合的に判断する収容児童数を規
定する措置、または特例対象教室の必要換気回数を規定する代替
措置」と記載しているように、それらの懸念を払拭するための対策を
講じる事を念頭に置いている。したがって「教室でその床面積が
50m2を超えるもので、天井高さが3ｍ未満である場合」の室内の空
気汚染対策として、「単位床面積あたりの収容児童定員数」と「室容
積と収容児童数から割り出される必要換気回数」について再検討さ
れ、その見解および今後の対応につき具体的に数値で提示された
い。

C

建築基準法は、国民の生命、健康等を保護するため、
安全上及び衛生上等の観点から、建築物の用途、規
模等に応じて、建築物の構造及び衛生等に関する最低
基準を定めている。天井の高さの基準については、居
室のうち、学校（大学等を除く。）の教室でその床面積
が50m2を超えるものにあっては、室内の空気汚染を緩
和するとともに、視覚的な環境の保持（圧迫感の緩和）
のため、天井の高さは、3m以上にすることとされたもの
であり、単に空気汚染の緩和を目的としているものでは
ないため、「単位床面積あたりの収容児童定員数」と
「室容積と収容児童数から割り出される必要換気回数」
等の確保により代替措置として取り扱うことは困難であ
る。なお、文部科学省の調査によると、天井高さを３ｍ
から２．７ｍにした教室を生徒に体験してもらったとこ
ろ、７０％の生徒がマイナス評価をし、生理的な不快感
を訴える回答があったとされており（2003.10.4付け読売
新聞（夕）１８面に関連記事掲載）、当該基準を緩和す
ると健康への影響が懸念される。

3075010

122130

国土交通省からの回答で「④居室のうち、学校（大学等を除く。）の
教室でその床面積が50m2を超えるものにあっては、室内の空気汚
染を緩和する（目的で）天井の高さは、3m以上にすることとされてい
る。」とあるが、その回答において懸念されている”室内の空気汚染
を緩和する”という点についてであるが、提案書の提案理由におい
て「50平方メートルを超える教室を設けているが天井高さは2.55メー
トルである。既設構造体の制約から天井高さを3メートルとする事は
困難であり、現行の建築基準法に適合するためには、教室の床面
積が50平方メートル未満になるよう、部屋を狭くする措置が必要とな
る。教育の質を保つために1クラスの児童数には定員を設けている
ため、教室の狭小化は児童一人当たりの床面積を減少させる逆効
果しか生まず、法の目的に相反する現象がおきてしまう。」と記載し
ている事例の場合、現行の建築基準に適合させるためには天井高
さを変えずに床面積を減ら、すなわち室容積を減らす措置が必要と
なり、室内の空気汚染を助長する。これは法の目的に矛盾する。こ
のような個別の事情を踏まえ、室の定員が一定である場合に、室内
の空気汚染を緩和する目的において、天井高さを高くする以外に床
面積を広げるという選択肢が有効であるかないかを再検討され、そ
の見解および今後の対応につき具体的に提示されたい。

C

建築基準法は、国民の生命、健康等を保護するため、
安全上及び衛生上等の観点から、建築物の用途、規
模等に応じて、建築物の構造及び衛生等に関する最低
基準を定めている。天井の高さの基準については、居
室のうち、学校（大学等を除く。）の教室でその床面積
が50m2を超えるものにあっては、室内の空気汚染を緩
和するとともに、視覚的な環境の保持（圧迫感の緩和）
のため、天井の高さは、3m以上にすることとされたもの
であり、単に空気汚染の緩和を目的としているものでは
ないため、「単位床面積あたりの収容児童定員数」と
「室容積と収容児童数から割り出される必要換気回数」
等の確保により代替措置として取り扱うことは困難であ
る。なお、文部科学省の調査によると、天井高さを３ｍ
から２．７ｍにした教室を生徒に体験してもらったとこ
ろ、７０％の生徒がマイナス評価をし、生理的な不快感
を訴える回答があったとされており（2003.10.4付け読売
新聞（夕）１８面に関連記事掲載）、当該基準を緩和す
ると健康への影響が懸念される。

3075010

122130

国土交通省からの回答で「⑤居室のうち、学校（大学等を除く。）の
教室でその床面積が50m2を超えるものにあっては、・・・視覚的な環
境の保持のため、天井の高さは、3m以上にすることとされている」と
あるが、50m2以下の場合は2.1ｍ以上とされている。視覚的な環境
の保持を目的とするならば、あえて床面積を50m2超→50m2以下に
して室容積を減じなくても、黒板と机椅子の配置や、可動家具、什器
等による視覚的措置が可能である。例えば黒板と机と通路が50m2
以内におさまっており、教室後部にオープンなスペースが設けられ、
かつ可動什器で仕切、開放が繰り返しできる方法などが挙げられ
る。この方法は一例であるが意見番号3,4で述べた空気汚染緩和効
果を果たしながら、視覚的環境保持に対する懸念を払拭できる。ま
た、可動の什器で室を一体化させる自由度が保たれることから、総
合学習的な様々な授業形態に合わせて教室の形を変化させる自由
度をも併せ持つ。このことは意見番号2で触れた、既存の学校とは
特性が異なる用途の教室として、教育効果上有効である可能性が
高い。したがって、上記の様な点を踏まえ、天井の高さは、3m以上
にすることの目的が教室の視覚的な環境の保持であるとする貴省
の回答について、根拠を具体的な法例文によって示された上で、視
覚的な環境について再検討され、その見解および今後の対応につ
き具体的に提示されたい。

C

建築基準法は、国民の生命、健康等を保護するため、
安全上及び衛生上等の観点から、建築物の用途、規
模等に応じて、建築物の構造及び衛生等に関する最低
基準を定めている。天井の高さの基準については、居
室のうち、学校（大学等を除く。）の教室でその床面積
が50m2を超えるものにあっては、室内の空気汚染を緩
和するとともに、視覚的な環境の保持（圧迫感の緩和）
のため、天井の高さは、3m以上にすることとされたもの
であり、単に空気汚染の緩和を目的としているものでは
ないため、「単位床面積あたりの収容児童定員数」と
「室容積と収容児童数から割り出される必要換気回数」
等の確保により代替措置として取り扱うことは困難であ
る。なお、文部科学省の調査によると、天井高さを３ｍ
から２．７ｍにした教室を生徒に体験してもらったとこ
ろ、７０％の生徒がマイナス評価をし、生理的な不快感
を訴える回答があったとされており（2003.10.4付け読売
新聞（夕）１８面に関連記事掲載）、当該基準を緩和す
ると健康への影響が懸念される。

3075010
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122140

ＮＰＯ法人に
よる学校施
設の教室に
おける建築
基準法関係
法令の適用
緩和2（採光
面積）

建築基準法施行令第
19条

令第19条の規定は、人間の成長期に
ある乳幼児等が利用する施設につい
て、自然光を確保するため、居室に対
して一定基準を満たす採光に有効な開
口部を設けることとしている。

Ｃ

建築基準法は、国民の生命、健康等を保護するた
め、安全上及び衛生上等の観点から、建築物の用
途、規模等に応じて、建築物の構造及び衛生等に関
する最低基準を定めているものであり、一般的な事務
棟として使用されていた建物等を学校として用いた場
合には、学校としての用に供されることとなるから、そ
の用途としての特性に応じた建築基準に適合すること
が必要となる。令第19条については、自然採光が人
間にもたらす身体的な効果を勘案すると、人間が成
長期に利用する学校の居室については、所要の自然
光を確保する必要があるため設けられた基準であり、
ご要望の緩和を行うことは困難である。なお、照明設
備の設置、有効な採光方法の確保等の措置が講じら
れているものにあっては、基準が緩和されている。

事務所から住宅への用途変更を推進する観点
から、既に採光規制を緩和したところであり、同
様に学校への用途変更を推進する観点から、
規制を緩和してもよいのではないか。具体的に
検討し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

国土交通省からの回答で「⑥令第19条については、自然採光が人
間にもたらす身体的な効果を勘案すると、人間が成長期に利用する
学校の居室については、所要の自然光を確保する必要があるため
設けられた基準であり」とあるが、その回答において懸念されている
自然光を確保という点については提案書の提案理由において「居室
の実質的な採光については、校舎前面が河川などの広い空地に面
している場合や、開口部が北向きか南向きか等の条件により、各建
物の個別条件に大きく左右される」とした上で提案書の規制の特例
事項の内容において「当該建物の周辺環境や開口部の方角等、教
育内容に鑑みて認定自治体の長が総合的に判断できるものとす
る。」と記載しているように、それらの懸念を払拭するための対策を
講じる事を念頭においている。したがって上記の様な点を踏まえ、必
要採光面積を下回る場合で、実質的な自然採光が所要量に達して
いる場合について再検討され、その見解および今後の対応につき
具体的に提示されたい。
国土交通省からの回答で「⑦なお、照明設備の設置、有効な採光方
法の確保等の措置が講じられているものにあっては、基準が緩和さ
れている。」とあるが、⑥で言う自然採光が人間にもたらす身体的な
効果が、なぜ照明設備で代替できるのか、論理的に不明快である。
緩和措置による照明設備の設置によって、減ずる分の自然光が人
体にもたらす影響が問題ないことを、具体的に示された上で、提案
内容の緩和と何がどう異なるのか再検討され、その見解および今後
の対応につき具体的に提示されたい。

D-1

建築基準法は、国民の生命、健康等を保護するため、
安全上及び衛生上等の観点から、建築物の用途、規
模等に応じて、建築物の構造及び衛生等に関する最低
基準を定めているものであり、一般的な事務棟として使
用されていた建物等を学校として用いた場合には、学
校としての用に供されることとなるから、その用途として
の特性に応じた建築基準に適合することが必要とな
る。令第19条の採光の基準については、自然採光が人
間にもたらす身体的な効果を勘案し、人間が成長期に
利用する学校の居室について、所要の自然光を確保す
るよう、窓等の開口部で採光に有効な部分の面積のそ
の床面積に対する割合について基準を定めているが、
この採光基準については、当該開口部に入射する光の
量を考慮して、当該開口部に面する土地（建築敷地、
道路、河川等）の状況に応じて定めることとし、窓等の
開口部が道路、河川等に面している場合等は、当該割
合は、１／５から１／１５（９畳に１ｍ２の窓等の開口部）
まで緩和することが可能であることから、当該基準がそ
の支障となることは考えにくい。

3075020 個人

教育特区ＮＰ
Ｏ学校の転
用校舎にお
ける教室の
建築基準法
上の特例

122150

リゾートマン
ションにおけ
る旅館業営
業許可取得
基準の緩和
（建築基準
法）

①建築基準法施行令
第126条の6、
②建築基準法施行令
第126条の4、
③建築基準法第32
条、昭和44年建設省
告示第3184、ＪＩＳ　Ａ
3302

①令第126条の6は、公共消防による建築物内の
人々の救出及び消火活動が円滑に行えるよう、建
築物の一定の高さの階に、直接屋外から進入でき
る開口部を非常用の進入口を設置することを義務
付けている。
②令第126条の4は、不特定多数の者が利用する
建築物については、非常用照明装置を設置するこ
とを義務付けている。
③令第32条は、処理対象人員に応じた浄化槽に
必要な汚物処理性能を定めている。この処理対象
人員の算定方法は建設省告示によりＪＩＳ　Ａ3302
に定める用途別の算定方法によることとされてい
る。

①
E
②・③
Ｃ

建築基準法は、国民の生命、健康等を保護するた
め、安全上及び衛生上等の観点から、建築物の用
途、規模等に応じて、建築物の構造及び衛生等に関
する最低基準を定めている。②非常用照明装置につ
いては、災害時、不特定多数の者が利用する旅館に
おいては、特に火災時の停電により、避難方向及び
危険な場所の認識困難、避難速度の低下等が想定さ
れるのみならず、心理的パニック状態等のため秩序
的、段階的避難が困難になることから、これを防ぐた
めに照明装置を設けるものであり、ご要望の緩和を
行うことは困難である。
また、③浄化槽の処理対象人員については、用途ご
との建築物の利用実態に応じて、浄化槽が衛生上必
要な処理性能を確保できるよう定められているところ
であり、これについてもご要望の緩和を行うことは困
難である。
なお、①非常用の進入口については、用途によらず
に設置基準が定められているため、ご提案のように
用途変更の障害となることは考えられない。

リゾートマンションの一部を福利厚生目的の宿
泊施設とする場合に、建物全体についてホテ
ル等と同じ基準適合が求められるのか、確認さ
れたい。
また、リゾートマンションを福利厚生目的の宿
泊施設とした場合、通常のホテル等にあるよう
な宴会場は無いものと考えられる。この点を考
慮すれば、浄化槽の設置基準を緩和してもよ
いのではないか。具体的に検討し、回答された
い。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

今回のご提案の主旨はリゾートマンションを福利厚生施設として活用するこ
とです。リゾートマンションの現状の利用方法は個人オーナーが週末等に
余暇目的に使用しており、居住者の割合が極めて低いのが実体です。リ
ゾートマンションはこのように個人オーナーが年に数回家族や知人と利用
するものであり、利用目的は旅館（福利厚生施設）に極めて近いといえま
す。このような性格の建物に対して、共同住宅の設備基準が設定されてい
ます。このことはリゾートマンションが旅館のような方法で利用された場合で
も安全性が担保されていると思われます。尚、福利厚生施設とする部分は
建物全体（通常は100戸前後）の内、5～15部屋を想定しています。①〔非常
用照明設備の設置基準の緩和〕今回の基準の緩和を提案している部分は
居室内のみであり、廊下・階段室ではありません。非常用照明設備は災害
時にスムーズに避難を行うための設備ですが、居室内は非常用照明がなく
ても利用者にとって勝手が分かっており災害時にも安全に廊下まで避難す
ることができると思われます。また、前述の通り、個人オーナーの場合と福
利厚生の場合では利用方法・目的に違いはなく、個人オーナーの利用を想
定して設定されている設備が安全であるのであれば、福利厚生目的での利
用の場合も同様に安全であると思われます。③〔屎尿浄化槽の処理対象人
員算定基準の緩和〕浄化槽設置基準は延べ面積から算定されます。建物
の一部分を共同住宅から旅館に用途変更する場合には、旅館とする面積
に応じて浄化槽の処理対象人員の基準が厳しくなり設備の変更が必要とな
ります。しかし、リゾートマンションが旅館に近似した利用方法・目的で設備
基準が十分であるとされていますので、旅館の用途となる面積が増加した
場合でも共同住宅としての設備基準で十分対応できます。実際、リゾートマ
ンションと旅館が同規模である場合、そこで排出される汚物の量は変わらな
いと思われます。

C
Ｄ－１

建築基準法は、国民の生命、健康等を保護するため、安全上及び衛生上等の
観点から、建築物の用途、規模等に応じて、建築物の構造及び衛生等に関す
る最低基準を定めている。非常用照明装置については、災害時、不特定多数
の者が利用する旅館においては、特に火災時の停電により、避難方向及び危
険な場所の認識困難、避難速度の低下等が想定されるのみならず、心理的パ
ニック状態等のため秩序的、段階的避難が困難になることから、これを防ぐた
めに照明装置を設けるものである。旅館の用途に属する建築物は、通常使用
される状態を想定すると、たとえ居室内といえども、在館者はすべからく当該室
内の内部の状況を熟知しているとはいえないため、災害・停電時に避難を開始
するため必要な照明がないのは著しく危険であると考えられる。一方、リゾート
マンションは週末にしか滞在しない場合があるとしても、当該居室等の所有者
として当該居室の内部の状況について事前に十分熟知する時間・機会もあるう
え、避難に必要な照明器具等を事前に必要な場所に自ら設置することも可能
な状態にある点において、他者が管理する福利厚生施設とは異なってくるもの
である。
また、し尿浄化槽の処理対象人員算定基準については、それぞれの用途毎に
利用の集中時等の処理負荷が高い状況を想定して処理対象人員を算定する
こととしており、旅館等については宴会場等の有無により算定基準を別に定め
ている。この際、宴会場が無い場合においても共同住宅に比べると利用が集
中することが想定されることから、延べ床面積が同じ場合には共同住宅より旅
館等の処理対象人員が多くなるよう算定基準を定めているところである。ただ
し、算定基準において建築物の使用状況により、類似施設の使用水量その他
の資料から明らかに実情に添わないと考えられる場合は、当該資料などに基
にして算定人員を増減することができることとされており、ご提案の建築物に関
してこのような技術的資料を示すことができる場合には、現行制度でも対応す
ることは可能である。

3098010
株式会社
ベネフィッ
ト・ワン

リゾートマン
ション 再活性
計画～福利
厚生利用に
よる地域経済
活性～

122160

外国人の公
営住宅入居
時の保証人
数条件の緩
和

平成8年10月14日建
設省住総発第153号
住宅局長通知

公営住宅法上、入居者に保証人をつ
けることは義務付けられておらず、左
記通知において、保証人をつけること
を要件としなくても差支えない旨助言し
ている。

Ｄ－１

公営住宅法上、入居者に保証人を付けること自体義
務付けられておらず、公営住宅の事業主体である地
方公共団体の判断により保証人をつけることを要件と
しているものである。したがって、地方公共団体の判
断により保証人を1人とすることも差し支えない。（左
記通知においても、保証人をつけることを要件としなく
ても差支えない旨助言しているところ。）

3076060
株式会社
東京総合
研究所

い、しょく、
じゅう、ゆう、
がく
外国人起業
家と地域住民
が共生できる
特区（エリア）
の創生

122170

外国人の公
営住宅入居
時の敷金の
引き下げ

公営住宅法第18条

公営住宅法第18条第1項の規定によ
り、公営住宅の事業主体は公営住宅
の入居者から3か月分の家賃に相当す
る金額の範囲内において敷金を徴収
することができることとされている。

Ｄ－１

公営住宅へ入居する際の敷金については、公営住宅
法第18条第1項において、3ヶ月分の家賃に相当する
金額の範囲内において徴収することができる旨規定
されている。したがって、公営住宅の事業主体である
地方公共団体の判断により、敷金を1か月分とするこ
とも可能。

3076070
株式会社
東京総合
研究所

い、しょく、
じゅう、ゆう、
がく
外国人起業
家と地域住民
が共生できる
特区（エリア）
の創生

122180

外国人の公
営住宅入居
時の資格の
緩和

公営住宅法第23条

公営住宅法第23条の規定により、公営
住宅の入居者資格を有するのは以下
の要件を具備する者とされている。
○同居親族を有すること
○所得水準が一定以下であること
○住宅に困窮していること

Ｃ

公営住宅に対するニーズは非常に高い水準にあり、
公営住宅法第23条に規定する入居者資格を有する
者でも入居することが困難な状況にある。このような
状況において入居者資格を有さない者の入居を認め
れば、本来の入居対象者の入居が阻害され、住宅に
困窮する低額所得者に低廉な家賃で賃貸することに
より国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与すると
いう公営住宅の制度目的に反することとなる。

3076080
株式会社
東京総合
研究所

い、しょく、
じゅう、ゆう、
がく
外国人起業
家と地域住民
が共生できる
特区（エリア）
の創生

122190
外国人の公
営住宅入居
資格の緩和

公営住宅法第23条、
通知（平成4年4月8日
住総発第45号）

○公営住宅法第23条の規定により、公
営住宅の入居者資格を有するのは以
下の要件を具備する者とされている。
・同居親族を有すること
・所得水準が一定以下であること
・住宅に困窮していること
○外国人についても、上記の要件を具
備する者については公営住宅に入居
することが可能である。

Ｄ－１

外国人であっても、公営住宅法第23条に規定する入
居者資格を有する者であれば入居することが可能で
ある。なお、外国人の入居申込資格に関し、永住者及
び特別永住者については日本人と同様の入居申込
資格を認めること、外国人登録を受けた外国人につ
いても、地域実情を勘案の上、可能な限り地域住民と
同様の入居申込資格を認めることとする旨の通知（平
成4年4月8日住総発第45号）を発出しているところ。

3104010 個人
国際交流特
区

122200

外国人教師
の公営住宅
入居の可能
化

公営住宅法第23条、
通知（平成4年4月8日
住総発第45号）

○公営住宅法第23条の規定により、公
営住宅の入居者資格を有するのは以
下の要件を具備する者とされている。
・同居親族を有すること
・所得水準が一定以下であること
・住宅に困窮していること
○外国人についても、上記の要件を具
備する者については公営住宅に入居
することが可能である。

Ｄ－１

外国人であっても、公営住宅法第23条に規定する入
居者資格を有する者であれば入居することが可能で
ある。なお、外国人の入居申込資格に関し、永住者及
び特別永住者については日本人と同様の入居申込
資格を認めること、外国人登録を受けた外国人につ
いても、地域実情を勘案の上、可能な限り地域住民と
同様の入居申込資格を認めることとする旨の通知（平
成4年4月8日住総発第45号）を発出しているところ。

3105010 個人
国際教育特
区
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コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

123010

本四公団の
業務の柔軟
化（管理用地
の賃貸を可
能にする）

○道路法第33条第2
項
○道路法施行令第7
条第8号
○道路法施行令第14
条の2

　自動車専用道路の連結路附属地に
は、駐車場と一体となった購買施設等
の利便増進施設を設けることができ
る。

Ｄ－１ －

　ご提案の場所は、本州四国連絡道路のインターチェ
ンジ付近の土地であり、道路法第３３条第２項の「連
結路附属地」に該当することから、道路法施行令第７
条第８号により購買施設等の利便増進施設の設置が
認められ、同法施行令第１４条の２第３項により、当
該施設の設置に伴う駐車場の整備が定められている
ことから、この駐車場の活用方法の一環として広く検
討する余地がある。
　なお、ご活用にあたっては、本州四国連絡橋公団と
個別にご相談されたい。

－ 1023010 洲本市
本四道路
パークアンド
ライド特区

123020

　道路占用に
関する制限
の緩和(パー
クアンドライド
駐車場の確
保）

○道路法第33条第2
項
○道路法施行令第7
条第8号
○道路法施行令第14
条の2

　自動車専用道路の連結路附属地に
は、駐車場と一体となった購買施設等
の利便増進施設を設けることができ
る。

Ｄ－１ －

　ご提案の場所は、本州四国連絡道路のインターチェ
ンジ付近の土地であり、道路法第３３条第２項の「連
結路附属地」に該当することから、道路法施行令第７
条第８号により購買施設等の利便増進施設の設置が
認められ、同法施行令第１４条の２第３項により、当
該施設の設置に伴う駐車場の整備が定められている
ことから、この駐車場の活用方法の一環として広く検
討する余地がある。
　なお、ご活用にあたっては、本州四国連絡橋公団と
個別にご相談されたい。

－
右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　提案した場所には高速バスの停留所があるのみ
で、道路法施行令第７条第８号に例示された「食事施
設」や「購買施設」は存在しないが、同号の「その他こ
れらに類する施設」に高速バスの停留所が該当する
ため、これに伴う駐車場の整備が同法施行令第１４
条の２第３項により可能であるから、現行の規定によ
り対応可能と解すればよいのか、あるいは、利便増
進施設を伴わない駐車場のみによる道路占用も可
能であるから、現行の規定により対応可能と解すれ
ばよいのか、について回答して頂きたい。

Ｄ－１ －

　ご提案の場所は道路法第３３条第２項の連結路附属
地に該当するところ、ここに設置できる占用物件は、道
路法施行令第７条第８号に掲げられる購買施設等に限
られるものではなく、道路法第３２条第１項各号及び道
路法施行令第７条各号に掲げられる占用物件が設置
可能であり、これらの設置に伴い、その用途に応じて道
路法施行令第１４条の２第３項により駐車場及び通路
の整備が可能である。
　ご指摘の高速バスの停留所は、道路法第３２条の占
用物件に該当するところであり、その用途に応じた駐車
場及び通路を整備することが可能であると解される。
　なお、個別の取扱いについては、本州四国連絡橋公
団と相談していただきたい。

1023020 洲本市
本四道路
パークアンド
ライド特区

123030

市道の歩道
路面等への
企業広告の
占用許可

道路法第32条第1項

道路法第33条第1項

　道路に一定の工作物、物件又は施設
を設け、継続して道路を使用しようとす
る場合においては、道路管理者の許可
を受けなければならない。
　道路管理者は、道路の占用が道路の
敷地外に余地がないためにやむを得
ないものであり、かつ、政令で定める基
準に適合する場合に限り、許可を与え
ることができる。

E －

　道路法第３２条に定める占用は、道路に継続して工
作物、物件又は施設を設けるものであるところ、提案
にあるような路面への広告の表示は、工作物、物件
又は施設に該当しないことから、道路占用許可制度
の対象ではない。
　路面への広告の表示は、一般的に沿道建築物等か
ら表示される広告物が通常の歩行を通じて視認でき
ることに比べ、歩行者等の視線を足下の路面に強く
誘導することとなり、これに起因する歩行者同士の衝
突等の通行上の危険を生ずるおそれがあると考えら
れるが、御提案のような、道路上における広告と公共
的な案内等を併用したサービスの実施は、表示板を
占用物件として設けることにより可能であり、本件の
市道においては、屋外広告物部局、所轄警察署等関
係機関と調整の上、道路管理者である鳥栖市の判断
で実施していただくことができる。

－
右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

当市の案としては路面に直接シール等の添付を想定
しているものだが、シールを利用した市道の歩道路
面等についての案内広告の設置については道路法
第３２条に定める道路占用許可制度の対象ではない
とのことである。屋外広告物部局、所轄警察署等の
関係機関と調整し、当市条例による条件の整理がで
きれば、実施可能と判断するがよろしいかご教示願
いたい。

Ｄ－１ －

　ご意見にあるシール自体は、これを物件と解すること
で道路占用許可の対象となり得る。路面そのものへの
広告の表示は、歩行者等の視線が足下の路面に誘導
されることに起因する歩行者同士の衝突等といった通
行上の危険を生ずるおそれがあることや、シールがは
がれること等による道路汚損、通行への影響等を生じ
るおそれがあること等から、適当ではないものと考える
が、ご意見にある関係機関と調整のうえご判断いただ
きたい。
　なお、ご提案のような道路上における広告と公共的な
案内等を併用したサービスの実施は、前回回答のとお
り、表示板を占用物件として設けることによっても可能
である。

1058010 鳥栖市
道路広告特
区

123030

市道の歩道
路面等への
企業広告の
占用許可

道路法第32条第1項

道路法第33条第2項

　道路に一定の工作物、物件又は施設
を設け、継続して道路を使用しようとす
る場合においては、道路管理者の許可
を受けなければならない。
　道路管理者は、道路の占用が道路の
敷地外に余地がないためにやむを得
ないものであり、かつ、政令で定める基
準に適合する場合に限り、許可を与え
ることができる。

E －

　道路法第３２条に定める占用は、道路に継続して工
作物、物件又は施設を設けるものであるところ、提案
にあるような路面への広告の表示は、工作物、物件
又は施設に該当しないことから、道路占用許可制度
の対象ではない。
　路面への広告の表示は、一般的に沿道建築物等か
ら表示される広告物が通常の歩行を通じて視認でき
ることに比べ、歩行者等の視線を足下の路面に強く
誘導することとなり、これに起因する歩行者同士の衝
突等の通行上の危険を生ずるおそれがあると考えら
れるが、御提案のような、道路上における広告と公共
的な案内等を併用したサービスの実施は、表示板を
占用物件として設けることにより可能であり、本件の
市道においては、屋外広告物部局、所轄警察署等関
係機関と調整の上、道路管理者である鳥栖市の判断
で実施していただくことができる。

－ 1058020 鳥栖市
道路広告特
区

123040

道路整備特
別措置法に
おける自動
車駐車場の
「保管場所」
活用の特例

道路整備特別措置法
第７条の１２、第８条

道路整備特別措置法に基づく駐車場
において料金を設定する場合には、国
土交通大臣の許可が必要

Ｄ－１

　道路整備特別措置法に基づく駐車場は、地方
生活圏中心都市等において、駐車需要の増大に
対処するとともに無秩序な路上駐車を解消し、
周辺道路の安全かつ円滑な交通を確保すること
を目的として整備されたものである。このた
め、原則として一部の少数の者が独占的に利用
することや車庫替わりに利用することのないよ
う配慮する必要がある。しかしながら、各駐車
場の利用実態等に応じ定期利用者については対
応可能な場合もあると考える。

－ 1091010 尼崎市
公共駐車場
経営改善特
区

123050
指定管理者
制度の対象
の拡大化

－
道路(道路附属物を含む。）の管理につ
いては、指定管理者制度を採ることが
できない。

Ｄ－３ Ⅳ

　道路（道路附属物を含む。）の管理については、地
方公共団体における管理の実態を調査の上、指定管
理者が管理できる範囲の整理を行い、指定管理者制
度も活用できる旨を新たに通知（平成15年度中に措
置）。

－ 1091030 尼崎市
公共駐車場
経営改善特
区
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123060
路上駐輪場
の設置の容
認

道路法第２条
　道路上に設ける自転車駐輪場は、道
路の附属物とされていない。

P －

　道路上の自転車駐車場を道路の附属物と位置付け
ることについては、高齢者、身体障害者等歩行者の
交通の安全への影響等の問題や、総合的な放置自
転車対策との関係等を踏まえた上で、検討を進める。

－
早急に検討のうえ、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

　駅周辺放置自転車対策としては、①駐輪場の整
備、②放置自転車の撤去処分、③不要不急自転車
利用の自粛の３点を柱に総合的に進めているが、駐
輪場の整備に関しては、用地確保が困難な駅前とい
うことで、十分な整備が進まない状況である。よって、
道路上において高齢者・身体障害者等歩行者の交
通の支障のならない場所に「路上駐輪場」を設置す
ることにより、歩行者の安全な通行の確保、及びス
ペースの有効利用を図っていきたいと考えている。
　しかし、道路上の自転車駐輪場は道路付属物とし
て認められていないため、高齢者・身体障害者等歩
行者の交通の支障のならない安全な場所を確保でき
ても、「路上駐輪場」を設置することは出来ない状況
である。
　したがって、道路上の自転車駐輪場を道路の付属
物と位置づけることにより「路上駐輪場」を設置し、放
置自転車対策を行いたい。

B Ⅱ

　道路上の自転車駐車場を道路の附属物と位置付け
ることについては、放置自転車対策として一定の効果
があると考えられるため、関係機関との調整の上、平
成16年度中に措置。

1147010 市川市
人にやさしい
道づくり特区

123070

道路管理者
による迷惑駐
車の排除の
可能化

道路法第43条
　道路管理者は、道路に係る公物管理
権に基づく事務を行う。

－ －

　違法駐車の排除は、道路交通法に従い、警察にお
いて措置されるべきものである。
　なお、道路法第43条第2号の「物件」及び第44条の
２第1項の「違法放置物件」に駐車車両は含まれな
い。

－ 1148010 市川市
人にやさしい
まちづくり特
区

123080

道路法「道路
の占用の許
可」の範囲拡
大

道路法第32条第1項

　道路に一定の工作物、物件又は施設
を設け、継続して道路を使用しようとす
る場合においては、道路管理者の許可
を受けなければならない。

Ｄ－１ －

　御提案のような門が建築基準法上の建築物である
場合には、道路の廃道手続又は道路区域の変更手
続を行って、設置要望箇所を道路区域から外し、敷地
内通路とすることにより、路上への設置が可能であ
る。
 なお、建築物に該当しない場合には、道路法施行令
第７条第１号に規定する「アーチ」　として、道路占用
を許可できる可能性がある。本件の場合、姫路市長
が建築基準法に定める特定行政庁であり、また、姫
路市が道路法に定める道路管理者であることから、
同市当局の判断に委ねられる。

－

本提案にある門は「アーチ」に該当するのか。
確認し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

内閣官房構造改革特区推進室より平成１５年１２月２４日付けを以て回答
のありました構造改革特区の第４次提案について、「D－１」の措置で回答
を戴きました国土交通省よりの対応策（道路の廃道手続き又は道路区域の
変更を行って、設置要望箇所を道路区域から外し、敷地内道路とすることに
より、路上への設置が可能）は、市当局によると一宗教法人に対する便宜
供与の可能性があり、市民の合意を得難いものであるとの見解でありま
す。　従って、一定の条件のもとに規制緩和を図る特区として認定を受ける
ことが出来れば、宗教法人の如何を問わず当該条件を満たす者を対象とし
て規制緩和措置が講じられるものと考えられ、観光産業の振興に向けたプ
ロジェクトが大きく前進を致し、地域再生への門戸が開かれることになりま
す。　既に参道沿いの住民も門前町化には積極的に参加をして営業を行っ
ている方々もおられます。　一方現在の姫路市では産業分野においても出
光興産が撤退する等姫路経済が行き詰まり感を呈ている中、世界文化遺
産・姫路城を中心とした観光振興が重要な産業の一つとなっており、この
「門前町観光推進特区」の認定を戴くことによって、中心市街地の活性化、
更には姫路経済の活性化に寄与するものと考えております。　また現代社
会ではスピード化が要求されていますが、姫路中心市街地の経済的体力
並びに気力が萎えている状況下では時間的余裕がない現状にあります。
従って憲法上の解釈を巡って論争することは、更に観光推進を妨げ姫路経
済再生の道を遅らせる要因となりますので特区認定の提案を行った次第で
ありますが、宗教法人法第一章第一条の二項に憲法二十条に定める「信
教の自由はすべての国政において尊重されなければならない・・・その保障
された自由に基づいて、教義を広め、儀式行事を行い・・・」と規程し、更に
その教義を広める為、第二条一項に「礼拝の施設を備える神社・・」とあり、
第三条一項においても神社施設（境内建物）として、今般の特区として提案
した神門・楼門等の「御門」が含まれると定めらています。　殊に特区として
提案を致した理由については、「すべての国政において尊重」と云う文言か
ら地方自治体の判断に委ねることなく、国政レベルにおいて地方再生へ向
けた息吹を注入願い、現行の規制枠を越え且つ迅速に認定されることに命
運を託して構造改革特区に再提案した次第であります。

この特区計画については、元々神社の参道であったものを区画整理（市道認定）を
行った事によって神社境内地が東西南北に分割され、人々の心の安らぎとしての境
内施設環境整備や地域社会発展の為に有効的活用（観光産業推進等）の妨げと
なっている事は甚だ遺憾なことであると認識しています。　更にこの「門前町観光推
進特区」計画は阪神・淡路大震災によって被害を被った当神社の玉垣及び鳥居と一
体となった灯籠・社号標等の施設（占用権）を移設及び撤去する等して、市民の念願
であった歩道拡幅の公共工事（県道拡幅工事）に神社自ら境内地を譲る等の積極的
協力を申し上げたのであります。　そして今般の特区申請はその後の跡地整備対策
として策定した地域再生整備計画で、姫路経済界及び１２０ケ町に及ぶ氏子崇敬
者、更には播磨一円の皆様方から篤いご支援を戴いて進めている事業でもありま
す。　また回答の一部で道路法施行令第７条第１号に規定する「アーチ」として、道路
占用を許可出来る可能性があるとの意見を戴いていますが、本件は伝統ある神社
建築様式の御門造営を計画しているので、俗に考えられる中華街の門（パイロウ）で
は日本の伝統建築美を創造することは不可能であると判断されます。　更には小泉
内閣が提唱する「観光立国日本」の自然環境・歴史・文化的資源の再発見の趣旨と
も異なり、純粋な日本の建築文化の発信が出来ないことは誠に寂しい限りでありま
すし、その様な建築物を神社御門として将来に残すことは末代までの恥辱となりま
す。　また正しい伝統文化の発信こそが多くの人々に心の安らぎを与えるものと考え
られます。　本件の判断については担当省からの回答通り、建築基準法及び道路管
理者が姫路市長であることは重々承知致しておりますが、これまで述べた通り特区
認定の大英断を戴き、地域再生事業を進めることにより、地域の活性化、更には門
前町への企業誘致・観光産業の推進・雇用の創出等を図ってまいりたいと考えてお
ります。　また今般の政府方針はその為の特例措置（構造改革特区）であると理解し
ておりますし、この特区認定に大きな期待を寄せておりますので、何卒格別のお取り
計らいを戴きますよう切にお願い申し上げ、再提案とさせて戴きます。

Ｄ－１ －

　ご提案の「門」について、道路管理者及び特定行政庁
である姫路市当局においては、建築物に該当すると判
断しているものと聞いている。
　建築物に該当する場合は、道路の廃道手続又は道
路区域の変更手続を行って、設置要望箇所を道路区
域から外し、敷地内通路とすることにより、路上に設置
することが可能であり、提案内容が市民の理解を得ら
れるのであるならば、姫路市当局の判断により設置で
きるものと考える。

3014010

総社奉賛
会、宗教
法人 射楯
兵主神社

門前町観光
推進特区

123090

「道の駅」設
置における
設置者の要
件の緩和

「道の駅」の登録・案
内の制度（H５．２．２
３建設省道企発第１９
号）

設置者は市町村または市町村に代わ
り得る公的な団体

D-1 －

　施設の一部を民間が整備した場合であっても、「道
の駅」としての基本コンセプトや機能等を確保するよう
整備者と市町村が協定等を締結した上で、市町村が
設置者かつ申請者として「道の駅」の登録をすること
は可能である。なお、具体の事例については個別調
整の上判断させていただくこととしている。

－
右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

制度の現状は、設置者は市町村または市町村に代
わり得る公的な団体である。今回、規制の特例事項
の内容、提案理由にもあるように地方公共団体が地
域再生のため必要であると推薦した公益法人以外の
民間企業であって、財務状況の公開や公平な選定
方法により選ばれた企業が設置することも可能にし
てほしいという提案であったが、民間の整備者と市町
村が協定等を締結した上で、市町村が設置者かつ申
請者として登録することは現行でも可能であるという
回答であった。行政機関が財政難で困っている折、
民間が設置者として設置することも可能としてほしい
と考えていたので、再度ご検討願いたい。また、具体
的な「道の駅」構想については、他の地域では出来
ないような大谷石を用いた温泉、露天風呂や採掘跡
の地下空間を活用して保存・熟成した大谷ブランドの
飲食等を考えていますので、添付資料をご覧くださ
い。

Ｄ－１ －

　ご提案の理由は「行政機関が財政難で困っているた
め」とのことであるが民間が整備した施設についても、
地域の創意工夫により道路利用者に快適な休憩と多
様で質の高いサービスを提供する「道の駅」としての基
本コンセプトや機能等を確保するよう市町村が公平性
を確保した上で整備者と協定等を締結し、市町村が登
録申請するのであれば、市町村に財政負担を生じない
方法も考えられるため、現行でも「道の駅」の登録は可
能である。

3041110
観光都市・
大谷の再
生委員会

地域再生文
化観光特区

124010

河川の縦断
方向への占
用許可柔軟
化

河川法第２４条、河川
法第２６条
河川敷地の占用許可
について（平成11年８
月５日建河政発第６７
号建設事務次官通
達）
工作物設置許可基準
について（平成６年９
月２２日建河治発第７
２号建設省河川局治
水課長通達）

工作物設置許可基準について（平成６
年９月２２日建河治発第７２号建設省
河川局治水課長通達）中第１章の総則
において、河川法第２６条第１項に基
づく工作物の新築、改築又は除却の許
可に際して、工作物の設置位置等につ
いて河川管理上必要とされる一般的技
術基準を規定しているところ。また、同
基準第１７において、管類等の縦断方
向へ設置しないことを基本とする旨規
定しているところ。

Ｄー１
（現行
の規
定に
より対
応可
能）

－

河川区域内に管類等を設置する場合は縦断方向に
設置しないことを基本とする。ただし、掘込河道におけ
る工作物の縦断占用については、周辺地域の土地利
用形態、河川の整備状況等を勘案し堤防断面外や治
水上支障のない対策を講じるなどの措置により、管類
の縦断占用を例外として認めているところである。

河川の縦断占
用について、設
置した事例集を
作成し、これを
広く紹介する。
（平成15年度
中）

1161010 長崎市

下水道管の
設置を目的と
した河川敷地
の占用許可
柔軟化

124020
河川管理用
地の活用の
柔軟化

河川法第２４条

河川法第２４条により、河川区域内の
土地（河川管理者以外の者がその権
原に基づき管理する土地を除く。）を占
用しようとする者は、国土交通省令で
定めるところにより、河川管理者の許
可を受けなければならない旨規定され
ているところ。

Ｅ（事
実誤
認）

－

河川区域内の土地を占用し、工作物を新築しようとす
る場合は、河川管理者の許可を受けなければならな
いとしているところであるが、本特区の要望内容は、
河川敷地の占用にあたっての基準である「河川敷地
の占用許可について（平成１１年８月５日建河政第６７
号建設事務次官通達）」に合致しており、特に不許可
の対象となっているものではない。また、個々の工作
物については、それぞれの地域の特性により判断さ
れるものであることから、個別に当該河川管理者と協
議のうえ、整備されたい。

地域再生推進の観点から、権限移譲を進める
ことは重要であることを踏まえ、提案が実現で
きないか。具体的に検討し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

本調節池の特性としては、掘り込み敷地であり、形
態としては高規格堤防と同じ条件と思われます。ま
た、調節池であることから、急流による堤体の破損が
起こる可能性は無く、流れを阻害することは考えられ
ません。そこで、本件のような掘り込みによる調節池
の堤体部分については、工作物を設置するさいの基
準について、河川法第２６条第２項第１号、同第２号
及び同法施行令第１５条の２、同３における「高規格
堤防特別区域における新築等について許可を要しな
い工作物」及び「高規格堤防特別区域における工作
物の地下における新築等について許可を要しない場
合の深さ」を準用していただけるよう、再度の検討を
お願いします。

Ｅ（事
実誤
認）

－

　今回提案主体が構造物等の設置を要望している場所
は、堤体部分そのものであることから、再検討要望であ
る、「高規格堤防特別区域における新築等について許
可を要しない工作物」及び「高規格堤防特別区域にお
ける工作物の地下における新築等について許可を要し
ない場合の深さ」に関する規定の準用はできないもの
である。
　高規格堤防においても堤体そのものへの構造物等の
設置は、洗掘や雨水の浸透等による弱体化を生じさせ
るなど、所要の安全性を確保する必要が不可欠である
ことから、許可を要しない事項には該当しないものであ
る。
　なお、ご提案いただいている要望の趣旨については、
権限を移譲することなく、現行の占用許可制度で実現
可能である。

1186010 草加市

安全で活力
あるまちづく
り特区（河川
管理用地を
活用する）
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国土交通省

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

124030

法定河川に
蓋かけ等を
し、駐車場等
の設置を可
能とするため
の河川占用、
河川工作物
設置許可基
準の緩和

河川法第２４条、河川
法第２６条
河川敷地の占用許可
について（平成11年８
月５日建河政発第６７
号建設事務次官通
達）
工作物設置許可基準
について（平成６年９
月２２日建河治発第７
２号建設省河川局治
水課長通達）

工作物設置許可基準について（平成６
年９月２２日建河治発第７２号建設省
河川局治水課長通達）中第１章の総則
において、河川法第２６条第１項に基
づく工作物の新築、改築又は除却の許
可に際して、工作物の設置位置等につ
いて河川管理上必要とされる一般的技
術基準を規定しているところ。

Ｃ（特
区とし
て対
応不
可）

－

河川は洪水を安全に流下させるとともに、周辺地域に
おける貴重なオープンスペースであり、安易に河川を
蓋かけ等すべきではない。また、河川の蓋掛け等は、
今後の河川改修や維持管理上にも支障となるもので
あることから、河川の蓋かけ等による駐車場等の設
置を認めていないところである。

河川改修や維持管理上、支障とならないような
措置を講じた場合には、蓋がけ等をして駐車場
等に利用してもよいのではないか。具体的に検
討し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

２級河川呑川の汚染状況を改善するためには、その
資金調達が必要となる。蒲田駅周辺の無断駐輪を排
除しないと、交通の安全が確保できない。駐車場駐
輪場を作る事で、交通の安全が確保され、その資金
によって呑川の汚染が改善される。

Ｃ（特
区とし
て対応
不可）

－

　呑川は、河川の持つ貴重な水と緑のオープンスペー
スを活かした緑道整備が実施され、全川にわたっての
整備が計画されている。また、他のまちづくり施策との
連携を図りながら、緑のネットワークづくりや蒲田駅周
辺を拠点とした景観の整備も計画されているところであ
る。
　よって、河川に蓋をかける事は河川の利用や環境上
支障が生じる事となる。また、特に夏場の集中豪雨等
によって短時間で水位が上がる恐れがある事や高潮
の影響を受ける区間でもあり、治水上や日常管理上支
障が生じる事からも、認められない。

治水に対する整備が行われた河川で、橋と
同様に一部に蓋がけ等を行い、かつ、景観
対策についても地域住民の合意があるよう
な場合には認めてもよいのではないか、検討
し回答されたい。

Ｃ（特区
として対
応不可）

－

今回、特区提案のあった呑川、那珂川の蓋
かけ要望に対し対応不可である理由は前回
回答のとおりです。
河川整備は、計画規模の安全度の確保を目
標として進めているものでありますが、この
目標に対する河川整備の完了をもって、水害
を完全に防ぐことができるわけではありませ
ん。また、近年多発している局地的な集中豪
雨により計画を上回る洪水の発生について
も、予断を許さない状況にあります。従って治
水安全度を低下させる河川への蓋かけ等は
認められず、更に蓋かけ等は今後の河川改
修や維持管理上にも支障となるものです。
（恒常的な土砂の堆積や流下して来るゴミの
処理など日常の管理が適正に実施できず、
ゴミなどの支障物の影響により、せき上げさ
れ、上流部で氾濫するおそれがある　など）
一方、河川は周辺地域において、健康づくり
やふれあい・交流の場として活用される貴重
なオープンスペースであり、河川を蓋かけ等
すべきではないと考えます。
また、御指摘のあった橋梁については、公益
性が高く、河川上空に設置する以外、他に代
替案が無い場合に限り、必要やむを得ず設
置するものであり 本特区提案のような駐車

3013010 個人
株式会社大
田駐車場

124030

法定河川に
蓋かけ等を
し、駐車場等
の設置を可
能とするため
の河川占用、
河川工作物
設置許可基
準の緩和

河川法第２４条、河川
法第２６条
河川敷地の占用許可
について（平成11年８
月５日建河政発第６７
号建設事務次官通
達）
工作物設置許可基準
について（平成６年９
月２２日建河治発第７
２号建設省河川局治
水課長通達）

工作物設置許可基準について（平成６
年９月２２日建河治発第７２号建設省
河川局治水課長通達）中第１章の総則
において、河川法第２６条第１項に基
づく工作物の新築、改築又は除却の許
可に際して、工作物の設置位置等につ
いて河川管理上必要とされる一般的技
術基準を規定しているところ。

Ｃ（特
区とし
て対
応不
可）

－

河川は洪水を安全に流下させるとともに、周辺地域に
おける貴重なオープンスペースであり、安易に河川を
蓋かけ等すべきではない。また、河川の蓋掛け等は、
今後の河川改修や維持管理上にも支障となるもので
あることから、河川の蓋かけ等による駐車場等の設
置を認めていないところである。

河川改修や維持管理上、支障とならないような
措置を講じた場合には、蓋がけ等をして駐車場
等に利用してもよいのではないか。具体的に検
討し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

私共がお願いしている那珂川河川地域は、昭和３６
年の洪水の時に道路に越した位でその後は、一度も
橋げたまで来たことがないのです。その当時は橋も
木で作られていた時代です。その後は上流等の河川
改修工事や橋の架け替え等が行われ、現在まで大
雨が降っても危険区域まではなっていないのです。
県の河川課に相談に行った際河口から２ｋの地点で
あることをお聞きした所でありますので、私たちは問
題ないと感じる所です。今後管理してます県河川課
に国土交通省より調査を依頼していただき、もう一度
ご検討頂きますようお願いいたす次第であります。

Ｃ（特
区とし
て対応
不可）

－

　那珂川は、暫定整備としておおむね１回／１０年の確
率規模の洪水を対象に事業を実施しているが、現況で
も計画規模の洪水を安全に流下させる整備がなされて
おらず、昭和２８年の大洪水以降も度重なる洪水により
被害を受け、下流部についても浚渫工事等により河積
確保の為の工事を実施するものとしており、治水に対
する整備が必要な河川である。更に、那珂川の下流域
は、福岡市の中心部を流れていることから、地域の憩
いの場であり、周辺整備と合せて河岸整備を行い、市
民や観光客の親水空間となっている。よって、河川上空
に蓋をかける事は治水上及び河川環境上も支障が生
じることから認められない。

治水に対する整備が行われた河川で、橋と
同様に一部に蓋がけ等を行い、かつ、景観
対策についても地域住民の合意があるよう
な場合には認めてもよいのではないか、検討
し回答されたい。

Ｃ（特区
として対
応不可）

－

今回、特区提案のあった呑川、那珂川の蓋
かけ要望に対し対応不可である理由は前回
回答のとおりです。
河川整備は、計画規模の安全度の確保を目
標として進めているものでありますが、この
目標に対する河川整備の完了をもって、水害
を完全に防ぐことができるわけではありませ
ん。また、近年多発している局地的な集中豪
雨により計画を上回る洪水の発生について
も、予断を許さない状況にあります。従って治
水安全度を低下させる河川への蓋かけ等は
認められず、更に蓋かけ等は今後の河川改
修や維持管理上にも支障となるものです。
（恒常的な土砂の堆積や流下して来るゴミの
処理など日常の管理が適正に実施できず、
ゴミなどの支障物の影響により、せき上げさ
れ、上流部で氾濫するおそれがある　など）
一方、河川は周辺地域において、健康づくり
やふれあい・交流の場として活用される貴重
なオープンスペースであり、河川を蓋かけ等
すべきではないと考えます。
また、御指摘のあった橋梁については、公益
性が高く、河川上空に設置する以外、他に代
替案が無い場合に限り、必要やむを得ず設
置するものであり 本特区提案のような駐車

3027010
柳橋連合
市場協同
組合

河川上を利
用した駐車場
の設置

124040

地下道設置
を目的とした
公的主体以
外の者による
河川敷地の
占用の許可
の緩和

河川法第２４条、河川
法第２６条
河川敷地の占用許可
について（平成11年８
月５日建河政発第６７
号建設事務次官通
達）
工作物設置許可基準
について（平成６年９
月２２日建河治発第７
２号建設省河川局治
水課長通達）

工作物設置許可基準について（平成６
年９月２２日建河治発第７２号建設省
河川局治水課長通達）中第１章の総則
において、河川法第２６条第１項に基
づく工作物の新築、改築又は除却の許
可に際して、工作物の設置位置等につ
いて河川管理上必要とされる一般的技
術基準を規定しているところ。また、同
基準第３６において、海底横過トンネル
の設置基準について規定しているとこ
ろ。

Ｄ－１
（現状
の規
定に
より対
応可）

－

河川敷地の地下通路については、過去の陥没事故
等の原因究明や地盤の特性を十分把握したうえで、
所要の安全性を確保できることが前提であるが、利
用形態として不特定多数の者が利用し、かつ、地下
道という施設の維持管理や将来にわたる管理主体を
担保する必要性を考慮した場合、特定の個人・企業
ではなく第３セクター等を含めた公的主体による設
置・管理が必要不可欠である。
よって、今後の整備構想の具体化した時点で事業主
体・管理主体が公的主体による協議会で運営するな
ど明確になればあえて特区とする必要はなく、現状の
規定でも対応は可能である。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

今回の回答は利用形態として不特定多数の者が利
用し、かつ、地下道という施設の維持管理や将来に
わたる管理主体を担保する必要性を考慮した場合、
個人・企業ではなく第３セクター等を含めた公的主体
による設置・管理が必要不可欠であるということであ
り、維持管理を考えると公的主体が最適なのは十分
理解できます。しかし、地方公共団体が財政難で非
常に困っていて、なかなか地域再生が進まない現状
を考えると、公共性の高い事業に限定し、地方公共
団体の具体的協力依頼などに基づくという条件を満
たす、公的主体以外の者が設置することも可能とし
て、街の再生を早急に進めたいと考えることから、そ
れらの要件を満たす公的主体以外の者が設置する
ことを可能にすることを再検討願いたい。

Ｄ－１
（現状
の規定
により
対応
可）

－

　今回要望の地下通路は、地上の施設と違い、日常の
監視では確認出来ない部分が多くあり、反面、支障が
生じた場合の復旧やその影響も河川のみならずその周
辺まで及ぶ恐れもあり、安全に対しては十分な対処が
必要であるととともに、その維持管理や将来にわたる管
理責任の確実性が必要不可欠である。
よって、将来にわたっての管理責任を担保する観点よ
り、公的主体以外に管理責任を担える主体はありえな
いと判断される。
なお、ＰＦＩ法を活用し、地方公共団体が事業主体となっ
て占用許可を受け、民間事業者等が自ら資金調達を行
い、施設を建設した後、施設の所有権を公共に移転し、
施設の維持管理・運営を民間事業者が事業終了まで
行っていく手法も検討されては如何か。

3041020
観光都市・
大谷の再
生委員会

地域再生文
化観光特区

124050

河川管理権
限の特例船
外機付き船
舶の河川通
航の規制に
ついて

河川法２８条、河川法
第２９条、河川法施行
令第１６条の２

河川における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航につい
ては、一級河川については政令で、二級河川については都道
府県の規則で、河川管理上必要な範囲において、これを禁
止、制限若しくは河川管理者の許可を受けさせることができる
（河川法第28条）。
一級河川のうち河川が損傷し、河川工事若しくは河川管理施
設の操作に支障が生じ、若しくは他の河川使用に著しい支障
が生じないようにするため、舟若しくはいかだの通航を制限す
る必要があると認めて河川管理者が指定した水域等について
は、河川管理者が指定した方法により通航させなければなら
ない（同法施行令第16条の2第3項）。
河川の流水の方向、清潔、流量等について、河川管理上支障
を及ぼすおそれのある行為については、政令でこれを禁止、
制限若しくは河川管理者の許可を受けさせることができる（河
川法第29条）。

Ｄ－１
（現状
の規
定に
より対
応可）

－

旅客船、プレジャーボート、手漕ぎボート、水遊び、釣
り等の各種の水面利用が競合し、互いに著しい支障
を来している場合や、舟、いかだ等の通航が他の河
川使用に著しい支障を生じさせる場合には、河川法
第２８条及び河川法施行令第１６条の２第３項の規定
による水面ゾーニングによって船舶の通航方法等を
制限することが可能である。
また、河川流水の方向、清潔等について河川管理上
の支障を及ぼすおそれのある行為と認められる場合
には、河川法第２９条による制限も可能であることか
ら、特区とせずとも現行で対応することは可能であ
る。よって、個別に河川管理者と協議されたい。

提案は、「河川の管理を潮来市の裁量で、でき
るようにする」ものである。地域再生推進の観
点から、権限移譲は重要であることを踏まえ、
提案が実現できないか。具体的に検討し、回答
されたい。

Ｄ－１
（現状
の規定
により
対応
可）

－

　提案者からの回答から、本提案の内容は、６月１日～
３０日の「あやめ祭り」期間中、一級河川前川での船外
機付き船舶の通航を規制することを要望する趣旨であ
ることを確認しており、本提案については河川の管理を
潮来市に移譲することなく、現行の制度で対応すること
が可能である。

貴省からの回答では現行制度で対応可能と
あるが、「あやめ祭り」期間中、一級河川前
川での船外機付き船舶の通航を規制するこ
とが可能か、明らかにされたい。

Ｄ－１
（現状の
規定に
より対応
可）

－

イベント開催時においても、河川の使用に著
しい支障が生じないようにするため、河川管
理者が水域指定を行い、船舶の通航方法等
を規制することは可能である。ただし、この通
航方法等の規制は漁業権を設定している漁
業関係者等の他の水面事業者がいる場合に
は、それらの事業に支障を及ぼすことのない
ように配慮しなければならないこととされてい
る。

3116010
潮来炭焼
きの会

さっぱ舟復活
プロジェクト
（さっぱ舟と
は水辺や水
路に囲まれた
当市の交通
手段として、
古くから親し
まれてきたも
ので手漕ぎで
操作する小さ
な舟のこと）

125010

アーケード内
におけるミニ
SLの運行可
能化

（なし）
軌道法は、一般交通の用に供するため
に軌道を敷設し、運輸事業を経営する
場合に適用する。

Ｅ（事
実誤
認）

（な
し）

提案の詳細は必ずしも明らかではないが、通常イベ
ントにおいて遊戯に用いられるいわゆるミニＳＬの運
行については、軌道法の適用の対象ではないと考え
られる。

（なし） 3119010
今治商店
街協同組
合

ミニＳＬの走る
街

126010

乗合バス路
線と競合する
乗合タクシー
の運行許可
の特例

道路運送法第4条、
21条、「一般貸切旅
客自動車運送事業者
による乗合運送の許
可の取扱いについ
て」（H13.9.27国自旅
第87号）

道路運送法第２１条第２号の規定によ
り一般貸切旅客自動車運送事業者
は、一般乗合旅客自動車運送事業者
によることが困難な場合において、国
土交通大臣の許可を受けたとき等の
場合を除き、乗合旅客の運送をしては
ならないこととされている。

Ｄ－１

定時定路線型以外の乗合タクシーはその輸送形態
が、多くの場合乗合バス事業と競合しないことから、
現に道路運送法第２１条第２号の許可対象とされてい
ることから、ご提案の事業についても乗合バス事業と
競合せず、現行の制度のもとでも実施可能のものが
含まれると考えられる。仮に、乗合バス事業と競合す
る場合であったとしても、改正道路運送法の施行に伴
い、需給調整規制が廃止され、乗合バス事業につい
ては、輸送の安全及び利用者利便の確保の観点から
一定の基準を満たした場合にはその許可を行うこと
により、すでに事業者の自主的な経営判断により、乗
合バス事業への参入、路線の変更等を自由に行うこ
とが可能となっており、いわゆる乗合タクシーによらず
とも実施することが可能である。なお、いわゆるコミュ
ニティバスについては、構造改革特区第３次提案に
対する政府の対応方針において、その許可等の基準
の運用を見直すこととされており、ご提案の事例も十
分踏まえた上で、平成１６年度中に見直しを実施する
こととする。

貴省からの回答では、「いわゆるコミュニティバ
スについては、構造改革特区第３次提案に対
する政府の対応方針において、その許可等の
基準の運用を見直すこととされており、ご提案
の事例も十分踏まえた上で、平成１６年度中に
見直しを実施することとする」とあるが、提案に
あるような乗合タクシーについても、同様に検
討されたい。

定時定路線型以外の乗合タクシーはその輸送形態が、
多くの場合乗合バス事業と競合しないことから、現に道
路運送法第２１条第２号の許可対象とされており、ご提
案の事業についても乗合バス事業と競合せず、現行の
制度のもとでも実施可能のものが含まれると考えられ
るが、乗合タクシーの普及促進を図るための許可等の
基準のあり方については引き続き検討を行うこととす
る。

貴省からの回答では「乗合タクシーの普及促
進を図るための許可等の基準のあり方につ
いては引き続き検討を行う」とあるが、検討
の内容を明らかにされたい。
また、平成１６年度中に必要な措置をするこ
とについて検討し、回答されたい。

Ｂ

いわゆる乗合タクシーについては、利用者利
便の向上、手続負担の軽減等を図る観点か
ら、具体的事例を踏まえて検討した上で、許
可等の基準の見直しを行う。

1005010 勝山市

地域交通活
性化・乗合タ
クシー運行特
区

126020

乗合タクシー
事業の許可
基準（車両数
等）の緩和

道路運送法第4条、
21条、「一般貸切旅
客自動車運送事業者
による乗合運送の許
可の取扱いについ
て」（H13.9.27国自旅
第87号）

「一般貸切旅客自動車運送事業の許
可及び事業計画変更認可申請の処理
について」（平成１１年１２月１３日付自
旅第１２８号）において、一般貸切旅客
自動車運送事業の許可基準として最
低３両の事業用自動車、車庫、休憩仮
眠施設、適切な管理運営体制が必要と
されている。

Ｃ

有償で旅客を運送する旅客自動車運送事業においては、安全
で安心できる輸送サービスを提供することが最も重要であり、
そのため、輸送の安全及び利用者利便の確保の観点から、事
業者が適切な管理運営体制を構築することが必要である。した
がって、一般貸切旅客自動車運送事業の許可基準において
は、点呼等安全確保のための措置が確実に実施される体制や
万が一事故が発生した場合等緊急時の連絡体制、適正な車両
の整備管理体制等の管理運営体制の確立について定め、そ
の管理運営体制を担保し、かつ、安全や利用者をないがしろに
した輸送が行われることを防ぐため、組織的な管理のもと安全
な輸送を行うために最低限必要な事業用車両の台数、車庫、
休憩仮眠施設の確保について定めているところである。これら
の要件の緩和は、輸送の安全を損なうおそれがあることから、
慎重に考える必要がある。なお、貸切事業者が道路運送法第
２１条第２号の許可を受けて乗合タクシーを行う場合には、最
低車両数等弾力的に取り扱うこととされており、現に１両で認
められている事例もある。また、いわゆるコミュニティバスにつ
いては、構造改革特区第３次提案に対する政府の対応方針に
おいて、その許可等の基準の運用を見直すこととされており、
ご提案の事例も十分踏まえた上で、平成１６年度中に見直しを
実施することとする。

貴省からの回答では「現に１両で認められてい
る事例もある」とあるが、どのような場合に認め
られるのか。また、車庫、休憩仮眠施設及び管
理運営体制について弾力的運用ができない
か。
なお、貴省の回答では、「いわゆるコミュニティ
バスについては、構造改革特区第３次提案に
対する政府の対応方針において、その許可等
の基準の運用を見直すこととされており、ご提
案の事例も十分踏まえた上で、平成１６年度中
に見直しを実施することとする」とあるが、提案
にあるような乗合タクシーについても、同様に
検討されたい。。

貸切事業者であっても、ご提案にあるように道路運送
法第２１条第２号の許可を受けて乗合タクシーを行う場
合には、その管理運営体制等に支障を及ぼさない限
り、最低車両数、車庫、休憩仮眠施設等について弾力
的な運用を行うこととしており、現に提案主体である新
城市におけるコミュニティバスは１両で認められている
ところである。
なお、乗合タクシーの普及促進を図るための許可等の
基準のあり方については引き続き検討を行うこととす
る。

貴省からの回答では「乗合タクシーの普及促
進を図るための許可等の基準のあり方につ
いては引き続き検討を行う」とあるが、検討
の内容を明らかにされたい。
また、平成１６年度中に必要な措置をするこ
とについて検討し、回答されたい。

Ｂ

いわゆる乗合タクシーについては、利用者利
便の向上、手続負担の軽減等を図る観点か
ら、具体的事例を踏まえて検討した上で、許
可等の基準の見直しを行う。

1072010 新城市

新城市市民
による市民の
ための市民
の足特区
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国土交通省

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

126030

自家用自動
車による乗合
タクシー事業
の可能化

道路運送法第79条、
80条

「一般貸切旅客自動車運送事業の許
可及び事業計画変更認可申請の処理
について」（平成１１年１２月１３日付自
旅第１２８号）において、一般貸切旅客
自動車運送事業の許可基準として最
低３両の事業用自動車、車庫、休憩仮
眠施設、適切な管理運営体制が必要と
されている。

Ｃ

事業用自動車については、その車両特性等にかんがみ、保安
基準、自動車検査等の面で特別な取扱いがなされているところ
であり、自家用自動車を旅客自動車運送事業に活用すること
については、その安全性を担保する観点から慎重に考える必
要がある。また、有償で旅客を運送する旅客自動車運送事業
においては、安全で安心できる輸送サービスを提供することが
最も重要であり、そのため、輸送の安全及び利用者利便の確
保の観点から、事業者が適切な管理運営体制を構築すること
が必要である。したがって、一般貸切旅客自動車運送事業の
許可基準においては、点呼等安全確保のための措置が確実に
実施される体制や万が一事故が発生した場合等緊急時の連
絡体制、適正な車両の整備管理体制等の管理運営体制の確
立について定め、その管理運営体制を担保し、かつ、安全や利
用者をないがしろにした輸送が行われることを防ぐため、組織
的な管理のもと安全な輸送を行うために最低限必要な事業用
車両の台数、車庫、休憩仮眠施設の確保について定めている
ところである。これらの要件の緩和は、輸送の安全を損なうお
それがあることから、慎重に考える必要がある。なお、いわゆる
コミュニティバスについては、構造改革特区第３次提案に対す
る政府の対応方針において、その許可等の基準の運用を見直
すこととされており、ご提案の事例も十分踏まえた上で、平成１
６年度中に見直しを実施することとする。

貴省からの回答では「事業用自動車について
は、その車両特性等にかんがみ、保安基準、
自動車検査等の面で特別な取扱いがなされて
いる」とあるが、車両を借り上げた事業者により
同様の取扱いがなされるのであれば、提案は
実現できるのか、明らかにされたい。
また、貴省の回答では、「いわゆるコミュニティ
バスについては、構造改革特区第３次提案に
対する政府の対応方針において、その許可等
の基準の運用を見直すこととされており、ご提
案の事例も十分踏まえた上で、平成１６年度中
に見直しを実施することとする」とあるが、提案
にあるような乗合タクシーについても、同様に
検討されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

①事業用自動車の保安基準、自動車検査等につい
て・・・自家用自動車を事業用に併用するにあたって
は、ご指摘のとおり、その安全性を担保する観点から
慎重に考えるべきであるが、ほとんどの場合、車両
の簡易な改造で法に定められた保安基準を満たすこ
とができる。例えばシートの固定、乗降時の通路の
確保などは、短時間かつ安価に行える。また、自動
車検査等の面では、事業の範囲を限定し自家用車
両を使用することから、走行距離、走行時間等、事業
用自動車と同等の取り扱いを当てはめる必要性はな
く、むしろ日常及び定期点検の厳守などの整備管理
体制の強化で足りうるものであると考える。　②事業
者の適切な管理運営体制について・・・当方の計画
は、一般乗用旅客自動車運送事業者がその事業を
行うものであって、輸送の安全及び利用者利便の確
保の観点から必要な管理運営体制は、すでに確保さ
れているものであり、自家用自動車を使用する以外
は、道路運送法に則り要件を満たすものであると考
える。

事業者が使用する車両について使用権原を有している
のであれば、事業者が他の者から車両を借り上げて事
業を行うことは何ら問題はない。しかしながら、輸送の
安全及び利用者利便の確保の観点から、事業者は責
任を持って当該車両の運行を行う必要があることから、
その整備体制、管理運営体制等を確保する必要があ
り、当該車両を自家用目的と事業用目的で共用して使
用することは適当でない。
なお、乗合タクシーの普及促進を図るための許可等の
基準のあり方については引き続き検討を行うこととす
る。

貴省からの回答では「乗合タクシーの普及促
進を図るための許可等の基準のあり方につ
いては引き続き検討を行う」とあるが、検討
の内容を明らかにされたい。
また、平成１６年度中に必要な措置をするこ
とについて検討し、回答されたい。

Ｂ

いわゆる乗合タクシーについては、利用者利
便の向上、手続負担の軽減等を図る観点か
ら、具体的事例を踏まえて検討した上で、許
可等の基準の見直しを行う。

1112010 多治見市
多機能乗合タ
クシー特区

126040

タクシー営業
許可におけ
る最低車両
数の人口規
模による設定

道路運送法第4条、
「一般乗用旅客自動
車運送事業（1人1車
制個人タクシーを除
く。）の許可申請事案
及び事業計画変更認
可申請事案等の処理
方針について」
（H14.1.18四運自公第
44号）

「一般乗用旅客自動車運送事業の申
請に対する処理基準」（平成１３年８月
２９日自旅第７２号）において、最低車
両台数は営業区域ごとに、原則とし
て、５両または１０両とされているが、こ
れらの基準により難いものとして地方
運輸局長が認める地域については、こ
れによらないことができるものとする。

Ｄ－１

一般乗用旅客自動車運送事業の最低車両台数につ
いては、地域の実情等を踏まえ、離島等これにより難
いものとして地方運輸局長が認める地域について
は、すでに地域の実情を踏まえて柔軟な取扱いが可
能となっているところである。

提案主体である上勝町は、貴省の回答にある
「離島等これにより難いものとして地方運輸局
長が認める地域」に該当するのか、確認し、回
答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

　旅客運送事業の許認可について最大の疑問が交通圏の設
定である。例えば徳島交通圏は徳島市、勝浦郡、名東郡、名
西郡で構成されている。この交通圏で勝浦郡に入るには、裏
道を通らないで通常の幹線道路を走るならば途中で小松島市
を通過しなければならない。で、その小松島市はどうかという
と、交通圏を設定しない営業区域になっている。こんなことで
は何のための交通圏であるかが分からない。また、山間過疎
地などを交通圏とした場合は最低車両数が２両となっている
が、高松市に隣接した庵治町や麻植郡川島町なども２両であ
る。極論を言えば、高松市や松山市と並んで人口２千人の上
勝町でもタクシー営業を申請するには最低車両数が５両で
あって、もっと人口規模が大きな町では２両でも営業ができて
いる。そして、その中間は存在しない。これは必ずしも回答の
対応策にあるように実情を踏まえたものとは考えられない。そ
んな中で、勝浦郡は地図上では徳島交通圏と見えるが、人の
流れや道路交通の実情は徳島交通圏の飛び地と考えられ
る。ましてや超過疎地の上勝町においては、経済活動の規模
や人の流れ、交通形態から考えても徳島交通圏とするには無
理があると言わざるを得ず、単に机上で分割したかのような
「実情に合わない交通圏」の制度構成を緩和または廃止して、
各市町村毎におけるタクシー営業に要する最低車両数は人口
規模により設定すべきであると考えるものである。

 

タクシーの最低車両台数については、地域の輸送動向
等を踏まえ、地方運輸局長がある程度の範囲を含んだ
交通圏ごとに設定しており、必ずしも人口規模によりこ
れを定めているわけではないが、離島等これにより難
いものとして地方運輸局長が認める地域については、
すでに柔軟な取扱いが可能となっており、ご提案の上
勝町を含む徳島県における営業区域及び最低車両台
数についても、地方運輸局において、改めて輸送動向
等を調査した上で、そのあり方を検討する。
なお、一般的には、都市部を含む交通圏に含まれるこ
とは、安定した事業機会の確保にもつながるという観点
から、従来より営業区域の統合を行ってきており、より
広域的な営業を単一の許可により行うことができるよう
措置してきているところであり、その結果、都市部以外
の地域にあるタクシー事業者にとっても有益なものに
なってきていると考えている。

提案者の意見では、都市部と山間過疎地の
中間の基準が存在しないことが指摘されてい
るので、都市部とそれ以外の地域で異なった
基準が設定できないか。
仮に困難な場合、例えば、現状の交通圏を
維持しつつ、上勝町のみを起終点とする営業
にあっては異なった基準を設けること等がで
きないか、検討し回答されたい。

タクシーの最低車両数については、すでに、
都市部（１０両）とそれ以外の地域（５両）で異
なった取扱いをしているとともに、地域の実
情等を踏まえ、離島等これにより難いものと
して地方運輸局長が認める地域について
は、さらに柔軟な取扱いを行っているところで
ある。しかしながら、上勝町からのご提案を
踏まえ、地方運輸局長の柔軟な取扱いを促
進するために、最低車両台数の在り方につ
いて引き続き検討を行うこととする。

1127010 上勝町

　　タクシー営
業許可にお
ける最低車
両数規制の
緩和特区

126050

地方自治体
の委託を受
けて行う乗合
タクシー運送
許可手続等
の簡素化

道路運送法第9条の
2、11条、21条第2号、
「一般貸切旅客自動
車運送事業者による
乗合運送の許可の取
扱いについて」
（H13.9.27国自旅第
87号）

「一般貸切旅客自動車運送事業者によ
る乗合運送の許可の取扱いについて」
（平成１３年９月２７日国自旅第８７号）

Ｃ

旅客自動車運送事業の許可は、国の定める事業用
自動車の保安基準、それに基づき実施する自動車検
査等とあいまって輸送の安全や利用者利便を確保し
ているものであり、市町村から委託を受けたことをもっ
て国の許可を不要とすることについては、慎重に考え
る必要がある。なお、いわゆるコミュニティバスについ
ては、構造改革特区第３次提案に対する政府の対応
方針において、その許可等の基準の運用を見直すこ
ととされており、ご提案の事例も十分踏まえた上で、
平成１６年度中に見直しを実施することとする。

提案では、「道路運送法第２１条第２号の規定
に基づく運送許可申請、同法第１１条の規定に
基づく運送約款の認可申請、同法第９条の２の
規定に基づく運賃設定の届出の３種類の許可
申請や届出を行わなければならず、当該申請
に係る処理期間は通常１～２か月を要してい
る」との指摘がある。手続きの簡素化の観点か
ら、要望が実現できないか。具体的に検討し、
回答されたい。
また、貴省からの回答では、「いわゆるコミュニ
ティバスについては、構造改革特区第３次提案
に対する政府の対応方針において、その許可
等の基準の運用を見直すこととされており、ご
提案の事例も十分踏まえた上で、平成１６年度
中に見直しを実施することとする」とあるが、提
案にあるような乗合タクシーについても、同様
に検討されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

　旅客自動車運送事業の許可は、輸送の安全や利用者利便
を確保するものであり、市町村からの委託を受けたことをもっ
て国の許可を不要とすることについては慎重に対応すべきと
の指摘であるが、①一般貸切旅客自動車運送事業の許可を
既に受けたタクシー会社である、②年度ごとに更新される契約
により市町村から委託を受けて行うものである、③乗車定員９
人以下のジャンボタクシーを使用した乗合タクシーの運送許可
である以上の３つの条件を満たす乗合タクシーの運行につい
ては、ア～ウの理由により、各許可手続きを簡素化し事前届
出に変更したとしても、輸送の安全や利用者利便の確保が困
難になるケースには該当しないと考えられる。　地方において
は、過疎化や大型店舗等の郊外移転により大型バスの運行
がかえって非効率となっているうえ、高齢化社会の進展によ
り、自宅からバス停まで歩いていくことが負担となるお年寄り
が今後も増加していくなど、小人数で小回りの利く乗合タク
シーは、例外的なものではなく主要な運行スタイルとして、ま
すます需要が増大していくものと見込まれる。また、ジャンボタ
クシーによる乗合タクシーの運行については、運転免許の種
類や車両の大きさなどを考慮すると、人的および施設的な面
でバス会社よりもタクシー会社のほうが対応しやすいと考えら
れるが、現行法ではバス事業の一種として位置付けられてい
るため、タクシー会社には煩雑な手続きが必要となっている。

したがって、ジャンボタクシーによる乗合タクシー運行の許可手続き
を簡素化し、乗合タクシーの事業者負担を軽減を図り、迅速で柔軟
な運行が可能になるよう規制の特例を認めていただきたい。
ア　事業者は、一般貸切旅客自動車運送事業者として普通自動車
による運送に当たって利用者の安全を確保する一定の基準を有して
おり、乗客定員９人以下のジャンボタクシー（普通タクシーと同じ運
転免許で運行できる）による乗合タクシーの運行に際して、利用者の
安全を確保するために事業者や運行計画等について許可を受ける
べき特段の基準が別途必要であるとは考え難い。イ　市町村からの
委託を受けて実施するため、自治体の予算編成の段階で地域住民
の代表である地方議会においてタクシー料金や委託料、路線、安全
面、住民の利便性等について議論が既に行われており、利用者の
安全性や利便性を確保するために事業者や運行計画等について許
可を受けるべき特段の基準が運行計画別途必要であるとは考え難
い。ウ　一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている者が市
町村からの委託を受けて実施するため、運送約款が利用者の安全
や利便を損なうような内容に変更されるおそれがなく、運送約款の
許可を受けるべき特段の基準が運行計画別途必要であるとは考え
難い。

標準処理期間については、審査を行う地方運輸局等に
おいて、申請の量、審査に当たる職員数、公示等の法
定期間、申請書の補正等に要する事務手続等を踏ま
えつつ、申請を順次処理していった場合の標準的に見
込まれる処理期間として設定しているものであり、増員
等の手当てなしにその期間を一般的に短縮することは
困難である。
なお、乗合タクシーの普及促進を図るための許可等の
基準のあり方については引き続き検討を行うこととす
る。

貴省からの回答では「乗合タクシーの普及促
進を図るための許可等の基準のあり方につ
いては引き続き検討を行う」とあるが、検討
の内容を明らかにされたい。
また、平成１６年度中に必要な措置をするこ
とについて検討し、回答されたい。

Ｂ

いわゆる乗合タクシーについては、利用者利
便の向上、手続負担の軽減等を図る観点か
ら、具体的事例を踏まえて検討した上で、許
可等の基準の見直しを行う。

1139010 福井県
「地域の足」
快適特区

126060

民家民宿に
よる利用客
送迎事業の
可能化

道路運送法第4条、
80条第1項

道路運送法第４条及び「宿泊施設がそ
の宿泊者を対象に行う送迎のための
輸送について」（平成１５年３月２８日国
自旅第２５０号）

Ｄ－１

提案の趣旨が不明であるが、農家民宿等を含めた宿
泊施設がその宿泊者を対象に行う送迎のための輸送
については「構造改革特区推進のためのプログラム」
（平成１４年１０月１１日構造改革特区推進本部決定）
別表２及び「規制改革の推進に関する第２次答申」
（平成１４年１２月１２日総合規制改革会議答申）別表
を踏まえ、本年３月２８日にその取扱いを明確化し、
その輸送活動により旅客輸送に係る公衆の利便が阻
害されるおそれがなく、宿泊者に対するサービス向上
の一環として行うかぎりにおいては可能である旨を既
に地方運輸局に通知しており、ご提案の内容も本通
知に該当する限りにおいては、実施可能である。

 1143014 神流町
かんな田舎
体験交流特
区

126070

NPOによるボ
ランティア輸
送としての有
償運送に係
る許可基準
の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

・慎重な検討を必要とする、との回答であるが、一般
車両を使用した事業の実施については、全国一律に
実施をするのではなく、例えば、特区認定区域に限
定をして、モデル事業的に検証する等の必要性があ
るのではないか。
・なお、事業の実施にあたっては、利用者の声に基
づき、安全性に十分配慮をしながら行う必要があるも
のと考えている。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

2010010 大和市
みんなで進め
る地域福祉
特区

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5027001

特定非営
利活動法
人福祉交
通支援セ
ンター
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国土交通省

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5037001

ケアサ
ポーター
ズさわや
かとよあ
け

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5038001

稲沢福祉
ネット
ワークな
おい

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5039001

移動サー
ビスネッ
トワーク
あいち

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5040001
さわやか
豊田ひま
わり

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5041001

福祉サ
ポートセ
ンターさ
わやか名
城

15／48
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規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5042001
ＮＰＯ法
人絆

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5043001

NPO法人福
祉サポー
トセン
ターさわ
やか愛知

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5044001

NPO法人尾
張地域福
祉を考え
る会まご
ころ

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5045001

ＮＰＯ法
人東海市
在宅介護
家事援助
の会ふれ
愛

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5046001

ＮＰＯ法
人地域福
祉サポー
トちた
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事項名
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類

措置
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措置の概要（対応策） その他
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見直し

「措置の
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見直し
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事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5047001
ＮＰＯ法
人大樹の
会

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5048001

ＮＰＯ法
人西三河
在宅介護
センター

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5049001

ＮＰＯ法
人瀬戸地
域福祉を
考える会
まごころ

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5050001
NPO法人孝
行の会

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5051001
NPO法人介
護サービ
スさくら

17／48



国土交通省

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。
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道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。
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道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。
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道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。
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道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5056001
ＮＰＯ法
人ゆいの
会
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管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5057001
NPO法人も
やい

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5058001
ＮＰＯ法
人ベタニ
アホーム

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5059001
ＮＰＯ法
人ひだま
り

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5060001
ＮＰＯ法
人ノッポ
の会

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5061001

NPO法人
ネット
ワーク大
府
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規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
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「措置
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容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5062001

ＮＰＯ法
人たすけ
あい名古
屋

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5063001

ＮＰＯ法
人すけっ
とファミ
リー

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5064001

ＮＰＯ法
人さわや
かファミ
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ポートセ
ンター

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5065001
NPO法人か
くれんぼ

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5066001
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たたかい
心
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126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　運送主体が地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた
組織であることとあるが、NPOによるボランティア輸送は、公共
交通機関を担当する地方公共団体あるいは事業者がカバー
出来ない隙間をうめるために、市井のニーズに対応して自然
発生的に誕生した活動であり、地方公共団体から具体的な協
力依頼があってから活動が開始されるものではない。したがっ
て、許可に地方公共団体が関与する必要はなく、一定の資格
をもった福祉法人あるいはNPOであれば良い。
２　運送の対象となる移動制約者の定義は、ボランティア輸送
の実体に合わせて、高齢者（65歳以上）、介護保険認定者、障
害手帳所持者、母子手帳所持者病院に治療のために通院し
ている者など広義にして頂きたい。
３　運送に使用する車輌の定義は、ボランティア輸送の実体に
合わせて、普通乗用車（セダンタイプ）の使用を認めて頂きた
い。
４　運転者は、ボランティ輸送の実体に合わせて、普通第1種
免許の使用を認めて頂きたい。
５　今回の特例措置の検討に際して、輸送事業者につてのみ
取り上げられており、利用者の実情が検討の対象になってい
ない。速やかに利用者の実情を調査し、実態を正確に把握
し、利用者の声を尊重し、規制に反映することを具体化して頂
きたい。したがって、ボランティア活動の実態の把握が終るま
でガイドラインの作成は平成16年4月以降に延期して頂きた
い。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5067001
ＮＰＯ法
人あかり

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5088001
山野上行
政書士事
務所

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5089001

ＮＰＯ法
人たすけ
あいあさ
ひ

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5090001 すみれ会

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5091001 あおば
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国土交通省

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5092001 個人

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5093001

はなみず
き在宅支
援グルー
プ

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5094001

ＮＰＯ法
人ワー
カーズコ
レクティ
ブ「わっ
か」

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5095001

移動サー
ビスアク
セス
ワーカー
ズコレク
ティブク
ローバー

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5096001

特定非営
利活動法
人　ワー
カーズ・
コレク
ティブ
ケアびー
くる
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国土交通省

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5097001

NPO法人
ワーカー
ズ・コレ
クティブ
すきっぷ

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5098001

福祉クラ
ブ生活協
同組合
移動サー
ビスワー
カーズコ
レクティ
ブらら・
むーぶ神
奈川

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5099001

移動サー
ビスワー
カーズコ
レクティ
ブらら・
むーぶ港
北

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5100001

福祉クラ
ブ生活協
同組合移
動サービ
ス ワー
カーズコ
レクテイ
ブらら・
むーぶ 藤
沢

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5101001

福祉クラ
ブ生活協
同組合
移動サー
ビスワー
カーズ・
コレク
ティブ
「らら・
むーぶ・
かまく
ら」
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国土交通省

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5102001
福祉クラ
ブ生活協
同組合

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5103001

NPO法人
ワーカー
ズ・コレ
クティブ
キャリー
ジョイ

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5104001

ワーカー
ズコレク
ティブ
「そよ
風」

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

（１）原則２種免許取得、（２）車両の限定、（３）利用者限定に
ついて、慎重な検討が必要である旨の回答を頂いたがこの点
が私たちＮＰＯ団体の要望に添わないガイドラインになれば、
移動困難者にとって最悪の状況になる。今回の特例措置の検
討に際して、輸送事業者についてのみ取り上げられており、
利用者の実情が検討の対象になっていない。利用者の実情を
調査して、実態を性格に把握し、利用者の声を尊重し、ガイド
ラインに反映していただきたい。又、パブリックコメントをきっち
りとっていくことが大切だと、１２月20日の当団体｢移動ネット
ワークみやぎ｣　での意見交換会席上で岡崎トミ子参議院議員
が発言、このためにも3月と期限をきらず時間をかけて制度化
していっていただきたい。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5105001

移動サー
ビス・
ネット
ワークみ
やぎ

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5112001

NPO法人
WAC清水さ
わやか
サービス
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国土交通省

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5129001
NPO法人友
愛しらお
い

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5130001
NPO法人友
づれワー
ク

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5131001
NPO法人
わっく室
蘭

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

・当地区では2種免許をとれる自動車学校はありません。2種
が義務ずけられたら、活動を続けることができなくなります。
普通第1種免許を認めて欲しい。
・小額の謝礼で活動しているNPOやボランティアにとって高額
な福祉車両を購入する資金はありません。　普通乗用車の使
用を認めて欲しい。
・柔軟に対応できることがNPOの利点です。地域によっても移
動制約者は変わってきます。冬季間のアイスバーンは移動制
約者を多くします。移動制約者の定義を広義なものにして欲し
い。 　                                                 　　　◎ ガイドライ
ンの作成は私たちの規制となり実際に活動はできなくなりま
す。現在、移動に困っている方に何らかの対応が必要になる
と思われます。市民にとっても移送のお手伝いは大変苦労の
多いものです。介護タクシー、福祉タクシーのない地域で、た
すけあわなければと頑張ってきましたが、移動困難者に対して
行政が対応ができるのなら私たちにとっても理想であり、安心
できることです。   対応策を明らかにすることが先ではないで
しょうか？そのためには移送の現状をきちんと把握して欲しい
と希望します。

 

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5132001
NPO法人い
ぶりたす
け愛

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5133001

特定非営
利活動法
人介護
ホームど
んぐりの
家
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国土交通省

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5134001
NPO法人ケ
アネット
伊達

126070

NPOによるボ
ランティア
輸送として
の有償運送
に係る許可
基準の緩和

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

「構造改革特別区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送としての有償運送
可能化事業における道路運送法第８０
条第１項による申請に対する取扱いに
ついて」（平成１５年３月１８日付国自旅
第２３１号）に基づき、当該特例措置を
実施するため必要な要件が定められて
いる。

Ｄ－３ Ⅳ

「規制改革集中受付月間において提出された全国規
模の規制改革要望への対応について」（平成１５年９
月１９日付閣議報告）において、「ＮＰＯによるボラン
ティア輸送について、すでに認定された構造改革特別
区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革
特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国
的に実施する。」こととされており、当然のことながら、
ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴
重な御意見として真摯に検討を行ってまいりたい。し
かしながら、ご提案の（１）原則二種免許取得、（２）車
両の限定及び（３）利用者限定等の要件は輸送の安
全及び利用者利便の確保の観点から重要な要件で
あり、慎重な検討が必要である。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5135001
NPO法人福
祉サポー
トイブリ

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5087001

逗子・葉
山お出か
けサービ
ス　ワー
カーズコ
レクティ
ブくるま
やさん

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5027001

特定非営
利活動法
人福祉交
通支援セ
ンター

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5037001

ケアサ
ポーター
ズさわや
かとよあ
け

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5038001

稲沢福祉
ネット
ワークな
おい
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126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5039001

移動サー
ビスネッ
トワーク
あいち

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5040001
さわやか
豊田ひま
わり

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5041001

福祉サ
ポートセ
ンターさ
わやか名
城

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5042001
ＮＰＯ法
人絆

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5043001
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規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5044001

NPO法人尾
張地域福
祉を考え
る会まご
ころ

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5045001

ＮＰＯ法
人東海市
在宅介護
家事援助
の会ふれ
愛

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5046001

ＮＰＯ法
人地域福
祉サポー
トちた

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5047001
ＮＰＯ法
人大樹の
会

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5048001

ＮＰＯ法
人西三河
在宅介護
センター
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126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5049001

ＮＰＯ法
人瀬戸地
域福祉を
考える会
まごころ

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5050001
NPO法人孝
行の会

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5051001
NPO法人介
護サービ
スさくら
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福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。
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福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5053001
NPO法人り
んりん
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事項名

該当法令等 制度の現状
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措置
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措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特
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提案主体からの意見 提案主体意見　その他
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類」の
見直し
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容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請
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分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5054001
ＮＰＯ法
人ラルあ
ゆみ

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5055001
ＮＰＯ法
人ゆめじ
ろう

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5056001
ＮＰＯ法
人ゆいの
会

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5057001
NPO法人も
やい

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5058001
ＮＰＯ法
人ベタニ
アホーム

30／48



国土交通省

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5059001
ＮＰＯ法
人ひだま
り

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5060001
ＮＰＯ法
人ノッポ
の会

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5061001
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ネット
ワーク大
府

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。
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福祉移送
サービス市
民活動に対
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道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5063001

ＮＰＯ法
人すけっ
とファミ
リー
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126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5064001

ＮＰＯ法
人さわや
かファミ
リーサ
ポートセ
ンター

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5065001
NPO法人か
くれんぼ

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5066001
NPO法人あ
たたかい
心

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　道路運送法第4条および第80条による規制が時代の変化に合致してい
ないことは共通の認識です。一方でＮＰＯによるボランティア輸送は、行政
サービスや公共交通機関でカバーできない隙間をボランティア活動として埋
めています。高齢化の進展と介護の社会化の動きのなかで、ボランティア
輸送は30年の歴史と、日本全国津々浦々での参加団体が3千あるといわれ
るまでに拡大し、社会的な評価も定着し、国会における質疑でも法律に抵
触するが取り締まりの対象としないとの見解が示され、このことが関係者の
共通の認識となっています。平成16年3月末までに結論を急ぐのでなく、慎
重に現状を評価し、あらたな立法を含めて、対策を検討することを要望しま
す。
２　ボランティア輸送は公共交通機関に代替するものでも、補完するもので
もありません。従ってボランティア輸送をプロの事業者と同等な立場で評価
することには無理があります。愛知県の30のボランティア団体は「移動ネッ
トあいち」を結成し、運営要綱を定め、利用者の安全性と利便性を確保し
て、社会的な責任を果たす努力をしています。成熟した市民社会の形成に
は、自主的・自発的で、活発な責任感のあるＮＰＯの活動が求められていま
す。ＮＰＯ法成立以来盛り上がりをみせているボランティア活動の芽を潰す
ことになる懸念もあります。ガイドラインの問題で市民活動の規制を強化す
ることにならぬように慎重な取り組みを望みます。
３　ボランティア輸送の従事者は一般的に時間的な制約が少なく、利用者
本位で辛抱強く利用者の要求に従うのが特徴です。家族による介護と同じ
くらい丁重で行き届いた支援活動はボランティアならではの独壇場です。し
たがってボランティア輸送の利用者の満足度は例外なくきわめて高いのが
特徴です。このサービスが提供できなくなったときに利用者の要望を誰が叶
えるのでしょうか？高齢者・障害者・育児者の要望を冷酷に切って捨てるこ
とが行政には許されるのでしょうか！どのような形であれ、それらの活動に
制約の網を開けるガイドラインによる規制には慎重に取り組みを望みます。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5067001
ＮＰＯ法
人あかり

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

国土交通省が表明している特区に限らずこの特例をガイドラ
インとして全国へ運用していく方針を危惧します。
具体的な提案とは言えませんが、福祉輸送における新法立案
が早急な課題と考えます。
私自身は移動困難者でもなく、移動サービスの提供者でもあ
りません。しかし災害・疾病で移動困難になる可能性はあり、
出来る時に人様のお役に立っておこうという気持で活動に参
加しています。市民活動の移動サービスの発生とその広がり
は、同じような想いを持った人がこれだけいるのだという実証
に他ならないと思います。
移動に困っている人でも、地域ないでほんの小さな支え合い
で助かる人達がいます。お隣の人を自分の車に乗せてあげ
る。それを個人主義の現代風に互いの安心安全の為に会員
制という契約行為の基に行われる支えあいです。この活動を
道路運送法８０条という現存の法律の枠にはめる事が不合理
です。
現在の社会保障制度を補完している自家用車による支え合い
移動サービスは安心・安全の為の自主努力もあり、これを排
除するのであれば、高齢者・障害者の移動の権利を保証する
制度が確立してから行うべきです。

現在、国土交通省を夾んでのタクシー業界と市民団体との攻防戦と
なり当事者からそれています。 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5088001
山野上行
政書士事
務所
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該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
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容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請
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分類」の
見直し

「措置の
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見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答
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例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

　 Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5089001

ＮＰＯ法
人たすけ
あいあさ
ひ

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5090001 すみれ会

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5091001 あおば

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5092001 個人

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5093001

はなみず
き在宅支
援グルー
プ

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5094001

ＮＰＯ法
人ワー
カーズコ
レクティ
ブ「わっ
か」

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5095001

移動サー
ビスアク
セス
ワーカー
ズコレク
ティブク
ローバー

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5096001

特定非営
利活動法
人　ワー
カーズ・
コレク
ティブ
ケアびー
くる
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規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5097001

NPO法人
ワーカー
ズ・コレ
クティブ
すきっぷ

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5098001

福祉クラ
ブ生活協
同組合
移動サー
ビスワー
カーズコ
レクティ
ブらら・
むーぶ神
奈川

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5099001

移動サー
ビスワー
カーズコ
レクティ
ブらら・
むーぶ港
北

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5100001

福祉クラ
ブ生活協
同組合移
動サービ
ス ワー
カーズコ
レクテイ
ブらら・
むーぶ 藤
沢

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5101001

福祉クラ
ブ生活協
同組合
移動サー
ビスワー
カーズ・
コレク
ティブ
「らら・
むーぶ・
かまく
ら」

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5102001
福祉クラ
ブ生活協
同組合

34／48



国土交通省

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
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区推進室からの再々検討要請
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例提案
事項管
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提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5103001

NPO法人
ワーカー
ズ・コレ
クティブ
キャリー
ジョイ

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5104001

ワーカー
ズコレク
ティブ
「そよ
風」

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5105001

移動サー
ビス・
ネット
ワークみ
やぎ

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5112001

NPO法人
WAC清水さ
わやか
サービス

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5129001
NPO法人友
愛しらお
い

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5130001
NPO法人友
づれワー
ク

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5131001
NPO法人
わっく室
蘭
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規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

・当地区では2種免許をとれる自動車学校はありません。2種
が義務ずけられたら、活動を続けることができなくなります。
普通第1種免許を認めて欲しい。
・小額の謝礼で活動しているNPOやボランティアにとって高額
な福祉車両を購入する資金はありません。　普通乗用車の使
用を認めて欲しい。
・柔軟に対応できることがNPOの利点です。地域によっても移
動制約者は変わってきます。冬季間のアイスバーンは移動制
約者を多くします。移動制約者の定義を広義なものにして欲し
い。 　                                                 　　　◎ ガイドライ
ンの作成は私たちの規制となり実際に活動はできなくなりま
す。現在、移動に困っている方に何らかの対応が必要になる
と思われます。市民にとっても移送のお手伝いは大変苦労の
多いものです。介護タクシー、福祉タクシーのない地域で、た
すけあわなければと頑張ってきましたが、移動困難者に対して
行政が対応ができるのなら私たちにとっても理想であり、安心
できることです。   対応策を明らかにすることが先ではないで
しょうか？そのためには移送の現状をきちんと把握して欲しい
と希望します。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5132001
NPO法人い
ぶりたす
け愛

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5133001

特定非営
利活動法
人介護
ホームど
んぐりの
家

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5134001
NPO法人ケ
アネット
伊達

126080

福祉移送
サービス市
民活動に対
する道路運
送法の適用
除外

道路運送法第80条第
1項、「構造改革特別
区域法に係るＮＰＯに
よるボランティア輸送
としての有償運送可
能化事業における道
路運送法第80条第1
項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
231号）

道路運送法第８０条の規定により、災
害のため緊急を要するとき、公共の福
祉を確保するためやむを得ない場合で
あって国土交通大臣の許可を受けたと
きを除き、自家用自動車は有償で運送
の用に供してはならないこととされてい
る。

Ｃ

要望は、旅客の安全や利用者保護を確保し、利用者にとって
“安全で安心して利用できる”輸送サービスを実現していく趣
旨により、今般、構造改革特区により新たにＮＰＯ等による有
償の福祉輸送を認めた道路運送法第８０条による許可制度の運
用を「不要不当な規制」であるとして撤廃を求めるものである
が、同制度の運用は、地方公共団体が認定を受けた特区におけ
る規制緩和措置として行われるものであり、一般的にＮＰＯ等
に対する規制の強化を目的としたものではない。
また、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の
規制改革要望への対応について」（平成１５年９月１９日付閣
議報告）において、「ＮＰＯによるボランティア輸送につい
て、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏ま
え、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直
した上で、全国的に実施する。」こととされており、当然のこ
とながら、ご提案の内容も特例措置の内容を見直す上での貴重
な御意見として真摯に検討を行っていくこととしているが、今
般いただいた各団体の要望には具体的な緩和の内容及びその理
由が明確にされていないものもあるため、より具体的な意見と
して提出いただけるとありがたいと考えている。

全国化に際して、要望にある要件の緩和（車両
限定の撤廃等）について、措置されるのか、明
確にされたい。

Ｄ－３ Ⅳ

要望にある要件の緩和（車両限定の撤廃等）について
は、移動制約者の輸送の安全確保の観点から当該輸
送の利用者等広く国民の方々のご意見を伺った上で慎
重な検討を行うべきであることから、現段階で明確に回
答することは困難である。

全国化にあたっての要件緩和について早急
に検討し、その内容を明らかにされたい。

Ｄ－３
Ａ

ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運
送の全国化にあたっては、以下の要件の緩
和を検討し、所要の措置を講じる。
①運送主体については、医療法人、公益法
人等を含む非営利法人に拡大する。
②運送の対象については、現行の要件を基
本とし、例示として知的障害者を明記する。
③使用車両については、特区制度を活用し、
セダン型等一般車両の使用を特例的に認
め、輸送の安全及び利用者の保護の観点か
ら必要な検証を行うこととする。

5135001
NPO法人福
祉サポー
トイブリ

126090

ヘルパー資
格者による通
院介助のた
めの病院移
送可能化

道路運送法第4条、
80条第1項

道路運送法第４条の規定により、有償
の旅客自動車運送事業は許可制とさ
れており、また同法第８０条の規定によ
り、災害のため緊急を要するとき、公共
の福祉を確保するためやむを得ない場
合であって国土交通大臣の許可を受
けたときを除き、自家用自動車は有償
で運送の用に供してはならないこととさ
れている。

Ｄ－３ Ⅳ

ご提案の通院介助の時間を報酬の対象とするか否か
については、基本的に厚生労働省の判断によるとこ
ろであり、国土交通省に対する要望は、訪問介護事
業者が行う乗降介助に付随する移送サービスについ
て、これを無償運送と認めて道路運送法の許可を不
要とすることを求めたものであると考えられるが、国土
交通省としては、要介護者の輸送と一体的に行われ
る乗降介助について介護報酬が設定され、介護報酬
及び自己負担分の金額が支払われている以上、有償
の旅客自動車運送事業に該当するものであり、道路
運送法の許可が必要であると考えているが、これらの
問題については、「規制改革集中受付月間において
提出された全国規模の規制改革要望への対応につ
いて」（平成１５年９月１９日付閣議報告）において、
「事業の実態も勘案した上で、できるだけ早く結論を
出すべく、平成１５年度中を目途に一定の方向性を見
出し、その後速やかに明確化する。」こととされている
ことから現在、厚生労働省とともに検討を行っている
ところであり、今回いただいたご提案についても貴重
な御意見として真摯に検討してまいりたい。

3020110

社会福祉
法人鞍手
会、ケィ・
ティ・エン
タープライ
ズ株式会
社、有限
会社 かじ
と、個人

社会福祉施
設に特化した
住みたくなる
町づくり特区
構想

126100

交通機関空
白地におけ
る有償運送
可能化事業
の対象の一
般観光客へ
の拡大

道路運送法第4条、
80条第1項、「構造改
革特別区域法に係る
交通機関空白の過疎
地における有償運送
可能化事業における
道路運送法第80条第
1項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
232号）

構造改革特別区域法に係る交通機関
空白の過疎地における有償運送可能
化事業における道路運送法第８０条第
１項による申請に対する取扱いについ
て（平成１５年３月１８日国自旅第２３２
号）において、輸送の対象はあらかじ
め登録した会員及びその同伴者とし、
会員は、当該地方公共団体の区域内
に住所を有する者であることとされてい
る。

Ｃ

交通機関空白の過疎地において、今般構造改革特
区により新たにＮＰＯ等による有償の住民輸送を認め
たのは、タクシー等が存在しない地域における生活交
通を確保するためのやむを得ない措置であり、仮に
運送の対象を一般の観光客等まで拡大するのであれ
ば、不特定多数の旅客の輸送の安全及び利用者利
便を確保するため広く一般の利用者にとって安全で
安心できる輸送サービスを実現していくため、タクシー
事業の許可を取得していただく必要がると考えている
が、島しょ部における特殊事情にかんがみて、特区３
次提案に対する政府の対処方針において本年度中
に、一定の島しょ部におけるタクシー事業の許可等の
基準の運用を見直すこととされたところである。この
方針に従って、一定の島しょ部において、より簡便な
手続きでタクシー事業を行うための制度を現在検討
中である。

提案は、タクシー事業の要件緩和ではなく、タ
クシーと競合しない地域において、自家用自動
車の有償運送の範囲内で一般観光客を対象と
することを要望している。この点について、具体
的に検討し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

　今回の提案で望んでいるのは、タクシー事業として
の対応ではなく、観光施設や民宿等による自家用車
での有償運送を可能とすることである。（低料金によ
る観光客の輸送、現在所有している自家用車での観
光客の輸送、普通第二種免許の不要）
　なお、当該特例事項の性格と考えると、いきなり全
国で規制緩和を行うより、まずは特区で実験的に実
施することが適当と考えられる。

　

一般観光客等不特定多数の旅客の輸送の安全及び利
用者利便を確保するためには、広く一般の利用者に
とって安全で安心できる輸送サービスを実現するため、
タクシー事業の許可と同等の要件を満たすことが必要
であると考える。

タクシー事業の許可基準の見直しとともに、
交通機関空白地の有償運送の特例の全国
化にあたって、一般観光客を対象とすること
について、検討されたい。

交通機関空白の過疎地の有償運送は公共
交通機関の利用が極めて困難な過疎地域に
おける最低限の生活交通を確保するという
極めて高い公共性にかんがみて、特例的に
認めているものであり、全国化にあたって一
般観光客を対象とすることは困難であるが、
島しょ部におけるタクシー事業については、
その許可基準を見直し、事業への参入がより
容易となるよう措置する。

1077010
岡山県、
香川県

瀬戸内海しま
タク特区

126100

交通機関空
白地におけ
る有償運送
可能化事業
の対象の一
般観光客へ
の拡大

道路運送法第4条、
80条第1項、「構造改
革特別区域法に係る
交通機関空白の過疎
地における有償運送
可能化事業における
道路運送法第80条第
1項による申請に対す
る取扱いについて」
（H15.3.18国自旅第
232号）

構造改革特別区域法に係る交通機関空白の
過疎地における有償運送可能化事業におけ
る道路運送法第８０条第１項による申請に対
する取扱いについて（平成１５年３月１８日国
自旅第２３２号）において、輸送の対象はあら
かじめ登録した会員及びその同伴者とし、会
員は、当該地方公共団体の区域内に住所を
有する者であることとされている。

Ｃ

交通機関空白の過疎地において、今般構造改革特区により新
たにＮＰＯ等による有償の住民輸送を認めたのは、タクシー等
が存在しない地域における生活交通を確保するためのやむを
得ない措置であり、仮に運送の対象を一般の観光客等まで拡
大するのであれば、不特定多数の旅客の輸送の安全及び利
用者利便を確保するため広く一般の利用者にとって安全で安
心できる輸送サービスを実現していくため、タクシー事業の許
可を取得していただく必要がると考えているが、島しょ部におけ
る特殊事情にかんがみて、特区３次提案に対する政府の対処
方針において本年度中に、一定の島しょ部におけるタクシー事
業の許可等の基準の運用を見直すこととされたところである。
この方針に従って、一定の島しょ部において、より簡便な手続
きでタクシー事業を行うための制度を現在検討中である。

提案は、タクシー事業の要件緩和ではなく、タ
クシーと競合しない地域において、自家用自動
車の有償運送の範囲内で一般観光客を対象と
することを要望している。この点について、具体
的に検討し、回答されたい。

一般観光客等不特定多数の旅客の輸送の安全及び利
用者利便を確保するためには、広く一般の利用者に
とって安全で安心できる輸送サービスを実現するため、
タクシー事業の許可と同等の要件を満たすことが必要
であると考える。

タクシー事業の許可基準の見直しとともに、
交通機関空白地の有償運送の特例の全国
化にあたって、一般観光客を対象とすること
について、検討されたい。

交通機関空白の過疎地の有償運送は公共
交通機関の利用が極めて困難な過疎地域に
おける最低限の生活交通を確保するという
極めて高い公共性にかんがみて、特例的に
認めているものであり、全国化にあたって一
般観光客を対象とすることは困難であるが、
島しょ部におけるタクシー事業については、
その許可基準を見直し、事業への参入がより
容易となるよう措置する。

3041010
観光都市・
大谷の再
生委員会

地域再生文
化観光特区

36／48
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規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

126110

環境にやさし
いレンタカー
型カーシェア
リングのため
の規制緩和

道路運送法第80条第
2項、道路運送法施
行規則第52条、「貸
渡人を自動車の使用
者として行う自家用
自動車の貸渡し（レン
タカー）の取扱いにつ
いて（H7.6.13自旅第
138号）

貸渡人を自動車の使用者として行う自
家用自動車の貸渡し（レンタカー）の取
扱いについて（平成７年６月１３日自旅
第１３８号）において、レンタカーの許可
基準を定めている。

Ｃ

レンタカーの許可については、レンタカーがいわゆる
白バス・白タク行為を助長しないよう、車両ごとに審査
を行っているところであり、特に自家用マイクロバス等
過去の経緯から白バス行為の温床となるおそれがあ
る車両の増車にあたっては、当該事業者が、旅客自
動車運送事業類似行為を行うおそれが無いか許可に
あたって厳格に審査を行う必要がある。また、レンタ
カーの貸し出しにあたっては、その車両の整備・管理
に万全を期した上で行う必要があり、無人であっても
車両の整備・管理に支障が生じないような代替措置
を講じることなく、無人の貸渡システムを認めること
は、利用者の安全確保の観点から問題があると考え
る。

いわゆる白バス・白タク行為を防止するために
は、個々の車両毎の審査ではなく、事業者毎
に審査をすれば十分なのではないか。
また、提案にあるように、現行の事務所での貸
渡し行為と同等のＩＴ等を活用したシステムの設
置、レンタカー会社によるメンテナンスが行わ
れるのであれば、整備・管理上の代替措置とし
て適切なのではないか。具体的に検討し、回答
されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

措置の概要（対応策）についての意見ですが、過去
の経緯等を踏えると、マイクロバスの増車について車
両ごとの審査が必要であるのはある程度理解できま
すが、レンタカー型カーシェアリングでは、マイクロバ
スの利用はおよそ想定しておらず、少なくともマイク
ロバス以外については包括許可制度を導入して欲し
い。また、カーシェアリングに用いる車両の整備・管
理は、代替措置として、ＩＴシステムを活用し、有人の
事務所と同等のレベルの整備・管理が可能である
が、貸渡証の交付や運行区間、使用目的の把握な
ど、有人の事務所でなければ実施できない事項があ
るので、このような事項については、カーシェアリング
の実態にあった弾力的な取り扱いを行って欲しい。

いわゆる白バス・白タク行為を防止するために必要な
措置を講じた上で、事業者毎に審査を行うことについて
検討を行うこととする。
また、無人の貸渡システムについては、無人であっても
車両の整備・管理に支障が生じないような代替措置の
有効性について検証を行う必要があると考える。

事業者毎の審査について早急に検討し結論
を得て、平成１６年度中に実施できないか、
明らかにされたい。
また、無人の貸渡しについては「車両の整
備・管理に支障が生じないような代替措置の
有効性について検証を行う必要がある」とあ
るが、特区で実施することでよいか、明らか
にされたい。

Ｂ
Ａ

レンタカー事業の許可について、いわゆる白
バス・白タク行為を防止するために必要な措
置を講じた上で、事業者毎の審査を行うこと
とする方向で検討し、平成１６年度中に実施
する。また、無人の貸渡しについては、特区
制度を活用し、車両の整備・管理に支障が生
じないような代替措置の有効性について検
討を行うこととする。

3016010

オリック
ス・レンタ
カー株式
会社

環境にやさし
いカーライフ
特区（レンタ
カー型カー
シェアリング）

126120

住民による自
家用車共同
使用に対す
る許可不要
化

道路運送法第79条、
道路運送法施行規則
第49条、「道路運送
法第5章（自家用自動
車の使用）及び第6章
（雑則）に規定する申
請に対する処分及び
標準処理期間の処理
方針（H14.1.31国自旅
第165号の3）

Ｄ－１

ご提案の内容はニュータウンの住民の方々により組
織されたＮＰＯにより共同使用を行う自家用自動車の
管理等を行う形態のものであって、いわゆるレンタ
カー型カーシェアリングに該当するものであり、代表と
なるＮＰＯ法人がレンタカー事業としての許可を受け
れば、車検証使用者欄に使用者全員の氏名を記入
すること等は不要であり、より簡便な手続きでご提案
の事業を実施することが可能であると考えられる。

提案は、レンタカー事業の実施ではなく、自家
用車の共同使用の手続きの簡素化を求めるも
のであり、この点について検討し、回答された
い。
一方、仮にレンタカー事業とする場合、共同使
用の場合と同等の負担で、対応できるのか、確
認されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

「レンタカー型カーシェアリングに該当」とみなされ、正直困惑しております。我々の共
同使用はレンタカー型事業とは趣旨も形態も違います。NPO志木の輪は「レンタカー
のように車の貸し出し事業をする」趣旨で設立したのではありません。あくまで車を共
同使用しようとして集まった人々が、グループで共有車の登録するには法人格が必
要なのではないかという考えが発端でＮＰＯを組織したのであります。ＮＰＯを作った
為に「レンタカー営業が必要な形態とみなされる」のでは、趣旨がおかしくなってしま
います。後記の様にＮＰＯ志木の輪はレンタカー営業ができる団体ではなく、今回の
ご回答の様に「レンタカー事業許可を取る必要が有る」となると、それは我々にとって
は「実現不能な新たな規制」となります。　以下詳しくご説明いたします。
■趣旨・形態の違い；　　　我々が実施したいのは、「レンタカーの様な貸し渡しサー
ビス業」では無く、「共同で使用する者のそれぞれが使用及び管理に関する実質的
な権限と責任を有する」、正に文字通りの「共同所有・共同使用」であります（もちろん
非営利です）。形態としてもあくまで「共同使用」であり、「その手続きを簡素化する為
に法的に有効なグループとしてＮＰＯ名義を活用したい」という趣旨です。　確かに横
浜や、福岡で実施されているカーシェアリングは、「事業者がお客様にサービスを提
供する」という形態となっており、「会員制のレンタカー事業」と考えられます。しかし、
我々が実施するのは「地域住民の一般サラリーマン同士が、自分たちで自分たちの
車を共同使用する」だけであり、「事業」と言うよりも「純粋な共同使用」です。我々の
実施したい住民同士の共同所有・使用には「住民の一部が、他の住民にサービスを
提供する」という概念は不自然です（又それは不可能でもあります）。また、お客様意
識で参加する人がいると、我々の意図する「各人が責任を持った共同使用」は成り
立たなくなります。
■レンタカー事業では実現不能；　　　レンタカー許可を得てレンタカー営業をすると
なると、「誰かが常駐し、車や貸し渡し等を管理してサービスを整える必要」が有りま
す。しかし、我々は当地域に居住する一般サラリーマンですので、メンバーの誰かが
レンタカー事業者として常駐するのは不可能です。また、メンバー各々が「車の利用
頻度が少ないから共同使用して駐車場問題を改善しよう」としているだけですので、
レンタカーサービスは不要ですし、「メンバーの誰かがが常駐してレンタカー事業を実
施しなければならない」というのは不自然で不可能です。

レンタカー事業を外部に委託するとしても、たった１、２台の共有車
の為に人を常駐させる人件費を考えると、引き受けてくれる業者も有
り得ません。つまり、今回のご回答もまた「実施不能な規制」となって
います。以上ご理解の上、提案した共同使用での特例のご検討をお
願いいたします。

当省としては、ご提案のカーシェアリングのアイデアは
環境面、経済的負担の軽減等の面で、一定の役割を
果たすものであると考えており、このアイデアを成功さ
せるためには、車両の整備・管理等に万全を期すこと
が重要であることから、レンタカー型カーシェアリングの
可能性について回答させていただいている。
なお、ご提案の事業の詳細が明らかではないが、一般
的に、反復・継続して業として有償で行われている場合
に該当しないのであれば、道路運送法上の規制の対
象外であると考えられる。

仮にレンタカー事業とする場合、共同使用の
場合と同等の負担で、対応できるのか、明ら
かにされたい。。

仮にカーシェアリングをレンタカー型として行
うのであれば、車検証使用者欄に使用者全
員の氏名を記入すること等は不要であり、共
同使用の場合と同等の負担で行うことが可
能である。なお、レンタカー事業の許可につ
いては、いわゆる白バス・白タク行為を防止
するために必要な措置を講じた上で、事業者
毎の審査を行うこととする方向で検討し、平
成１６年度中に実施する。また、無人の貸渡
しについては、特区制度を活用し、車両の整
備・管理に支障が生じないような代替措置の
有効性について検討を行うことでさらなる負
担の軽減を図っていく。

3033010
ＮＰＯ法人
志木の輪

住民による自
家用車共同
使用の規制
緩和

126120

住民による自
家用車共同
使用に対す
る許可不要
化

道路運送法第79条、
道路運送法施行規則
第49条、「道路運送
法第5章（自家用自動
車の使用）及び第6章
（雑則）に規定する申
請に対する処分及び
標準処理期間の処理
方針（H14.1.31国自旅
第165号の3）

Ｄ－１

ご提案の内容はニュータウンの住民の方々により組
織されたＮＰＯにより共同使用を行う自家用自動車の
管理等を行う形態のものであって、いわゆるレンタ
カー型カーシェアリングに該当するものであり、代表と
なるＮＰＯ法人がレンタカー事業としての許可を受け
れば、車検証使用者欄に使用者全員の氏名を記入
すること等は不要であり、より簡便な手続きでご提案
の事業を実施することが可能であると考えられる。

要望は許可の撤廃であり、この点について可
能か、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

「レンタカー型カーシェアリングに該当」とみなされ、正直困惑しております。我々の共
同使用はレンタカー型事業とは趣旨も形態も違います。NPO志木の輪は「レンタカー
のように車の貸し出し事業をする」趣旨で設立したのではありません。あくまで車を共
同使用しようとして集まった人々が、グループで共有車の登録するには法人格が必
要なのではないかという考えが発端でＮＰＯを組織したのであります。ＮＰＯを作った
為に「レンタカー営業が必要な形態とみなされる」のでは、趣旨がおかしくなってしま
います。後記の様にＮＰＯ志木の輪はレンタカー営業ができる団体ではなく、今回の
ご回答の様に「レンタカー事業許可を取る必要が有る」となると、それは我々にとって
は「実現不能な新たな規制」となります。　以下詳しくご説明いたします。
■趣旨・形態の違い；　　　我々が実施したいのは、「レンタカーの様な貸し渡しサー
ビス業」では無く、「共同で使用する者のそれぞれが使用及び管理に関する実質的
な権限と責任を有する」、正に文字通りの「共同所有・共同使用」であります（もちろん
非営利です）。形態としてもあくまで「共同使用」であり、「その手続きを簡素化する為
に法的に有効なグループとしてＮＰＯ名義を活用したい」という趣旨です。　確かに横
浜や、福岡で実施されているカーシェアリングは、「事業者がお客様にサービスを提
供する」という形態となっており、「会員制のレンタカー事業」と考えられます。しかし、
我々が実施するのは「地域住民の一般サラリーマン同士が、自分たちで自分たちの
車を共同使用する」だけであり、「事業」と言うよりも「純粋な共同使用」です。我々の
実施したい住民同士の共同所有・使用には「住民の一部が、他の住民にサービスを
提供する」という概念は不自然です（又それは不可能でもあります）。また、お客様意
識で参加する人がいると、我々の意図する「各人が責任を持った共同使用」は成り
立たなくなります。
■レンタカー事業では実現不能；　　　レンタカー許可を得てレンタカー営業をすると
なると、「誰かが常駐し、車や貸し渡し等を管理してサービスを整える必要」が有りま
す。しかし、我々は当地域に居住する一般サラリーマンですので、メンバーの誰かが
レンタカー事業者として常駐するのは不可能です。また、メンバー各々が「車の利用
頻度が少ないから共同使用して駐車場問題を改善しよう」としているだけですので、
レンタカーサービスは不要ですし、「メンバーの誰かがが常駐してレンタカー事業を実
施しなければならない」というのは不自然で不可能です。

レンタカー事業を外部に委託するとしても、たった１、２台の共有車
の為に人を常駐させる人件費を考えると、引き受けてくれる業者も有
り得ません。つまり、今回のご回答もまた「実施不能な規制」となって
います。以上ご理解の上、提案した共同使用での特例のご検討をお
願いいたします。

当省としては、ご提案のカーシェアリングのアイデアは
環境面、経済的負担の軽減等の面で、一定の役割を
果たすものであると考えており、このアイデアを成功さ
せるためには、車両の整備・管理等に万全を期すこと
が重要であることから、レンタカー型カーシェアリングの
可能性について回答させていただいている。
なお、ご提案の事業の詳細が明らかではないが、一般
的に、反復・継続して業として有償で行われている場合
に該当しないのであれば、道路運送法上の規制の対
象外であると考えられる。

仮にレンタカー事業とする場合、共同使用の
場合と同等の負担で、対応できるのか、明ら
かにされたい。。

仮にカーシェアリングをレンタカー型として行
うのであれば、車検証使用者欄に使用者全
員の氏名を記入すること等は不要であり、共
同使用の場合と同等の負担で行うことが可
能である。なお、レンタカー事業の許可につ
いては、いわゆる白バス・白タク行為を防止
するために必要な措置を講じた上で、事業者
毎の審査を行うこととする方向で検討し、平
成１６年度中に実施する。また、無人の貸渡
しについては、特区制度を活用し、車両の整
備・管理に支障が生じないような代替措置の
有効性について検討を行うことでさらなる負
担の軽減を図っていく。

3033020
ＮＰＯ法人
志木の輪

住民による自
家用車共同
使用の規制
緩和

126130

電動キック
ボードを軽車
両扱いとする
特例

道路運送車両法第２
条・第44条

原動機により陸上を移動させることを目
的として製作された用具で軌条若しくは
架線を用いないものであるため、道路運
送車両法上、原動機の定格出力の大小に
応じて、自動車又は原動機付自転車に当
たり、道路運送車両法に基づく技術基準
に適合するものでなければ、道路を運行
することはできない。

Ｃ

道路運送車両法は、道路運送車両に関し、安全
性の確保及び公害の防止その他の環境の保全を
図ることを目的としており、この安全性には、
当該車両及び搭乗者の安全のみならず、車外に
いる歩行者その他の者並びに他の車両及び搭乗
者の安全も含まれる。このため、原動機で陸上
を移動させることを目的とした用具で軌条若し
くは架線を用いないものは、原動機の総排気量
又は定格出力の大小に応じて、自動車又は原動
機付自転車として定義し、安全基準等の要件を
適用しているところである。仮に一部地域を対
象とする特例措置であっても、その特例措置に
よって交通事故が発生した場合は、死亡、負
傷、後遺障害という不可逆的な危害を当該地域
の歩行者等にもたらし、当該措置の実施主体に
よる特例措置の停止等の事後的な対応では取り
返しがつかないことから、認められない。

1024010 上勝町

　電動キック
ボードを軽車
両として環境
改善特区

126140

原動機付自
転車を車両
扱いとしない
特例

道路運送車両法第２
条・第44条

原動機により陸上を移動させることを目
的として製作された用具で軌条若しくは
架線を用いないものであるため、道路運
送車両法上、原動機の定格出力の大小に
応じて、自動車又は原動機付自転車に当
たり、道路運送車両法に基づく技術基準
に適合するものでなければ、道路を運行
することはできない。

Ｃ

道路運送車両法は、道路運送車両に関し、安全
性の確保及び公害の防止その他の環境の保全を
図ることを目的としており、この安全性には、
当該車両及び搭乗者の安全のみならず、車外に
いる歩行者その他の者並びに他の車両及び搭乗
者の安全も含まれる。このため、原動機で陸上
を移動させることを目的とした用具で軌条若し
くは架線を用いないものは、原動機の総排気量
又は定格出力の大小に応じて、自動車又は原動
機付自転車として定義し、安全基準等の要件を
適用しているところである。仮に観光目的で一
部地域を対象とする特例措置であっても、その
特例措置によって交通事故が発生した場合は、
死亡、負傷、後遺障害という不可逆的な危害を
当該地域の歩行者等にもたらし、当該措置の実
施主体による特例措置の停止等の事後的な対応
では取り返しがつかないことから、認められな
い。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

貴省の回答を踏まえ、交通事故が発生しないよう、
大谷地域再生のため、観光目的のみに使用し、走行
できる観光拠点を限定し、白線を引いて専用レーンと
して走行ルートも限定する、上限スピードを設定する
などの安全措置を講じて運行するという代替措置を
追加し、また、さらに限定して、大谷地域では大きな
面積の私有地を所有している地主が多く、基本的に
は私有地での活用を考え、私有地間の公道を横断
する時のみ限定で、信号機をつける等の安全措置を
講じて、公道を横切ることができるという対応で、これ
らの措置については、都道府県公安委員会に報告
することとしたいが、再検討願いたい。

　

原動機により陸上を移動させることを目的とし
て製作された用具で軌条若しくは架線を用いない
ものは、道路運送車両法上、原動機の定格出力の
大小に応じて、自動車又は原動機付自転車に当た
り、道路運送車両法に基づく技術基準に適合する
ものでなければ、道路を運行することはできな
い。
仮に観光目的で一部地域を対象とする特例措置

であっても、その特例措置によって交通事故が発
生した場合は、死亡、負傷、後遺障害という不可
逆的な危害を当該地域の歩行者等にもたらし、当
該措置の実施主体による特例措置の停止等の事後
的な対応では取り返しがつかないことから、認め
られない。
なお、主に私有地での活用を考えているとのこ

とであるが、私有地であるか否かを問わず、一般
交通の用に供する場所については、道路運送車両
法の「道路」であり、道路運送車両法に基づく技
術 基 準 に 適 合 す る 必 要 が あ る 。

3041090
観光都市・
大谷の再
生委員会

地域再生文
化観光特区

126150

電動人力補
助自転車の
アシスト量の
柔軟化

道路交通法第２条
道路交通法施行規則
第１条の３

① 原動機により陸上を移動させること
を目的として製作された用具で軌条若
しくは架線を用いないものであるため、
道路運送車両法上、原動機の定格出
力の大小に応じて、自動車又は原動機
付自転車に当たり、道路運送車両法に
基づく技術基準に適合するものでなけ
れば、道路を運行することはできない。
② 駆動補助機付自転車が道路運送車
両法上の自動車又は原動機付自転車
に該当しないのは、当該自転車の電動
機が人力と独立して作動しない構造で
あり、かつ、電動機による補助が、車速
が15km/h未満の速度領域では、人力
と同等以下、15km/h以上24km/h未満
の速度領域では直線的に逓減する範
囲以下、24km/h以上の速度領域では
補助を行わず人力のみによる走行とな
るものに限る。

Ｃ

① 道路運送車両法は、道路運送車両に関し、安
全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全
を図ることを目的としており、この安全性に
は、当該車両及び搭乗者の安全のみならず、車
外にいる歩行者その他の者並びに他の車両及び
搭乗者の安全も含まれる。このため、原動機で
陸上を移動させることを目的とした用具で軌条
若しくは架線を用いないものは、原動機の総排
気量又は定格出力の大小に応じて、自動車又は
原動機付自転車として定義し、安全基準等の要
件を適用しているところである。
② 電動機により人力を補助として用いる場合で
あっても、補助の比率が高くなるほど速度が高
くなり、運転操作が困難になるなどの危険性が
あるため、電動機のみで自走せず、かつ、一般
の自転車と運転特性等が同一とされる程度の補
助力に止めることが必要である。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

道路交通法の分類から、自走走行可能なものは原動機付自転車に区分さ
れるのは理解します。ただし、「歩行補助車」が例外として認められるのと同
様、本提案における電動駆動補助力付自転車の自走走行においても、当
該車両及び搭乗者、車外にいる者その他への安全性の確認ができれば、
道路交通法上の分類の規定除外が可能であると考えます。あるいは、原動
機付自転車の区分の細分化も検討余地かと考えます。以下に自走走行の
意義・安全性についての意見を申し述べます。１）最高速度15km/h以下で
の自走走行の安全性　自転車走行における時速15km/h以下の走行状態
は決して特別なものではなく、各人の運転技量に応じて十分判断・選択可
能な走行領域であります。したがって、足で漕ぐか、レバーで操作するかの
違いはあるものの、自走走行が故に即安全でないという結論には到らない
と考えます。ただし、その加速性能を自転車走行同等に押さえるなど、一般
の自転車と運転特性が変わらないように考慮することは言うまでもありませ
ん。車外にいる者その他への安全性についても自転車と同等と考えます。
２）発進時・登坂時の安定性　自転車の運転特性において特に不安定にな
るのが発進時です。自らの足で漕ぎながらバランスをとるのがむずかしいか
らです。電動駆動補助力を以ってしても基本は同じです。それに対し、自走
走行可能であれば両足で車体を支えながらの発進も可能であり、より安全
な発進走行が可能です。特に上り坂でその傾向が顕著に表れます。もちろ
ん、飛出し防止の観点から、その加速（出足）性能についての考慮が必要
であることは１）と同じです。上述のように自走走行の機能付加が自転車な
らびに電動駆動補助力付自転車で認知されている安全性に対し、著しく劣
るとは考えにくいと思います。以上、構造改革特区の適用判断の回答への
質疑より踏み込んで、道路交通法の規定への意見となっております。今後
も消費者利益確保の観点より、消費者の立場から規制緩和にむけて取組
んで行きたいと考えております。つきましては、各関係省庁様におかれまし
ては、上記意見に対してのご意見ならびに規制緩和に向けて取組むべき手
段・方法等アドバイスをいただければと存じます 自動車工業会 自転車産

　

　道路運送車両法は、道路運送車両に関し、安全
性の確保及び公害の防止その他の環境の保全を図
ることを目的としており、この安全性には、当該
車両及び搭乗者の安全のみならず、車外にいる歩
行者その他の者並びに他の車両及び搭乗者の安全
も含まれる。
　原動機により陸上を移動させることを目的とし
て製作された用具で軌条若しくは架線を用いない
ものは、道路運送車両法上、原動機の定格出力の
大小に応じて、自動車又は原動機付自転車に当た
り、道路運送車両法に基づく技術基準に適合する
ものでなければ、道路を運行することはできな
い。
　提案の車両は、原動機が人力と独立した形で作
動する構造であり、また、原動機の補助の比率が
高いものであることから、これは自動車又は原動
機付自転車に当たり、安全基準等の要件を適用し
ないことは、極めて危険であり、認められない。

3032010 個人

電動人力補
助自転車の
アシスト量の
規制緩和

37／48
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「措置
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答

規制特
例提案
事項管
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提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
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126160

放置自転車
対策におけ
る撤去対象
車輌を市町
村の条例で
規定撤去の
対象となる放
置自転車等
の対象車輌
の拡大

自転車の安全利用の
促進及び自転車等の
駐車対策の総合的推
進に関する法律第2
条第2号

自転車等とは自転車又は原動機付自
転車をいう

D-1

　「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推
進に関する法律（以下「自転車法」という。）」は、自転車利用における
交通事故の増加、自転車の無秩序な放置の増大等を背景として制
定・改正されたものであり、自転車に係る道路交通環境の整備及び
交通安全活動の推進、自転車の安全性の確保、自転車等の駐車対
策の総合的推進等に関し基本的な事項を定めるとともに、地域の自
主性に基づき、具体的な撤去等の措置について地方公共団体の条
例に委ねることを内容としているだけである。したがって自転車法は
地方公共団体が行う自動二輪車への措置をなんら妨げてはおらず、
地方公共団体は、その自主性に基づき条例を定めて自動二輪車の
撤去措置等を実施できると考える。
 また、放置自転車の撤去等は、自転車法第5条第6項のとおり、条例
をはじめとする他の「法令の規定」に基づき、地方公共団体等が撤去
に努めるべきこととされていることから、同法第2条第2号に規定する
「自転車等」の定義に自動二輪車を加えても、自転車法それ自体が
放置自動二輪車の撤去の根拠規定とはなりえない。
　なお、例えば川崎市のように、地方公共団体が地域の実情に応じ
て放置自動二輪車を撤去対象とする条例を制定している実例も複数
ある。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

高槻市では改正自転車法を根拠法令として、放置自
転車に関する条例を制定している。自動二輪車は道
路交通法の適用を受け、駐車にかかる規制も明記さ
れている。同法は全国一律に同一内容の規制を施
すものであり、同法の適用を受ける歩道に放置され
た自動二輪車を撤去することは、同法に抵触するの
ではないでしょうか。また、撤去した場合、保管・売却
または処分行為を伴います。自動二輪車を条例のみ
で撤去から処分まで実施することは、違法性が除却
されているか明確でない。最終的には司法の判断を
仰ぐしかないのが現実です。他の自治体に自動二輪
車撤去条例があると例示されているが、このことが適
法であるとは言えないと解しています。良好な市民生
活を確保するため、改正自転車法の「自転車等」に
自動二輪車を加えることを提案するものです。

　

　放置自転車の撤去等は、自転車法第5条第6項のとおり、条例
をはじめとする他の「法令の規定」に基づき、地方公共団体等が
撤去に努めるべきこととされていることから、同法第2条第2号に
規定する「自転車等」の定義に自動二輪車を加えても、自転車法
それ自体が放置自動二輪車の撤去の根拠規定とはなりえない。
　道路交通法は「道路における危険を防止し、その他交通の安全
と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資する」
ことを目的として、同法第51条に基づき、警察官が違法駐車され
ている自動二輪車に対する措置をとることができることとされて
いる。これに対し、例えば、横浜市の条例は「公共の場所におけ
る自転車等の放置を防止することにより、良好な生活環境を保
持し、もって公共の福祉の増進に寄与する」ことを目的とし、市当
局が放置自動二輪車を撤去することとしており、道路交通法とは
目的・手法が異なっているところであり、当該条例は道路交通法
に抵触するものではない。したがって高槻市における同様の条
例の制定を妨げるものではない、と解される。

1135010 高槻市
放置自転車
対策特区

126170

住宅地の生
活道路にお
ける乗用自
動車等につ
いての車両
制限令の車
両幅員制限
の適用除外

車両制限令第５条、
第６条

道路を通行する車両の幅は、個別の道
路の幅に応じて制限される

Ｄ－１ －

　個別の道路の幅に応じた通行車両の幅の制限は、
主に、交通の危険防止の観点から定められているも
のであり、たとえ車種や地域を限定しても、車道幅の
限界に近い車両が通行することによる交通の危険は
なくならないため、制限の適用を除外することは困難
であるが、制限を超える幅の車両であっても、上記の
制限の趣旨を勘案しつつ、車両制限令第１２条の規
定により道路管理者が通行を認定することが可能で
あり、提案内容については現行制度で対応可能。

－
右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

まず初めに、現在の自家用乗用車・タクシーのほぼ全てが車両制限令に違
反して住宅地を走行している状況にあることはご理解いただいていると考え
る。タクシー等の営業用車両は、登録にあたって車庫の前面道路が車両制
限令に適合するものであることを運輸局へ届け出る必要があるが、自家用
乗用車にはこうした届け出が不要であるため、市民の大部分は、自らが違
法状態にあることを知らずに運転をしており、併せて、タクシーが自宅前ま
で送迎することを当然であると考えている。こうした現状を鑑みると、本提案
は車両制限令第１２条の規定によって実現可能との回答を得たが、草加市
の住宅はその多くが４ｍ道路に面しており、転入者を含めた全ての市民が
所有する自家用乗用車の認定を行うことは不可能である。また、近隣他区
市から乗り入れる自家用乗用車やタクシーを、その都度認定することも不
可能であり、仮に、草加市に乗り入れを希望するこれらの車両について全
て事前認定を行おうとすれば、埼玉県東南部の交通・経済が麻痺すること
は明白である。加えて、昨今の規制緩和の影響もあり、草加市内において
も個人タクシーの開業希望者が増加しているが、駐車場前面道路の幅員が
足りないために運輸局への申請に必要な幅員証明書を取得できないケー
スが多々見受けられる。自家用車を保管している駐車場であっても、同一
サイズのタクシーを保管することが許されず、普段は利用者を乗せて通行し
ている道路が保管場所の前面道路としては不適格とされるのは理不尽であ
る。現在、自家用乗用車やタクシーの通行に関しては、車両制限令が事実
上の死法となっており、同令に基づいて通行を制限されるケースがほぼ無
いために市民からのクレームは決して多くはないが、だからといって、こうし
た同令の矛盾点は看過されるべきではない。国土交通省からの回答にもあ
るように、個別の道路の幅に応じた通行車両の幅の制限は、主に、交通の
危険防止の観点から定められているものであることは、本市としても十分に
理解しているところではあるが、「違法通行が当たり前」という現状を改善す
るためにも、今後検討のための試金石として本市の提案を特区として実現
していただきたい。

　 Ｄ－１ －

　提案内容は、制限の趣旨を踏まえつつ、現行制度を
的確に運用することにより実現されるべきものと考え
る。
　なお、個別の道路の幅に応じた制限に係る車両制限
令第１２条による道路管理者の認定は、全国で年間
4,000件程度行われており、制限の意義は失われてい
ないと理解。

1184010 草加市

安全で活力
あるまちづく
り特区（道路
事情にふさわ
しいマイカー
利用を認め
る）

126180

自動車(新
車）購入者の
所在する運
輸支局以外
の地域にお
けるナンバー
の封印の容
認

道路運送車両法第11
条、第28条

各運輸支局の封印の取付け委託を受
ける。

D-1
封印委託は各運輸支局で取り扱っており封印の取付
け委託を受けられれば可能である。

各運輸支局の管外で営業を行うディーラーに
封印を委託することは可能か、確認されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

本提案については、昨年10月に中部運輸局自動車技術案全
部に対し「運輸支局の管轄地域外のディーラーが新規ナン
バーの封印することが可能か」と問い合わせたところ、「不可
能」との回答であったため、提案したものである。
12月24日公表の国土交通省の回答によれば、「封印委託は
各運輸支局で取り扱っており封印の取付け委託を受けられれ
ば可能である。」というものであるが、この回答の趣旨は、本
提案が主張するように「当該運輸支局の管轄外の地域に所在
するディーラーが当該運輸支局に対して新規ナンバーの封印
の取り付け委託を受けることを申請し、委託を受けることは道
路運送車両法により制限されていない」と解してよいか。すな
わち、新規ナンバーの封印の取り付け委託を受けることを希
望するディーラーが、当該運輸支局の管轄外の地域に所在す
るということを理由にこの委託を受けることを拒否されることは
ないと解してよいか。
なお、この場合、このような当該運輸支局の管轄外の地域に
所在するディーラーが封印の取り付け委託を受けるためのそ
の他の条件は、当該運輸支局の管轄内の地域に所在する
ディーラーと同じ条件であることを前提とするものである。
また、全国各運輸支局において本提案の内容が確実に実施さ
れるよう要望する。

　封印の取付け委託については、各運輸支局単位で取
扱い要領を定め委託しているところであるが、現在の法
令及び本省通達において特に管轄外の者に対して封
印の取付け委託ができない旨の記載は無く、法令上は
可能である｡
　ただし、各運輸支局は地域の実情にあわせて封印の
取付け委託を行っているところであり、どのディーラー
に委託するかは当該運輸支局がそれぞれの事情に応
じて判断するものである｡

提案者からの意見では「新規ナンバーの封
印の取り付け委託を受けることを希望する
ディーラーが、当該運輸支局の管轄外の地
域に所在するということを理由にこの委託を
受けることを拒否されることはないと解してよ
いか。」との指摘があるので、この点について
回答されたい。

　法令上の拒否理由には該当せず、どの
ディーラーに委託するかは、地域の実情にあ
わせて各運輸支局が判断しているところであ
る。

2011010

国際自動
車特区推
進協議会
（愛知県、
豊橋市、
蒲郡市、
田原市、
御津町、
豊橋商工
会議所、
蒲郡商工
会議所、
御津町商
工会、田
原市商工
会、三河
港振興
会、国際
自動車コ
ンプレック
ス研究会）

国際自動車
特区

126190

登録官・検査
官の申請派
出制度創設
の特例

道路運送車両法第11
条、第25条、第27条、
第28条の3第1項及び
第2項、第73条、第74
条

自動車登録官は国土交通大臣から任
命され、運輸支局又は自動車検査登
録事務所等において自動車の登録に
関する事務を行っている。
自動車検査官は、国土交通大臣から
任命され、運輸支局又は自動車検査
登録事務所等において自動車の検査
に関する事務を行っている。
なお、登録車の保安基準適合性の審
査は自動車検査独立行政法人が実施
し、軽自動車の検査は軽自動車検査
協会が行っている。

Ｃ

自動車登録官・検査官の派出については、国の職員
の増員が厳しく抑制されている現状において、群馬運
輸支局の定員を割いて行なうこととなり、国の要員予
算の効率的な運用ができず群馬県全体のユーザー
利便とならない。
また、自動車検査独立行政法人及び軽自動車検査
協会においても業務の効率化を強く求められており、
要員の派出は困難な状況となっている。
なお、出張検査については、総務省の行政監察にお
いて廃止・集約が求められているところであるが、近
隣の検査・登録事務所が混雑していることから、現
在、太田市で行っている出張検査を通じて、その利便
性の向上を一層図って行きたいと考えている。

要望は、申請する地方公共団体が派遣される
検査官等の費用を負担するというものであり、
このような場合には国の予算への影響は少な
く、要望を実現できるのではないか。具体的に
検討し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

申請による登録官・検査官の派出所の設置は、太田
市近隣地域のユーザーや代行業者にとって、利便性
の向上と地域経済の活性化が促進されるものと考え
る。太田市近隣地域の自動車保有率は、群馬県全
体の約３０％を占めており、その分の継続検査業務
や、登録業務が太田市の検査場に流れると予測でき
るため、定員枠を考慮した場合でも、群馬運輸支局
での業務が減少するとともに、登録官・検査官の適
正配置により、常時派出は可能であると考える。ま
た、申請者の一部費用負担による派出制度の創設、
並びに申請者による検査場の建設は、国からの派遣
費用の軽減や、建設費の削減が図れ、群馬運輸支
局の混雑回避にもなり、迅速な業務の遂行ができる
と考えられるため、申請派出制度創設の再検討を願
うものである。

　

　組織の細分化は、予算のみならず要員の面でも非効
率となる。また、分割によって登録検査システムの大幅
な見直しが必要となるなど、分割による非効率化は、多
方面に及ぶと考えられる｡
.  しかしながら、太田地域の利用者の利便性に配慮し、
太田市で行っている出張検査について、要請に応じて
実施回数を増加する、移動端末機の設置により検査の
手続きを迅速化することを検討することを考えている。

1019010 太田市
陸運特区構
想

126200

自動車番号
票交付場所
の設置指定
の特例

道路運送車両法第11
条、第25条、第27条、
第28条の3第1項及び
第2項第73条

自動車登録番号標の交付する業を行
おうとする者は、事業場ごとに国土交
通大臣の指定をうけることとなってい
る。

Ｅ

自動車登録番号標の交付する業を行おうとする者
は、事業場ごとに国土交通大臣の指定を受けることと
なっている。ただし、事業場を運輸支局等の近接地域
に設置しなければならないとしていることについては
その事実がないことから事実誤認である。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　
自動車登録番号票の交付業務を行なおうとする者に
ついては、国土交通大臣の指定が受けられれば、設
置場所の指定については問題はないということで理
解する。よって、太田市に自動車登録検査場が設置
された場合は、国土交通大臣の指定によって自動車
登録番号票の交付業務が行えるものと判断する。

　

・自動車登録番号標の交付業務を行おうとする者は国
土交通大臣の指定が受けられれば業務を行うことがで
きる｡
・ただし、どの者を指定するかについては、国土交通大
臣が、それぞれの支局ごとの事情に応じて判断するも
のである｡

1019030 太田市
陸運特区構
想

126210
「奄美」ナン
バーの新設

自動車登録規則第13
条、同規則別表一

自動車登録規則の第１３条には、自動
車の使用本拠の位置を管轄する自動
車検査登録事務所を表示する文字を
組み合わせて定めると規定されてお
り、同規則別表１では、大島自動車検
査登録事務所は鹿児島運輸支局と共
に「鹿児島」と定められている。

Ｃ

大島自動車検査登録事務所は、自動車の検査登録
に関しての自動車ユーザーの利便性を向上させるた
めに設けられている。ナンバーの新設については、そ
の地区の自動車の保有車両数及び業務量等を勘案
して処理されるものであり、当該地区が自動車保有車
両数や業務量において他の自動車検査登録事務所
と同じ状況にあるものとは想定できないため。

本要望について、どのような実害があるのか明
らかにされたい。特段の実害が無ければ、提
案を実現してもよいのではないか。具体的に検
討し、回答されたい。

ナンバープレートの地域名表示を「鹿児島」から「奄美」
に変更するためには、自動車登録検査システム全体を
改修する必要があり、全国のユーザーの負担が必要と
なる｡また、ナンバーを利用している税システムやその
他のシステムについても影響が及ぶものである｡
したがって、全国の中で、当該地域の保有車両数や業
務量を考えると認められない｡

仮に本提案のみにより対応することが困難と
しても、新しい地域名表示を加える等のシス
テム変更の際には措置することができない
か、検討し回答されたい。

　大島自動車検査登録事務所は、島嶼という
地理的要因や交通不便地域を勘案し、自動
車の検査登録に関しての自動車ユーザーの
利便性を向上させるために設けられているも
のである｡
.  全国のユーザーの負担、さらにはナンバー
を利用している税システムやその他のシステ
ムへの影響が明らかでないことから、ご指摘
のシステム変更の内容は不明であるが、全
国の中で当該地域の保有車両数や業務量を
考えると、実現困難であると推測される｡

3022010
社団法人
奄美自動
車連合会

ナンバープ
レートの管轄
の表示の明
確化
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規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

126220
除雪作業車
輌への臨時
運行許可

道路運送車両法第条
第34条～第36条

臨時運行の許可は、当該自動車の試
運転を行う場合、新規登録、新規検査
又は当該自動車検査証が有効でない
自動車についての継続検査その他の
検査を申請するために必要な提示の
ための回送を行う場合その他特に必
要がある場合に限り許可している。

Ｃ

本来、自動車を運行しようとする場合は、「登録を受け
ている」、「封印の取付けをした自動車登録番号標が
表示されている。」、「検査を受け、有効な自動車検査
証を受けている」、「自動車検査証を備えている」、「検
査標章を表示している」ことが必要である。これに対
し、新規検査、新規登録又は自動車検査証が有効で
ない自動車の検査等の申請を行う場合について、こ
れらの要件の全部又は一部を満たしていないことが
やむを得ないと認められる場合に限り必要最低限の
範囲で特例的に認めているのが臨時運行制度であ
る。
除雪車も自動車であり、その例外ではなく、所有権の
公証や安全の確保等を担保するための保安基準適
合性の確認の検査が必要である。

一年のうち大半は工事現場等で使用し、限定さ
れた期間のみ道路で使用する場合には「やむ
を得ないと認められる場合」として認めることが
できないか。具体的に検討し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

・除雪作業を行う車両のうち、通常時も自走している大型の車
両については車両登録は必要であるのは当然であると考えま
すし、除雪の出動回数の頻度が非常に多ければ、どのような
車両であっても同じく車両登録は必要であると考えます。
・しかし、今回提案しているのは、普段は道路を自走せず、専
ら土木工事現場等で作業をする工事用の小型車両に対する
特例であり、除雪の出動回数が非常に少ないながらも、降雪
時には非常に大きな積雪がある小松市の地域特性を勘案し
たものです。
・除雪作業は夜間、早朝の作業が主であり、特に今回対象と
する小型車両の作業時の状況は道路建設作業に類似したも
ので、道路運送車両法で想定されている自動車の運行とは大
きくかけ離れたものです。
・また、別添の出動実績にあるとおり、出動が年に１～２回と
いった業者も多数あり、業者あるいは出動を要請する自治体
がその１～２回の出動のためだけに車両登録費用を負担する
のは非常に厳しいものがありますし、年に１～２回というのは
まさに臨時的な運行であると考えられます。
・しかしながら、降雪時の交通マヒ等の状況を考えると、これら
の車両の活用は是非とも必要不可欠であり、さらにはこれま
で活用できなかった車両も活用できることから、円滑な除雪作
業が期待され、大きな経済的損失を回避できます。

　

・除雪が夜間、早朝の作業が主であり、道路建設作業に類似した
ものとのことであれば、一般車両の通行を遮断して作業を行うこ
ととすれば臨時運行の許可は必要ないこととなる。また、法第３５
条の「その他特に必要がある場合」とは、検査を受けていない自
動車が一般車両に混じって走行する場合には道路交通の安全
上問題があるため、必要最小限とすべきと考えられる上、従来よ
り、昭和３４年３月３１日の運輸省自動車局長通達により「自動車
登録制度及び臨時運行許可制度よりみてきわめて消極的に解
すべき」とされ、番号変更や再封印のための自動車の提示、自
動車の廃棄処分のための回送等限られた場面でのみ認められ
てきたところであるが、今般の要望は、専ら費用の問題のみか
ら、毎年繰り返し使用される除雪車について登録・検査の免除を
求めるものであり、上記の例とは趣旨が異なり認められない。
・なお、一年のうち大半は工事現場等で使用し、気候等の原因で
限定された期間のみ道路で使用する場合については「やむを得
ないもの」として認めるとすると、様々な用途の自動車に広がるこ
とが考えられるが、例えば、防塵や街路樹用の散水車のような場
合、寒冷地においては夏期等のごく限られた期間しか道路で使
用されないこととなるため「やむを得ないもの」として認められる
一方、年中温暖なため一年のうち長期にわたって用いることが考
えられる地域では「やむを得ないもの」としては認められないこと
となる。                                                   　　　　・このように
「やむを得ない」と認められる範囲が極めて曖昧になると考えら
れる点でも認められない。

建設機械と一般車両で車両登録のために必
要な点検基準は同一か。異なるのであれ
ば、その部分について負担を軽減できない
か、検討し回答されたい。

　大型特殊自動車も、一般車両（普通自動車または
小型自動車等）と同様に運行の用に供する自動車で
あることから、一般車両と同じく道路運送車両法第４
８条に基づく自動車点検基準（昭和２６年８月１０日
運輸省令第７０号）において、定期点検の時期及び
項目が規定されている。
.   当該定期点検の時期及び項目は、従来より自動
車の安全の確保及び公害の防止等を前提としつつ、
あわせて、自動車使用者の負担の軽減につながるよ
う配慮し見直されてきたものであり、定期的に行う必
要のある最小限の項目を定めたものである。また、そ
の項目の中であっても、自動車に装備されていない
装置についての項目は当然ながら適用外であり、さ
らに、通常よりも使用頻度が少ない自動車について
は、摺動部の摩耗、ゆるみ、がた等主として走行距
離の増加に伴い劣化する項目についての点検を省
略することができることとしている。
.   したがって、除雪作業時しか運行の用に供さない
建設機械（大型特殊自動車）は、装備のない装置に
ついての項目を省略できることに加え、通常よりも使
用頻度が少なく上記の規定に該当するものであれ
ば、走行距離の増加に伴い劣化する項目について
の点検も省略することが可能である。
.   なお、そもそも使用頻度が少なく、部品等の劣化
度合が少なければ、整備にかかる費用も少なくなる
ものと考える。

1022010 小松市

冬期間にお
ける円滑な除
雪作業を行う
ための規制
緩和特区

126230

　埠頭内にお
ける自動車
荷役時の臨
時運行許可
手続きの簡
便化

道路運送車両法第34
条、第35条

臨時運行は該当する自動車ごとに運
行の目的及び経路を特定し、有効期間
が付され許可する。

Ｃ

臨時運行は該当する自動車ごとに運行の目的及び経
路を特定し、有効期間が付され許可するものであり申
請者について許可されるものではないことから、提案
は認められない。

提案は「実質埠頭内運行であることを考慮し、
手続きを簡便化する」ことを求めており、この点
について検討し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

・本提案に対する回答内容は「臨時運行は該当する
自動車ごとに運行の目的及び経路を特定し、有効期
間が付され許可するものであり申請者について許可
されるものではないことから、提案は認められない。」
というものである。意見として、本提案は、北九州港
の中古自動車輸出基地となっている門司・西海岸埠
頭内のみにおいて、しかも、単に幅員12ｍの道路を
横断するだけという極めて特殊な地域の特性に基づ
いたものであることから、特区制度の趣旨と照らし合
わせ、交通安全性についての具体的な支障となるこ
とについて明らかにしていただきたい。

　

・提案内容に合致する取り扱いとしては、個々の自動車
について許可する臨時運行許可の対象ではなく、道路
運送車両法第３６条の２の回送運行許可で行うべきも
のである。対象事業者が自動車の「製作」、「陸送」又
は「販売」のいずれかの業を行っていること等の要件に
適合しているのであれば回送運行の許可対象となる。
・また、「単に幅員12ｍの道路を横断するだけ」である
ならば、一般の交通の用に供さない場所における自動
車の走行については、道路運送車両法の適用を受け
ないことから、当該道路の一般交通を遮断すれば回送
運行等の許可を受けなくても通行ができるものと解して
いる｡

提案は実質的に実現可能と解してよいか。 D-1

・対象事業者が自動車の「製作」、「陸送」又
は「販売」のいずれかの業を行っていること
等の要件に適合しているのであれば臨時運
行許可ではないものの回送運行許可を得る
ことにより提案は実質的に実現可能である｡
.  また、上記の条件に適合していなくても当
該道路の一般交通を遮断すれば実現可能で
ある｡

2012050 北九州市
北九州市国
際物流特区

126240

検査証を有さ
ない外国籍コ
ンテナシャー
シの国内通
行の可能化

道路運送車両法第４
条、第５８条

自動車は、自動車登録ファイルに登録
を受け、国土交通大臣の行う検査を受
け、有効な自動車検査証の交付を受け
ているものでなければ、運行の用に供
してはならない。

Ｃ

自動車の安全基準は、それぞれの国の道路を安全に走行する
ための最低要件として決められている。
連結車両については、単位台数当たりの死亡事故発生件数が
乗用車の５倍以上と著しく多く、その安全性確保は交通安全上
重要なものである。連結車両の安全性を考える場合、牽引車
のみならず、コンテナシャーシのような被牽引車の安全性につ
いても同様に考える必要がある。例えば、被牽引車のブレーキ
の基準においては、ＡＢＳの装備の義務付けだけではなく、故
障時においても性能が保持されるための基準やブレーキの作
動応答性の基準等を設けている。したがって、ＡＢＳの装備を
義務付けている諸外国の自動車検査証を保有していることを
もって、我が国の基準に適合しているとは言えず、我が国の交
通安全上問題が無いとはいえない。
また、仮に我が国の安全基準と同等の基準を有し、適確な検
査体制を整備している国・地域から運送されてくる外国籍
シャーシを受け入れるためには、我が国とその相手国・地域と
の間で、一定のルールを定め、かつ、それぞれの国が果たす
べき義務及び責任についての取極めを行う必要があり、国内
法の手当てだけでは不可能である。
なお、ブレーキに関する国際基準に適合しているコンテナ
シャーシであれば、比較的容易に自動車検査証の取得が可能
である。

ＡＢＳの装着を義務付けている母国の基準及
び検査体制については、迅速に認証することに
より、提案を実現できないか、検討し回答され
たい。。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

　本市としても、連結車両等大型車の安全性確保について
は、交通安全上特に重要である事は認識しているところです
が、国土交通省からの回答文中にある「連結車両について
は、単位台数あたりの死亡事故発生件数が乗用車の５倍以
上と著しく多く、その安全性確保は交通安全上重要なものであ
る・・・・・・」については、市街地・高速道路等日本全国の道路
において発生した交通事故件数、死亡事故件数を対象とした
もので、主に交通量の多い大都市圏や高速運転時を中心とす
る課題・問題と考えます。
　本提案は、大都市圏と比べて格段に交通量の少ない臨港地
区内のしかも特区内の限定した短い区間を、低速（３０～４０ｋ
ｍ／時間程度）で走行することを前提として、外国籍コンテナ
シャーシの通行可能化を要望するものであり、国土交通省の
懸念されるような事象（乗用車に比べて著しく多い確率で事故
が発生）は生じないと考えます。
　加えて、ブレーキに関する国際基準に適合しているコンテナ
シャーシであれば、我が国の安全基準と同等の基準を有して
いるものと考えられることから、それぞれの母国の検査証を有
する外国籍シャーシについては国内の通行を可能とするよう
是非とも特区として下関港において先進的にこの制度を認め
て頂くようお願いします。

　

自動車の安全基準は、それぞれの国の道路を安全
に走行するための最低要件として決められてい
る。
特に、コンテナトレーラのような大型車が事故を
起こすと、大きな惨事となることから、一般交通
の通行する道路を走行するのであれば、我が国の
基準に適合していることを検査によって確認する
必要がある。
なお、具体的に想定している外国籍コンテナ
シャーシを教示頂ければ、検査・登録方法につい
て個別に相談に応じることは可能。

2007020 下関市

下関市・東ア
ジアロジス
ティックス特
区

126250

海上輸送用
シャーシーの
駐車場確保
のための複
数台登録の
可能化
シャーシに関
する車庫規
制の緩和

自動車の保管場所の
確保等に関する法律
第３条
　貨物自動車運送事
業法第４条、第６条

自動車の保有者は、当該自動車の保
管場所を確保しなければならないこと
とされている。貨物自動車運送事業者
の保有する車庫の確保状況の確認
は、車庫の概要を貨物自動車運送事
業の事業計画記載事項とすることによ
り行っている。

Ｃ
Ｄ－１
Ｅ

・　ご提案のような方法により複数登録を行うシャーシを特定化や利
用実態の把握をすることができたとしても、フェリー会社等が確保し
ているシャーシ置場や船内にあるシャーシの数は、景気変動、季節
波動、トラック事業者のフェリーの利用状況等により変動するもので
あり、その数をあらかじめ特定することは極めて困難であるため、そ
の数を見込んで車庫１か所あたり複数のシャーシの使用を認めるこ
とはできない。仮に、フェリー会社等が確保しているシャーシ置場や
船内にあるシャーシの数を特定することができたとしても、車庫１か
所あたり複数のシャーシの使用を前提とする事業計画は、自動車の
保管場所の確保等に関する法律の趣旨に反するものであり、貨物自
動車運送事業法上も認められない。なお、フェリー会社等が確保して
いるシャーシ置場や市の港湾局が提供する港湾用地等の陸上の駐
車スペースについては、貨物自動車運送事業者が当該土地の所有
者と賃貸借契約を締結する等により車庫として使用する権原を取得
すれば、事業計画上の車庫として認められ、その分については別途
車庫を確保する必要はなくなる。（特区として対応不可）
・　「段積み」とはどのような駐車形態を指しているか必ずしも明らか
ではないが、シャーシの車庫については、従来より、立体式や立掛け
式といったシャーシを立体的に保管する構造を有するものも認めて
おり、当該車庫が「段積み」を可能とする設備を有しているものであ
れば、「段積み」によって駐車可能な数のシャーシの使用が認められ
る。（現行の規定により対応可能）
・　ヘッドと対になっていないシャーシの車庫については、当該シャー
シを駐車できる面積を確保すれば足りることとしており、ヘッド・
シャーシ一対分の面積を要求する法令等の規定はなく、またそのよ
うな運用の実態もない。（事実誤認）

貴省からの回答では「フェリー会社等が確保し
ているシャーシ置場や船内にあるシャーシの数
は、景気変動、季節波動、トラック事業者のフェ
リーの利用状況等により変動する」とあるが、
同一航路に反復継続して利用される海上輸送
シャーシの複数登録の場合で、地方公共団体
が臨時の駐車スペースとして港湾用地を提供
するなど、責任を持って非常事態に対応するこ
とで、シャーシの適正保管・管理ができる場合
は、認めてもよいのではないか。具体的に検討
し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

・シャーシ数の特定について
環境負荷の軽減に有効な輸送システムとして、フェリーを利用した
無人航送システムは既に運用されており、これまでの利用実績をも
とに、同一航路に反復継続して利用される海上輸送シャーシーに対
し複数登録を認めるものである。ただし、季節変動や景気変動を考
慮し、複数登録を認めるシャーシーの総数は、フェリー船内やフェ
リー埠頭の荷捌地におけるシャーシーの保管能力の範囲内（例えば
５０％以下）とすることとしているが、シャーシー数の特定が困難とさ
れている点を明確にしていただきたい。
・非常事態への対応のために
無人航送システムのサイクルの中で、通常は、事業計画上の車庫
に戻ることなく、シャーシーは回転している。年末年始など、このサイ
クルに大幅な狂いが生じる場合は、民間企業者の経費軽減のた
め、北九州市が、臨時の駐車スペースとして港湾用地を提供するな
ど、責任を持って非常事態に対応することで実態としてシャーシの
適正保管・管理が可能と考えるが、自動車の保管場所の確保に関
する法律等の適正保管・管理の趣旨と比較して劣っている点を明確
にしていただきたい。
・権原を取得すれば、事業計画上の車庫として認められるということ
について
不特定多数の車両が利用するフェリー埠頭のマーシャリングヤード
（荷捌地）を、特定の車両の保管場所である事業計画上の車庫とす
ることが認められるのか？認められるのであれば、その場合の基準
（例：敷地面積の５０％以下、賃貸借契約の最短契約期間など）を具
体的に示して欲しい。

　 Ｃ

１．複数登録を認めるシャーシの総数を、フェリー船内やフェリー埠頭の荷捌地における
シャーシの保管能力の一定割合とし、十分に限定したとしても、複数登録されるシャーシ
以外のシャーシによるこれらの駐車スペースの使用が排除されない限り、複数登録され
たシャーシを駐車するスペースが不足する可能性があるという問題や複数登録を認める
シャーシの総数を上記保管能力のどの程度の割合とするか、またその根拠は何かとい
う問題がある。
　　なお、フェリー埠頭の荷捌地について、特定のシャーシ以外のシャーシによる使用を
排除できるのであれば、北九州市が当該荷捌地をトラック事業者に事業計画上の車庫
として使用させることが可能であると考える。
２．非常事態への対応のために北九州市が提供する港湾用地は、いつでも駐車スペー
スとして使用可能な状態で確保されているもので、他の用途に使用されないものと考え
てよいか。もし、他の用途にも使用される可能性があり、いつでも駐車スペースとして使
用できることが担保できないのであれば、非常事態への対応として不適切であると考え
る。
　　なお、いつでも駐車スペースとして使用可能な状態で確保されているものであるなら
ば、北九州市が当該港湾用地をトラック事業者に事業計画上の車庫として使用させるこ
とが可能であると考える。
３．事業計画上の車庫として認められるためには、①原則として営業所に併設するもの
であること。ただし、併設できない場合は、平成３年６月２５日運輸省告示第３４０号に適
合すること。②車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が５０㎝以上確保され、かつ、
計画車両数すべてを収容できるものであること。③他の用途に使用される部分と明確に
区画されていること。④使用権原を有するものであること。⑤都市計画法等関係法令の
規定に抵触しないこと。⑥前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制
限令に適合すること。の要件を満たす必要があり、使用権原については、①自己所有の
場合は登記簿謄本等、借入の場合は概ね契約期間が一年以上の賃貸借契約書の添
付又は掲示をもって、使用権原を有するものとする。②ただし、賃貸借の契約期間が一
年に満たない場合、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り使用権限を有す
るものとみなす。という運用を行っている。
　　したがって、マーシャリングヤード等の港湾用地についても、北九州市がトラック事業
者と賃貸借契約を締結する等により、上記の要件を満たせば、事業計画上の車庫として
認められる。現に、一部の港湾においては、港湾用地をトラック事業者が事業計画上の車
４．仮に、１．及び２．において指摘した問題点が解決されたとしても、そもそも、自動車の

特例対象シャーシのための排他的駐車ス
ペースを確保し必要に応じ直ちに提供する体
制を整え変動に対応するとともに、シャーシ
の管理が不適切になされていないかを確認
する等の担保措置を責任を持って確実に講
じることにより、事業者ごとに実質的に必要と
なる保管場所の数を特定できるようなシステ
ムが構築され、自動車の保管場所の確保等
に関する法律上の整理がなされた場合に
は、貴省が指摘する１及び２の問題点も解決
されるものと考えられる。このような場合には
「複数登録」を認めることは可能と解してよい
か。

　お示しの措置の内容は必ずしも明らかでは
なく、地方公共団体が担保措置を責任を持っ
て確実に講じることにより、トラック事業者の
営業所ごとに実質的に必要となる保管場所
の数を特定できるようなシステムが構築され
るか否かも不明である。どのようなシステム
が構築されるのかが明らかになり、実効性も
確保されるのであれば、自動車の保管場所
の確保等に関する法律上の整理を踏まえ
て、本件要望実現に必要な措置内容を検討
する。

2012030 北九州市
北九州市国
際物流特区

126250

海上輸送用
シャーシー
の駐車場確
保のための
複数台登録
の容認

自動車の保管場所の
確保等に関する法律
第３条
　貨物自動車運送事
業法第４条、第６条

自動車の保有者は、当該自動車の保
管場所を確保しなければならないこと
とされている。貨物自動車運送事業者
の保有する車庫の確保状況の確認
は、車庫の概要を貨物自動車運送事
業の事業計画記載事項とすることによ
り行っている。

Ｃ
Ｄ－１
Ｅ

・　ご提案のような方法により複数登録を行うシャーシを特定化や利
用実態の把握をすることができたとしても、フェリー会社等が確保し
ているシャーシ置場や船内にあるシャーシの数は、景気変動、季節
波動、トラック事業者のフェリーの利用状況等により変動するもので
あり、その数をあらかじめ特定することは極めて困難であるため、そ
の数を見込んで車庫１か所あたり複数のシャーシの使用を認めるこ
とはできない。仮に、フェリー会社等が確保しているシャーシ置場や
船内にあるシャーシの数を特定することができたとしても、車庫１か
所あたり複数のシャーシの使用を前提とする事業計画は、自動車の
保管場所の確保等に関する法律の趣旨に反するものであり、貨物自
動車運送事業法上も認められない。なお、フェリー会社等が確保して
いるシャーシ置場や市の港湾局が提供する港湾用地等の陸上の駐
車スペースについては、貨物自動車運送事業者が当該土地の所有
者と賃貸借契約を締結する等により車庫として使用する権原を取得
すれば、事業計画上の車庫として認められ、その分については別途
車庫を確保する必要はなくなる。（特区として対応不可）
・　「段積み」とはどのような駐車形態を指しているか必ずしも明らか
ではないが、シャーシの車庫については、従来より、立体式や立掛け
式といったシャーシを立体的に保管する構造を有するものも認めて
おり、当該車庫が「段積み」を可能とする設備を有しているものであ
れば、「段積み」によって駐車可能な数のシャーシの使用が認められ
る。（現行の規定により対応可能）
・　ヘッドと対になっていないシャーシの車庫については、当該シャー
シを駐車できる面積を確保すれば足りることとしており、ヘッド・
シャーシ一対分の面積を要求する法令等の規定はなく、またそのよ
うな運用の実態もない。（事実誤認）

貴省からの回答では「フェリー会社等が確保し
ているシャーシ置場や船内にあるシャーシの数
は、景気変動、季節波動、トラック事業者のフェ
リーの利用状況等により変動する」とあるが、
同一航路に反復継続して利用される海上輸送
シャーシの複数登録の場合で、地方公共団体
が臨時の駐車スペースとして港湾用地を提供
するなど、責任を持って非常事態に対応するこ
とで、シャーシの適正保管・管理ができる場合
は、認めてもよいのではないか。具体的に検討
し、回答されたい。

Ｃ

１．複数登録を認めるシャーシの総数を、フェリー船内やフェリー埠頭の荷捌地における
シャーシの保管能力の一定割合とし、十分に限定したとしても、複数登録されるシャーシ
以外のシャーシによるこれらの駐車スペースの使用が排除されない限り、複数登録され
たシャーシを駐車するスペースが不足する可能性があるという問題や複数登録を認める
シャーシの総数を上記保管能力のどの程度の割合とするか、またその根拠は何かとい
う問題がある。
　　なお、フェリー埠頭の荷捌地について、特定のシャーシ以外のシャーシによる使用を
排除できるのであれば、北九州市が当該荷捌地をトラック事業者に事業計画上の車庫
として使用させることが可能であると考える。
２．非常事態への対応のために北九州市が提供する港湾用地は、いつでも駐車スペー
スとして使用可能な状態で確保されているもので、他の用途に使用されないものと考え
てよいか。もし、他の用途にも使用される可能性があり、いつでも駐車スペースとして使
用できることが担保できないのであれば、非常事態への対応として不適切であると考え
る。
　　なお、いつでも駐車スペースとして使用可能な状態で確保されているものであるなら
ば、北九州市が当該港湾用地をトラック事業者に事業計画上の車庫として使用させるこ
とが可能であると考える。
３．事業計画上の車庫として認められるためには、①原則として営業所に併設するもの
であること。ただし、併設できない場合は、平成３年６月２５日運輸省告示第３４０号に適
合すること。②車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が５０㎝以上確保され、かつ、
計画車両数すべてを収容できるものであること。③他の用途に使用される部分と明確に
区画されていること。④使用権原を有するものであること。⑤都市計画法等関係法令の
規定に抵触しないこと。⑥前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制
限令に適合すること。の要件を満たす必要があり、使用権原については、①自己所有の
場合は登記簿謄本等、借入の場合は概ね契約期間が一年以上の賃貸借契約書の添
付又は掲示をもって、使用権原を有するものとする。②ただし、賃貸借の契約期間が一
年に満たない場合、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り使用権限を有す
るものとみなす。という運用を行っている。
　　したがって、マーシャリングヤード等の港湾用地についても、北九州市がトラック事業
者と賃貸借契約を締結する等により、上記の要件を満たせば、事業計画上の車庫として
認められる。現に、一部の港湾においては、港湾用地をトラック事業者が事業計画上の車
４．仮に、１．及び２．において指摘した問題点が解決されたとしても、そもそも、自動車の

特例対象シャーシのための排他的駐車ス
ペースを確保し必要に応じ直ちに提供する体
制を整え変動に対応するとともに、シャーシ
の管理が不適切になされていないかを確認
する等の担保措置を責任を持って確実に講
じることにより、事業者ごとに実質的に必要と
なる保管場所の数を特定できるようなシステ
ムが構築され、自動車の保管場所の確保等
に関する法律上の整理がなされた場合に
は、貴省が指摘する１及び２の問題点も解決
されるものと考えられる。このような場合には
「複数登録」を認めることは可能と解してよい
か。

　お示しの措置の内容は必ずしも明らかでは
なく、地方公共団体が担保措置を責任を持っ
て確実に講じることにより、トラック事業者の
営業所ごとに実質的に必要となる保管場所
の数を特定できるようなシステムが構築され
るか否かも不明である。どのようなシステム
が構築されるのかが明らかになり、実効性も
確保されるのであれば、自動車の保管場所
の確保等に関する法律上の整理を踏まえ
て、本件要望実現に必要な措置内容を検討
する。

5021203

社団法人
日本経済
団体連合
会
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規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

126250

海上輸送用
シャーシー
の駐車場確
保のための
複数台登録
の容認

自動車の保管場所の
確保等に関する法律
第３条
　貨物自動車運送事
業法第４条、第６条

自動車の保有者は、当該自動車の保
管場所を確保しなければならないこと
とされている。貨物自動車運送事業者
の保有する車庫の確保状況の確認
は、車庫の概要を貨物自動車運送事
業の事業計画記載事項とすることによ
り行っている。

Ｃ
Ｄ－１
Ｅ

・　ご提案のような方法により複数登録を行うシャーシを特定化や利
用実態の把握をすることができたとしても、フェリー会社等が確保し
ているシャーシ置場や船内にあるシャーシの数は、景気変動、季節
波動、トラック事業者のフェリーの利用状況等により変動するもので
あり、その数をあらかじめ特定することは極めて困難であるため、そ
の数を見込んで車庫１か所あたり複数のシャーシの使用を認めるこ
とはできない。仮に、フェリー会社等が確保しているシャーシ置場や
船内にあるシャーシの数を特定することができたとしても、車庫１か
所あたり複数のシャーシの使用を前提とする事業計画は、自動車の
保管場所の確保等に関する法律の趣旨に反するものであり、貨物自
動車運送事業法上も認められない。なお、フェリー会社等が確保して
いるシャーシ置場や市の港湾局が提供する港湾用地等の陸上の駐
車スペースについては、貨物自動車運送事業者が当該土地の所有
者と賃貸借契約を締結する等により車庫として使用する権原を取得
すれば、事業計画上の車庫として認められ、その分については別途
車庫を確保する必要はなくなる。（特区として対応不可）
・　「段積み」とはどのような駐車形態を指しているか必ずしも明らか
ではないが、シャーシの車庫については、従来より、立体式や立掛け
式といったシャーシを立体的に保管する構造を有するものも認めて
おり、当該車庫が「段積み」を可能とする設備を有しているものであ
れば、「段積み」によって駐車可能な数のシャーシの使用が認められ
る。（現行の規定により対応可能）
・　ヘッドと対になっていないシャーシの車庫については、当該シャー
シを駐車できる面積を確保すれば足りることとしており、ヘッド・
シャーシ一対分の面積を要求する法令等の規定はなく、またそのよ
うな運用の実態もない。（事実誤認）

貴省からの回答では「フェリー会社等が確保し
ているシャーシ置場や船内にあるシャーシの数
は、景気変動、季節波動、トラック事業者のフェ
リーの利用状況等により変動する」とあるが、
同一航路に反復継続して利用される海上輸送
シャーシの複数登録の場合で、地方公共団体
が臨時の駐車スペースとして港湾用地を提供
するなど、責任を持って非常事態に対応するこ
とで、シャーシの適正保管・管理ができる場合
は、認めてもよいのではないか。具体的に検討
し、回答されたい。

Ｃ

１．複数登録を認めるシャーシの総数を、フェリー船内やフェリー埠頭の荷捌地における
シャーシの保管能力の一定割合とし、十分に限定したとしても、複数登録されるシャーシ
以外のシャーシによるこれらの駐車スペースの使用が排除されない限り、複数登録され
たシャーシを駐車するスペースが不足する可能性があるという問題や複数登録を認める
シャーシの総数を上記保管能力のどの程度の割合とするか、またその根拠は何かとい
う問題がある。
　　なお、フェリー埠頭の荷捌地について、特定のシャーシ以外のシャーシによる使用を
排除できるのであれば、北九州市が当該荷捌地をトラック事業者に事業計画上の車庫
として使用させることが可能であると考える。
２．非常事態への対応のために北九州市が提供する港湾用地は、いつでも駐車スペー
スとして使用可能な状態で確保されているもので、他の用途に使用されないものと考え
てよいか。もし、他の用途にも使用される可能性があり、いつでも駐車スペースとして使
用できることが担保できないのであれば、非常事態への対応として不適切であると考え
る。
　　なお、いつでも駐車スペースとして使用可能な状態で確保されているものであるなら
ば、北九州市が当該港湾用地をトラック事業者に事業計画上の車庫として使用させるこ
とが可能であると考える。
３．事業計画上の車庫として認められるためには、①原則として営業所に併設するもの
であること。ただし、併設できない場合は、平成３年６月２５日運輸省告示第３４０号に適
合すること。②車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が５０㎝以上確保され、かつ、
計画車両数すべてを収容できるものであること。③他の用途に使用される部分と明確に
区画されていること。④使用権原を有するものであること。⑤都市計画法等関係法令の
規定に抵触しないこと。⑥前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制
限令に適合すること。の要件を満たす必要があり、使用権原については、①自己所有の
場合は登記簿謄本等、借入の場合は概ね契約期間が一年以上の賃貸借契約書の添
付又は掲示をもって、使用権原を有するものとする。②ただし、賃貸借の契約期間が一
年に満たない場合、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り使用権限を有す
るものとみなす。という運用を行っている。
　　したがって、マーシャリングヤード等の港湾用地についても、北九州市がトラック事業
者と賃貸借契約を締結する等により、上記の要件を満たせば、事業計画上の車庫として
認められる。現に、一部の港湾においては、港湾用地をトラック事業者が事業計画上の車
４．仮に、１．及び２．において指摘した問題点が解決されたとしても、そもそも、自動車の

特例対象シャーシのための排他的駐車ス
ペースを確保し必要に応じ直ちに提供する体
制を整え変動に対応するとともに、シャーシ
の管理が不適切になされていないかを確認
する等の担保措置を責任を持って確実に講
じることにより、事業者ごとに実質的に必要と
なる保管場所の数を特定できるようなシステ
ムが構築され、自動車の保管場所の確保等
に関する法律上の整理がなされた場合に
は、貴省が指摘する１及び２の問題点も解決
されるものと考えられる。このような場合には
「複数登録」を認めることは可能と解してよい
か。

　お示しの措置の内容は必ずしも明らかでは
なく、地方公共団体が担保措置を責任を持っ
て確実に講じることにより、トラック事業者の
営業所ごとに実質的に必要となる保管場所
の数を特定できるようなシステムが構築され
るか否かも不明である。どのようなシステム
が構築されるのかが明らかになり、実効性も
確保されるのであれば、自動車の保管場所
の確保等に関する法律上の整理を踏まえ
て、本件要望実現に必要な措置内容を検討
する。

5035015
社団法人
日本船主
協会

126250

海上輸送用
シャーシー
の駐車場確
保のための
複数台登録
の容認

自動車の保管場所の
確保等に関する法律
第３条
　貨物自動車運送事
業法第４条、第６条

自動車の保有者は、当該自動車の保
管場所を確保しなければならないこと
とされている。貨物自動車運送事業者
の保有する車庫の確保状況の確認
は、車庫の概要を貨物自動車運送事
業の事業計画記載事項とすることによ
り行っている。

Ｃ
Ｄ－１
Ｅ

・　ご提案のような方法により複数登録を行うシャーシを特定化や利
用実態の把握をすることができたとしても、フェリー会社等が確保し
ているシャーシ置場や船内にあるシャーシの数は、景気変動、季節
波動、トラック事業者のフェリーの利用状況等により変動するもので
あり、その数をあらかじめ特定することは極めて困難であるため、そ
の数を見込んで車庫１か所あたり複数のシャーシの使用を認めるこ
とはできない。仮に、フェリー会社等が確保しているシャーシ置場や
船内にあるシャーシの数を特定することができたとしても、車庫１か
所あたり複数のシャーシの使用を前提とする事業計画は、自動車の
保管場所の確保等に関する法律の趣旨に反するものであり、貨物自
動車運送事業法上も認められない。なお、フェリー会社等が確保して
いるシャーシ置場や市の港湾局が提供する港湾用地等の陸上の駐
車スペースについては、貨物自動車運送事業者が当該土地の所有
者と賃貸借契約を締結する等により車庫として使用する権原を取得
すれば、事業計画上の車庫として認められ、その分については別途
車庫を確保する必要はなくなる。（特区として対応不可）
・　「段積み」とはどのような駐車形態を指しているか必ずしも明らか
ではないが、シャーシの車庫については、従来より、立体式や立掛け
式といったシャーシを立体的に保管する構造を有するものも認めて
おり、当該車庫が「段積み」を可能とする設備を有しているものであ
れば、「段積み」によって駐車可能な数のシャーシの使用が認められ
る。（現行の規定により対応可能）
・　ヘッドと対になっていないシャーシの車庫については、当該シャー
シを駐車できる面積を確保すれば足りることとしており、ヘッド・
シャーシ一対分の面積を要求する法令等の規定はなく、またそのよ
うな運用の実態もない。（事実誤認）

貴省からの回答では「フェリー会社等が確保し
ているシャーシ置場や船内にあるシャーシの数
は、景気変動、季節波動、トラック事業者のフェ
リーの利用状況等により変動する」とあるが、
同一航路に反復継続して利用される海上輸送
シャーシの複数登録の場合で、地方公共団体
が臨時の駐車スペースとして港湾用地を提供
するなど、責任を持って非常事態に対応するこ
とで、シャーシの適正保管・管理ができる場合
は、認めてもよいのではないか。具体的に検討
し、回答されたい。

Ｃ

１．複数登録を認めるシャーシの総数を、フェリー船内やフェリー埠頭の荷捌地における
シャーシの保管能力の一定割合とし、十分に限定したとしても、複数登録されるシャーシ
以外のシャーシによるこれらの駐車スペースの使用が排除されない限り、複数登録され
たシャーシを駐車するスペースが不足する可能性があるという問題や複数登録を認める
シャーシの総数を上記保管能力のどの程度の割合とするか、またその根拠は何かとい
う問題がある。
　　なお、フェリー埠頭の荷捌地について、特定のシャーシ以外のシャーシによる使用を
排除できるのであれば、北九州市が当該荷捌地をトラック事業者に事業計画上の車庫
として使用させることが可能であると考える。
２．非常事態への対応のために北九州市が提供する港湾用地は、いつでも駐車スペー
スとして使用可能な状態で確保されているもので、他の用途に使用されないものと考え
てよいか。もし、他の用途にも使用される可能性があり、いつでも駐車スペースとして使
用できることが担保できないのであれば、非常事態への対応として不適切であると考え
る。
　　なお、いつでも駐車スペースとして使用可能な状態で確保されているものであるなら
ば、北九州市が当該港湾用地をトラック事業者に事業計画上の車庫として使用させるこ
とが可能であると考える。
３．事業計画上の車庫として認められるためには、①原則として営業所に併設するもの
であること。ただし、併設できない場合は、平成３年６月２５日運輸省告示第３４０号に適
合すること。②車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が５０㎝以上確保され、かつ、
計画車両数すべてを収容できるものであること。③他の用途に使用される部分と明確に
区画されていること。④使用権原を有するものであること。⑤都市計画法等関係法令の
規定に抵触しないこと。⑥前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制
限令に適合すること。の要件を満たす必要があり、使用権原については、①自己所有の
場合は登記簿謄本等、借入の場合は概ね契約期間が一年以上の賃貸借契約書の添
付又は掲示をもって、使用権原を有するものとする。②ただし、賃貸借の契約期間が一
年に満たない場合、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り使用権限を有す
るものとみなす。という運用を行っている。
　　したがって、マーシャリングヤード等の港湾用地についても、北九州市がトラック事業
者と賃貸借契約を締結する等により、上記の要件を満たせば、事業計画上の車庫として
認められる。現に、一部の港湾においては、港湾用地をトラック事業者が事業計画上の車
４．仮に、１．及び２．において指摘した問題点が解決されたとしても、そもそも、自動車の

特例対象シャーシのための排他的駐車ス
ペースを確保し必要に応じ直ちに提供する体
制を整え変動に対応するとともに、シャーシ
の管理が不適切になされていないかを確認
する等の担保措置を責任を持って確実に講
じることにより、事業者ごとに実質的に必要と
なる保管場所の数を特定できるようなシステ
ムが構築され、自動車の保管場所の確保等
に関する法律上の整理がなされた場合に
は、貴省が指摘する１及び２の問題点も解決
されるものと考えられる。このような場合には
「複数登録」を認めることは可能と解してよい
か。

　お示しの措置の内容は必ずしも明らかでは
なく、地方公共団体が担保措置を責任を持っ
て確実に講じることにより、トラック事業者の
営業所ごとに実質的に必要となる保管場所
の数を特定できるようなシステムが構築され
るか否かも不明である。どのようなシステム
が構築されるのかが明らかになり、実効性も
確保されるのであれば、自動車の保管場所
の確保等に関する法律上の整理を踏まえ
て、本件要望実現に必要な措置内容を検討
する。

5077012 任意団体

126260
車検期間の
延長

道路運送車両法第６
１条
道路運送車両法施行
規則第３７条

使用者によって自動車検査証の有効
期間を変えることはしていない。

Ｃ

規制改革の推進に関する第２次答申（平成１４年１２
月１２日）にもあるように、安全で環境との調和のとれ
た車社会の実現を目指すという車検・点検整備制度
本来の目的を念頭に置き、必要なデータ等を収集の
上、安全確保、環境保全、技術進歩の面から有効期
間の延長を判断するための調査を平成１６年度中に
とりまとめ、その結果に基づき所要の措置を講ずるこ

ととしている。

本提案については検討の対象とされている
のか、明らかにされたい。
また、特区において先行的に実施できない
か、検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再
度検討し回答されたい。

・国土交通省より認証を受けている整備工場（認証
工場、指定工場）においては、不具合が生じた場合
でも自動車整備士による分解整備が可能であり、さ
らに指定工場においては車検と同等の検査（保安基
準に適合しているか）が可能である。従って、自社で
整備工場を有する運送事業者においては日常の整
備・点検により、安全の確保、環境の保全が可能で
あるため、車検期間を延長することは、車検制度本
来の目的を逸脱するものではないと考える。
・規制改革の推進に関する第２次答申（車検制度に
係る検討作業）では平成16年度中に調査の取りまと
めを行い、所要の措置が講じられるのは平成17年度
以降になると思われるが、必要なデータ等の収集の
モデルケースとして特区制度を活用し、この第２次答
申でも謳われているように、国民負担の軽減等の観
点からも施策内容を一刻も早く実現していただきた
い。

　

本提案についても検討の対象とされている。
　また、有効期間の見直し措置を行う際には、国民に対
する説明責任を全うするとともに、十分な透明性を確保
することとされていることから、有効期間は全国同時、
一律に実施する必要がある。従って特区において先行
的に実施することはできない。

2012040 北九州市
北九州市国
際物流特区

126260
車検期間の
延長

道路運送車両法第６
１条
道路運送車両法施行
規則第３７条

使用者によって自動車検査証の有効
期間を変えることはしていない。

Ｃ

規制改革の推進に関する第２次答申（平成１４年１２
月１２日）にもあるように、安全で環境との調和のとれ
た車社会の実現を目指すという車検・点検整備制度
本来の目的を念頭に置き、必要なデータ等を収集の
上、安全確保、環境保全、技術進歩の面から有効期
間の延長を判断するための調査を平成１６年度中に
とりまとめ、その結果に基づき所要の措置を講ずるこ

ととしている。

本提案については検討の対象とされている
のか、明らかにされたい。
また、特区において先行的に実施できない
か、検討し回答されたい。

本提案についても検討の対象とされている。
　また、有効期間の見直し措置を行う際には、国民に対
する説明責任を全うするとともに、十分な透明性を確保
することとされていることから、有効期間は全国同時、
一律に実施する必要がある。従って特区において先行
的に実施することはできない。

5003001 個人

126260
車検期間の
延長

道路運送車両法第６
１条
道路運送車両法施行
規則第３７条

使用者によって自動車検査証の有効
期間を変えることはしていない。

Ｃ

規制改革の推進に関する第２次答申（平成１４年１２
月１２日）にもあるように、安全で環境との調和のとれ
た車社会の実現を目指すという車検・点検整備制度
本来の目的を念頭に置き、必要なデータ等を収集の
上、安全確保、環境保全、技術進歩の面から有効期
間の延長を判断するための調査を平成１６年度中に
とりまとめ、その結果に基づき所要の措置を講ずるこ

ととしている。

本提案については検討の対象とされている
のか、明らかにされたい。
また、特区において先行的に実施できない
か、検討し回答されたい。

本提案についても検討の対象とされている。
　また、有効期間の見直し措置を行う際には、国民に対
する説明責任を全うするとともに、十分な透明性を確保
することとされていることから、有効期間は全国同時、
一律に実施する必要がある。従って特区において先行
的に実施することはできない。

5021203

社団法人
日本経済
団体連合
会

126260
車検期間の
延長

道路運送車両法第６
１条
道路運送車両法施行
規則第３７条

使用者によって自動車検査証の有効
期間を変えることはしていない。

Ｃ

規制改革の推進に関する第２次答申（平成１４年１２
月１２日）にもあるように、安全で環境との調和のとれ
た車社会の実現を目指すという車検・点検整備制度
本来の目的を念頭に置き、必要なデータ等を収集の
上、安全確保、環境保全、技術進歩の面から有効期
間の延長を判断するための調査を平成１６年度中に
とりまとめ、その結果に基づき所要の措置を講ずるこ

ととしている。

本提案については検討の対象とされている
のか、明らかにされたい。
また、特区において先行的に実施できない
か、検討し回答されたい。

本提案についても検討の対象とされている。
　また、有効期間の見直し措置を行う際には、国民に対
する説明責任を全うするとともに、十分な透明性を確保
することとされていることから、有効期間は全国同時、
一律に実施する必要がある。従って特区において先行
的に実施することはできない。

5021205

社団法人
日本経済
団体連合
会

126260
車検期間の
延長

道路運送車両法第６
１条
道路運送車両法施行
規則第３７条

使用者によって自動車検査証の有効
期間を変えることはしていない。

Ｃ

規制改革の推進に関する第２次答申（平成１４年１２
月１２日）にもあるように、安全で環境との調和のとれ
た車社会の実現を目指すという車検・点検整備制度
本来の目的を念頭に置き、必要なデータ等を収集の
上、安全確保、環境保全、技術進歩の面から有効期
間の延長を判断するための調査を平成１６年度中に
とりまとめ、その結果に基づき所要の措置を講ずるこ

ととしている。

本提案については検討の対象とされている
のか、明らかにされたい。
また、特区において先行的に実施できない
か、検討し回答されたい。

本提案についても検討の対象とされている。
　また、有効期間の見直し措置を行う際には、国民に対
する説明責任を全うするとともに、十分な透明性を確保
することとされていることから、有効期間は全国同時、
一律に実施する必要がある。従って特区において先行
的に実施することはできない。

5035014
社団法人
日本船主
協会
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答

規制特
例提案
事項管
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提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
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126260
車検期間の
延長

道路運送車両法第６
１条
道路運送車両法施行
規則第３７条

使用者によって自動車検査証の有効
期間を変えることはしていない。

Ｃ

規制改革の推進に関する第２次答申（平成１４年１２
月１２日）にもあるように、安全で環境との調和のとれ
た車社会の実現を目指すという車検・点検整備制度
本来の目的を念頭に置き、必要なデータ等を収集の
上、安全確保、環境保全、技術進歩の面から有効期
間の延長を判断するための調査を平成１６年度中に
とりまとめ、その結果に基づき所要の措置を講ずるこ

ととしている。

本提案については検討の対象とされている
のか、明らかにされたい。
また、特区において先行的に実施できない
か、検討し回答されたい。

本提案についても検討の対象とされている。
　また、有効期間の見直し措置を行う際には、国民に対
する説明責任を全うするとともに、十分な透明性を確保
することとされていることから、有効期間は全国同時、
一律に実施する必要がある。従って特区において先行
的に実施することはできない。

5077012 任意団体

126270
自動車車検
業務 の民間
への開放

道路運送車両法
自動車の登録は国の機関である運輸
支局等で行っている。

Ｃ

自動車の登録は保安基準の確保、犯罪捜査や交通
取締、さらには納税など自動車をめぐる各種公法上
の権利義務の明確化や社会秩序の維持のために必
要な情報を行政上記録し管理しているものであり、国
が行うべき事務であることから、自動車の登録業務を
指定整備工場等の民間に行わせることは考えられな
い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　自動車登録番号標
の交付の業務については国土交通大臣の指定を受
ければ何人でも行うことができる。
また、自動車検査証の交付、返付は強度な公権力の
行使を伴う業務であるから、その実施にあたっては、
厳正かつ公正中立に実施できる体制が必要である。
指定整備工場に、これらの公権力の行使を伴う業務
を開放することは困難

地域再生推進の観点から、アウトソーシングは
重要であることを踏まえ、提案が実現できない
か。具体的に検討し、回答されたい。

現在の制度においてアウトソーシングできる自動車登
録番号標交付代行者の業務については、すでに他団
体を指定し実施している。
また、民間（指定整備工場）は、既に自動車の検査（継
続検査）の件数の約７割の代行業務を行っており、十
分アウトソーシングされていると考えている。自動車検
査証の交付、返付といった強度な公権力の行使を伴う
業務については、民間に行わせることは考えられない。

3076090
株式会社
東京総合
研究所

い、しょく、
じゅう、ゆう、
がく
外国人起業
家と地域住民
が共生できる
特区（エリア）
の創生

126280

インターネッ
トによる自賠
責保険の募
集・発行

保険業法第5条第1項
第3号、第123条
自動車損害賠償保障
法第11条第1項、第
14条
保険業法施行規則第
11条2の2号
事務ガイドライン１－
１３

①自賠法では、被害者保護の観
点から契約の成立と同時に責任
保険契約の効力が生じることが規
定されている。
②これを受けて、現在のところ、事
業方法書では保険料の同時収受
が明記されている。
③任意保険と同様のインターネッ
トによる保険契約締結手続を行う
には、事業方法書の同時収受の
規定の変更につき、認可を受ける
ことが必要である。

D-1 －

自賠法では、被害者保護の観点から契約の成立と同
時に保険責任が生じることとされている。従って、業務
の的確な運営の観点から契約の成立時点で保険会
社による立替払等により保険料が確実に支払われる
ような措置を講じうるか等につき、十分慎重な検討が
必要である。

提案の内容は実現できるのか、明確にされた
い。

提案の内容が明確でないので一概には言えないが、イ
ンターネットによる自賠責保険の募集には規制はなく、
具体的には金融庁の回答を参照されたい。

3043010
株式会社
プレスト

インターネット
による自賠責
保険の募集・
発行

127010

カボタージュ
（国内輸送の
自国運送業
者への留保）
に係る規制
の緩和

船舶法第３条
日本各港間の輸送（貨物及び旅客）
は、原則日本籍船でなければ、行うこ
とができない。

c

外国籍船によるカボタージュ規制については、国民の
生活物資の安定輸送の確保、国家安全保障等の観
点から緩和することは考えていない。なお、本規制は
国家安全保障の観点から、欧米など世界的にも広く
行われているところである。

提案では、国土交通省の主張にある「安全保
障上の問題」については、現在一部船社に対し
船舶法３条但書の沿岸輸送特許の運用により
限定的に規制を解除していること等から問題は
生じない旨の指摘があり、全て認めないとする
のは合理的理由が無いのではないか。どのよ
うな場合に特例が認められるのか、明らかにさ
れたい。

外国籍船によるカボタージュ規制については、国民の
生活物資の安定輸送の確保、国家安全保障等の観点
から緩和することは考えていない。また、欧米など世界
的にも広く行われており、我が国が一方的に緩和する
ことは不利益を被ることとなる。なお、輸送の内容、態
様に関し国家間における相互主義等からわが国の利
益が確保されれば特許している。

2016050 横浜市
国際物流特
区

127010

カボタージュ
（国内輸送の
自国運送業
者への留保）
に係る規制
の緩和

船舶法第３条
日本各港間の輸送（貨物及び旅客）
は、原則日本籍船でなければ、行うこ
とができない。

c

外国籍船によるカボタージュ規制については、国民の
生活物資の安定輸送の確保、国家安全保障等の観
点から緩和することは考えていない。なお、本規制は
国家安全保障の観点から、欧米など世界的にも広く
行われているところである。

提案では、国土交通省の主張にある「安全保
障上の問題」については、現在一部船社に対し
船舶法３条但書の沿岸輸送特許の運用により
限定的に規制を解除していること等から問題は
生じない旨の指摘があり、全て認めないとする
のは合理的理由が無いのではないか。どのよ
うな場合に特例が認められるのか、明らかにさ
れたい。
また、「輸送用容器（空コンテナ）の輸送の申請
手続きが輸送の都度行わなければならないこ
ととなっているため、多くの外船社からその煩
雑さを指摘されていることから、年間で包括的
に承認するなど手続きの簡素化を求める」点に
ついては実現できないか、具体的に検討し、回
答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

外船社による空コンテナの国内輸送については「国
民の生活物資の安定輸送の確保、安全保障等」の
問題とはならず、規制を緩和することは可能と思われ
る。少なくとも沿岸輸送特許を包括的に承認するなど
の手続きの簡素化はすべきであると思うが、この点
についてのご意見を伺いたい。なお、カボタージュに
係る規制の緩和については従前の意見のとおりであ
る。

　

外国籍船によるカボタージュ規制については、国民の
生活物資の安定輸送の確保、国家安全保障等の観点
から緩和することは考えていない。また、欧米など世界
的にも広く行われており、我が国が一方的に緩和する
ことは不利益を被ることとなる。なお、輸送の内容、態
様に関し国家間における相互主義等からわが国の利
益が確保されれば特許している。空コンテナの包括的
な特許についても同様の考え方により、外国政府から
の要望を受けて（米、英、独）又は我が国政府が要望し
て（中）二国間で調整し、我が国の利益を確保した上で
相互に認め合って来ている。

米、英、独、中以外の国については空コンテ
ナ輸送はどのような状況になっているのか、
明らかにされたい。

４カ国以外の国においては、二国間で合意
がないことから空コンテナの包括輸送特許に
ついては認めていない。我が国の企業に対
し空コンテナ輸送を全く認めていない国もあ
ることから、外国政府から要望があり、相互
に認め合うなど、二国間で調整し、我が国の
利益が確保されることについて合意できれ
ば、包括的な特許を付与することは可能であ
る。

2017030 東京都
国際港湾特
区

127020

「臨時に航行
の用に供す
る」船の年間
使用日数の
拡大

船舶安全法第５条１
項４号、船舶安全法
施行規則第１９条の２

船舶安全法体系において、臨時航行
は、原則、年間３０日を限度に認められ
ている。

Ｄ－１

臨時航行における原則年間３０日の限定は、通達に
基づき運用されており、これまで個別の事例によって
は、３０日を超える臨時航行が認められた例もある。
本件についても、一定条件の下、安全性が確認でき
る場合には、臨時航行検査を行い、年間３０日を超え
る臨時航行を認めるという対応が考えられる。若しく
は、本プロジェクトが期間限定ということなので、限定
的な範囲で船舶検査を行い（船舶検査証書は発給さ
れる）、安全性を確認するという対応も考えられる。

1120030 横浜市
文化芸術創
造交流特区
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措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

127030

わが国第二
船籍制度の
創設（外国籍
から日本籍
に転籍する
外航商船に
対する船舶
設備・検査要
件等の特例）

船舶のトン数の測度
に関する法律第８条
船舶安全法第２条第

１項など

長さ24m以上の日本船舶の所有
者は、国際トン数証書の交付を受
けなければ、船舶を国際航海に従
事させてはならない。
船舶は船体、機関、操舵、救命、
消防、居住、航海用具等の設備を
施設することを要する。

C

主要な海運国では、自国籍船の国際競争力の確保、
安全保障等の総合的な観点から、各国独自の外航海
運政策を展開しており、第二船籍制度についても、そ
の政策遂行手段の一つとして導入している国もある｡
我が国においても、新しい時代に対応した総合的な
外航海運政策を検討する必要があると考え、既に日
本船主協会との間で協議の場を設けていることもあ
り、このような場も活用して検討を行うことが望ましい
と考えている。
なお、船舶設備・検査要件に関する問題については、
国際条約に基づくものであり、既に国際標準並になっ
ていると考えているが、個別具体的な要望があれば
詳細を伺い検討してまいりたい。

検討要請に対して、真摯に回答された
い。
なお、提案では、国際標準との比較にお
いて、船舶設備・検査要件について具体
例を示し、すでに具体的な要望が出され
ているので、個別具体的かつ網羅的に
回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、
再度検討し回答されたい。

第二船籍制度導入によって期待される効果、即ち日本籍船の
競争力回復によってわが国商船隊における日本籍船が増加
することについての担当省庁としての評価や見解を明示する
とともに、「特区として対応不可」の具体的な理由について明
示いただきたい。また、 「我が国においても、新しい時代に対
応した総合的な外航海運政策を検討する必要があると考え、
既に日本船主協会との間で協議の場を設けていることもあり、
このような場も活用して検討を行うことが望ましいと考えてい
る。」と回答されているが、現在、本件についての公式な協議
の場は存在していないので、いつまでに何をどのように検討し
ていくのか明示願いたい。また今後、協議の場が出来たとして
も、それをもって「特区として対応不可」の理由にはならないと
考える。なお、「船舶設備・検査要件に関する問題について
は、個別具体的な要望があれば詳細を伺い検討してまいりた
い。」との回答であるが、例えば①船級協会のより広範な活用
による実務的な船舶検査、②SOLAS条約加盟国の認証機関
による型式認定の受け入れなどにつき検討願いたい。また個
別具体的な要望の一例として添付の通り資料提出するので回
答願いたい。

　

１．第一次回答においても回答した通り、一部の海運国
において導入されているいわゆる第二船籍制度は、自
国籍船の国際競争力の強化、安全保障等の観点を踏
まえ、それぞれの国の外航海運政策の一環として位置
付けられているものである｡

２．わが国においても、新しい時代に対応した総合的な
外交海運政策を検討していく必要があると認識してお
り、その検討にあたっては、我が国の貿易物資の安定
輸送を確保する上でわが国商船隊や日本籍船をどの
ように位置付けるか、国として税制上の支援措置を設
ける必要性があるか、一国二制度となる第二船籍制度
が目的達成のため有効であるか等の論点について、総
合的に議論していく必要があると考えている。

３．日本船主協会からの要望については、これまでも
様々な場で協議を行ってきているところであるが、上記
のような問題意識の下に、すでに海運税制のあり方に
関する勉強会を立ち上げたところであり、この場で第二
船籍制度の議論も含め引き続き真剣な検討を行ってい
く所存である。

3018040
社団法人
日本船主
協会

わが国外航
商船の第二
船籍制度創
設

４．船舶の安全規制については、全ての船舶の安全確保を目指
して全国統一的に行うべきものであり、一国の中に異なる制度を
設ける合理的理由は見出せず、また、諸外国の第二船籍制度に
おいても船舶設備・検査要件について特例を定めた事例はない
と承知している。
１９７０年代後半から便宜置籍船の増加とともに大型船舶の海難
が増加し、人命の安全の確保、海洋環境の保全等に関する条約
の基準を満たさない船舶（サブスタンダード船）の存在が大きな
国際問題となっているところ、旗国政府（船籍国）がこれら条約に
定められた検査等の義務を十分に履行していないことがその大
きな原因と考えられている。これを受け、国際海事機関（ＩＭＯ）は
旗国政府がその義務を履行しているかを監査するシステムづくり
を進めているほか、旗国政府による検査等を補完する目的で、
寄港国によりＰＳＣ（ポートステートコントロール）と呼ばれる基準
適合性検査の強化が図られているところである。
このような状況において、ご要望の根拠とされている国際標準は
便宜置籍国における制度を中心としており、また、前述のような
サブスタンダード船の状況を踏まえれば、旗国政府の義務の履
行に影響する制度的見直しには基本的に慎重に対応することが
必要であるが、運用面において個別のご要望事項に応える方策
がないか、以下の方向で検討していきたいと考えている。

①証書の発給
ＩＯＰＰ証書等の重要な証書については、英国等先進国と同様に、国に
よる発給が必要であると考えているが、発給の際の事務処理について
は、さらに迅速な方法（ＩＴの利用等）がないか検討する。
②海外ドック時の対応
今後、恒常的に一定の業務量が期待できる場合には、現地領事館等
への常駐を検討し、総務省、外務省に要求していくこととしたい。また、
領事館の管轄を越える出張については、そのニーズも踏まえて外務省
と協議することとしたい。
③測度
　トン数を算定する測度業務は船舶に関する規制や税法上の適用の指
標を定める極めて公共性の高い行政行為であるため、引き続き国が実
施する必要があると考えている。海外における当該業務は、領事官（外
務省）が実施することとなっている。現在、海外における測度業務はわ
ずかである（毎年２隻程度（船主協会所属船）の実績）ことから、測度業
務を実施することのできる専門的知識を有する職員は配置されておら
ず、日本から船舶測度官が現地に赴いて協力しているのが実態である
が、今後、恒常的に一定量の測度業務が確保できる領事館があれば、
専門家を常駐すべく総務省及び外務省との間で交渉を行うこととした
い。
　マルチドラフト（１つの船舶に複数の満載喫水線の位置を設定するこ
と）については、関係機関との協議の上、国内の港のみにおいて通用
するものとして規定を整備し、ご要望にお応えしてきたところである。し
かしながら、今般のご要望については国際条約に違反する疑いがある
ため、国際的な対応は困難である。

④設備要件
ＳＯＬＡＳ条約等の国際条約においては、舶用機器につ
いての検査は旗国政府が責任を負っており、相互承認
に関する定めはない。一部の国においては、ＳＯＬＡＳ
加盟国の認証機関が承認した機器であれば、使用を認
めているようであるが、海運先進国では行われていな
いと承知している。以上を踏まえ、わが国が外国製品
について型式承認を行う場合には、外国の公的試験機
関における試験データ等を活用し、事業者の負担の軽
減を図った上で、承認行為自体は国自らが行うこととし
ている。なお、日本船への転籍等のケースにおいて
は、当該試験データの活用も含め、基準適合性につい
て合理的に確認できる方法がないか検討していきた
い。

⑤検査インターバル
　ご要望については、すでに措置済みである。

127040

わが国第二
船籍制度の
創設（日本籍
外航商船に
対するいわ
ゆる日本人
船員配乗要
件の廃止）

船舶職員及び小
型船舶操縦者法
第23条第2項（旧
法第23条の２第２
項）

法23条の外国船員に対する承認
を行うに当たっては、一～三等航
海士、一～三等機関士の６種類
の就業範囲を指定するものとして
いる。船長又は機関長の職務に
ついては就業範囲として指定して
いない。

C

主要な海運国では、自国籍船の国際競争力の確保、
安全保障等の総合的な観点から、各国独自の外航海
運政策を展開しており、第二船籍制度についても、そ
の政策遂行手段の一つとして導入している国もある｡
我が国においても、新しい時代に対応した総合的な
外航海運政策を検討する必要があると考え、既に日
本船主協会との間で協議の場を設けていることもあ
り、このような場も活用して検討を行うことが望ましい
と考えている。
 なお、日本籍船に対する日本人船員の配乗に関する
問題については、日本人船員の確保育成のあり方な
ど様々な観点にも関連するので、全日本海員組合等
他の関係者の意見も幅広く聞きながら検討してまいり
たい。

検討要請に対し、真摯に回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、
再度検討し回答されたい。

第二船籍制度導入によって期待される効果、即ち日本籍船の
競争力回復によってわが国商船隊における日本籍船が増加
することについての担当省庁としての評価や見解を明示する
とともに、「特区として対応不可」の具体的な理由について明
示いただきたい。また、「 我が国においても、新しい時代に対
応した総合的な外航海運政策を検討する必要があると考え、
既に日本船主協会との間で協議の場を設けていることもあり、
このような場も活用して検討を行うことが望ましいと考えてい
る。」と回答されているが、現在、本件についての公式な協議
の場は存在していないので、いつまでに何をどのように検討し
ていくのか明示願いたい。また今後、協議の場が出来たとして
も、それをもって「特区として対応不可」の理由にはならないと
考える。さらに、「日本籍船に対する日本人船員の配乗に関す
る問題については、日本人船員の確保育成のあり方など様々
な観点にも関連するので、全日本海員組合等他の関係者の
意見も幅広く聞きながら検討してまいりたい。」と回答されてい
るが、いつまでに何をどのように検討していくのか明示願いた
い。

　

１．第一次回答においても回答した通り、一部の海運国
において導入されているいわゆる第二船籍制度は、自
国籍船の国際競争力の強化、安全保障等の観点を踏
まえ、それぞれの国の外航海運政策の一環として位置
付けられているものである｡

２．わが国においても、新しい時代に対応した総合的な
外交海運政策を検討していく必要があると認識してお
り、その検討にあたっては、我が国の貿易物資の安定
輸送を確保する上でわが国商船隊や日本籍船をどの
ように位置付けるか、国として税制上の支援措置を設
ける必要性があるか、一国二制度となる第二船籍制度
が目的達成のため有効であるか等の論点について、全
日本海員組合等他の関係者の意見も幅広く聞きながら
総合的に議論していく必要があると考えている。

３．日本船主協会からの要望については、これまでも
様々な場で協議を行ってきているところであるが、上記
のような問題意識の下に、すでに海運税制のあり方に
関する勉強会を立ち上げたところであり、この場で第二
船籍制度の議論も含め引き続き真剣な検討を行ってい
く所存である。

3018030
社団法人
日本船主
協会

わが国外航
商船の第二
船籍制度創
設

127050

バリアフリー
化した観光船
に対する検
査など取扱
いの特例

船舶安全法第６条の
５、小型船舶安全規
則第２条、交通バリア
フリー法に基づく基準
省令第４節（船舶）

船舶安全法並びに船舶職員及び小型
船舶操縦者法体系において、原則、総
トン数２０トン未満の船舶が、小型船舶
として扱われている。また、交通バリア
フリー法に基づき、旅客船については
バリアフリー化のための設備基準が適
用されている。

Ｄ－１

船舶安全法体系においては、全国的に総トン数２０ト
ン未満の船舶が、小型船舶として扱われているため、
特定の区域において２０トンを超える大型の旅客船を
小型船舶として扱うことは安全性の観点から困難。し
かし、「移動円滑化のために必要な旅客施設及び車
両等の構造及び設備に関する基準省令」第５５条に
おいて、地方運輸局長による基準の緩和が認められ
ているため、本規定に基づき、当該船舶に対するバリ
アフリー基準の緩和措置を取ることにより総トン数20
トン未満となれば小型船舶としての取扱いとなる。
また、船舶職員及び小型船舶操縦者法の適用につい
ても、上記バリアフリー基準の緩和措置により総トン
数20トン未満となれば小型船舶としての取扱いとな
る。

要望にある船舶については、小型船舶の基準
が適用されるのか、明らかにされたい。

本件要望の船舶に対するバリアフリー基準の適用を具
体的に検討し、設計上の工夫、緩和措置等により、総ト
ン数を２０トン未満に押さえることができれば、船舶安全
法上、小型船舶の基準が適用されることとなる。（実際
に２０トン未満になるかどうかは、個別具体の船舶に対
する検討が必要で、当該船舶の構造・設備等に関する
設計に依存するため、一概に２０トン未満になるかどう
かは現時点では明確にはならない。）

1159010 西ノ島町
隠岐島バリア
フリー化海上
観光特区
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国土交通省

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

127060

強制水先の
必要な船舶
（外国籍船）
の見直し

水先法第１３条

  水先制度は、安全確保のために国際
的に実施されている社会的安全制度で
あり、自治体の区域に収まらない広域
的な船舶交通流に着目した社会的安
全制度である。さらに、現時点におい
て、水先制度にかわる安全確保のため
の代替措置はない。
  水先制度については、水先区におけ
る自然条件、船舶交通の状況、海難の
発生状況等、当該水域特性を十分踏
まえ、船舶の安全確保と運航効率の増
進の観点から、適時適切な見直しに取
り組んでいる。
  さらに、港湾コスト低減に対する社会
的要請を踏まえ、適時適切に料金の見
直しに取り組んでいる。

Ｃ

  日本籍船の船長に限られている航海実歴による強
制水先の免除の特例については、現在、総合規制改
革会議のエネルギー・運輸ＷＧにおいて取り上げられ
ているところであり、その議論の結果を踏まえ対処す
ることとしたい。

検討要請について回答されたい。
なお、「規制改革の推進に関する第３次答申」
には、「現在、船長の航海実歴による強制水先
の免除の対象となる船舶については、日本船
籍に限られているが、ヨーロッパにおける制度
も十分参考にして、外国籍船に対しても船長が
同等の知識・能力を有する場合には強制水先
の免除を認めるべき」とあり、これを最大限尊
重する立場から、検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

　強制水先の免除の特例については、本市がこれま
で要望してきたとおり、下関港の特殊性（韓国との近
接性を背景とした定期外航フェリー航路を始めとする
多頻度に入出港する外国籍船舶による外貿サービ
スの提供）を考慮していただき、特区制度において早
期対応が図られることを強く要望します。

　

　強制水先の必要な船舶（外国籍船）の見直しについ
ては、平成１５年１２月２２日、総合規制改革会議の「規
制改革の推進に関する第３次答申」において、「現在、
船長の航海実歴による強制水先の免除の対象となる
船舶については、日本船籍に限られているが、ヨーロッ
パにおける制度も十分参考にして、外国籍船に対して
も船長が同等の知識・能力を有する場合には強制水先
の免除を認めるべきである。」とされており、この答申に
沿って、平成１６年度中の結論・実施に向け検討を行う
こととしている。

貴省からの回答では「平成１６年度中の結
論・実施に向け検討を行うこととしている」と
あるが、平成１６年度中に確実に実施するこ
とができないか、検討し回答されたい。

Ｂ

　強制水先の必要な船舶（外国籍船）の見直
しについては、総合規制改革会議の「規制改
革の推進に関する第３次答申」において、
「現在、船長の航海実歴による強制水先の
免除の対象となる船舶については、日本船
籍に限られているが、ヨーロッパにおける制
度も十分参考にして、外国籍船に対しても船
長が同等の知識・能力を有する場合には強
制水先の免除を認めるべき（平成１６年度中
に結論・実施）である。」とされており、これに
従い検討・実施する。

2007010 下関市

下関市・東ア
ジアロジス
ティックス特
区

127060

強制水先の
必要な船舶
（外国籍船）
の見直し

水先法第１３条

  水先制度は、安全確保のために国際
的に実施されている社会的安全制度で
あり、自治体の区域に収まらない広域
的な船舶交通流に着目した社会的安
全制度である。さらに、現時点におい
て、水先制度にかわる安全確保のため
の代替措置はない。
  水先制度については、水先区におけ
る自然条件、船舶交通の状況、海難の
発生状況等、当該水域特性を十分踏
まえ、船舶の安全確保と運航効率の増
進の観点から、適時適切な見直しに取
り組んでいる。
  さらに、港湾コスト低減に対する社会
的要請を踏まえ、適時適切に料金の見
直しに取り組んでいる。

Ｃ

  日本籍船の船長に限られている航海実歴による強
制水先の免除の特例については、現在、総合規制改
革会議のエネルギー・運輸ＷＧにおいて取り上げられ
ているところであり、その議論の結果を踏まえ対処す
ることとしたい。

検討要請について回答されたい。
なお、「規制改革の推進に関する第３次答申」
には、「現在、船長の航海実歴による強制水先
の免除の対象となる船舶については、日本船
籍に限られているが、ヨーロッパにおける制度
も十分参考にして、外国籍船に対しても船長が
同等の知識・能力を有する場合には強制水先
の免除を認めるべき」とあり、これを最大限尊
重する立場から、検討し回答されたい。

強制水先の必要な船舶（外国籍船）の見直しについて
は、平成１５年１２月２２日、総合規制改革会議の「規制
改革の推進に関する第３次答申」において、「現在、船
長の航海実歴による強制水先の免除の対象となる船
舶については、日本船籍に限られているが、ヨーロッパ
における制度も十分参考にして、外国籍船に対しても
船長が同等の知識・能力を有する場合には強制水先
の免除を認めるべきである。」とされており、この答申に
沿って、平成１６年度中の結論・実施に向け検討を行う
こととしている。

貴省からの回答では「平成１６年度中の結
論・実施に向け検討を行うこととしている」と
あるが、平成１６年度中に確実に実施するこ
とができないか、検討し回答されたい。

Ｂ

　強制水先の必要な船舶（外国籍船）の見直
しについては、総合規制改革会議の「規制改
革の推進に関する第３次答申」において、
「現在、船長の航海実歴による強制水先の
免除の対象となる船舶については、日本船
籍に限られているが、ヨーロッパにおける制
度も十分参考にして、外国籍船に対しても船
長が同等の知識・能力を有する場合には強
制水先の免除を認めるべき（平成１６年度中
に結論・実施）である。」とされており、これに
従い検討・実施する。

2016040 横浜市
国際物流特
区

127060

強制水先の
必要な船舶
（外国籍船）
の見直し

水先法第１３条

  水先制度は、安全確保のために国際
的に実施されている社会的安全制度で
あり、自治体の区域に収まらない広域
的な船舶交通流に着目した社会的安
全制度である。さらに、現時点におい
て、水先制度にかわる安全確保のため
の代替措置はない。
  水先制度については、水先区におけ
る自然条件、船舶交通の状況、海難の
発生状況等、当該水域特性を十分踏
まえ、船舶の安全確保と運航効率の増
進の観点から、適時適切な見直しに取
り組んでいる。
  さらに、港湾コスト低減に対する社会
的要請を踏まえ、適時適切に料金の見
直しに取り組んでいる。

Ｃ、Ｄ
－３

  日本籍船の船長に限られている航海実歴による強
制水先の免除の特例については、現在、総合規制改
革会議のエネルギー・運輸ＷＧにおいて取り上げられ
ているところであり、その議論の結果を踏まえ対処す
ることとしたい。
　また、水先料金については、現在、全国的に各強制
水先区の料金の見直し作業を進めており、本年１月
には見直しの第一次分を措置したところである。引き
続き、料金のベースとなるきょう導距離等の再検証を
進め、１５年度内に必要な見直しを行うこととしてい
る。

検討要請について回答されたい。
なお、「規制改革の推進に関する第３次答申」
には、「現在、船長の航海実歴による強制水先
の免除の対象となる船舶については、日本船
籍に限られているが、ヨーロッパにおける制度
も十分参考にして、外国籍船に対しても船長が
同等の知識・能力を有する場合には強制水先
の免除を認めるべき」とあり、これを最大限尊
重する立場から、検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

提案に対する国土交通省の対応は、強制水先制度
の見直しについて、「総合規制改革会議のエネル
ギー・運輸WGにおいて取り上げられているところで
あり、その議論の結果を踏まえ対処することとした
い」とのことであった。それに対し、先の総合規制改
革会議では、「ヨーロッパにおける制度も十分参考に
して、外国籍船に対しても船長が同等の知識・能力
を有する場合には強制水先の免除を認めるべきであ
る」との提言があった。同提言の実現を望むととも
に、制度見直しの議論について、今後、実効的な提
案を行っていくためにも、その過程を公開していただ
くよう要望する。

　

　強制水先の必要な船舶（外国籍船）の見直しについ
ては、平成１５年１２月２２日、総合規制改革会議の「規
制改革の推進に関する第３次答申」において、「現在、
船長の航海実歴による強制水先の免除の対象となる
船舶については、日本船籍に限られているが、ヨーロッ
パにおける制度も十分参考にして、外国籍船に対して
も船長が同等の知識・能力を有する場合には強制水先
の免除を認めるべきである。」とされており、この答申に
沿って、平成１６年度中の結論・実施に向け検討を行う
こととしている。

貴省からの回答では「平成１６年度中の結
論・実施に向け検討を行うこととしている」と
あるが、平成１６年度中に確実に実施するこ
とができないか、検討し回答されたい。

Ｂ

　強制水先の必要な船舶（外国籍船）の見直
しについては、総合規制改革会議の「規制改
革の推進に関する第３次答申」において、
「現在、船長の航海実歴による強制水先の
免除の対象となる船舶については、日本船
籍に限られているが、ヨーロッパにおける制
度も十分参考にして、外国籍船に対しても船
長が同等の知識・能力を有する場合には強
制水先の免除を認めるべき（平成１６年度中
に結論・実施）である。」とされており、これに
従い検討・実施する。

2017020 東京都
国際港湾特
区

127060

強制水先の
必要な船舶
〈外国籍
船）の見直
し

水先法第１３条（強制
水先）同法施行規第
２２条（強制水先）

  水先制度は、安全確保のために国際的に実施さ
れている社会的安全制度であり、自治体の区域に
収まらない広域的な船舶交通流に着目した社会
的安全制度である。さらに、現時点において、水先
制度にかわる安全確保のための代替措置はな
い。
  水先制度については、水先区における自然条
件、船舶交通の状況、海難の発生状況等、当該水
域特性を十分踏まえ、船舶の安全確保と運航効
率の増進の観点から、適時適切な見直しに取り組
んでいる。
  さらに、港湾コスト低減に対する社会的要請を踏
まえ、適時適切に料金の見直しに取り組んでい
る。

Ｃ

  日本籍船の船長に限られている航海実歴による強
制水先の免除の特例については、現在、総合規制改
革会議のエネルギー・運輸ＷＧにおいて取り上げられ
ているところであり、その議論の結果を踏まえ対処す
ることとしたい。

検討要請について回答されたい。
なお、「規制改革の推進に関する第３次答申」
には、「現在、船長の航海実歴による強制水先
の免除の対象となる船舶については、日本船
籍に限られているが、ヨーロッパにおける制度
も十分参考にして、外国籍船に対しても船長が
同等の知識・能力を有する場合には強制水先
の免除を認めるべき」とあり、これを最大限尊
重する立場から、検討し回答されたい。

　強制水先の必要な船舶（外国籍船）の見直しについ
ては、平成１５年１２月２２日、総合規制改革会議の「規
制改革の推進に関する第３次答申」において、「現在、
船長の航海実歴による強制水先の免除の対象となる
船舶については、日本船籍に限られているが、ヨーロッ
パにおける制度も十分参考にして、外国籍船に対して
も船長が同等の知識・能力を有する場合には強制水先
の免除を認めるべきである。」とされており、この答申に
沿って、平成１６年度中の結論・実施に向け検討を行う
こととしている。

貴省からの回答では「平成１６年度中の結
論・実施に向け検討を行うこととしている」と
あるが、平成１６年度中に確実に実施するこ
とができないか、検討し回答されたい。

Ｂ

　強制水先の必要な船舶（外国籍船）の見直
しについては、総合規制改革会議の「規制改
革の推進に関する第３次答申」において、
「現在、船長の航海実歴による強制水先の
免除の対象となる船舶については、日本船
籍に限られているが、ヨーロッパにおける制
度も十分参考にして、外国籍船に対しても船
長が同等の知識・能力を有する場合には強
制水先の免除を認めるべき（平成１６年度中
に結論・実施）である。」とされており、これに
従い検討・実施する。

5021210

社団法人
日本経済
団体連合
会

127070
水先料金制
度の更なる
見直し

水先法第１３条

　現行の水先料金は、きょう導距離等
水域特性に伴う操船困難度を勘案し、
水先区毎に設定している。
水先料金は、港湾コストの約５％程度
ではあるが、コスト低減に対する社会
的要請等を踏まえ、適時適切に料金の
見直しに取り組んでいる。

Ｄ-３ Ⅲ

　水先料金については、現在、全国的に各強制水先
区の料金の見直し作業を進めており、本年１月には
見直しの第一次分を措置（船舶の大きさ、船種により
効果は異なるが、トータルで概ね１割から２割程度の
料金低減効果がある。）したところである。引き続き、
料金のベースとなるきょう導距離等の再検証を進め、
１５年度内に必要な見直しを行うこととしている。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　横浜港への入出港に際しての水先料金について、
平成15年1月にきょう導距離の見直しなど第1次措置
がなされましたが、更なる料金低減化について、早期
に実現していただくようお願いします。

　

水先料金については、現在、全国的に各強制水先区の
料金の見直し作業を進めており、１５年１月には見直し
の第一次分を措置（船舶の大きさ、船種により効果は
異なるが、トータルで概ね１割から２割程度の料金低減
効果がある。）したところであり、横浜港への入出港に
際しての水先料金についても引下げを行ったところであ
る。引き続き、料金のベースとなるきょう導距離等の再
検証を進め、１５年度内に必要な見直しを行うこととして
いる。

2016010 横浜市
国際物流特
区

127080

強制水先の
必要な船舶
の範囲（対象
船舶の大き
さ）の見直し

水先法第１３条

  水先制度は、安全確保のために国際的に実施さ
れている社会的安全制度であり、自治体の区域に
収まらない広域的な船舶交通流に着目した社会
的安全制度である。さらに、現時点において、水先
制度にかわる安全確保のための代替措置はな
い。
  水先制度については、水先区における自然条
件、船舶交通の状況、海難の発生状況等、当該水
域特性を十分踏まえ、船舶の安全確保と運航効
率の増進の観点から、適時適切な見直しに取り組
んでいる。
  さらに、港湾コスト低減に対する社会的要請を踏
まえ、適時適切に料金の見直しに取り組んでい
る。

Ｃ

　強制水先の対象船舶の範囲の設定にあたっては、
当該水先区ごとに、その地形的条件、港湾及び航路
の整備状況、船舶の輻輳状況、海難の状況等多様な
要素を総合的に勘案して判断している。
　横浜港の現港湾計画における主たる整備は平成１
５年度に完成する予定であるとのご説明であるが、平
成１５年度は、本牧埠頭の埋め立てや南本牧埠頭の
外周護岸工事が終了する予定であり、本格的な稼働
までにはさらに時間を要すると聞いている。いずれに
せよ、強制水先の対象船舶の見直しは、港湾整備の
進捗状況だけでなく、港湾整備後の当該水域におけ
る船舶交通の状況変化に関する分析や新たな交通
状況下での操船安全面の十分な技術的検証（操船シ
ミュレータ）に基づいて実施されるものであることか
ら、こうした安全面の検証を無視した規制の緩和を行
うことは困難である。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　他の主要港湾と同じ水準となるよう、操船安全面の
十分な技術検証（操船シミュレータ）などの実施を含
めた、見直し時期の前倒しをお願いしたい。

　

強制水先の対象船舶の範囲の設定にあたっては、当
該水先区ごとに、その地形的条件、港湾及び航路の整
備状況、船舶の輻輳状況、海難の状況等多様な要素
を総合的に勘案して判断している。
　横浜港における港湾整備状況は、１５年度に、本牧埠
頭の埋め立てや南本牧埠頭の外周護岸工事が終了す
る予定であり、本格的な稼動までには更に時間を要す
ると聞いている。このため、現時点では、港湾整備後の
船社の具体的な船舶運航スケジュールやこれに伴う航
路・時間帯ごとの船舶交通流の状況を確定することは
困難であり、操船シミュレータの実施の前提となる操船
局面を設定することができないため、安全面の検証を
行うことができない。
　従って、ご要望のような強制水先の対象船舶の見直
しを前倒して行うことは困難である。

2016020 横浜市
国際物流特
区
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措置
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措置
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容
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「措置
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例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

127090

強制水先区
の見直しによ
る水先料金
の低減化

水先法第１３条

  水先制度は、安全確保のために国際的に実施さ
れている社会的安全制度であり、自治体の区域に
収まらない広域的な船舶交通流に着目した社会
的安全制度である。さらに、現時点において、水先
制度にかわる安全確保のための代替措置はな
い。
  水先制度については、水先区における自然条
件、船舶交通の状況、海難の発生状況等、当該水
域特性を十分踏まえ、船舶の安全確保と運航効
率の増進の観点から、適時適切な見直しに取り組
んでいる。
  さらに、港湾コスト低減に対する社会的要請を踏
まえ、適時適切に料金の見直しに取り組んでい
る。

E

　東京港と横浜港を移動する船舶に対する水先は、
東京港のバースと境界との間、東京港の境界と横浜
港の境界との間、横浜港の境界とバースとの間を
別々の水先人が実施しているが、これは、安全上の
観点からそれぞれの水域に精通した水先人が専門的
に水先業務を担当する必要があるためである。そし
て、各水先人の業務に重複はなく、従って、水先料金
にも重複がないため、現状においてもコストの増加に
つながっているという事実はない。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　東京港の港界と横浜港の港界の間の水域は、東京
水先区、東京湾水先区、横須賀水先区の3つの水先
区の重複区域であり、前記のいずれの水先区の水
先人もこの水域に精通しています。
　また、各水先人の業務に重複は無いものの、水先
人の乗下船に伴うロスや水先に付帯する民間役務な
ど、ユーザーが負担するコストへの影響があることか
ら、改善をお願いするものです。

　

東京港と横浜港を移動する船舶に対する水先は、東京
港のバースと境界との間の入出港業務、東京港の境界
と横浜港の境界との間の航行業務、横浜港の境界と
バースまでの入出港業務を別々の水先人が実施して
いるが、これは、安全上の観点からそれぞれの水域事
情に精通した水先人が専門的に水先業務を担当する
必要があるためであり、水先人の業務に重複はない。
　なお、各港のバースから境界付近までは低速で航行
する必要があり、低速航行中に水先人が乗船するのが
一般的である。従って、水先人の乗下船に伴う時間的
なロスはなく、また、乗下船に伴う実費を追加徴収して
いるという事実はないため、当該業務によりユーザーが
負担するコストに影響があるとの指摘は事実誤認であ
る。

2016030 横浜市
国際物流特
区

127100

一般旅客定
期航路事業
に係る許可
申請手続き
の簡素化

一般旅客定
期航路事業
に係る許可
制の一部届
出制化

海上運送法第３条
一般旅客定期航路事業については、
航路ごとの許可となっている。

Ｃ

１．一般旅客定期航路事業については、輸送施設の
適応性及び船舶交通の安全性に係る審査を行うこと
となっており、安全基準を満たす者には等しく参入の
道を開く許可制を採用していることから、仮に試験運
航に限ったとしても安全性の観点から届出制とするこ
とは認められない。
２．また、一般旅客定期航路事業については、船舶運
航計画に定める運航の確保義務がかかるものの、船
舶運航計画については届出制となっており、季節に
限った運航や週末のみの運航、臨時便による増便の
設定も可能で、輸送需要に応じた運航ができることに
なっており、船舶運航計画の工夫によりリスクに対処
することは可能である。　　　　　　　　　　　３．なお、い
うまでもなく退出も自由となっている。

試験運航については、許可手続きを簡素化で
きないか、検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

　安全性の確保は重要な事項であると認識しており、
新規の一般旅客定期航路事業については、現行制
度での対応が望ましいと考えています。しかし、今回
の提案は、既に横浜港内において一般旅客定期航
路事業を実施している事業者を対象としたものであ
り、同事業者は安全基準や横浜港の状況等を熟知し
ているとともに、試験運航に限るものであることから
届出の場合においても安全基準は確保できるものと
考えています。また、届出制が認められない場合は、
既に一般旅客定期航路事業を実施している事業者
については、現在２ヶ月程度と言われている許可に
要する手続き期間を大幅に短縮する等の特例措置
を認めていただくようお願いいたします。これにより、
試験運航の迅速かつ効率的な事業計画が可能にな
り、横浜港における水上交通の活性化が図れるもの
と考えています。

　

１．旅客船事業については、安全性の確保の観点から
航路ごとの許可制となっている。
２．既に横浜港において一般旅客定期航路事業を実施
している事業者が、試験運航に限るものとして一般旅
客定期航路事業の申請を行ったとしても、使用する岸
壁や航路等の港湾施設が異なる場合は、当該施設の
安全確認が必要である。
３．既存事業者の新規事業に供するものが同一の船舶
や港湾施設であれば、新規事業者と同等の審査を行う
必要はなく、おのずから手続き期間は短縮される。な
お、港湾施設の審査については、港湾管理者等対し意
見照会を行っており、港湾管理者等からの回答が速や
かであり、かつ事業者からの書類に不備がなければ、
より短い期間での対応が可能である。

2015010 横浜市
みなとの賑わ
い特区

127110

不定期航路
事業の小型
船における
旅客定員の
柔軟化

海上運送法第2１条１
項、第２０条２項

一定の航路に旅客船（旅客定員１３名以上の船
舶）を就航させて人の運送をする不定期航路事業
（旅客不定期航路事業）を営もうとする者は、航路
ごとに国土交通大臣の許可を受けることとなって
いる。

Ｃ

１．海上運送法第２１条の一定の航路に旅客船（旅客
定員１３名以上の船舶）を就航させて人の運送をする
不定期航路事業（旅客不定期航路事業）を営もうとす
る者については、輸送の安全を確保する観点から、
届出ではなく、安全審査等をクリアした者のみに参入
の道が開かれる許可制を採用しているところである。
２．旅客定員１３名以上を旅客船としているのは、ＳＯ
ＬＡＳ条約において、１３名以上の旅客定員を持つ船
舶を旅客船とする考え方がとられていることに準拠し
ているものである。
３．旅客定員１３名以上であれば、一般旅客定期航路
事業又は旅客不定期航路事業、１２名以下であれ
ば、人の運送をする不定期航路事業でいずれも対応
できることとなっている。

3045010 個人
玄界灘海上
運送特区

127120
入場料徴収
義務の撤廃

モーターボート競走
法第７条

施行者は、競走を開催するときは、入
場者（競走に関係する政府職員及び施
行者の職員等並びに省令で定めるも
のを除く。）から省令で定める額以上の
入場料を徴収しなければならない。

D-1

モーターボート競走法第７条において、国土交通省令
（モーターボート競走法施行規則）で定めるものを除
き、入場者から入場料を徴収することとされている
が、同省令第４条においては、無料入場者として、国
会議員や政府及び施行者の職員等が具体的に定め
られている他、第５号において「競走に関し学識経験
を有する者、競走に関する報道関係者、競走の事務
に従う者その他の者であつて施行者が競走の実施に
関する規程で定めるもの」についても無料入場者とし
て定められている。
このため、施行者が定める競走の実施に関する規程
（条例）において、一定の入場者について無料入場者
として定めることは元来可能である。

ファンキャンペーン月間において入場無料とす
ることについて、省令第4条により認められるの
か、回答されたい。

施行者が定める競走の実施に関する規程（条例）にお
いて、ファンキャンペーン月間における入場者を無料入
場者として定めることは省令第４条により認められる。

1093010 尼崎市

尼崎競艇場
アドミッショ
ン・イノベー
ション特区

127130
施行者の勝
舟投票券の
購入可能化

モーターボート競走
法第９条

競走に関係する施行者の職員にあっ
てはすべての競走について勝舟投票
券を購入し、又は譲り受けてはならな
い。

C

開催権を有する施行者自らが勝舟投票券を購入する
ことは、ギャンブルそのものが成立しないこととなるば
かりでなく、施行者が購入することによりオッズ操作の
疑いを招くこともあり得ること、また、施行者が法律で
要求されている「競走の公正を確保」することを自ら放
棄することのほか、電話投票の購入者及び場外発売
場の購入者の理解が得られないことから、モーター
ボート競走に対する信頼を失うこととなるものであり、
施行者が舟券を購入するにあたり、配布枚数の上限
の設定、配布舟券への記名等の代替措置を講ずるこ
ととしても、競走の公正の確保を図ることは不可能で
ある。

1093030 尼崎市

尼崎競艇場
アドミッショ
ン・イノベー
ション特区

44／48
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128010

成層圏に定
点滞空する
飛行体（動力
付気球）の飛
翔実験に対
する許可基
準の緩和

航空法第９９条の２及
び航空法施行規則第
２０９条の３

航空法第９９条の２は、①航空交通の安全及び円
滑な流れを確保するため、貴提案の飛行体等の
飛行を一定の空域において実施することを原則と
して禁止し、一定の基準により許可された場合に
限り例外的に禁止を解除（第１項）し、または②そ
の他の空域においては通報させることにより（第２
項）、航空交通の安全を確保するとともに空域の
有効かつ合理的な利用を図る趣旨で、制度を定め
るものである。
ここで、①の空域においては、一定の許可基準を
満たし、事前の調整を経たものについて当該空域
内の航行を許可するものである。また、②の空域
についても、航空交通の安全を確保するとともに
空域の有効かつ合理的な利用を図る趣旨で、氏
名、住所、内容、日時、場所等の通報を必要として
いる。

Ｃ

非常に重要なプロジェクトであるという認識はあるも
のの、特に、本実験が実施される空域は関東の主要
空港近傍であり、多数の航空機が飛行するため、航
空交通の安全確保、及び円滑な流れを阻害すること
のないよう、空域・時間帯に係る事前調整は従来どお
り必須であると考える。

貴省の回答にある事前調整を行うことにより、
日照時（昼間）に高度20kmまでの空域通過を
許可することができないか。具体的に検討し、
回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

・関東の主要空港近傍とはどの程度の範囲を指し示
すのか明らかにしていただきたい。
・事前調整によっては、日照時の空域通過の許可又
は通報受理をしていただけるのか。
・日照時の空域通過の許可又は通報受理がなされな
いのは、基準のどの項目によるのか基準を明示して
いただきたい。
・日照時の空域通過は、本プロジェクトにおいて必須
の項目となるため、どのようにしたら実施可能か。

　 Ｄ－１

①ケースによって空港近傍の意味するところは変わるところであ
るが、今回の場合は、主に新東京国際空港到着機の誘導等へ
影響を及ぼす範囲として、例えば新東京国際空港については当
該空港を中心とした半径５０マイル程度の範囲と考える。
②放船場所の東側には複数の洋上転移経路が設定されており、
多くの航空機が飛行しているため事前調整は必須であるが、主
に空域的／時間的な部分で調整が完了すれば空域通過の許可
又は通報受理は可能であると考える。
③許可（通報受理含む。）手続き上、航空法第９９条の２の趣旨
に鑑み、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものと認め
られるか関係管制機関等において確認し、その結果をふまえて
処分を決定することとしている。したがって、前段の事前調整を
完了していれば、許可又は通報受理は可能であるものと考える。
④放船場所のほぼ直上に、新東京国際空港到着機が使用する
航空路Ｒ２１１及び直行経路（ＩＸＥ－ＧＬＡＸＹ－ＳＷＡＭＰ）がある
ため、当該経路の使用頻度が低い時間帯に放船する、又は飛行
船の上昇高度に一定の制限を課す必要がある。
洋上転移経路のうち、ＯＴＲ５については使用頻度が比較的低い
時間帯に放船時間を設定する必要がある。また、ＯＴＲ４、ＯＴＲ１
０については、使用頻度が高く運用上の対応が困難であるため、
当該経路の内側１０ＮＭ以内の空域において全ての飛行を完了
する必要がある。
以上の条件を満たすことができれば、日照時における当該空域
での放船は可能であると考える。

2022010

茨城県、
独立行政
法人 産業
技術総合
研究所、
㈱知識情
報研究
所、㈱ハイ
コム、㈱ＰＩ
Ｅ、㈱エイ・
イー・エス

つくば・東海・
日立知的特
区

128020

成層圏に定
点滞空する
飛行体（動力
付気球）の飛
翔実験に対
する許可基
準の緩和

航空法第９９条の２及
び航空法施行規則第
２０９条の３

航空法第９９条の２は、①航空交通の安全及び円
滑な流れを確保するため、貴提案の飛行体等の
飛行を一定の空域において実施することを原則と
して禁止し、一定の基準により許可された場合に
限り例外的に禁止を解除（第１項）し、または②そ
の他の空域においては通報させることにより（第２
項）、航空交通の安全を確保するとともに空域の
有効かつ合理的な利用を図る趣旨で、制度を定め
るものである。
ここで、①の空域においては、一定の許可基準を
満たし、事前の調整を経たものについて当該空域
内の航行を許可するものである。また、②の空域
についても、航空交通の安全を確保するとともに
空域の有効かつ合理的な利用を図る趣旨で、氏
名、住所、内容、日時、場所等の通報を必要として
いる。

Ｃ

航空関係者に対する情報提供、及び航空交通の安全
のため、通報行為は必要である。また、通報は、①事
前に飛行実施計画の全般についての事前の情報提
供及び必要な段階での更新、②航空交通業務上の
必要に応じた飛行中の位置通報等、航空交通の安全
確保のために、適時適切な情報の提供が必要であ
り、当該通報はこの情報提供に必須である。

通報義務の各回の必要性及び連絡先の各個
所の必要性について再吟味し、これを簡素化
できないか。具体的に検討し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

・成層圏に定点滞空する飛行体（動力付気球）の飛
翔実験に際し、通報義務は気球放球の７日前、２日
前、前日、２時間前、直前、着水時の６回もあり、ま
た、連絡先も約３０箇所もあることから、特区内の飛
翔実験に限り２日前及び２時間前の事前連絡を省略
していただきたい。

Ｄ－１

通報行為自体の必要性については、先の回答のとおり
だが、貴指摘の６回の通報の性質を再考した結果、７
日前及び１日前の通報行為は省略可能であると考えら
れる。
なお、実施行為の性質（気象条件等）から実施予定日
時の確定が２日前までに困難な場合等には、当方の対
応可能な範囲で当該時期を調整することは可能、ま
た、２時間前の通報は関係管制機関が速やかに措置
対応するため必要と考える。
連絡先について、航空法第９９条の２の許可（通報を含
む。）に基づく航空関係の連絡先は、具体の実施空域
にもよるが、航空情報発行官署、関係管制機関、関係
空域管理機関等で、多くとも数ヶ所程度である。

貴省からの回答では「７日前及び１日前の通
報行為は省略可能」とあるが、このためには
何らかの法令上の措置が必要か、確認され
たい。

７日前及び１日前の通報行為については、通
達による規定に加え、安全上の観点から念
のため確認を求めていたが、当該要請を受
け改めて当方で整理したところ、省略可能で
あるとの結論に達したものであり、法令上の
措置については、特に必要ない。

2022020

茨城県、
独立行政
法人 産業
技術総合
研究所、
㈱知識情
報研究
所、㈱ハイ
コム、㈱ＰＩ
Ｅ、㈱エイ・
イー・エス

つくば・東海・
日立知的特
区

128030

成層圏に定
点滞空する
飛行体（動力
付気球）の飛
翔実験に対
する許可基
準の緩和

航空法第９９条の２及
び航空法施行規則第
２０９条の３

航空法第９９条の２は、①航空交通の安全及び円
滑な流れを確保するため、貴提案の飛行体等の
飛行を一定の空域において実施することを原則と
して禁止し、一定の基準により許可された場合に
限り例外的に禁止を解除（第１項）し、または②そ
の他の空域においては通報させることにより（第２
項）、航空交通の安全を確保するとともに空域の
有効かつ合理的な利用を図る趣旨で、制度を定め
るものである。
ここで、①の空域においては、一定の許可基準を
満たし、事前の調整を経たものについて当該空域
内の航行を許可するものである。また、②の空域
についても、航空交通の安全を確保するとともに
空域の有効かつ合理的な利用を図る趣旨で、氏
名、住所、内容、日時、場所等の通報を必要として
いる。

Ｃ

航空機の安全確保のため、関係管制機関等が追跡
可能となるような精度の高い位置情報が必要な場合
には、当該情報を提供する装置が必要となり、レー
ダー管制上トランスポンダーが極めて有効である。こ
の情報が提供されない場合には、さらなる通報行為
等が必要となるとともに、空域の有効利用が困難とな
り、航空機の安全確保の観点から、今まで以上の空
域的制約あるいは当該空域における航空機の航行
制限等、さらなる危険防止措置が必要となることも予
想される。

2022030
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成層圏に定
点滞空する
飛行体（動力
付気球）の高
度1000mまで
の飛翔実験
の容認

航空法第９９条の２及
び航空法施行規則第
２０９条の３

航空法第９９条の２は、①航空交通の安全及び円
滑な流れを確保するため、貴提案の飛行体等の
飛行を一定の空域において実施することを原則と
して禁止し、一定の基準により許可された場合に
限り例外的に禁止を解除（第１項）し、または②そ
の他の空域においては通報させることにより（第２
項）、航空交通の安全を確保するとともに空域の
有効かつ合理的な利用を図る趣旨で、制度を定め
るものである。
ここで、①の空域においては、一定の許可基準を
満たし、事前の調整を経たものについて当該空域
内の航行を許可するものである。また、②の空域
についても、航空交通の安全を確保するとともに
空域の有効かつ合理的な利用を図る趣旨で、氏
名、住所、内容、日時、場所等の通報を必要として
いる。

Ｄ－１

貴要望空域内には、原則として禁止され許可が必要
な空域と、通報が必要な空域があるが、限定した空域
内において、航空交通量、管制方式等について状況
の変化が少ないと認められる場合には、同一の条件
により、一定期間許可されることがある。

2022040
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外国籍航空
機の離着陸
指定飛行場
に係る規制
の特例

航空法第１２６条第５
項、航空法施行規則
第２３０条の２、運輸
省告示第２４７号

外国籍の航空機は、国土交通大臣の
指定する飛行場に離着陸しなければな
らない。但し、国土交通大臣の許可を
受ければ、それ以外の飛行場に離着
陸することができる。

Ｃ　

航空法第１２６条第５項の指定については、外国籍機に頻繁に利用
されることが想定され、かつ、空港政策、セキュリティ、運航の安全の
確保、受入体制等の観点から、適切である空港に限り行うこととして
おり、国際定期便に利用されている、あるいは利用される予定がある
空港を指定している。また、指定は、諸外国の運航主体に周知してい
る。中部国際空港開港に当たっては、国の国際空港政策として、中
部圏における外国籍機の運航は、原則中部国際空港に一元化し、現
在名古屋空港に乗入れている国際定期便及び商用不定期便の運航
はすべて中部空港に移ることになる。従って、本指定制度が想定す
る多頻度で輸送規模が大きい定期便は名古屋空港において運航さ
れず、外国籍機が利用するに当たり必要となる各種サービスの提供
主体も、いずれも現名古屋空港から中部国際空港に移ることとなっ
ている。このため、指定を行うことはできず、仮に現名古屋空港を指
定した場合には、外国籍機を常時受け入れるための施設及びサービ
スが十分整っていない空港について、対外的に常時受入可能な国際
空港であると表明することになり、諸外国の運航主体に誤認を与え
問題である。なお、名古屋空港が航空法第１２６条第５項に基づく指
定空港でなくなった場合においても、国際ビジネス機の運航を行うこ
とができなくなるものではない。また、航空法施行規則第２３５条の４
の申請期間の特例として規定する「国土交通大臣がその事情を考慮
してやむを得ないと認めるとき」として、１０日前よりも離着陸予定期
日に近接した日まで離着陸許可の申請を受け付けることが可能であ
る。今回要請のあったビジネス機についても、緊急性・機動性が求め
られる運航に係る申請については、現行の制度上の運用として、柔
軟に対処する準備があることから、特区による対応は必要ない。

提案では「定期便が不在で、実質的にビジネス機が自
由に離着陸し駐機できる利便性の高い空港は、たとえ
大都市圏に近接し相当なビジネス需要があっても、離
着陸手続きに相当な時間が必要となり、必要な時に利
用できるビジネス機の機動性を発揮することへの大き
な障害となっている」とあり、この点を踏まえて、提案が
実現できないか、検討し、回答されたい。
仮に指定空港とすることができない場合、貴省の回答
には「今回要請のあったビジネス機についても、緊急
性・機動性が求められる運航に係る申請については、
現行の制度上の運用として、柔軟に対処する準備があ
る」とあるが、国際ビジネス機の特殊性及びそれに特化
した飛行場の特性を考慮し、許可申請を使用直前まで
受け付けることができないか、また包括的な許可により
対応できないか、併せて検討し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

１　本指定制度が、多頻度で輸送規模が大きい定期便を想定してい
るとの見解について
現在国際定期便が就航している松山、秋田、青森、美保の各空港
は指定されておらず、本指定制度が定期便を想定しているとする見
解とは矛盾がある。
　　また、平成12年に指定空港が3空港から21空港に追加された際
は、輸送規模ではなく機材の就航実績に基づいて指定されているた
め、「輸送規模」の多寡に関係なく外国籍機材が安全に運航された
かどうかの実績が判断基準とされている。実際、定期便不在の宮崎
空港が、年間59機の国際チャーター便就航実績で指定を受けてお
り、本特区提案においても、年間50機（離着陸100回）以上見込まれ
る場合を指定要件としていることから、基準を満たしているので特区
を指定することは問題ない。
２　現在名古屋空港に乗り入れている国際定期便及び商用不定期
便の運航は全て中部空港の移ることになるとの見解について
平成9年12月24日の大蔵大臣（当時）、運輸大臣（当時）が取交した
文書においては、「現名古屋空港における国内・国際定期航空路線
については、中部国際空港の開港時に同空港へ一元化するものと
する」とあり、国際商用不定期便はもとより、定期・不定期区分の枠
外である国際ビジネス機は当然のことながら一元化の対象外とされ
ているものであり、将来の名古屋空港に国際便が全く就航しなくなる
かのような主張は誤りである。

　

既に回答したとおり、航空法第１２６条第５項の指定については、
外国籍機に頻繁に利用されることが想定され、かつ、空港政策、
セキュリティ、運航の安全の確保、受入体制等の観点から、適切
である空港に限り行うこととしており、国際定期便に利用されてい
る、あるいは利用される予定がある空港を指定している。これら
の要素と無関係に、ビジネス機の利便性の高さ及び機動性確保
の必要性のみで指定空港とすることは、当該指定空港で得られ
るサービスの内容に関し、運航主体に誤認を与える他、空港政
策、セキュリティ、運航の安全の確保にも支障を与えることとな
り、適当でない。なお、中部国際空港開港後の現名古屋空港に
ついては、本指定制度が想定するような多頻度で輸送規模が大
きい定期便は名古屋空港において運航されず、外国籍機が利用
するに当たり必要となる各種サービスの提供主体も、いずれも現
名古屋空港から中部国際空港に移ることとなっていため、航空法
第１２６条第５項が想定する指定空港には当たらない。また、「許
可申請を使用直前まで受け付けること」については、申請不備に
よる場合をはじめ、ビジネス機の運航の特性として、国際会議・イ
ベント等の開催に合わせ申請が集中することがあることを踏まえ
ると、運航日までの許可審査業務の確実な遂行ができず、発着
予定日の離着陸を着実に実現させることに支障を生じるおそれ
があり、適当でない。さらに、「包括的な許可により対応」すること
については、個別の運航について、受入態勢がその都度確保さ
れ、セキュリティ、運航の安全の確保が図られているかを判断す
る必要があり、適当でない。

指定空港とするためには「国際定期便に利
用されている、あるいは利用される予定があ
る」ことが基準上明らかに限定されているの
か。限定されていないのであれば、不定期便
が利用する空港を指定空港とすることができ
ないか、
仮に指定空港とすることができない場合、国
際ビジネス機の特殊性及びそれに特化した
飛行場の特性を考慮し、許可申請に必要な
期間を短縮することができないか、検討し回
答されたい。

B Ⅲ

航空法第１２６条第５項の指定については、既に回答
したとおり、外国籍機に頻繁に利用されることが想定
され、かつ、空港政策、セキュリティ、運航の安全の
確保、受入体制等の観点から、適切である空港に限
り行うこととしており、具体的には、国際定期便に利
用されている、あるいは利用される予定がある空港
を指定することとしている。本指定制度が想定するよ
うな多頻度で輸送規模が大きい定期便は中部国際
空港開港後の現名古屋空港において運航されず、
中部国際空港に移ることとなっているため、現名古
屋空港は、航空法第１２６条第５項が想定する指定
空港には当たらない。
一方、利便性・機動性のあるビジネス機の有効活用
が近年社会的に注目されてきている状況を踏まえ、
その機動的特性を発揮できるよう、ビジネス機に係る
申請書提出期限について、「１０日前まで」から「３日
前まで」とする省令改正を実施することとする。なお、
航空法施行規則第２３５条の４の規定により、ビジネ
ス機については、円滑な運航に資するよう、緊急性・
機動性の必要からやむを得ないと認められる場合に
は、弾力的に申請を受け付けることとする。
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３　外国籍機が必要とする各種サービスの提供主体も、現名古屋空
港から中部国際空港に移るため指定を行うことはできないとの見解
について
「各種サービス」の具体的な中身が示されていないが、仮にCIQ機能
を指しているのであれば、国際定期便が就航するＣＩＱ指定空港であ
りながら航空法上の指定がされていない空港（松山、秋田、青森、美
保）の存在や、平成12年にＣＩＱ非指定空港でありながら航空法上の
指定を受けた宮崎空港のような事例の存在は、航空局の方針と矛
盾している。
　　また、CIQ機能については別途、本特区構想に係る規制の特例
（070150等）として提案しており、航空法個別の規制趣旨に立脚した
指定要件について、本特区において要望を実現するに当たり何が
問題であるのかを具体的にかつ全てお示しいただきたい。
４　対外的に常時外国籍機を受け入れ可能な国際空港であると表
明することになり、諸外国の運航主体に誤認を与えることになり問
題であるとの見解について
上述のとおり、常時外国籍機を受け入れることができる環境は整う
と考えているため、受け入れ不可能となる要素が想定できないが、
仮に何かしら外国籍機の空港利用に制限を課すべき事項が存在し
た場合でも、「ＡＩＰ（航空路誌）」に記載することで諸外国の運航主体
の誤認は防ぐことができるため、航空局の見解はあたらない。

なお、提案主体の意見に係る回答は以下のとおりである。①「現在国際定期便
が就航している松山、秋田、青森、美保の各空港は指定されておらず、本指定
制度が定期便を想定しているとする見解とは矛盾がある」との指摘について
は、当該４空港について、現在当該指定に向け手続中であることから、あたら
ない。②「「輸送規模」の多寡に関係なく外国籍機材が安全に運航されたかどう
かの実績が判断基準とされている。」との指摘については、多頻度で輸送規模
が大きい定期便が「安全に運航されたかどうかの実績」を判断基準としている
ことから、あたらない。③「国際商用不定期便はもとより、定期・不定期区分の
枠外である国際ビジネス機は当然のことながら一元化の対象外とされているも
のであり、将来の名古屋空港に国際便が全く就航しなくなるかのような主張は
誤り」との指摘については、国の国際空港政策として、中部国際空港に国際便
を移行させることとしているが、現名古屋空港への国際ビジネス機の就航を否
定するものではない。④「「各種サービス」の具体的な中身」については、ＣＩＱ
機能に加え、グランドハンドリング、給油、駐機場管理等地上サービス全体を
指す。⑤「国際定期便が就航するＣＩＱ指定空港でありながら航空法上の指定
がされていない空港（松山、秋田、青森、美保）の存在や、平成12年にＣＩＱ非
指定空港でありながら航空法上の指定を受けた宮崎空港のような事例の存在
は、航空局の方針と矛盾している」との指摘については、ＣＩＱの指定空港であ
るかどうかのみをもって、航空法上の指定空港とするかどうかを判断している
ものではないことから、あたらない。なお、「宮崎空港が、年間５９機の国際
チャーター便の就航実績で指定を受けて」いるとのご指摘であるが、宮崎空港
は年間約１００便の国際チャーター実績を踏まえ、既に定期便の運航が見込ま
れていたことを受け、当該指定の検討を行ったものである。なお、現在宮崎空
港には定期便が運航している。⑥「航空法個別の規制趣旨に立脚した指定要
件について、本特区において要望を実現するに当たり何が問題であるのかを
具体的にかつ全てお示しいただきたい。」との要望については、前回の回答の
とおりである。

1078010

128050

５　指定空港でなくなった場合においても、国際ビジネス機の運航を行うこと
ができなくなるものではないとの見解について
国際チャーター便とは異なり、前日の離着陸決定や時間変更が頻繁に行
われる国際ビジネス機の特性に鑑みて、現行制度の枠内では実質的に運
航を行うことができなくなるために今回の特区提案を行っているところであ
る。
　また、特区においては、将来の名古屋空港を「国際ビジネス機の拠点」と
することを目指しており、原則自由に国際ビジネス機が離着陸できる制度環
境整備を求めているものであり、「許可」という「一般的禁止の解除」にかか
らしめることには馴染まない。
６　「緊急性・機動性が求められる運航に係る申請については、現行の制度
上の運用として、柔軟に対処する準備がある」との見解について
　通常、ビジネス機は緊急性・機動性の必要から利用されるものであり、新
たにわざわざ「緊急性」「機動性」といった要件を課すのは適切ではない。
　また、仮に極めて主観的要素の強い「緊急性・機動性が求められる場合」
が類型化できるのであれば、その類型化と具体例の提示を行っていただき
たい。
　なお、柔軟に対応する準備があるとのことであるが、もっとも柔軟な対応
が可能であり、かつ航空局の審査業務も不要となる、空港の指定を行う方
が、適当であると考えられる。
　　本提案は、国際ビジネス需要の多い大都市近郊に位置し、定期便不在
で小型機に十分な空港施設と利用機会が提供できる空港を地方公共団体
が国から購入し、これまで定期便中心の空港政策の中で法制面でも施設
面でも余り顧みられなかった国際ビジネス機の拠点として再整備すること
で、地域と海外諸地域をダイレクトに結びつけ、まさに特区制度の究極目的
である地域の経済・産業発展を目指すものである。そのため、これまでの国
の定期便中心の空港政策とは視点を変えて、特区において要望を実現でき
ないか、再度検討し、回答されたい。

⑦「常時外国籍機を受け入れることができる環境は整うと考えて
いるため、受け入れ不可能となる要素が想定できないが、仮に何
かしら外国籍機の空港利用に制限を課すべき事項が存在した場
合でも、「ＡＩＰ（航空路誌）」に記載することで諸外国の運航主体
の誤認は防ぐことができるため、航空局の見解はあたらない。」と
の指摘については、航空法第１２６条第５項の想定している国際
空港に該当しない中部国際空港開港後の名古屋空港について、
運航主体によっては当該指定の事実をもって、各種サービスが
整った空港であると誤認するおそれがあり、適当でない。⑧「特
区においては、将来の名古屋空港を「国際ビジネス機の拠点」と
することを目指しており、原則自由に国際ビジネス機が離着陸で
きる制度環境整備を求めているものであり、「許可」という「一般
的禁止の解除」にかからしめることには馴染まない。」との指摘に
ついては、航空法上の許可制度は、航空行政上の必要性から設
けられているものである。⑨「通常ビジネス機は緊急性・機動性
の必要から利用されるものであり、新たにわざわざ「緊急性」「機
動性」といった要件を課すのは適切ではない。」との指摘につい
ては、緊急性・機動性が求められないビジネス機の運航も想定さ
れるところ、申請期間に柔軟に対応する必要があるのは、「緊急
性・機動性が求められる運航」であることを明確にしたものであ
る。なお、「緊急性・機動性が求められる場合」とは、個別具体的
に判断されるものと考える。

1078010

128060

外国籍航空
機の国内使
用に係る規
制の特例

航空法第１２７条、航
空法施行規則第２３１
条

外国籍の航空機は、経営許可（航空法
第１２９条、１２９条の３等）又は有償運
送の許可（航空法第１３０条の２）を受
けている場合を除き、本邦内の各地点
間を航行してはならない。但し、国土交
通大臣の許可を受ければ、本邦内の
各地点間を航行することができる。

Ｃ

外国籍機による国内各地点間の運航については、国
際民間航空条約の基本原則である領空主権の観点
から、その国内区間の飛行によりセキュリティ上及び
運航の安全上問題がないかどうか、当該運航が国際
民間航空条約第７条に基づき、国際的に禁止するこ
とが通例とされている国内運送（カボタージュ）に該当
することがないかどうか事前にチェックすることが不可
欠であることから、航空法上全ての運航について許
可に係らしめているところである。仮に国際ビジネス
機に限り事前チェックを不要とした場合には、セキュリ
ティ及び運航の安全、国内運送の禁止について担保
できないこととなり、適当でない。

提案では「ビジネス機は、必要な時に利用でき
る機動性が最大のメリットであるため、手続き
に相当な時間を要する当該規制はそれを発揮
することの大きな障害となっている」とあり、こ
の点を踏まえ、提案が実現できないか、検討し
回答されたい。
仮に許可の不要化が困難な場合、国際ビジネ
ス機の特殊性及びそれに特化した飛行場の特
性を考慮し、許可申請を使用直前まで受け付
けることができないか、また包括的な許可によ
り対応できないか、併せて検討し、回答された
い。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

　「セキュリティ及び運航の安全、国内運送の禁止について担保でき
ない」との見解について
国際民間航空条約第五条はカボタージュ(国内有償運送)を除き、国
内無償運送は原則なんらの規制無く認められるべきものとしており、
また、実際に米国の航空法（ＦＡＲ）には本条項に相当する条文は存
在しないが、「セキュリティ及び運航の安全」は確保されていることか
ら、国内無償運送にもかかわらず3日前に許可申請を課し、国際ビ
ジネス機の機動性を大きく損なわせている当該規制は、規制目的に
照らして明らかに過重である。
　　さらに、貨客の国内有償運送（カボタージュ）については、航空法
第130条、施行規則第234条の許可で規制されており、罰則も設けら
れているため、本規制（航空法第127条）により国内有償運送の禁止
を担保すること自体、意義が無いと考えられる。
本規制による担保に固執されるのであれば、参考までに、本規制に
おける具体的な事前審査項目と、直近1年間における外国籍機国内
使用実績の総件数、本規制により摘発ができた「セキュリティ及び運
航の安全が図られなかった事例」、「カボタージュの事例」の件数及
び概要をお示しいただきたい。
　　仮に、外国籍機の国内使用に対する何かしらの管理が必要であ
れば、本規制を担保している航空法施行規則第231条の申請事項
が、「機材登録記号」、「飛行計画の通報事項」などと同一もしくは類
似していることから、それらによる代替を検討していただきたい。
　　ビジネス航空先進国である米国では、実際に当該規制なく国際
ビジネス機の運航を行っていることから、特区において要望を実現
できないか、再度検討し、回答されたい。

　

既に回答したとおり、外国籍機による国内各地点間の運航につ
いては、国際民間航空条約の基本原則である領空主権の観点
から、その国内区間の飛行によりセキュリティ上及び運航の安全
上問題がないかどうか、当該運航が国際民間航空条約第７条に
基づき、国際的に禁止することが通例とされている国内運送（カ
ボタージュ）に該当することがないかどうか事前にチェックするこ
とが不可欠である。これらの要素と無関係に、ビジネス機の利便
性の高さ及び機動性確保の必要性のみで許可不要とすること
は、セキュリティの確保、国内運送（カボタージュ）の未然防止に
支障を与えることとなり、適当でない。また、「許可申請を使用直
前まで受け付けること」については、現行でも既に３日前までの
申請となっているとともに、申請不備による場合をはじめ、ビジネ
ス機の運航の特性として、国際会議・イベント等の開催に合わせ
申請が集中することがあることを踏まえると、運航日までの許可
審査業務の確実な遂行ができず、発着予定日の離着陸を着実
に実現させることに支障を生じるおそれがあり、適当でない。さら
に、「包括的な許可により対応」することについては、個別の運航
について、受入態勢がその都度確保され、セキュリティ、運航の
安全の確保が図られているかを判断する必要があり、適当でな
い。

許可の不要化が困難としても、国際ビジネス
機の特殊性及びそれに特化した飛行場の特
性を考慮し、許可申請に必要な期間を短縮
できないか、検討し回答されたい。

C

申請書提出期限については、既に平成１３年に「１０
日前まで」から「３日前まで」とする省令改正を行って
いるが、航空法施行規則第２３５条の４の規定によ
り、ビジネス機については、円滑な運航に資するよ
う、緊急性・機動性の必要からやむを得ないと認めら
れる場合には、弾力的に申請を受け付けることとす
る。

1078020

愛知県、
名古屋
市、春日
井市、小
牧市、豊
山町、名
古屋空港
活用促進
協議会、
日本貿易
振興機
構、日本ビ
ジネス航
空協会

開国！国際
ビジネス機特
区

なお、提案主体の意見に係る回答は以下のとおりである。①「国
際民間航空条約第五条はカボタージュ(国内有償運送)を除き、
国内無償運送は原則なんらの規制無く認められるべきものとして
おり、また、実際に米国の航空法（ＦＡＲ）には本条項に相当する
条文は存在しない」との指摘については、国際民間航空条約第
五条はカボタージュ(国内有償運送)を除外しているほか、「積込
又は積卸が行われる国は、その望ましいと認める規制、条件又
は制限を課する権利」を留保している。また、米国の航空法（ＦＡ
Ｒ）に本条項に相当する条文が存在するか否かについては承知
していないが、9.11の同時多発テロ以降米国においては、運輸保
安局（ＴＳＡ）を中心にビジネスジェット等ジェネラル・アビエーショ
ンのセキュリティ強化を強く唱えている現状があり、米国において
もジェネラル・アビエーションが、地上建物の破壊に用いられる事
例が発生する等、セキュリティ・チェックが問題となっている。②
「貨客の国内有償運送（カボタージュ）については、航空法第130
条、施行規則第234条の許可で規制されており、罰則も設けられ
ているため、本規制（航空法第127条）により国内有償運送の禁
止を担保すること自体、意義が無い」との指摘であるが、本条項
により、未然に防止が可能となっている。③「本規制における具
体的な事前審査項目と、直近1年間における外国籍機国内使用
実績の総件数、本規制により摘発ができた「セキュリティ及び運
航の安全が図られなかった事例」、「カボタージュの事例」の件数
及び概要」については、次のとおり。

○事前審査項目について：次の基準に適合しているかどうかに
ついて審査を行う。(1)貨客の有償運送（航空法第１３０条ただし
書の許可を受けることとなるものを除く。）が行われないこと。(2)
我が国の領空内において我が国の安全を脅かす等我が国の領
空主権の侵害のおそれがないと認められること。(3)我が国と申
請者の属する国等関係国との二国間関係等に鑑み適当と認め
られること。○直近1年間における外国籍機国内使用実績の総
件数について：３３７件。○「セキュリティ及び運航の安全が図ら
れなかった事例」、「カボタージュの事例」の件数及び概要」につ
いては、不許可案件は存在しないが、申請前の問合せにおい
て、これらの問題を指摘しているケースがある。④「仮に、外国籍
機の国内使用に対する何かしらの管理が必要であれば、本規制
を担保している航空法施行規則第231条の申請事項が、「機材登
録記号」、「飛行計画の通報事項」などと同一もしくは類似してい
ることから、それらによる代替を検討していただきたい。」との要
望であるが、「機材登録記号」、「飛行計画の通報事項」のみに
よっては、国内区間の飛行に係るセキュリティの確保、国内運送
（カボタージュ）の未然防止が担保できない。⑤「ビジネス航空先
進国である米国では、実際に当該規制なく国際ビジネス機の運
航を行っている」との指摘については、前述のとおり、現在米国
においても保安上の問題が指摘されているところである。
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128070

外国籍航空
機の有償運
送に係る規
制の特例

航空法第１３０条の
２、航空法施行規則
第２３４条の２

外国籍の航空機は、経営許可（航空法
第１２９条、１２９条の３等）を受けてい
る場合を除き、旅客又は貨物を国際航
空便により有償で運送する場合には、
国土交通大臣の許可を得なければな
らない。

Ｃ

外国籍による有償運送（チャーター）については、二
国間航空協定に基づき実施される国際定期航空業務
に支障を及ぼさないよう、国際民間航空条約第５条の
趣旨に則り我が国のチャータールール上認められる
運航かどうか事前にチェックするため、全て本条項に
よる許可に係らしめているところである。仮に国際ビ
ジネス機について本条項に基づく事前チェックを不要
とした場合には、定期便に支障を来たすようなチャー
ター便の運航を実態上未然に防止できず、二国間航
空協定を締結している趣旨に反することとなり、適当
でない。さらに、本条項が不要となれば、昨今とりわけ
慎重さが求められているセキュリティ上も大きな問題
を生ぜしめることとなり、適当でない。

提案では「ビジネス機は、自己所有であろうと
チャーターであろうと必要な時に利用できる機
動性が最大のメリットであるため、手続きに相
当な時間を要する当該規制はそれを発揮する
ことの大きな障害となっている」とあり、ここの
点を踏まえ、提案が実現できないか、検討し回
答されたい。
仮に許可の不要化が困難な場合、国際ビジネ
ス機の特殊性及びそれに特化した飛行場の特
性を考慮し、許可申請を使用直前まで受け付
けることができないか、また包括的な許可によ
り対応できないか、併せて検討し、回答された
い。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

１　「定期便に支障をきたすようなチャーター便の運航を実態
上未然に防止できず、二国間航空協定を締結している趣旨に
反することとなり、適当でない」との見解について
　　特区においては、本規制の特例の対象となるビジネス機材
を、特区所在地域の国際定期航空旅客需要へ支障を与えな
い程度の座席数の機材に限定（将来の名古屋空港において
は60席以下）し、それを超える座席数の機材については、設置
管理者が空港使用届を受理しないことを内容としている（ＡＩＰ
にも記載する）ことから、航空局の指摘は今回の特区提案に
は当てはまらない。
　　さらに、実態上、ビジネス機材の座席数は、約20席前後で
あり、満席で運航されることはほとんど無いため、国際ビジネ
ス機に対し、本規制の特例を設けても、実態上も国際定期便
に支障を与えることはない。
２　「セキュリティ上も大きな問題を生ぜしめることとなり、適当
でない」との見解について
　　ビジネス機のセキュリティの高さには定評があり、9.11の同
時多発テロ以降はビジネス機（チャーター含む）の活用が増加
している。
　　ビジネス航空先進国である米国では、実際に当該規制な
く、セキュリティを確保しながら国際ビジネスチャーター機の運
航を行っていることから、本規制においてセキュリティ上どのよ
うな点を事前にチェックしているのかお示しいただいた上、特
区において要望を実現できないか、再度検討し、回答された
い。

　

既に回答したとおり、外国籍による有償運送（チャーター）につい
ては、二国間航空協定に基づき実施される国際定期航空業務に
支障を及ぼさないよう、国際民間航空条約第５条の趣旨に則り
我が国のチャータールール上認められる運航かどうか事前に
チェックし、定期便に支障を来たすようなチャーター便の運航を
実態上未然に防止するため、また、昨今とりわけ慎重さが求めら
れているセキュリティの確保のためにも、事前にチェックすること
が不可欠である。これらの要素と無関係に、ビジネス機の利便性
の高さ及び機動性確保の必要性のみで許可不要とすることは、
定期便に支障を来たすようなチャーター便の運航の未然防止、
セキュリティの確保、に支障を与えることとなり、適当でない。ま
た、「許可申請を使用直前まで受け付けること」については、申請
不備による場合をはじめ、ビジネス機の運航の特性として、国際
会議・イベント等の開催に合わせ申請が集中することがあること
を踏まえると、運航日までの許可審査業務の確実な遂行ができ
ず、発着予定日の離着陸を着実に実現させることに支障を生じる
おそれがあり、適当でない。さらに、「包括的な許可により対応」
することについては、個別の運航について、受入態勢がその都
度確保され、セキュリティ、運航の安全の確保が図られているか
を判断する必要があり、適当でない。

許可の不要化が困難としても、国際ビジネス
機の特殊性及びそれに特化した飛行場の特
性を考慮し、許可申請に必要な期間を短縮
することができないか、検討し回答されたい。

B Ⅲ

利便性・機動性のあるビジネス機の有効活用が近年
社会的に注目されてきている状況を踏まえ、その機
動的特性を発揮できるよう、ビジネス機に係る申請
書提出期限について、「１０日前まで」から「３日前ま
で」とする省令を改正することとする。なお、航空法施
行規則第２３５条の４の規定により、ビジネス機につ
いては、円滑な運航に資するよう、緊急性・機動性の
必要からやむを得ないと認められる場合には、弾力
的に申請を受け付けることとする。

1078030

愛知県、
名古屋
市、春日
井市、小
牧市、豊
山町、名
古屋空港
活用促進
協議会、
日本貿易
振興機
構、日本ビ
ジネス航
空協会

開国！国際
ビジネス機特
区

なお、提案主体の意見に係る回答は以下のとおりである。①「特例の対
象となるビジネス機材を、特区所在地域の国際定期航空旅客需要へ
支障を与えない程度の座席数の機材に限定（将来の名古屋空港にお
いては60席以下）し、それを超える座席数の機材については、設置管
理者が空港使用届を受理しないことを内容としている（ＡＩＰにも記載す
る）ことから、航空局の指摘は今回の特区提案には当てはまらない。」
及び「実態上、ビジネス機材の座席数は、約20席前後であり、満席で運
航されることはほとんど無いため、国際ビジネス機に対し、本規制の特
例を設けても、実態上も国際定期便に支障を与えることはない。」との
指摘については、コミュータークラスの定期便があることを踏まえると、
席数が少ないからといって定期便に影響がないとはいえない。また、国
際定期航空業務に支障を及ぼさないよう、国際民間航空条約第５条の
趣旨に則り我が国のチャータールール上認められる運航かどうか事前
にチェックするため、外国籍機による有償運送については、全て本条項
による許可に係らしめているところである。②「ビジネス機のセキュリ
ティの高さには定評があり、9.11の同時多発テロ以降はビジネス機
（チャーター含む）の活用が増加している。ビジネス航空先進国である
米国では、実際に当該規制なく、セキュリティを確保しながら国際ビジ
ネスチャーター機の運航を行っている」との指摘については、9.11の同
時多発テロ以降米国においては、運輸保安局（ＴＳＡ）を中心にビジネス
ジェット等ジェネラル・アビエーションのセキュリティ強化を強く唱えてい
る現状があり、米国においてもジェネラル・アビエーションが、地上建物
の破壊に用いられる事例が発生する等、セキュリティ・チェックが問題と
なっている。なお、本規制においてセキュリティ上どのような点を事前に
チェックしているのかについては、運航主体、使用航空機、傭機主体、
運航の経路、積荷明細等を総合的に審査している。

129010

グリーン・
ツーリズム
コーディネー
タの組織に
対する旅行
業登録の特
例

旅行業法第３条
旅行業又は旅行業者代理業を営むた
めには、国土交通大臣の行う登録を受
けなければならない。

Ｃ
D-１

ー

旅行業の登録を得るためには、旅行業法において規定する基準資
産、営業保証金制度、旅行業務取扱主任者制度等の取引準則を遵
守することが必要となるが、これらの制度は、消費者の安全確保及
び利益の保護をはかるため、必要不可欠な制度である。旅行取引に
あっては旅行参加者から旅行代金を前受し、運送・宿泊機関等には
後払いする取引形態が通常であることから、旅行業者の破産等の場
合の消費者及び運送・宿泊　機関等に与える被害は甚大なものとな
りがちである。営業保証金制度や基準資産額は、そうした旅行取引
に係る信用上のリスクを減じるために設けられた、最低限必要と認め
られる制度である。また、旅行取引は、事前にいわば“商品”の内容
を、具体的に確認できないサービスであることから、旅行取引条件等
の説明、書面の交付等を確実に行なわせることで、提供される旅行
サービスの内容を明確にし、旅行者との適正な取引を担保している。
旅行業務取扱主任者は、このような旅行取引を適正に行なわせるた
めの管理・監督者であるばかりでなく、旅行終了後の苦情にも対応で
きるよう、旅行業務を遂行するために最低限必要な法律及び旅行実
務の知識・能力を有する国家試験合格者である。 公益性の高い組
織が実施する場合であっても、不特定多数の消費者から報酬を得て
旅行業務を行う以上、旅行業法に規定するこれらの各種義務を遵守
することは消費者保護のため、必要不可欠である。したがって、旅行
業法第３条の適用除外は困難である。なお、ランドオペレーターとし
ての活動の実施、宿泊・運送サービスに付随しないサービスの提供、
宿泊事業者が運送・宿泊サービスを自ら提供し、これに運送・宿泊
サービス以外のサービスを付加して販売することについては、旅行
業の登録は不要である。

「企業組合しおざ
わ異業種研究会」
に提案の趣旨を確
認の上、該当法令
を第２条第３項か
ら第３条に変更。ま
た、２種の旅行業
の登録を受けるた
めに必要となる営
業保証金の最低
金額は１１００万円
である。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

お忙しい中、回答を頂きまして有り難うございました。
今回の提案内容では旅行者の保護という大前提に
ついて無視したいと考えたわけではありませんが、
自分達の地域に関しては自分達が案内することが旅
行者の利益になると考えています。再度確認なので
すが旅行業務取扱主任者を組織の一員として選任し
て旅行代金の前受けを行わないとすれば旅行業の
登録は不要と考えますがいかがでしょうか？旅行商
品の企画販売に関しては宿泊事業者も組織の一員
として選任した上で新組織が参加受付や予約手配業
務などを委託業務として行うことが可能と考えます。
但し、取扱旅行商品などは塩沢町内に限ることに変
わりありません。

　

　旅行商品は提供されてはじめて内容を確認でき、天
候、事故等にも左右されるため、旅行者等とのトラブル
が発生しやすく、事件、事故時の損害賠償等、旅行者
の債権を担保するため、営業保証金が必要である。ま
た、参加者から旅行代金を前受けし、運送・宿泊機関
等には後払いする取引形態が通常であり、旅行業者の
破産等の場合に被害を与えるのを防ぐ必要がある。旅
行代金の前受けがないと、旅行者の「直前キャンセル」
「無連絡不参加」の場合に、運送・宿泊機関等への取
消料の支払いができない、計画作成、手配等にかかる
コストの回収が困難等の問題が生じる。
　また、基準資産は、旅行業の経営状況が事件、事
故、病気等の外的変動要因に大きく影響されるので、
一時的に収入が落ち込んでも営業を継続できる最小限
の財産的基礎を確保することが倒産を未然に防止する
ために必要である。
　取扱旅行商品を限定するとしても、不特定多数の消
費者に対して、旅行商品の企画販売を行う以上、旅行
業法に規定する各種義務を遵守することは、消費者保
護のために必要である。したがって、旅行業法第３条の
適用除外は困難である。

3093010

企業組合
しおざわ異
業種研究
会

塩沢町体験
交流観光特
区

129020

特定非営利
活動法人等
が企画・実施
する旅行に
対する旅行
業法の適用
除外

旅行業法第３条
旅行業又は旅行業者代理業を営むた
めには、国土交通大臣の行う登録を受
けなければならない。

Ｃ ー

旅行業の登録を得るためには、旅行業法において規定する基準資
産、営業保証金制度、旅行業務取扱主任者制度等の取引準則を遵
守することが必要となるが、これらの制度は、消費者の安全確保及
び利益の保護をはかるため、必要不可欠な制度である。旅行取引に
あっては旅行参加者から旅行代金を前受し、運送・宿泊機関等には
後払いする取引形態が通常であることから、旅行業者の破産等の場
合の消費者及び運送・宿泊　機関等に与える被害は甚大なものとな
りがちである。営業保証金制度や基準資産額は、そうした旅行取引
に係る信用上のリスクを減じるために設けられた、最低限必要と認め
られる制度である。また、旅行取引は、事前にいわば“商品”の内容
を、具体的に確認できないサービスであることから、旅行取引条件等
の説明、書面の交付等を確実に行なわせることで、提供される旅行
サービスの内容を明確にし、旅行者との適正な取引を担保している。
旅行業務取扱主任者は、このような旅行取引を適正に行なわせるた
めの管理・監督者であるばかりでなく、旅行終了後の苦情にも対応で
きるよう、旅行業務を遂行するために最低限必要な法律及び旅行実
務の知識・能力を有する国家試験合格者である。 NPO法人が実施
する場合であっても、不特定多数の消費者から報酬を得て旅行業務
を行う以上、旅行業法に規定するこれらの各種義務を遵守すること
は消費者保護のため、必要不可欠である。したがって、旅行業法第３
条の適用除外は困難である。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　　今回、特区で提案している旅行は、地域の自然、文化から産業、
住民生活そのものまでも含めた有形・無形の地域資源を展示物（サ
テライト）とする「北はりま田園空間博物館」について、同博物館の運
営主体である特定非営利活動法人、あるいはサテライト登録された
体験交流施設等が年間３～４回程度旅行者を募集し、サテライトを
巡るバスツアーやウｵーキングツアーを実施するものであり、これら
の活動を通じて、地域内外の交流を図り、まちづくりの推進や環境
の保全、文化・芸術の振興など特区区域１市４町の活性化に寄与す
ることを目的とするもので、取組みの内容が地域振興の観点からも
高い公共性を有していると考える。
　この度の提案申請については、当法人の事業目的を達成する手
段の一つとして、　サテライトを巡る旅行を企画・実施しようとするも
ので、年３～４回程度の実施に限定していること、また、旅行代金の
前受けは行わず、旅行当日に代金を徴収することから、消費者ある
いは運送・宿泊等の機関に対して不測の損害を及ぼすことは極めて
少ないと考える。
　また、今回、特区で提案しているツアーの実施に際しては、ツアー
の内容がサテライト間を巡るツアーに限定していることから、特定非
営利活動法人やサテライトの担当者が旅行”商品”の内容を誤解な
く伝えることが可能で、消費者に対して不測の損害を及ぼすことは
回避できるものと考える。
   このため、複数市町にわたる地域空間そのものを観光資源として
地域内外からの観光客誘致を積極的に図る「北はりま田園空間博
物館」の取り組みについて、特定非営利活動法人等が博物館の展
示物（サテライト）の周知を図る目的で旅行を企画・実施する場合の
旅行業法第３条（登録）の適用除外を提案する。

　

　高い公共性を有するNPO法人が実施する場合であっ
ても、不特定多数の消費者に対して、旅行業務を行う
以上、旅行業法に規定するこれらの各種義務を遵守す
ることは、旅行取引の適正化、消費者保護のために必
要不可欠である。
　旅行商品は提供されてはじめて内容を確認でき、天
候、事故等にも左右されるため、旅行者等とのトラブル
が発生しやすく、事件、事故時の損害賠償等、旅行者
の債権を担保するため、営業保証金が必要である。ま
た、参加者から旅行代金を前受けし、運送・宿泊機関
等には後払いする取引形態が通常であり、旅行業者の
破産等の場合に被害を与えるのを防ぐ必要がある。旅
行代金の前受けがないと、旅行者の「直前キャンセル」
「無連絡不参加」の場合に、運送・宿泊機関等への取
消料の支払いができない、計画作成、手配等にかかる
コストの回収が困難等の問題が生じる。
　また、基準資産は、旅行業の経営状況が事件、事
故、病気等の外的変動要因に大きく影響されるので、
一時的に収入が落ち込んでも営業を継続できる最小限
の財産的基礎を確保することが倒産を未然に防止する
ために必要である。したがって、旅行業法第３条の適用
除外は困難である。

1115010

兵庫県、
西脇市、
中町、加
美町、八
千代町、
黒田庄町

北はりまツー
リズム特区

129030

商工会の旅
行業営業に
対する旅行
業法の適用
除外

旅行業法第７条
旅行業者は、営業保証金を供託しなけ
ればならない。

Ｃ

旅行取引にあっては旅行参加者から旅行代金を前受
し、運送・宿泊機関等には後払いする取引形態が通
常であることから、旅行業者の破産等の場合の消費
者及び運送・宿泊　機関等に与える被害は甚大なも
のとなりがちである。営業保証金制度や基準資産額
は、そうした旅行取引に係る信用上のリスクを減じる
ために設けられた、最低限必要と認められる制度で
ある。商工会が実施する場合であっても、不特定多数
の消費者から報酬を得て旅行業務を行う以上、営業
保証金の供託は、消費者保護のため、必要不可欠で
ある。したがって、旅行業法第７条の適用除外は困難
である。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　旅行業法に定める営業保証金の供託は、旅行業
者が破産等した場合における消費者や運送・宿泊等
の機関に与える被害にかかる信用上のリスクを減じ
るために設けられた制度である。
　今回、特定事業の実施主体である商工会は、商工
会法に基づき設置された公的性格を有する団体とし
て地域で認知されており、商工会法の規定に基づき
毎年度県知事が検査を実施をする等、適正な運営が
図られていることから、商工会が消費者や運送・宿泊
等の機関に不測の損害を及ぼすことはないと考え
る。
　このため、商工会が他地域からの観光客誘致のた
めの旅行事業を行い、地域経済の活性化と他地域と
の交流を促進する商工会の旅行業務について、旅行
業法第７条（営業保証金の供託）の適用除外を提案
する。

　

　旅行商品は提供されてはじめて内容を確認でき、天
候、事故等にも左右されるため、旅行者等とのトラブル
が発生しやすく、事件、事故時の損害賠償等、旅行者
の債権を担保するため、営業保証金が必要である。ま
た、参加者から旅行代金を前受けし、運送・宿泊機関
等には後払いする取引形態が通常であり、旅行業者の
破産等の場合に被害を与えるのを防ぐ必要がある。
　以上の必要性に鑑み、商工会が商工会法に基づき設
置された公的性格を有する団体であり適正な運営が図
られているとしても、不特定多数の消費者に対して旅行
業務を行う以上、第７条の規定を遵守することは、消費
者保護のため必要不可欠である。したがって、旅行業
法第７条の適用除外は困難である。

1116010

兵庫県、
篠山市、
柏原町、
氷上町、
青垣町、
春日町、
山南町、
市島町

たんばツーリ
ズム特区
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規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他
各府省庁からの回答に対する構造射改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
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見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体
名

特区計画・プ
ロジェクトの
名称

129040

旅行業法に
定める営業
保証金の引
き下げ

旅行業法第８条
第２種旅行業の登録の取得のために
必要な営業保証金の最低額は、１１００
万円である。

Ｃ

旅行取引にあっては旅行参加者から旅行代金を前受
し、運送・宿泊機関等には後払いする取引形態が通
常であることから、旅行業者の破産等の場合の消費
者及び運送・宿泊　機関等に与える被害は甚大なも
のとなりがちである。営業保証金制度は、そうした旅
行取引に係る信用上のリスクを減じるために設けられ
た、最低限必要と認められる制度である。第三セク
ターが実施する場合であっても、不特定多数の消費
者から報酬を得て旅行業務を行う以上、営業保証金
の供託は、消費者保護のため、必要不可欠である。
なお、（社）日本旅行業協会又は（社）全国旅行業協
会の保証社員は、営業保証金額の５分の１の弁済業
務保証金分担金を協会に納付することにより、営業
保証金の供託を免除される（旅行業法第２２条の１
４）。会津鉄道株式会社は３種の旅行業登録を受けた
（社）全国旅行業協会の保証社員であり、２種の旅行
業登録を受けるために必要となる弁済業務保証金分
担金の最低額は２２０万円である。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

会津鉄道株式会社では、今後、少子高齢化などの影響により
鉄道事業の経営環境がますます厳しくなることが予想されるこ
とから、沿線の観光資源を活かした旅行業の展開による経営
の安定化を目指しているが、全国一律の規制による多額な営
業保証金が２種の旅行業登録の大きな阻害要因となってい
る。提案の特例が認められれば、多少なりとも経常損失が減
り、経営支援を行なっている自治体の負担が軽くなるだけでな
く、沿線の交流人口が拡大するなど、地域の活性化につなが
ることから、営業保証金の調達が困難な第三セクター鉄道に
限り、前年の営業実績だけでなく、地域の実情や事業者の営
業規模・特性を考慮して、営業保証金の最低額を少しでも引き
下げていただきたい。なお、会津鉄道株式会社は、規制の緩
和を行なわなくとも、２２０万円の弁済業務保証金分担金を旅
行業協会に納付すれば、２種の旅行業登録を受けられるとの
回答だが、特例が認められた第三セクター鉄道については、
他の事業者と同様に営業保証金の５分の１の弁済業務保証
金分担金を旅行業協会に納付すれば、営業保証金の供託が
免除されるようにしていただきたい。

　

　旅行業法第７条において規定する営業保証金制度
は、旅行業者の破産等の場合に、消費者及び運送・宿
泊機関等の保護を図るため、最低限必要と認められる
制度であるため、第三セクターが実施する場合であって
も、不特定多数の消費者に対して旅行業務を行う以
上、営業保証金の供託は、消費者保護のため必要不
可欠である。
　また、旅行業者が供託すべき営業保証金の額は、前
年の営業実績だけでなく、業種別に取引の実情及び取
引における旅行者の保護の必要性を考慮して算定して
いる（旅行業法第八条）が、現在の営業保証金の金額
でも消費者への還付は十分になされていない状況にあ
るため、営業保証金の金額の引き下げは困難である。
　なお、現行においても、旅行業協会の会員であれば、
営業保証金の５分の１の弁済業務保証金分担金を旅
行業協会に納付すれば、営業保証金の供託は免除さ
れる（旅行業法第２２条の１４）。

1164010
会津若松
市

第三セクター
鉄道活性化
特区

129050
通訳案内業
の資格の特
例

通訳案内業法第３条

通訳案内業を営もうとする者は、国土
交通大臣の行う試験に合格し、都道府
県知事の免許を受けなければならな
い。

Ｃ

通訳案内業制度は、外国語を用いて、日本に関する
正確な旅行の案内を行うことによる外客接遇の向上
を目的としていることから、通訳案内業者に一定水準
以上のレベルを確保する必要がある。このため、法律
に規定されている守秘義務を課せられた試験委員に
より、同一基準で厳格に実施される国家試験によっ
て、免許制をとっているものである。従って、試験免除
を行うと、その厳格性、公平性が担保できなくなり、通
訳案内業者の一定レベルの質を確保することが困難
になるため、通訳案内業免許の要件緩和は困難であ
る。
なお、添乗業務に対する報酬を得て、バスガイドとし
て、観光バスに同乗する添乗業務のみを行う者につ
いては、通訳案内業法の規制対象外である。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

国土交通省の回答における「なお書き」に示された添
乗業務には、バスガイドが付随的に実施する観光ガ
イド業務が含まれるか否かについてご教示いただき
たい。含まれない場合には、外客誘致法第９条に
よって認められる地域限定の通訳案内業制度の要
件緩和による特区対象地域内での存続について、ご
検討いただきたい。具体的には、通訳案内業試験の
２次試験合格者については、雇用しようとする旅行会
社における研修を修了して「適性」と認めた者につい
ては地域限定の免許を認めることとするもの。

　

　地域に限定した通訳案内業については、外客誘致法
第９条の地域限定通訳案内業免許について、①通訳
案内業者はツアー行程全部に同行し、添乗業務も通常
は兼務するので、地域限定通訳案内業者のように行程
の一部しか関与できない業者に対する需要は実態とし
てはほとんどないこと、②全国的にみても通訳案内業
者の不足が問題となるため合格者数の増加を図る必
要があり、あえて地域単位のみで免許要件を緩和する
必要性は乏しいことから、公益法人改革国土交通省関
連一括法（平成15年法律第96号）において地域限定通
訳案内業制度を廃止したところである。
　現在、不足すると考えられる韓国語、中国語を中心に
試験制度の運用改善（試験内容の見直し、試験回数の
簡素化等）を行い、全国的に通訳案内業試験の合格者
数を増加させるとともに、訪日外国人に対する通訳案
内業者に関する情報提供の充実等を図ってきているの
で、通訳案内業者の一層の活用を検討していただきた
い。
  なお、バスガイドが、バス会社との契約に基づき、通
常の添乗業務に対する報酬を得て、観光バスで外国語
を用いて附随的に実施する観光ガイド業務について
は、通訳案内業にあたらないと考えられる。

1016020 愛知県
歓迎！愛知
万博特区

129060

通訳案内業
の資格取得
に係る要件
の緩和

通訳案内業法第５条
通訳案内業法施行規
則第３条

（通訳案内業法第５条）
第３条の試験は左の科目について行
う。
一　外国語
二　日本地理
三　日本歴史
四　産業、経済、政治及び文化に関す
る一般常識
五　人物考査
（通訳案内業法施行規則第３条）
法第５条第１項の場合において、次の
表の上欄に掲げる者が同表の中欄に
掲げる試験を受けるときは、それぞれ
同表の下欄に掲げる試験を願により免
除する。

Ｃ

通訳案内業制度は、外国語を用いて、日本に関する
正確な旅行の案内を行うことによる外客接遇の向上
を目的としていることから、通訳案内業者に一定水準
以上のレベルを確保する必要がある。このため、法律
に規定されている守秘義務を課せられた試験委員に
より、同一基準で厳格に実施される国家試験によっ
て、免許制をとっているものである。
　通訳案内業試験については、これまで一貫して訪日
旅行促進に携わっており、訪日旅行の専門的な知見
を有する独立行政法人国際観光振興機構において、
全国統一的に実施しているものである。したがって、
一部地域について、試験免除を行うことは、通訳案内
業者に必要とされる資質を厳格かつ公平に判定する
ことができなくなるため、通訳案内業者の一定レベル
の質を確保することが困難となり、適切な外客接遇が
図られなくなるおそれがある。
　よって、一部試験の免除を行うことは困難である。

1095140 文京区

最先端の生
涯学習を実
現する文京
区まるごと
キャンパス特
区
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